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まえがき 
 

平成３１年度の戦略的国際標準化加速事業：我が国の国際標準化戦略を強化するための

体制構築 OIML（国際法定計量機関）対応の報告書をお届けします。本報告書は、（一

財）日本規格協会が経済産業省の委託を受け、同会より(一社)日本計量機器工業連合会

が再受託し、実施した事業の活動をまとめたものです。 
国際法定計量機関（International Organization of Legal Metrology、OIML）は、

1955 年の発足以来、法定計量分野で用いられる計量器の国際規格を作成し、計量器の信

頼性や国際的同等性を確保する活動を行ってきています。こうした計量器には、はかりや、

水道メーター、タクシーメーターなど、日常生活において使用される極めて重要なものが

含まれています。また、OIML では、法定計量に関した規範的な仕組みや実施組織のガ

イドライン作成、各国法定計量機関の相互理解のための取り組みなどを行っています。 
本事業の目的は、こうした OIML の活動に対し我が国の対処方針の検討や意見集約を

行い、OIML 関連委員会での表明を通じ、我が国の意見反映に努めるとともに、調査や

専門家招聘を通じて情勢の把握等を行うことです。 
このために、本事業では国際法定計量調査研究委員会を設置し、同委員会のもとに 25

の作業委員会を組織しました。述べ 400 人近くの委員の方々のご協力を得て、活発な議

論を行い、日本としての意見を取りまとめ、規格化に反映させました。 
毎年開催される OIML の各国委員による CIML では、国際規格や OIML の運営に関す

る審議を行うことになっています。今年度は 2019 年 10 月スロバキアの首都ブラチスラ

バで開催されました。会議において CIML 第二副委員長としての 6 年の任期を終えられ

た三木 CIML 委員がその功績をたたえて表彰されたことは、国際法定計量分野における

日本の誇るべき成果と言えます。 
CIML での近年の最大のトピックは OIML-CS 制度です。MAA 制度と OIML 基本証明

書制度を統合した OIML-CS は 2018 年 1 月に開始されました。とはいえ、その実施にあ

たってはまだ多くの作業が残されており、その運営のために設立された委員会では多くの

日本からの委員が活躍しています。 
また、アジア太平洋地域における地域法定計量団体である Asia-Pacific Legal 

Metrology Forum（APLMF）の年次総会が、今年度はベトナムのハロンで開催され日本

からも参加しました。地域での連携や支援がますます重要になる中で、日本はアジア太平

洋地域での主要なプレイヤーとして活躍しています。 
本事業は、経済産業省計量行政室のご支援ご指導のもと、委員会、作業委員会の委員各

位の活発な活動、事務局及び関連企業・団体の貢献と支援によって遂行されました。ここ

に関係各位の多大なる貢献に感謝申し上げるとともに、本報告書が今後の法定計量に関連

した、国際・国内活動に活かされることを祈念致します。 
 

国際法定計量調査研究委員会 

委員長  高 辻 利 之 
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（略語） 
本文中で使われる略語を以下に記す。 

【OIML関連】 

OIML：国際法定計量機関／International Organization of Legal Metrology 

CIML：国際法定計量委員会／International Committee of Legal Metrology 

BIML：国際法定計量事務局／International Bureau of Legal Metrology 

PC委員会：運営委員会／Presidential Council 

RLMO：地域法定計量機関／Regional Legal Metrology Organization 

CEEMS：計量制度の整備途上にある国及び経済圏／Countries and Economies with Emerging 

Metrology Systems 

 

TC：OIML技術委員会／Technical Committees 

SC：OIML小委員会／Sub Committees 

Pメンバー：TC/SCの正参加国 

Oメンバー：TC/SCのオブザーバー参加国 

PG：OIML国際勧告案等を審議するプロジェクトグループ／Project Group 

WG：ワーキンググループ／Working Group 

R文書：国際勧告／International Recommendations 

D文書：国際文書／International Documents 

B文書：基本文書／Basic Documents 

G文書：ガイド文書／Guides 

V文書：用語集／Vocabularies 

 

WD：作業文書／Working Draft 

CD：委員会草案／Committee Draft 

DR：国際勧告の草案／Draft Recommendation 

DD：国際文書の草案／Draft Documents 

DG：ガイド文書の草案／Draft Guides 

FDR：最終国際勧告草案／Final Draft Recommendation 

FDB：最終基本文書草案／Final Draft Basic Documents 

 

MAA：（旧）計量器の型式評価国際相互受入れ取決めの枠組み／Mutual Acceptance Arrangement 

OIML-CS：（基本証明書制度と MAAに代わる）新しい OIML証明書制度／OIML Certification System 

prMC：予備運営委員会 （OIML-CS）／provisional Management Committee 

AHWG：臨時作業部会（OIML 証明書制度）／Ad-hoc Working Group 



 
 

AP：諮問委員会 (OIML-CS)／Advisory Panel  

BoA：裁定委員会 (OIML-CS)／Board of Appeal 

MC：運営委員会 (OIML-CS)／Management Committee 

MG：メンテナンス・グループ(OIML-CS)／Management Group 

RC：審査委員会 (OIML-CS)／Review Committee 

TLF：試験所フォーラム (OIML-CS)／Testing Laboratory Forum  

MTL：製造事業者試験所／Manufacturers Testing Laboratory 

OD：運用文書 (OIML-CS)／Operational Document 

PD：手順文書 (OIML-CS)／Procedural Document  

 

【計量分野における関連機関】 

APLMF：アジア太平洋法定計量フォーラム／Asia-Pacific Legal Metrology Forum 

APMP：アジア太平洋計量計画／Asia Pacific Metrology Programme 

AFRIMETS（SADCMEL）：アフリカ内計量システム／Intra-Africa Metrology System 

BIPM：国際度量衡局／International Bureau of Weights and Measures 

CGPM：国際度量衡総会／General Conference on Weights and Measures 

CIPM：国際度量衡委員会／International Committee for Weights and Measures 

CECIP：欧州はかり製造事業者協同組合／European Association for National Trade Organizations 

representing the European Manufacturers of Weighing Instruments 

COOMET：欧州・アジア国家計量標準機関協力機構／Euro-Asian Cooperation of National Metrological 

Institutions 

EURAMET：欧州国家計量標準機関協会／European Association of National Metrology Institutes 

GSO：湾岸協力会議標準化機構／GCC Standardization Organization 

GULFMET：湾岸計量機構／Gulf Association for Metrology 

SADCMEL：南部アフリカ開発共同体 法定計量協力機構／SADC Cooperation in Legal Metrology 

SIM：アメリカ全体陸計量システム／Inter-American Metrology System  

WELMEC：欧州法定計量協力機関／European Cooperation in Legal Metrology  

RMO：地域計量機関／Regional Metrology Organization 

 

【各国の関係機関】 

BEIS：（英国の）ビジネス・エネルギー・産業戦略省／Department for Business, Energy and Industrial 

Strategy 

BMWI：ドイツ連邦経済技術省／Federal Ministry of Economic Affrairs and Energy 

BMZ：ドイツ連邦経済協力開発省／German Federal Ministry for Economic Cooperation and 

Development 



 
 

    

    

   

  

   

     

   

   

    

 

 

    

    

   

      

      

      

      

       

     

 

      

   

    

      

    

      

   

 

 

      

 

       

       

 

 
 

BSMI：経済部標準試験局（台湾）／Bureau of Standards, Metrology and Inspection 

CBWM：タイの中央度量衡局／Central Bureau of Weights and Measures (Department of Internal Trade, 

Ministry of Commerce) 

CMS/ITRI：台湾国家計量標準センター／Center for Measurement Standards 

DoM：インドネシア計量局（商業省）／Directorate of Metrology (Ministry of Trade) 

DSS：タイ科学サービス局／Department of Science Service 

INMETRO：ブラジル国家計量・標準・産業品質局／National Institute of Metrology, Standardization and 

Industrial Quality 

KTC：韓国機械電気電子試験研究院／Korea Testing Certification 

LNE：フランス国立計量標準研究所／Laboratoire national de métrologie et d’essais 

METAS：スイス連邦計量・認定局／Federal Institute of Metrology 

MBIE：産業・イノベーション・労働省 消費者保護局（ニュージーランド）／Ministry of Business, 

Innovation & Employment 

MSL：ニュージーランド計量標準研究所／Measurement Standards Laboratory 

MDTCC：マレーシア国内貿易・協力・消費者省／Ministry of Domestic Trade, Co-operatives And 

Consumerism 

NATA：オーストラリア検査機関協会／National Association of Testing Authorities 

NIM：中国計量科学研究院／National Institute of Metrology (PR China) 

NIMT：タイ国立計量研究所／National Institute of Metrology (Thailand) 

NIST：米国標準技術研究所／National Institute of Standards and Technology 

NMi：オランダ計量標準機関／Nederlands Meetinstituut 

NMIA:オーストラリア国家計量機関／National Metrology Institute of Australia 

NMIJ：計量標準総合センター（日本）／National Metrology Institute of Japan 

NMIM：マレーシア国家計量機関（SIRIM に所属）／National Metrology Institute of Malaysia 

NRCS：南アフリカ国家規制管理局／National Regulator for Compulsory Specifications 

RD：（英国ビジネス・エネルギー・産業戦略省の）規制提供局（旧名：NMRO, NMO, NWML）／

Regulatory Delivery (Department for Business, Energy and Industrial Strategy) 

PTB：ドイツ物理工学研究所／Physikalisch Technische Bundesanstalt 

SAMR：国家市場監督管理総局（中国）／State Administration for Market Regulation 

注：旧AQSIQ 国家品質監督検査検疫総局（中国）／General Administration of Quality 

Supervision, Inspection and Quarantine 

STAMEQ：ベトナム政府規格・品質局／Directorate for Standards Metrology and Quality 

 



 
 

【その他】 

ACP-EU TBT Program：アフリカ・カリブ海・太平洋諸国（ACP）－欧州委員会（EU）：貿易の技術的障

害（TBT）のための計画／African, Caribbean and Pacific Group of States – 

European Union, Technical Barrier to Trade Program 

APLAC：アジア太平洋試験所認定協力機構／Asia-Pacific Laboratory Accreditation Cooperation 

APEC：アジア太平洋経済協力／Asia-Pacific Economic Cooperation 

ASEAN：東南アジア諸国連合（アセアン）／Association of South-East Asian Nations 

ASEAN ACCSQ：アセアン標準品質諮問委員会／ASEAN Consultative Committee for Standards & 

Quality 

CBKT：BIPM の途上国支援活動／Capacity Building and Knowledge Transfer Program 

CIPM MRA：計量標準の国際相互承認協定／CIPM Mutual Recognition Arrangement 

CC：MEDEA プロジェクトの運営委員会／Coordination Committee of MEDEA Project 

CCxx：BIPM の合計10の諮問委員会（CCAUV, CCEM, CCL, CCM, CCPR, CCQM, CCRI, CCT,  

CCTF, CCU）／Consultative Committees of BIPM 

CIPM MRA：計量標準の国際相互承認協定（CIPM）／CIPM Mutual Recognition Arrangement 

CMC：校正・測定能力（BIPM）／Calibration and Measurement Capabilities 

CNG：圧縮天然ガス（主に自動車用）／Compressed Natural Gas 

Codex：国際食品規格委員会／Codex Alimentarius 

CPR：参加資格審査委員会（OIML MAA制度）／Committee on Participation Review 

DCMAS：計量・認定・標準化分野における対途上国援助合同調整委員会（BIPM）／（Joint Committee 

on）Network on Metrology, Accreditation and Standardization for Developing Countries 

DEVCO：（ISO の）発展途上国対策委員会／Committee on Developing Country Matters (ISO) 

IAF：国際認定フォーラム／International Accreditation Forum 

IEC：国際電気標準会議／International Electrotechnical Commission 

ILAC：国際試験所認定協力機構／International Laboratory Accreditation Cooperation 

ISO：国際標準化機構／International Organization for Standardization 

ITC：国際貿易センター／International Trade Center 

ITU：国際電気通信連合／International Telecommunication Union 

JCGM：（BIPM の）計量関連国際ガイドに関する合同委員会／Joint Committee for Guides in Metrology 

JICA：国際協力機構（日本）／Japan International Cooperation Agency 

KCDB：基幹比較データベース（BIPM）／BIPM key comparison database 

KRISS GMA：KRISSグローバル計量アカデミー／KRISS Global Metrology Academy 

MEDEA：計量分野のアジア途上国支援プロジェクト（ドイツ PTB）／Metrology： Enabling Developing 

Economies within Asia 



 
 

 

  

        

       

    

   

     

       

 

      

     

     

         

     

     

    

   

  

     

  

         

      

   

   

    

    

   

   

      

    

    

     

   

   

 
 

MI：計量器／Measuring Instrument  

MiC：化学計測（一般名詞）／Metrology in Chemistry  

MID：欧州計量器指令／Measuring Instruments Directive 

MoU：合意事項（一般名詞）／Memorandum of Understanding 

NAWID：非自動はかり指令／Non-automatic Weighing Instruments Directive  

NMI：国家計量標準機関（一般名称）／National Metrology Institute  

NZ：ニュージーランド（国記号）／New Zealand 

OPTC：OIML の試験的研修センター（中国）／OIML Pilot Training Center 

PAC：太平洋認定協力機構／Pacific Accreditation Cooperation 

SAARC：南アジア地域協力連合／South Asia Association for Regional Cooperation 

SAE：ソサエティ・オブ・ オートモーティブ・エンジニアズ／Society of Automotive Engineers  

SOLAS：海上における人命の安全のための国際条約／International Convention for the Safety of Life at 

Sea 

ToR：委託事項、合意事項／Terms of reference 

UNECE：国連欧州経済委員会／UN Economic Commission for Europe 

UNIDO：国連工業開発機関／UN Industrial Development Organization  

WG(s)：作業部会（APLMF）／Working Group(s) 

WP(s)：作業パッケージ（MEDEA プロジェクト）／Work Package(s) 

WTO：世界貿易機関／World Trade Organization 

 

 

 





 
 

第 1章 国際標準化事業の概要 

1.1 OIMLの概要 

OIMLは、法定計量制度における行政上又は技術上の国際的な諸問題を解決し、計量器の国際貿

易の円滑化を図ることを目的として、「国際法定計量機関を設立する条約」に基づいて設立された

機関であり、2020年2月現在、正加盟国61ヶ国、準加盟国61ヶ国である。 
OIMLには、OIMLの目的とする業務を企画し、遂行する組織として、CIMLが設置されており、

2020 年 2 月現在、委員長は Roman Schwartz 氏（独・PTB）、第一副委員長は Charles Ehrlich
氏（米・NIST）、第二副委員長はBobjoseph Mathew氏（スイス・METAS）が務めており、委員

長と副委員長の任期は共に6年である。なお2019年10月までは、産業技術総合研究所の三木幸信

氏が第二副委員長を務めていた。OIMLの事務局であるBIMLの局長はAnthony Dollellan氏（豪）、

副局長は Ian Dunmill氏（英）、Paul Dixion氏（英）が務めている。 

OIMLの主な活動は、R文書、D文書、B文書などの勧告文書等を発行することである。R文書

は、計量器ごとに性能や検定・検査基準等を規定した文書で、国内法への導入は各国の選択に任さ

れるが、加盟国は発行されたR文書を可能な限り国内法に導入する道義的責任を負う。D文書は法

定計量の共通的課題に関する指針を与えるための文書、B文書はOIMLの活動に関する基本方針を

規定した文書である。これらの勧告文書等は、1995 年に発足した WTO の貿易の技術的障害に関

する協定（TBT協定）における国際規格に該当するものと考えられており、各国計量法規の国際的

調和を確保し、また国際的基準・認証制度の実現を図る上で、重要な役割を果たしている。 

また、勧告文書等の作成・改定の作業を行うため、分野別にTC が、また各TC 内の研究課題に

対してSCが設置されている。現在、課題分野ごとに18のTC及び46のSCが設置されている。

加盟国は、TC及びSCにPメンバー又はOメンバーとして参加することができ、Pメンバーとし

て参加している国は、勧告文書等の作成に積極的に参加することが要請されるとともに、国際会議

に出席し、勧告文書等の案の可否に対して投票する必要がある。Oメンバーとして参加している国

は、勧告文書等の研究課題に対して関心を持つ国で、勧告文書等の案に対する意見の提出及び国際

作業部会への出席は可能であるが、投票権はない。我が国は16のTCと33のSCにPメンバーと

して参加しているほか、他の分野にもOメンバーとして登録しており、全ての分野にメンバーとし

て参加している。なお、BIMLにおいても、B文書を中心に、勧告文書等の作成・改定の作業を行

っている場合もある。 

更に2012年以降、文書の新規作成（または改定）は、CIML委員またはBIMLが文書の新規作

成等の提案を行い、TC または SC 内に実際の文書作成作業を行う時限的なプロジェクト・グルー

プ（PG）が組織され、行うこととなった。現在、TC、SC 傘下に組織されている PG は 41 あり、

日本はそのうちの 28 のPG にP メンバーとして登録し、我が国の意見を反映できるよう文書作成

に参加している。 

2020 年 2 月現在の勧告文書等の一覧を巻末資料１に、TC、SC 及び PG の一覧、幹事国及び日

本の参加資格（P メンバー、O メンバー）を巻末資料２に、各TC/SC 及びBIML が所管している
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刊行物及び審議状況を巻末資料３に示す。 

 
1.2 事業の概要 

(1) 目的及び内容 

我が国が勧告文書等を踏まえ、法定計量について適切に国際整合化を図っていくためには、

これらの勧告文書等の案の段階で内容を精査し、対処方針を策定するとともに、可能な限り、

勧告文書等の案に対し我が国の意見を反映させていくことが必要である。 

このため、OIMLのTC、SC及びそれぞれのTCまたはSCの中に設置されたPGなどで検

討がなされている勧告文書等の案について、対処方針の策定、我が国の意見決定等、必要な措

置を講じるための専門家等を交えた審議を行うとともに、関連する国際会議に出席し、責任あ

る規制の執行等を行うために必要となる情報収集・調査等を行い、我が国の意見反映に努める

ものである。また、これらの勧告文書等の策定される国際的な背景や勧告文書等を調査するた

めの海外調査または海外専門家の招へいを行う。 

本事業を通じ、計量制度の世界的調和及び信頼性の向上並びに我が国計量業界の国際的産業

競争力強化に資するものとする。 

 
 (2) 実施体制 

国際法定計量調査研究委員会及び同委員会の下に25の作業委員会を設置し、OIMLにおけるTC、

SC及びPGの全作業課題に対して対応できる体制を整えている。 
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国際法定計量調査研究委員会

委員長：高辻 利之

OIMLとの連絡調整：国際計量室 松本 毅

連携

事務局：一般社団法人日本計量機器工業連合会

[国立研究開発法人産業技術総合研究所／NMIJ]

[

医療用計量器作業委員会

放射線計量器作業委員会

音響振動計量器作業委員会

電力量計等作業委員会

質量計用ロードセル作業委員会

環境・分析計量器作業委員会

自動はかり等作業委員会

積算熱量計作業委員会

呼気試験機作業委員会

不確かさ作業委員会

電子化計量器作業委員会

質量計作業委員会

圧縮燃料ガス計量システム作
業委員会

水分・タンパク計作業委員会

【実施体制組織図】

放射温度計測作業委員会

燃料油メーター作業委員会

ガスメーター作業委員会

体積計作業委員会

国際計量研究連絡委員会／法定計量分科会

    [事務局：国立研究開発法人産業技術総合研究所／NMIJ]

水道メーター作業委員会

タクシーメータ-作業委員会

計量器証明書作業委員会

包装商品作業委員会

情報化作業委員会

計量器作業委員会

計量規則等作業委員会

  

国立研究開発法人産業技術総合研究所／NMIJ]
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(3) 作業委員会等の担当分野 

各作業委員会等におけるOIMLのTC、SCの担当分野は、以下のとおりとし、OIMLの全作業

課題について対応する。 
 

作業委員会 TC（技術委員会） SC（小委員会） 

計量規則等作業委員会 

 

TC1：用語 

TC2：計量単位 

TC3：計量規則 

 

 

 

 

 
TC4：標準器、校正及び検定装置 

 

 
SC1：型式承認及び検定 

SC2：計量取締り 

SC3：標準物質 

SC4：統計的方法の適用 

SC5：適合性評価（証明書制度） 

SC6：型式適合性（CTT） 

不確かさ作業委員会 TC3：計量規則 SC5：適合性評価（証明書制度） 

包装商品作業委員会 TC6：包装商品  

計量器証明書作業委員会 BIML：OIML-CS 

電子化計量器作業委員会 TC5：計量器に関する一般要求事項 SC1：環境条件 

情報化作業委員会 TC5：計量器に関する一般要求事項 SC2：ソフトウェア 

計量器作業委員会 TC7：長さ関連量の計量器 

 
TC9：質量計及び密度計 

TC10:圧力、力及び関連量の計量器 

 

 

 
TC11：温度及び関連量の計量器 

 

 
TC17：物理化学測定器 

SC1：長さ計 

SC3：面積の測定 

SC4：密度計 

SC1：重錘型圧力びん 

SC2：弾性感圧素子圧力計 

SC3：気圧計 

SC4：材料試験機 

SC1：抵抗温度計 

SC2：接触温度計 

SC3：放射温度計 

SC5：粘度の測定 

タクシーメーター作業委員会 TC7：長さ関連量計量器 SC4：道路運送車両計量器 

放射温度計測作業委員会 TC11：温度及び関連量の計量器 SC3：放射温度計 

体積計作業委員会 

 

TC8：流体量の測定 

 

SC1：静的体積・質量測定 

SC3：動的体積・質量測定
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（水以外の液体）（R117） 

SC6：低温液体の計量 

SC7：ガスメータリング

（R137、R139を除く） 

水道メーター作業委員会 TC8：流体量の測定 SC5：水道メーター 

ガスメーター作業委員会 TC8：流体量の測定 SC7：ガスメータリングの

一部（R137） 

燃料油メーター作業委員会 

 

TC8：流体量の測定 

 

SC3：動的体積・質量測定

（水以外の液体） 

積算熱量計作業委員会 

 

TC11：温度及び関連量の計量器

の一部（R75） 
 

圧縮燃料ガス計量システム作

業委員会 

TC8：流体量の測定 SC7：ガスメータリングの

一部（R139） 

質量計作業委員会 TC9：質量計及び密度計 SC1：非自動はかり 

SC3：分銅 

自動はかり等作業委員会 TC7：長さ関連量の計量器 

TC9：質量計及び密度計 

SC5：形状測定器 

SC2：自動はかり 

質量計用ロードセル作業委員

会 

TC9：質量計及び密度計  

電力量計等作業委員会 

 

TC12：電気量の計量器 

TC14：光関連量の計量器 
 

 

音響振動計量器作業委員会 TC13：音響及び振動の計量器  

放射線計量器作業委員会 TC15：電離放射線の計量器 SC1：医療用電離放射線の

計量器 

SC2：工業用電離放射線 

 の計量器 

環境・分析計量器作業委員会 

 

 

 

 

 

 

 

TC16：汚染度計量器 

 

 

 

 

 
TC17：物理化学測定器 

 

SC1：大気汚染 

SC2：水質汚染 

SC3：殺虫剤及び有毒汚染

物質 

SC4：有害性汚染物質の環

境計測 

SC2：糖度計 

SC3：pH計 

－ 5－



 
 

 SC4：導電率の測定 

SC6：ガス分析計 

水分・タンパク計作業委員会 TC17：物理化学測定器 

 

SC1：水分計 

SC8：農産物の品質分析機

器 

呼気試験機作業委員会 TC17：物理化学測定器 SC7：呼気試験機 

医療用計量器作業委員会 TC18：医療用計量器 SC1：血圧計 

SC2：体温計 

SC4：医療用電子計量器 

SC5：医学研究用計測器 

 

1.3 委員構成  

(1) 国際法定計量調査研究委員会 

委 員 長  高 辻 利 之  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門長 

委  員  三 木 幸 信  CIML委員 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 副理事長  

〃    阿 部 一 貴  経済産業省 産業技術環境局 計量行政室長 

〃    前 場 卓 也  経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 室長補佐 

〃    行 本 治 代  経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 室長補佐 

〃    臼 田   孝  国際度量衡委員会 委員 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター長 

〃    根 本   一  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 総括研究主幹 

〃    齋 藤 則 生  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

研究戦略部 総括企画主幹 

（計量標準普及センター 国際計量室長） 

〃    松 本   毅  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

計量標準普及センター 国際計量室 総括主幹 

（OIML連絡担当） 

〃    荒 木   誠  東京都計量検定所 所長 

  〃       加曽利 久 夫  日本電気計器検定所 理事 

  〃    片 桐 拓 朗  一般財団法人 日本品質保証機構 理事 
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委  員   青 山 理恵子  公益社団法人 日本消費生活アドバイザー･コンサルタント･ 

相談員協会 最高顧問 

  〃    谷 本   淳  一般社団法人 日本計量機器工業連合会 副会長 

株式会社 オーバル 代表取締役社長 

  〃    龍 野 廣 道  一般社団法人 日本計量機器工業連合会 常任理事 

株式会社 タツノ 代表取締役社長 

  〃    谷 田 千 里  一般社団法人 日本計量機器工業連合会 理事、国際事業委員長 

株式会社 タニタ 代表取締役社長 

〃    田 中 康 之  一般社団法人 日本計量機器工業連合会 理事、はかり部会長 

株式会社 田中衡機工業所 代表取締役社長 

  〃      石 橋 雅 裕  日本ガスメーター工業会 事務局長 

  〃    蓮 井 康 二  日本タクシーメーター工業会 会長 

株式会社 ニシベ計器製造所 代表取締役社長 

  〃    河 住 春 樹  一般社団法人 日本計量振興協会 専務理事 

  〃    松 浦 義 和  一般社団法人 日本分析機器工業会 専務理事 

  〃    吉 原 順 二  一般社団法人 日本電気計測器工業会 専務理事 

  〃    堀 井   茂  一般社団法人 日本計量機器工業連合会 専務理事 

〃    三 倉 伸 介  計量規則等作業委員会委員長 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

計量標準普及センター 法定計量管理室長 

  〃    森 中 泰 章  不確かさ作業委員会及び計量器作業委員会委員長 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 計量器試験技術グループ長 

 〃    伊 藤   武  計量器証明書作業委員会委員長 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ長 

  〃    加曽利 久 夫  電子化計量器作業委員会及び電力量計作業委員会委員長（再掲） 

日本電気計器検定所 理事 

 〃    渡 邊   宏  情報化作業委員会委員長 

経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 

 〃    堀 内 克 充  タクシーメーター作業委員会委員長 

矢崎エナジーシステム株式会社 第二開発部 第 22開発チーム 

  〃       神 長   亘  体積計作業委員会委員長 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ長 
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委  員  糸魚川   昇  水道メーター作業委員会委員長 

一般社団法人 日本計量機器工業連合会 水道メーター技術委員長 

愛知時計電機株式会社 R&D本部 市場統括部 水道市場グループ  

水道市場グループ 理事 

 〃    佐 藤 恭 宣  ガスメーター作業委員会委員長 

日本ガスメーター工業会 技術委員長 

アズビル金門株式会社 執行役員 

〃    佐々木 雅 雄  燃料油メーター作業委員会委員長 

株式会社 タツノ 研究開発部 部長 

 〃    大 滝   勉  圧縮燃料ガス計量システム作業委員会委員長 

株式会社 タツノ 水素技術開発部 専任部長 

 〃    長 野 智 博  質量計作業委員会及び自動はかり等作業委員会委員長 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター

工学計測標準研究部門 質量計試験技術グループ長 

 〃    三 昌 洋 一  質量計用ロードセル作業委員会委員長 

株式会社 エー・アンド・デイ 機械設計本部 第 7部 71課 課長 

  〃    堀 内 竜 三  音響振動計量器作業委員会委員長 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

分析計測標準研究部門 音響超音波標準研究グループ長 

  〃    柚 木   彰  放射線計量器作業委員会委員長 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

分析計測標準研究部門 放射能中性子標準研究グループ長 

  〃    井 原 俊 英  環境・分析計量器作業委員会委員長 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

物質計測標準研究部門 上級主任研究員 

  〃    松 本   毅  水分・タンパク計作業委員会委員長（再掲） 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

計量標準普及センター 国際計量室 総括主幹 

  〃    上 原 伸 二  呼気試験機作業委員会委員長 

一般財団法人 化学物質評価研究機構 東京事業所 化学標準部 

技術第一課 課長 

  〃       松 浦 義 和  医療用計量器作業委員会委員長（再掲） 

一般社団法人 日本分析機器工業会 専務理事 
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 (2) 計量規則等作業委員会 

委 員 長  三 倉 伸 介  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

計量標準普及センター 法定計量管理室長 

委  員  川 端 尚 志 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 室長補佐 

〃    菅 谷 美 行 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 

〃    齋 藤 則 生  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

研究戦略部 総括企画主幹 

〃    松 本   毅  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

計量標準普及センター 国際計量室 総括主幹 

〃    山 澤 一 彰  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 計量標準普及センター 標準供給保証室長 

 〃     伊 藤   武  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ長 

〃    森 中 泰 章  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 計量器試験技術グループ長 

〃    神 長   亘  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ長 

〃    長 野 智 博  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 質量計試験技術グループ長 

〃    齊 藤 正 樹  東京都計量検定所 検査課 副参事 

〃    加曽利 久 夫  日本電気計器検定所 理事 

〃    小 林 善 男  一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター 所長 

〃    石 橋 雅 裕  日本ガスメーター工業会 事務局長 

(3) 不確かさ作業委員会 

委 員 長  森 中 泰 章  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 計量器試験技術グループ長 

委  員  菅 谷 美 行  経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 

〃    田 中 秀 幸  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

物質計測標準研究部門 計量標準基盤研究グループ長 

〃    中 村   匠  東京都計量検定所 検定課 課長代理 

〃    長 澤   淳  日本電気計器検定所 経営企画室 課長補佐 

〃    本 合   剛  一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター 計量計測部 

 熱・力学計測課 

〃    山 澤   賢  一般財団法人 化学物質評価研究機構 化学標準部 技術第一課 

主任研究員 
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(4) 包装商品作業委員会 

委  員  後 藤 博 幸  経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 室長補佐 

〃    行 本 治 代  経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 室長補佐 

〃    田 中 秀 幸  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 物質計測標準研究部門 計量標準基盤研究グループ長 

〃    松 本   毅  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 計量標準普及センター 国際計量室 総括主幹 

〃    坂 本 雅 広  東京都計量検定所 検査課 課長代理 

〃    土 橋 芳 和  公益社団法人 日本缶詰びん詰レトルト食品協会 専務理事 

〃    渕 上 節 子  特定非営利活動法人 日本主婦連合会 会長 

 〃     青 山 理恵子  公益社団法人 日本消費生活アドバイザー･コンサルタント･ 

相談員協会 最高顧問 

〃    西   慶 一  一般財団法人 日本食品検査 理事 衛生検査担当 

〃    金 井 一 榮  金井計量管理事務所 計量士 

〃    吉 野   博  株式会社 大丸松坂屋百貨店 本社業務本部 業務推進部 

首都圏エリア担当 計量士 

〃    髙 橋 夏 樹  株式会社 明治 大阪工場 品質保証課 計量士 

〃    倉 野 恭 充  一般社団法人 日本計量振興協会 事業部 部長 

〃    田 村 淳 一  アンリツインフィビス株式会社 開発本部 商品開発部  

マネージャ 

〃    玉 井   裕  株式会社 イシダ 計量開発一課 主任技師 

〃    和 田 俊 之  株式会社 寺岡精工 知的財産規格部 課長 

〃    滝 本 雅 史  大和製衡株式会社 自動機器事業部 自動機器開発課 主任技師 

(5) 計量器証明書作業委員会 

委 員 長  伊 藤   武  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ長 

委  員  行 本 治 代  経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 室長補佐 

〃    箱 嶋 美 咲  経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 係長 

〃    山 澤 一 彰  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

計量標準普及センター 標準供給保証室長 

〃    三 倉 伸 介  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

計量標準普及センター 法定計量管理室長 

〃    森 中 泰 章  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 計量器試験技術グループ長 
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委  員   神 長   亘   国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ長 

〃    長 野 智 博  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 質量計試験技術グループ長 

〃    戸 田 邦 彦  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ 

〃    松 本   毅  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

計量標準普及センター 国際計量室 総括主幹 

〃    山 外 昭 博  日本電気計器検定所 経営企画室 アシスタントマネージャー 

〃    久保田 利 雄  一般財団法人 日本品質保証機構 中部試験センター 

計器検定課 課長 

 〃     佐 藤 善 久  愛知時計電機株式会社 R&D本部 市場統括部  

水道市場グループ 課長 

〃     田 尻 祥 子  株式会社 イシダ 開発管理部 開発管理一課 技術専門職 

〃    下 舘 一 陽  株式会社 タツノ 技術管理室 課長 

〃    和 田 俊 之  株式会社 寺岡精工 知的財産規格部 課長 

(6) 電子化計量器作業委員会 

委 員 長  加曽利 久 夫  日本電気計器検定所 理事 

委  員  菅 谷 美 行  経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 

〃    長 野 智 博  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 質量計試験技術グループ長 

〃    山 田 達 司  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

物理計測標準研究部門 応用電気標準研究グループ 

〃    田 中 世 二  株式会社 イー・エム・シー・ジャパン 管理部 

〃    井 上 賢 一  一般社団法人 日本電気計測器工業会 政策課題グループ 部長 

〃     戸 田 晋 司  愛知時計電機株式会社 R&D本部 技術統括部 部長 

〃    大 津 馨 平  株式会社 イシダ 第二開発部 流通開発二課 係長 

〃    増 子   功  株式会社 タツノ 研究開発部 課長 

〃    和 田 俊 之  株式会社 寺岡精工 知的財産規格部 課長 

〃    川 島   定  矢崎エナジーシステム株式会社 ガス機器開発センター 

 第一開発部 

(7) 情報化作業委員会 

委 員 長  渡 邊   宏  経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 

委  員  行 本 治 代  経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 室長補佐 

〃    菅 谷 美 行  経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 
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委  員   松 岡   聡  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

計量標準普及センター 計量研修センター 総括主幹 

〃    森 中 泰 章  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 計量器試験技術グループ長 

〃    大 谷 怜 志  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 質量計試験技術グループ 

〃    高 橋   豊  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 計量器試験技術グループ 

〃    渡 邊 昇 五  日本電気計器検定所 検定管理部 検定研究グループ 

マネージャー 

〃    白 石 一 成  日本電気計器検定所 検定管理部 型式試験グループ 専任係長 

 〃     寺 田 憲 二  一般社団法人 日本ガス協会 技術ユニット 内管グループ 

〃    丸 山   桂  東光東芝メーターシステムズ株式会社 開発部 

設計第一グループ長 

〃    戸 田 晋 司  愛知時計電機株式会社 R&D本部 技術統括部 部長 

〃    本 山 健 一  アズビル金門株式会社 開発本部 製品開発部 部長 

〃    大 津 馨 平  株式会社 イシダ 第二開発部 流通開発二課 係長 

〃    舟 瀬   進  株式会社 エー･アンド･デイ 第 1設計開発本部 

第 1部 11課 課長代理 

〃    瀬 川 浩 一  株式会社 クボタ 精密機器技術部長 

〃    関   広 志  株式会社 タツノ 研究開発部 課長 

〃    和 田 俊 之  株式会社 寺岡精工 知的財産規格部 課長 

〃    松 尾 孝 徳  大和製衡株式会社 産機技術部 産機設計課 技師 

〃    藤 川 公 成  二葉計器株式会社 システム技術部 技術課 

(8) 計量器作業委員会 

委 員 長  森 中 泰 章  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 計量器試験技術グループ長 

委  員  菅 谷 美 行  経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 

〃    高 辻 利 之  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門長 

〃    大 串 浩 司  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 力トルク標準研究グループ長 

〃    藤 田 佳 孝  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 流体標準研究グループ長 
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委  員    伊 藤   武  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ長 

〃    井 上   太  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 計量器試験技術グループ 

〃    戸 田 邦 彦  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ 

〃    井 上 賢 一  一般社団法人 日本電気計測器工業会 政策課題グループ 部長 

〃    堀 内 克 充  矢崎エナジーシステム株式会社 第二開発部 第22開発チーム 

(9) タクシーメーター作業委員会 

委 員 長  堀 内 克 充  矢崎エナジーシステム株式会社 第二開発部 第 22開発チーム 

委  員  菅 谷 美 行  経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 

  〃       西 川 賢 二  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

 工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ 

〃    堀 越   努  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 計量器試験技術グループ 

〃    有 山 雅 子  公益社団法人 日本消費生活アドバイザー･コンサルタント･ 

相談員協会 常任顧問 

〃    米 野 剛 司  岡部メーター製造株式会社 専務取締役 

〃    藤 川 公 成  二葉計器株式会社 システム技術部 技術課 

〃    前 田 哲 夫  株式会社 ニシベ計器製造所 名古屋営業所 技術部 部次長 

(10) 放射温度計測作業委員会 

委  員  笹 嶋 尚 彦  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

物理計測標準研究部門 応用放射計測研究グループ 

  〃       佐 藤 弘 康  日本電気計器検定所 標準部 標準研究グループ 

アシスタントマネージャー 

〃    村 上 拓 朗  株式会社 佐藤計量器製作所 宮城工場 校正技術課 課長 

〃    佐 賀 匡 史  株式会社 チノー 久喜事業所 開発部 

〃    大須賀 直 博  株式会社 堀場製作所 カスタム製品開発部 

(11) 体積計作業委員会 

委 員 長  神 長   亘  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ長 

委  員  菅 谷 美 行  経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 

〃    島 田 正 樹  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ 

〃    大 羽 将 之  神奈川県計量検定所 次長 
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委  員   木 村 晋 利  埼玉県計量検定所 検査検定担当課長 

〃    糸魚川   昇  愛知時計電機株式会社 R&D本部 市場統括部 

水道市場グループ 理事 

 〃    佐 藤 恭 宣  アズビル金門株式会社 執行役員 

〃    大 滝   勉  株式会社 タツノ 水素技術開発部 専任部長 

(12) 水道メーター作業委員会 

委 員 長  糸魚川   昇  愛知時計電機株式会社 R&D本部 市場統括部 

水道市場グループ 

委  員  間々田 和 之 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 係長 

〃    西 川 一 夫  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ 

〃    島 田 正 樹  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ 

〃    安孫子 昌 弘  東京都水道局 貯水槽水道対策担当課長 

〃    八 木 賢 二  横浜市水道局給水サービス部 給水維持課 水道メーター 係長 

〃    安 西 正 憲  アズビル株式会社 AAC IAP開発部3グループ マネージャー 

〃    小 島   剛  アズビル金門株式会社 開発本部 製品開発部 メーターグループ 

〃    一ノ尾 宜 志  大豊機工株式会社 公共システム部 技術・品質管理課 課長 

〃    垣 本 憲 一  柏原計器工業株式会社 取締役工場長 

〃       吉 村 紀 之  島津システムソリューションズ株式会社 流量計校正試験所 所長 

〃    和 泉 正 史  株式会社西部水道機器製作所 代表取締役社長 

〃    信 長 章 夫  株式会社 Toshin 代表取締役会長 

〃    唐 澤 進太郎  東洋計器株式会社 理事 水道事業部長 

〃    藤 田 保 盛  株式会社 阪神計器製作所 品質管理課 課長 

〃    手 塚 忠 彦  前澤給装工業株式会社 メータ製造課 課長 

〃    佐 藤 弘 一  横河電機株式会社 IAプロダクト＆サービス事業本部 

 OTC 流量計統括開発部 開発 1課 課長 

(13) ガスメーター作業委員会 

委 員 長  佐 藤 恭 宣  アズビル金門株式会社 執行役員 

委  員  間々田 和 之  経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 係長 

〃    安 藤 弘 二  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ 

〃    島 田 正 樹  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ 

〃    寺 田 憲 二  一般社団法人 日本ガス協会 技術ユニット 内管グループ 
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委  員   浅 田 昭 治  大阪ガス株式会社 設備部メーター企画チーム 

〃    小 森 光 徳  東京ガス株式会社 応用技術研究所 

メーターエンジニアリングチーム チームリーダー 

〃    西 口 一 弘  東邦ガス株式会社 R&D・デジタル本部 技術研究所 

メーター・通信技術総括 

〃    石 橋 雅 裕  日本ガスメーター工業会 事務局長 

〃    山 吉 信 靖  愛知時計電機株式会社 営業本部 ガス営業推進部 課長 

  〃    石 関   淳  アズビル金門株式会社 開発本部 製品開発部 

メーターグループ グループマネジャー 

〃    田 村 逸 朗  関西ガスメータ株式会社 常務取締役 

〃    石 谷   聡  株式会社 竹中製作所 品質保証部 次長 

〃    寺 西   豊  東洋ガスメーター株式会社 技術開発部 次長 

〃    秋 山 博 和  東洋計器株式会社 取締役技監 

〃    岩 尾 健 司  トキコシステムソリューョンズ株式会社 設計本部 

システムソリューション設計部 主任技師 

〃    川 島   定  矢崎エナジーシステム株式会社 ガス機器開発センター 

第一開発部 

(14) 燃料油メーター作業委員会 

委 員 長  佐々木 雅 雄  株式会社 タツノ 研究開発部 部長 

委  員  菅 谷 美 行  経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 

〃    戸 田 邦 彦  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ 

〃    島 田 正 樹  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ 

〃    大 羽 将 之  神奈川県計量検定所 次長 

〃    川 浪   淳  全国石油商業組合連合会 業務グループ チームリーダー 

〃    花 木 克 久  愛知時計電機株式会社 R&D本部 市場統括部 ガス市場グループ 

グループマネージャー 

〃    渡 邉 正 一  株式会社 オーバル 検査部 最終検査グループ 課長 

〃    阿 部   繁  トキコシステムソリューョンズ株式会社 設計本部 

システムソリューション設計部 主任技師 

〃    八 木 秀 晃  株式会社 富永製作所 開発生産本部 設計 1課 係長 

〃    河 田 弘 和  日東精工株式会社 制御システム事業部 製造部 設計二課 課長 

〃    永 良 信 和  株式会社ホクセイ 取締役 
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(15) 積算熱量計作業委員会 

委  員   間々田 和 之  経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 係長 

〃    神 長   亘  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ長 

〃    島 田 正 樹  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ 

〃    三 輪 和 弘  愛知時計電機株式会社 生産本部 水機器製造部 副部長 

  〃     深 海 健太郎  アズビル金門株式会社 開発本部 製品開発部 

 (16) 圧縮燃料ガス計量システム作業委員会 

委 員 長  大 滝   勉  株式会社 タツノ 水素技術開発部 専任部長 

委  員  川 端 尚 志  経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 室長補佐 

〃    菅 谷 美 行  経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 

〃    行 本 治 代  経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 

〃    森 岡 敏 博  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 気体流量標準研究グループ長 

〃    戸 田 邦 彦  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ 

〃     島 田 正 樹  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ 

〃    小笠原   慶  一般社団法人 日本ガス協会 エネルギーシステム部 

〃    小 林 誠 司  株式会社 オーバル 研究開発部 次長 

〃    高 本 正 樹  東京計装株式会社 取締役 

〃    樋 口 裕 治  トキコシステムソリューョンズ株式会社 開発部 

(17) 質量計作業委員会 

委 員 長  長 野 智 博  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 質量計試験技術グループ長 

委  員  菅 谷 美 行  経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 

〃    倉 本 直 樹  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 質量標準研究グループ長 

〃    伊 藤   武  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ長 

〃    大 谷 怜 志  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 質量計試験技術グループ 

〃    松 本   毅  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

計量標準普及センター 国際計量室 総括主幹 
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委  員   吉 田   勝  東京都計量検定所 検定課 課長代理 

〃    高 尾 明 寿  一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター 計量計測部 

熱･力学計測課 課長 

〃    田 村 淳 一  アンリツインフィビス株式会社 開発本部 商品開発部 

マネージャ 

〃    田 尻 祥 子  株式会社 イシダ 開発管理部 開発管理一課 技術専門職 

 〃     石 井 哲 生  株式会社 エー･アンド･デイ 第 1設計開発本部 第 1部次長 

〃    岩 井 誠 司  鎌長製衡株式会社 計量システム部 統括部長 

〃    瀬 川 浩 一  株式会社 クボタ 精密機器技術部長 

〃    飯 塚 淳 史  株式会社 島津製作所 分析計測事業部 

 天びんビジネスユニット長 

〃    和 田 俊 之  株式会社 寺岡精工 知的財産規格部 課長 

〃    村 上   昇  株式会社 村上衡器製作所 代表取締役社長 

〃    三田尾 健 司  大和製衡株式会社 一般機器事業部 副事業部長 

(18) 自動はかり等作業委員会 

委 員 長  長 野 智 博  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 質量計試験技術グループ長 

委  員  菅 谷 美 行  経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 

〃    伊 藤   武  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ長 

〃    薊   裕 彦  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 質量計試験技術グループ 

〃    田 中 良 忠  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 質量計試験技術グループ 

〃    大 野 浩 一  一般財団法人 日本穀物検定協会 関東支部 業務部 検査課 

計量管理係長 

〃    金 井 一 榮  金井計量管理事務所 計量士 

〃    高 尾 明 寿  一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター 計量計測部 

熱･力学計測課 課長 

〃    田 村 淳 一  アンリツインフィビス株式会社 開発本部 商品開発部 

マネージャ 

〃    田 尻 祥 子  株式会社 イシダ 開発管理部 開発管理一課 技術専門職 

〃    小岩井 淳 志  株式会社 エー・アンド・デイ 第1設計開発本部 

第 1部 課長代理 

〃    石 野 浩 一  鎌長製衡株式会社 計量機システム部 課長 
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委  員   瀬 川 浩 一  株式会社 クボタ 精密機器技術部長 

〃    村 井 茂 夫  JFEアドバンテック株式会社 計量事業部 

〃    和 田 俊 之  株式会社 寺岡精工 知的財産規格部 課長 

〃    川 野 良 二  大和製衡株式会社 自動機器事業部 自動機器技術部 

自動機器開発課 係長 

(19) 質量計用ロードセル作業委員会 

委 員 長  三 昌 洋 一  株式会社 エー・アンド・デイ 機械設計本部 第 7部 71課 課長 

委  員  菅 谷 美 行  経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 

〃    倉 本 直 樹  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 質量標準研究グループ長 

〃    伊 藤   武  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ長 

〃    薊   裕 彦  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 質量計試験技術グループ 

〃    田 中 良 忠  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 質量計試験技術グループ 

〃    高 尾 明 寿  一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター 計量計測部 

熱･力学計測課 課長 

〃    田 尻 祥 子  株式会社 イシダ 開発管理部 開発管理一課 技術専門職 

〃    大 崎 真 治  株式会社 クボタ 精密機器技術部 計量開発グループ 主任 

〃    冨 高 禎 彦  JFEアドバンテック株式会社 計量事業部 開発部 部長 

〃    池 島   俊  新光電子株式会社 商品設計部 次長 

〃    和 田 俊 之  株式会社 寺岡精工 知的財産規格部 課長 

〃    柴 崎 克 己  ミネベアミツミ株式会社 センシングデバイス事業部 

システム技術部 トランスデューサ技術課 技師 

〃    真 壁   誠  大和製衡株式会社 技術本部 研究開発部 センシング技術課 課長 

(20) 電力量計等作業委員会 

委 員 長  加曽利 久 夫  日本電気計器検定所 理事 

委  員  清 水 行 生  経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課 

電力産業・市場室 課長補佐 

〃    有 波 詩 織  経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課 

電力産業・市場室 

〃    福 崎 知 子  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

計量標準普及センター 法定計量管理室 

〃    長 田 大 輔  電気事業連合会 工務部 副長 
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委  員  中 丸 晃 男  コニカミノルタ株式会社 産業光学システム事業本部 

センシング事業部 品質保証部 

〃    岡 﨑 啓 三  三菱電機株式会社 福山製作所 計測制御製造部 

計器設計担当部長 

〃    片 岡 紳 一  日本電気計器検定所 検定管理部 検定管理グループ マネージャー 

  〃       濱 下 雅 之  日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ  

マネージャー 

〃    杉 﨑 充 宏  日本電気計器検定所 検定管理部 型式試験グループ マネージャー 

(21) 音響振動計量器作業委員会 

委 員 長  堀 内 竜 三  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

分析計測標準研究部門 音響超音波標準研究グループ長 

委  員  間々田 和 之  経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 係長 

〃    大 田 明 博  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 副研究部門長 

    〃       伊 藤   武  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ長 

〃    堀 越   努  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 計量器試験技術グループ 

〃    振 原   崇  一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター 計量計測部 

光・放射計測課 課長 

〃    平     寛  一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター 計量計測部 

計器検定課 主査 

〃    松 本   裕  株式会社 小野測器 開発設計本部 標準設計ブロック 

 ハード設計第2グループ 係長 

〃    大 屋 正 晴  リオン株式会社 環境機器事業部 事業企画部 担当部長 

(22) 放射線計量器作業委員会 

委 員 長  柚 木   彰  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

分析計測標準研究部門 放射能中性子標準研究グループ長 

委  員  黒 澤 忠 弘  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

分析計測標準研究部門 放射線標準研究グループ長 

〃    吉 澤 道 夫  国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 保安管理部 部長 

〃    小 嶋 拓 治  ビームオペレーション株式会社 代表取締役社長 

〃    高 島   誠  一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター 計量計測部 

 光・放射計測課 主幹 
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(23) 環境・分析計量器作業委員会 

委 員 長  井 原 俊 英  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

物質計測標準研究部門 上級主任研究員 

委  員  箱 嶋 美 咲  経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 係長 

〃    三 浦   勉  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

物質計測標準研究部門 無機標準研究グループ 上級主任研究員 

 〃     黒 岩 貴 芳  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

計量標準普及センター 標準物質認証管理室長 

（物質計測標準研究部門 環境標準研究グループ） 

〃    分 領 信 一  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ 

〃    上 原 伸 二  一般財団法人 化学物質評価研究機構 東京事業所 化学標準部 

技術第一課 課長 

〃     別 府 健 司  一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター 計量計測部 

計器検定課 主幹 

〃    中 川 勝 博  一般社団法人 日本分析機器工業会 環境委員長 

〃    関 口 和 弘  一般社団法人 日本環境測定分析協会 監事 

〃    井 上 賢 一  一般社団法人 日本電気計測器工業会 政策課題グループ 部長 

〃    松 浦 義 和  一般社団法人 日本分析機器工業会 専務理事 

〃    板 橋 亨 久  株式会社 島津製作所 分析計測事業部 環境ビジネスユニット 

ガスグループ グループ長 

〃    坂 中 正 雄  富士電機株式会社 パワエレシステムインダストリー事業本部 

オートメーション事業部 FAシステム技術第四部 

計測技術課 主査 

〃    小 林 剛 士  株式会社 堀場製作所 事業企画開発部 マネージャー 

幹  事  近 藤   宏  一般社団法人 日本分析機器工業会 総務グループ長 

(24) 水分・タンパク計作業委員会 
委 員 長  松 本   毅  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

計量標準普及センター 国際計量室 総括主幹 

委  員  沼 田 雅 彦  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター  

物質計測標準研究部門 有機基準物質研究グループ長 

〃    戸 田 邦 彦  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 流量計試験技術グループ 

〃    高 尾 明 寿  一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター 計量計測部 

熱･力学計測課 課長 

〃    野 地   浩  株式会社 ケツト科学研究所 取締役 
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委  員  石 突 裕 樹  株式会社 サタケ 技術本部 選別・計測グループ長 

〃    森   静 一  株式会社 ジェイ･サイエンス東日本 営業企画部 部長 

〃    鈴 木 康 志  株式会社島津製作所 分析計測事業部 

グローバルアプリケーション開発センター 

光・観察グループ マネージャー 

 〃     瀧 川 隆 介  株式会社 チノー MCC推進部 係長 

〃    近 藤   宏  一般社団法人 日本分析機器工業会 総務グループ長 

(25) 呼気試験機作業委員会 

委 員 長  上 原 伸 二  一般財団法人 化学物質評価研究機構 東京事業所 化学標準部 

技術第一課 課長 

委  員  與古田 沙 樹  経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 

〃      下 坂 琢 哉  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

物質計測標準研究部門 ガス･湿度標準研究グループ長 

〃    松 本   毅  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

計量標準普及センター 国際計量室 総括主幹 

〃    加 藤 正 人  一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター 

計量計測部門 計画室 

〃    近 藤   宏  一般社団法人 日本分析機器工業会 総務グループ長 

〃    畑   慎 一  光明理化学工業株式会社 開発技術部 課長 

〃    望 月   計  株式会社 タニタ 量産設計センター 技術2課 課長 

〃    杉 本 哲 也  東海電子株式会社 専務取締役 

〃    河 口 智 博  フィガロ技研株式会社 開発2部 部長 

(26) 医療用計量器作業委員会 

委 員 長  松 浦 義 和  一般社団法人 日本分析機器工業会 専務理事 

委  員  間々田 和 之  経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 係長 

〃    森 中 泰 章  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 計量器試験技術グループ長 

〃    伊 藤   武  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ長 

〃    遠 藤   健  独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 医療機器調査・基準部 

医療機器基準課 主任専門員 

〃    吉 冨 健 志  福岡国際医療福祉大学 視能訓練学科 教授 

〃    村 田 和 春  株式会社 エー・アンド・デイ 第3設計開発本部 第 2部 

〃     市 川   勉  オムロンヘルスケア株式会社 CS統轄部 許認可部 

技術規格管理グループ リーダー代理 
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委  員    中 西   孝  シチズン・システムズ株式会社 品質保証部 製品保証課 

〃    小 林   勇  シチズン・システムズ株式会社 開発センター 開発四課 

〃    服 部   真  ジャパンフォーカス株式会社 業務推進部 

〃    築 田 克 美  テルモ株式会社 ホスピタルカンパニー ME開発部 研究員 

〃    栗 尾   勝  テルモ株式会社 ホスピタルカンパニー ME開発 

〃    丸 山 弘 毅  株式会社 トプコン 製品開発本部 アイケア開発部 

エキスパート 

〃     菊 地 啓 陽  日本光電工業株式会社 バイタルセンサ事業部 二課  
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第２章 法定計量に関する国際標準化事業における委員会の活動 
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2.3 委員会活動 
2.3.1 国際法定計量調査研究委員会 

(1) 活動の概要 
   今年度は委員会を 2 回開催し、今年度の活動方針について審議したほか、第 54

回 CIML 委員会並びに関連する国際会議等について報告を行った。 
  また、日本と制度が類似しているドイツから法定計量の専門家を招へいし、「ド

イツの法定計量制度及び自動はかりの検定等」に関するセミナーを開催した（第 4

章 海外計量専門家の招へいを参照）。 
  さらに OIML 国内委員会ホームページの拡充を図った。 
(2) 委員会の開催状況及び審議結果 
 1) 第 1 回国際法定計量調査研究委員会 
   日時：2019 年 7 月 23 日（火）14 時～16 時 30 分 
   場所：グランドヒル市ヶ谷 

議題：①委員長について 
②各作業委員会委員長について 
③平成 31 年度事業について 

  ④事業の進捗状況について 
 ⑤国際会議の報告について 
 ・OIML TC8/SC3p4（R117 改定）会議 
  ・OIML TC12/p1（R46 改定）会議 
⑥第 54 回 CIML 委員会について 
⑦第 26 回 APLMF 総会について 

審議事項： 
委員長及び各作業委員会委員長の承認が行われたほか、今年度の事業活動

及び事業の進捗状況について説明された。 
また、2019 年 10 月 21 日～25 日にスロベニア・ブラチスラヴァで開催される

第 54 回 CIML 委員会、同年 11 月 5 日～8 日にベトナムで開催される第 26 回

APLMF 総会について、それぞれスケジュール、日本からの出席予定者、議案等

の概要説明が行われ、これを承認した。 
2) 第 2 回国際法定計量調査研究委員会 

日時：2020 年 2 月 12 日（水）13 時～14 時 
場所：グランドヒル市ヶ谷 
議題：①第54回CIML委員会の報告について 
 ②第26回APLMF総会の報告について 
 ③各作業委員会の活動報告について 

④ドイツの計量専門家の招へいについて 
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⑤平成 31 年度調査研究報告書の取りまとめについて 
   審議事項： 
   2019 年 10 月にスロバキア・ブラチスラヴァで開催された第 54 回 CIML 委員

会、同年 11 月にベトナムで開催された第 26 回 APLMF 総会、各作業委員会の

活動について報告した。 
   また、委員には了承いただいているとおり、本年度は海外計量専門家の招へい

を行うことになっている。本委員会終了後、14 時 30 分から「ドイツの法定計量

制度に関する講演会」が開催される。 
   事務局から本年度調査研究報告書の取りまとめ案の説明があり、これを了承し

た。 
   

2.4 作業委員会 
2.4.1 計量規則等作業委員会 

(1) 活動の概要 
以下の D 文書（国際文書）について、メールによる書面審議を行い回答した。 

・D2「法定計量単位」（1CD）：幹事国 オーストリア 
・新 D 文書「型式適合性（CTT）－計量器販売前の適合性評価」（1DD)：幹事国 

ニュージーランド 
・D10「試験所で用いられる計量装置の再校正周期決定のための指針」（1CD）：幹

事国 スロバキア 
・D5「計量器の階級図式制定のための原則」（3CD）：幹事国 スロバキア 

(2) 委員会の開催状況及び審議結果 
  次の 1)～4)の審議対象について、メールによる書面審議を行った。 
  1) D2「法定計量単位」（1CD）へのコメント 
  ①審議結果：コメント付き賛成（2019 年 6 月 5 日）（別別紙紙 77） 
  ②審議内容：第 52 回 CIML（2017 年 10 月 12 日）の決議により承認された新

規プロジェクト、D2「法定計量単位」改定に関して、TC2/p1 により 1CD
が作成され、各国にコメントが求められた。当初（WD 作成時）日本は O
メンバーとしての参加であったが、TC2 のステータスが P であることもあ

り、ステータスを O から P に変更しコメントを提出することとした。なお、

このプロジェクトは CGPM の活動とも連携している。CGPM における文書

改定に合わせて D2 を改定するものである。基本的に単位の定義改定に関連

した箇所の改定であるが、CGPM の文書との齟齬がないかを中心に確認す

ることとなった。その他、関連する箇所について誤記修正を含めて、12 件

のコメントを提出した。 
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  2)新 D 文書「型式適合性（CTT）－計量器販売前の適合性評価」（1DD）の定義修

正提案への投票 
①審議結果：賛成（2019 年 6 月 21 日） 
②審議内容：この文書は、製造される各計量器が承認された型式に適合している

ことを保証するための制度である CTT （型式適合性）の実現に向けた具体

的な方策について規定したもので、2012 年に CIML の承認により TC3 に

SC6 を立ち上げ文書作成を開始した。日本は TC3/SC6 に P メンバーとして

参加している。2019 年 3 月の予備投票で承認された新 D 文書に対して、

CECIP が「適合性マーク conformity mark」の定義の追加を提案した。適

合性マークについて、定義を追加する形での修正提案であったが、国内にお

ける規制に影響がないため、特段のコメントを付けずに投票した。（投票結

果：賛成 4、反対 1）予備投票が終了した段階での修正投票であることと投

票数の少なさなどから有効性が検討されたが承認された。第 54 回 CIML 委

員会にて審議の結果承認され、D34 として 2019 年 11月 21 日に発行された。 
3) D10「試験所で用いられる計量装置の再校正周期決定のための指針」（1CD）へ

のコメント 
①審議結果：コメント付き賛成（2019 年 7 月 16 日）（別紙紙 99） 
②審議内容：TC4/p9 は、現行の D10 と同じく、ILAC（国際試験所認定会議）

との合同文書（ILAC-G24）として 1CD を作成して、各国にコメントを求

めた。この文書は試験に用いる計量器の校正周期を定めるための指針であり、

個別の R への直接の影響は少ないものの、5 つの手法が示されるなど試験検

査を行う機関にとっては参考となる情報が含まれているため、翻訳をしたう

えで検討を行った。基本的に ILAC（国際試験所認定会議）との合同文書

（ILAC-G24）となるため、大きな修正は困難と考えられるが、全体にわた

り修正箇所が多いため慎重な確認が求められた。メールによる審議を実施し、

定義、用語の明確化、表現方法の統一などを中心として、21 件のコメント

を提出した。 
  4) D5「計量器の階級図式制定のための原則」3CD へのコメント 

①審議結果：審議継続中 
②審議内容：この文書は、計量トレーサビリティの原則をどのように法定計量に

活用するかを規定しているものであるが、1CD に対して日本は 2018 年 5
月に 24 件のコメントを提出している。その後、TC4/p2 は日本からのコメ

ントの多くを採用して 2CD を作成したが、文書全体として未完成の状態と

の判断から、29 件のコメントとともに、2019 年 2 月 27 日に反対の投票を

行った。その後、TC4/p2 は 3CD を作成し、2019 年 12 月 17 日に各国にコ

メント検討を依頼した。2CD において日本が提出した 29 件のコメントの文
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書への反映状況の精査と作成された 3CD の全体的内容について確認が必要

である。さらに、2CD に対して反対した主たる理由である文書の完成度に

ついても精査が必要である。審議はメールベースで実施中。 
 
2.4.2  計量器証明書作業委員会 

(1) 活動の概要 
OIML では 1992 年に OIML 基本証明書制度の運用が開始され、2006 年には MAA

制度が導入された。MAA 制度は基本証明書制度を置き換えるべく設計された制度で、

証明書の発行に関与する試験機関の能力をより厳しく審査し、証明書と型式評価報告

書に対する信頼性を向上させ、相互受け入れの義務も強めている。 
しかし、MAA 制度は 2006 年から開始して 11 年を経ても OIML 基本証明書制度

からの移行が進んでいないという問題が CIML 委員会において指摘された。そこで、

第 48 回 CIML 委員会では PTB の Roman Schwartz 氏を主査とする臨時作業部会

(AHWG)が構成され、新しい証明書制度(OIML-CS)への移行に向けた検討が始まった。

この活動はその後、同じくRoman Schwartz氏を委員長とするOIML-CSのprMC(予
備運営委員会)へと引き継がれた。prMC は 2017 年の 2 月(ベルリン)と 6 月(上海)に
委員会を開催した。 

OIML-CS は、従来の OIML 基本証明書制度と MAA 制度が、それぞれ実質的には

スキーム A(MAA 相当)及び B(基本証明書相当)として残ることになる。ただし、スキ

ーム B は暫定的な位置付けであり、最終的には全てのカテゴリーがスキーム A へ移

行する。更に同じ計量器カテゴリーにおいて両方のスキームが併存することはない。

また運営のための新しい 4 つの組織、即ち運営委員会(MC)、MC の下部組織として

の審査委員会(RC)、裁定委員会(BoA)、試験機関フォーラム(TLF)を設立し、それら

が連携しながら OIML-CS を運営することになる。 
そして OIML B3「計量器の OIML 型式承認のための OIML 基本証明書制度:2011

年」と B10「型式評価国際相互受入れ取決めの枠組み:2013 年」に代わる OIML-CS
のための新しい基本文書の最終文書案が第 51 回 CIML 委員会で承認され、B18
「OIML 証明書制度の枠組み:2016 年」として発行された。さらに B18 を補足する多

くの附属文書が作成され、既に運用文書及び手順文書として発行されている。B18
については更なる検討が加えられ、2017 年 11 月に発行された。 

2017 年 10 月の第 52 回 CIML 委員会において、2017 年 12 月 31 日の prMC 解散

と同時に、2018 年 1 月 1 日から OIML-CS の運用を開始することが決議された。 
NMIJ は、R60:2000、R76:1992、R76:2006 の利用型参加機関（Utilizers）登録 
2018 年 2 月 9 日に、同勧告の発行機関及び試験機関登録を 2018 年 3 月 1 日に完

了した。 
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第１回のOIML-CS会議が2018年3 月にオーストラリア(シドニー)で開催された。

発行機関(IA)、試験所機関(TL)の承認、計量器カテゴリーのスキームＡへの移行期間

の延長の提案、OIML B18 の改訂の勧告、関連文書(OD 及び PD)の作成・承認を行

なった。 
第 2 回の OIML-CS 会議が 2019 年 3 月にオランダ（デルフト）で開催された。認

定制度の活用に関連して認定機関の団体と OIML との間の合意が得られていないこ

とから、OIML に関する ISO/IEC 17065 の自己宣言から認定への移行の期限がさら

に 2 年延長となり、2023 年 1 月 1 日までとする 2 度目の延期（当初移行 2018 年 1
月 1 日開始後 2 年が期限＋昨年決議 1 年延長＋今回決議 2 年延長）となった。また、

認定制度の活用の WG を立てルールの詳細を決めることとなった（チェアは英国）

ので、ルールに適切に乗るために必要なことから日本の発行機関からも WG に参加

する意向を示した。 
第 54 回 CIML 委員会にて、OIML-CS の運営委員会（MC）議長の Mr. Cock 

Oosterman 氏（オランダ）が退任した。 
 

(2) 作業委員会の開催状況 
第 1 回計量証明書作業委員会 
日時：2019 年 8 月 20 日（火）14 時〜16 時 15 分 
会場：経済産業省 別館 628 会議室 
議題： 1) OIML-CS セミナー（中国・杭州）出席報告 

CEEMS 諮問部会と OIML 研修センターの主催により、中国の杭州にお

いて 2019 年 7 月 15-17 日に「OIML 証明書制度に関する OIML/APLMF 
Seminar on the OIML Certification System (OIML-CS)」が開催された。

このセミナーは APLMF とも連携して実施され、ドイツ PTB による

MEDEA プロジェクトの支援を受けた。我が国からは２名（産総研と計工

連会員企業）が参加した。 
2) D30「ISO/IEC 17025 を法定計量における計量器認証機関の評価に適用す

るための指針」第１次委員会草案（1CD）について 
 

(3) 検討した国際勧告案、文書案等 
1） 【CIML 予備投票】 

① D30「ISO/IEC 17025 を法定計量における計量器認証機関の評価に適用する

ための指針」1DD 
コメント締切：2020 年 3 月 20 日 

2） 【OIML-CS/SC7/p1 案件】 
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① D30「ISO/IEC 17025 を法定計量における計量器認証機関の評価に適用する

ための指針」2CD 
検討結果：「コメントなし賛成」 
コメント締切：2019 年 12 月 18 日 
検討内容：D 30 2CD へのコメント 

② D30「ISO/IEC 17025 を法定計量における計量器認証機関の評価に適用する

ための指針」1CD 
検討結果：「6 件のコメントを付し賛成」（別別紙紙 100） 
コメント締切：2019 年 9 月 12 日 
検討内容：  
・ 顧客の定義の明確化について 
・ SO/IEC 17025 の 8.1.3 の Option B について、ISO 9001 の適用を主張す

る機関に対して、ISO 9001 に関するエビデンスを OIML に提示すること

を提案 
・ G.8.2.4-1 の記述が内部試験所のケースに特化している記述であり、民間

の外部試験所には適用できないことから削除 
③ D30「ISO/IEC 17025 を法定計量における計量器認証機関の評価に適用する

ための指針」1WD 
検討結果：「19 件のコメントを付し賛成」（別別紙紙 55） 
コメント締切：2019 年 4 月 30 日(5 月 15 日までの回答延長を事務局へ依頼) 
検討内容：  
・ 顧客の定義の明確化について 
・ 要求事項と項番が一致していない箇所が数カ所ある 
・ 用語の整理(資格と権限) 

3） Bxx DB(Logo) DB への CIML 予備投票 
検討結果：「3 件のコメントを付し賛成」（別別紙紙 22） 
コメント締切：2019 年 4 月 30 日(5 月 15 日までの回答延長を BIML へ依頼) 
検討内容：OIML-CS における古い試験データの利用に関する文書の加筆依頼 
第 54 回 CIML 委員会(2019 年 10 月 21~25 日)にて承認 

 
(4) 国際会議への出席 

1) 第 2 回 OIML-CS Management Committee (MC)会議 
日程：2019 年 3 月 20 日- 21 日 
出席者：Management Committee(MC)メンバー：21 名 

議長：Mr. Cornelis Oosterman (NMi) 
副議長：Mr. Bill Loizides (NMIA) 
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MC メンバー国：オーストラリア(2)、ベルギー(1)、カンボジア(2)、カナダ(2)、
コロンビア(1)、キューバ(0)、チェコ(1)、デンマーク(0)、フランス(1)、ドイ

ツ(2)、インド(1)、日本(3)、韓国、オランダ(2)、ニュージーランド(0)、中国(4)、
ロシア(2)、スロバキア(1)、南アフリカ(2)、スイス(1)、イギリス(2)、アメリ

カ(2)、BIML(1) 
その他関係者：AQUA(2)、CECIP(2)、CECOD(1)、IAF(1)、NCWM(1) 

MCはOIML-CSの運営を担当する。少なくとも年 1回会議を開催し、IA , TL, LME
及び MSE の承認、計量器カテゴリーのスキームＡへの移行期間の延長の提案、

OIML B18 の改訂の勧告、関連文書の作成・承認などを行う。 
議事内容： 
挨拶： MC 議長 Cock Oosterman 

First Dutch Innovations CEO Gina van der Werf 
オランダ CIML メンバー Robert Lambrechts 

MC 会議参加国： 
カナダが新たにメンバーに加盟、22 名の MC メンバーのうち 18 名が参加 
キューバ(代理コロンビア)、デンマーク(代理ドイツ)ニュージーランド(代理オ

ーストラリア) 
・ OIML IA、TL、および専門家向けのアプリケーションの承認 
・ OIML 発行機関の権限に対する ISO / IEC 17065 の適用 
・ OIML IA および TL の評価要件 
・ 測定器の認証マークおよび OIML-CS 証明書の有効性の制限 
・ プロモーションと意識向上 
・ OIML IA 年次報告書のレビュー 
・ OIML の範囲と移行の取り決め 
・ OIML-CS 証明書を発行するためのフィールドサイトからのテストデータの

使用 
・ MG が提起したトピック 
・ 自己宣言を使用するための OIML IA の移行期間の延長 
2 つの新しいワーキンググループを設立 

a) プロモーションと意識向上ワーキンググループ 
プロモーションと意識向上活動を特定し、これらの活動をサポートする

適切な資料を作成 
b) 評価要件ワーキンググループ 

評価のレビューを担当 
2) 第 2 回 Review Committee (RC)会議 

日程：2019 年 3 月 19 日 
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出席者：RC メンバー11 名 
議長：Harry Stolz (PTB) 

議事内容： 
・ メンバーシップ、委任事項、手続き規則 
・ 投票ルール 
・ RC の操作 
・ アプリケーションのレビューに関する情報交換 
・ OIML IA、TL、および専門家の申請の承認に関する推奨事項 

3) 第 2 回 Maintenance Group (MG)会議 
日程：2019 年 3 月 19 日 
出席者：MG メンバー22 名 

議長：Bill Loides (NMIA) 
議事内容： 
・ 現場からのテストデータの使用 
・ 別の OIML IA の TL からの OIML IA によるテストレポートの使用に関する解

釈 
・ OIML 勧告の修正されたレビュー/改訂プロセスへの MC の参加 
・ OIML-CS 文書の解釈/明確化 

4) 第 3 回 MC 会議 
日程：2019 年 3 月 17~19 日 
場所：インド、ニューデリー 

 
(5) その他 

1) OIML-CS への委員登録 
運営委員会(Management Committee／MC) 
産総研 山澤氏(Main contact person)、伊藤氏、戸田氏。 

2) メンテナンス・グループ(Maintenance Group ／MG) 
日本のメインコンタクトは戸田氏。 

3) 審査委員会(Review Committee／RC) 
日本のメインコンタクトは戸田氏。 

4) 17065 ワーキンググループ 
日本のメインコンタクトは伊藤氏。 

5) 試験機関フォーラム(TLF) 
日本のメインコンタクトは伊藤氏。 
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2.4.3 情報化作業委員会 
(1) 活動の概要 

D31「ソフトウェア制御計量器のための一般要件：2008 年」は、計量器に組み

込むソフトウェアの一般的な要件および試験、検定方法の要件をまとめたもので、

各 R 文書へ組み込む要件の「ひな形」を提示する参考文書である。2016 年 10 月

に開催された第 51 回 CIML 委員会の承認を受けて、D31 を改定するプロジェクト 
TC5/SC2/P3 が開始された。 

TC5/SC2/P3 では、次の２件の意見照会があり、いずれも承認された： 
・2019 年 3 月 2CD 修正案。これは、B6 の規定「小規模な修正手続き」に基づく

照会。 
・2019 年 4 月 1DD の CIML 予備投票について。 
その後、FDD が 10 月の CIML 委員会において承認され、D31 改定版は 2020

年に出版される見込み。 
一方、情報化作業委員会では、上記２件の意見照会に対してそれぞれ審議を行い、

回答した。2CD 修正案はメール審議を行い、4 月に意見付き賛成で回答した。1DD
は6月に第1回情報化作業委員会を開催して審議し、コメント付き賛成で回答した。 

 
(2) 作業委員会の開催状況及び審議結果 
1) 2CD 修正案のメール審議 
  ①日時：2019 年 3 月～4 月 
  ②場所：メール審議 
  ③審議対象：D31 2CD 修正案 
  ④審議結果： 別別紙紙 1 の意見を添付し、PG 投票には賛成を投票することとなった。 
  ⑤審議内容： 
   ・新たに追加された附属書 C「計量用語についての所見」の内容が難しいこと。

用語の不具合等。 
   ・附属書 C は削除して審議を継続してはどうかと提案すること。 
   ・PG 投票には賛成を投票すること。 
 
2) 第１回情報化作業委員会 

①日時： 2019 年 6 月 11 日(木) 14 時～15 時 30 分 
②場所： 経済産業省 別館 626 会議室 
③審議対象：D31 1DD 
④審議結果：別別紙紙 88 のとおり意見を添付し CIML 予備投票には賛成を投票するこ

とを委員会意見とした。 
⑤審議内容： 
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 ・日本意見への対応状況を確認 
 ・誤記修正の指摘及び用語（「リスクレベル」及び「審査レベル」）の定義の提案 
 ・CIML 予備投票への委員会意見 

 
 (3) 国際会議等 

開催なし。 
 
2.4.4 計量器作業委員会 

(1) 活動の概要 
計量器作業委員会は、TC7「長さ関連量の計量器」、TC9/SC4「密度計」、TC10

「圧力、力及び関連量の計量器」、TC11「温度及び関連量の計量器」及び TC17/SC5
「粘度の測定」の分野を担当している。 

TC7「長さ関連量の計量器」において、SC4/p3 は R91「自動車の速度測定用レー
ダー装置 / Radar equipment for the measurement of the speed of vehicles」の 1WD（第

一次作業草案）を作成した。この草案に対し、メール審議したが、コメントがなかっ

たため、コメント無しと、回答した。その後、我が国はプロジェクト p3 への参加

資格を P メンバーから O メンバーへ変更した。 
(2) 作業委員会の開催状況 

今年度、メール審議のみで、委員会は開催しなかった。 
(3) 検討した国際勧告案等 
1) R91「自動車の速度測定用レーダー装置 / Radar equipment for the measurement of the 

speed of vehicles」1WD 
 メール審議した結果、コメントなしと回答した。 

 (4) 国際会議への出席 
今年度、国際会議は開催されなかった。 

 
2.4.5  体積計作業委員会 

(1) 活動の概要 
  2018 年度の CIML 委員会により R 文書から新しい D 文書へカテゴリー変更の

決議がなされた２つの文書、R63「石油計量表」、R119「水以外の液体用計量シス

テムを試験するための基準体積管」については WD 及び 1CD の審議依頼があり、

メール審議を行った結果、コメントなしで回答。 

なお、当該文書 TC 幹事国である日本としては 1CD の結果を受けて２CD の発

行を予定している。 
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2.4.6 燃料油メーター作業委員会 

(1) 活動の概要 

R117「水以外の液体用動的計量システム」については、2016 年 6 月に第一次委

員会草案（1CD）に対して日本意見を提出し、同年 7 月に国際会議が開催された。 
その後、2019 年 3 月に TC8/SC3/p4 国際会議が開催され専門家を派遣した。 

同会議で審議対象の R117 の第二次委員会草案（2CD）に対し、日本が提出した全

てのコメントが反映され、同会議で 3CD として合意、そのまま国際勧告案（DR）

となった。 
 

(2) 作業委員会の開催状況及び審議結果 
1) 第 1 回燃料油メーター作業委員会 

日時：2019 年 8 月 27 日（火）14 時～15 時 30 分 
場所：経済産業省別館 626 会議室 
会議報告：OIML TC8/SC3/p4（R117）国際会議の報告 
審議対象：R117「水以外の液体用動的計量システム」国際勧告案（DR）（CIML

の予備投票） 
審議結果：2CD への日本意見が反映されていることから、「賛成（コメントな

し）」で投票することにした。 
 

(3) その他 
第 54 回 CIML 委員会開催 

  日時：2019 年 10 月 25 日 
  場所：スロバキア・ブラチスラヴァ 
  審議結果：R117「水以外の液体用動的計量システム」国際勧告案（DR）は、9

月に行われた予備投票において 38 ヵ国が賛成（反対なし）で承認されたことから、

CIML 委員会で追加審議が行われ、承認された。 
 
2.4.7  質量計作業委員会 

 (1) 活動の概要 
第 51 回（2016 年）CIML 委員会において新規活動として承認された R76「非

自動はかり」の改定は、TC9/SC1/p1 による国際会議（2017 年 12 月 6 日～7 日）

を経て、各サブグループ（SG）において WD を作成中である。 

国内の型式承認の技術基準の参照規格は R76 であり、法規制計量器として重要

な位置づけを持つため、同国際会議には本委員会から製造事業者を含む 3 名が参加

し、SG での WD 作成のための活動に積極的に関与しているところである。 
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本年度の具体的な活動としては、モジュール SG 及びソフトウェア SG において

次の対応を図った。 
・モジュール SG 
 Modular Approach に関するアンケートが 2 件届き、国内の型式承認機関であ 
る産総研の意見を中心に回答案を作成し、本委員会でのメール審議を経て、モ

ジュール SG 主査に提出した。 
・ソフトウェア SG 

提案された改定案（Ver.2）について、本委員会でのメール審議に加えて、情

報化作業委員会の渡邊委員長へ確認を依頼し、コメントと修正案を取り纏めて、

ソフトウェア SG 主査に提出した。 
その後、同 SG 主査から、更なる改定案作成における検討が必要な 7 つの事項

についての電話会議（conference call）の開催が提案された。電話会議への参加

を検討したが日程の確保が難しく、再度、渡邊委員長に協力いただき、7 つの

事項への事前コメントを提出した。 
（主な事前コメント） 

・ペアリング要件 
 バスシステムを介した計量データの通信には、ペアリング要件が必要であ

ることを示唆している機関あり、ソフトウェア SG ではそのような要件を

追加する必要があるかどうか、及びその内容を決定する必要があります。 
 →計量データの通信は、基本的に 1 対 1 のペアリングが必要と考えます。 
  ペアリングパラメータを装置特有のパラメータとして保護すべきとい

う考えであれば、賛同します。 
    指示計（メイン表示）に PC を繋げて計量結果を表示させるような外部

表示器（PC）には、ペアリングパラメータの要件は必要ないと考えま

す。    
・許容可能な解決策の削除 
 米国と加国は、条項 5.5 からすべての許容可能な解決策を削除することを

支持している。 
 このような大きな変更を実施する前に、この問題について他の加盟国の意

見を聞きたいと思います。   
 →許容可能な解決策がないと、各国型式承認機関の判断にばらつきが生じ

ると思います。 
  よって、許容可能な解決策は削除せずにそのまま維持すべきと考えます。 

 
その結果、計量値の通信におけるペアリング要件への二次表示に対する懸念事

項や、許容できる解決策を削除するべきとの提案に対してのコメント（試験機
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関等が共通の解釈をもつために有効であり、維持するべきである旨）について、

それぞれ合意を得ることができ、電話会議（conference call）の議事録にも記載

された。 
(2) 作業委員会の開催状況及び審議結果 

1) メール審議 
  日時：2019 年 7 月 23 日（火）～7 月 24 日（水） 

審議対象： Modular Approach に関するアンケートへの回答の内容 
・Questionnaire on the modular approach for the revision of R76 
・Questionnaire on general acceptance for the modular approach  

   審議結果： 
了承。 
その後、2019 年 7 月 29 日にモジュール SG 主査に回答を送付した。 
なお、各国の回答を見てもModular Approachは理解することが難しいため、 
共通化したルールではなく、現行の R76 のような概念のみの記載に留める方 
法もある。 

審議内容： 
 Modular Approach は型式承認での誤差配分やモジュール適合性のチェック 

などの評価手法であるため、承認機関である産総研の意見を取り纏めて回答

案とし、メール審議を行った。 
（主な回答） 

・Q：一般的な受け入れの概念（例えばロードセルに対して）は、OIML
証明書を認めるべきですか？ 

   A：はい。 
    どの試験機関が発行した証明書（試験データ）なのかという条件は必

要と考える。 
    従って、OIML CS の発行機関/試験機関であることが現実的であり、

我々は OIML 適合証明書に限定するべきと考える。 
・Q：非自動はかりのモジュールごとに別々の勧告（OIML R 文書）が必

要であり、非自動はかりのモジュールはそれら独自の勧告で扱われる

べきですか。 
  A：いいえ。  
    OIML R76-1(2006) 3.10.2 Modules での記載で十分と考える。  

・Q：モジュールの技術文書を評価せずに、1 つまたは複数のモジュール

の証明書と完全な非自動はかりの証明書の間にリンクを張ることは

可能でしょうか。 
  A：いいえ。 
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    モジュールの技術文書の評価は必須と考える。 
    非自動はかりの証明書用として、モジュールの技術文書の提出を必須

として、リスト化し、更新があればそのリストを変更すべきである。 
2) メール審議 

日時：2019 年 8 月 19 日（月）～8 月 26 日（月） 
審議対象：ソフトウェア用語・定義及びソフトウェア要件の改正案（V2） 

・TC9/SC1/p1 Draft software requirements V2 
             ・TC9/SC1/p1 Draft software terminology V2 
  審議結果：  

2019 年 8 月 28 日にコメントを含む変更の提案 5 件（用語・定義 2 件、要件

3 件）をソフトウェア SG 主査に提出した。 
審議内容： 

ソフトウェア要件に対する試験方法の改正案の作成までは及んでいないたた

め、編集上の変更提案のみとなった。 
なお、夏季休暇の時期で、かつ、返答期限が 8 月末であったため、委員会開

催ではなく、メール審議での対応となった。 
今後の対応： 

情報化作業委員会の渡邊委員長の協力を仰いでの対応となったが、本委員会

にソフトウェアの専門家が少ないことから、情報化作業委員会と共同での委

員会開催などの検討が必要である。 
(3) 国際会議等 

開催なし 

 
2.4.8 自動はかり等作業委員会 

(1) 活動の概要 
1) R51「自動捕捉式はかり」 

R51「自動捕捉式はかり」の改定は、TC9/SC2/p10 世話人から第 1-3 部の 1WD
に対するコメントが求められた。これに対して、本委員会を開催し、検討を行い、

自動捕捉式はかりが国内の規制の対象（部分的）となったことで整備した技術基

準作成時の検討も踏まえて、コメントを提出した。なお、この改正プロジェクト

へ積極的に対応するため、我が国は TC9/SC2/p10 への参加資格を O から P 
メンバーへ変更した。 

2) R129「多次元測定器」 
 R129 の改定については、TC7/SC5/p1 から、国際会議で懸案となったソフトウ

ェア要求事項を 3CD に追加（又は置換）する文書案が提出され、型式承認の際

に提出を求める文書リストの案への意見、及びその他の任意のコメントが求めら
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れた。本委員会でのメール審議に加えて、情報化作業委員会の渡邊委員長へ確認

を依頼し、コメントと修正案を取り纏めて、TC7/SC5/p1 の世話人に提出した。 

 その後、4CD が作成され、TC7/SC5/p1 から投票を求められており、本委員会で

審議中である。 
3) R134「走行中の自動車及び軸荷重の自動はかり」等 
 R134 改正における 1WD が作成され、TC9/SC2/p11 からコメントを求められた。

現在、本委員会でのメール審議中である。 
また、新しい自動はかり（湾曲した滑り台形式）に関する勧告案（3CD）につい

ては、TC9/SC2/p9 から投票の依頼があったが、我が国は O メンバーのためコメ

ントのみ募集したが、無回答となった。 
その後、3CD への各国コメントが公開され、TC9/SC2/p9 の世話人はその一部に

対応して修正を加えた 3CD を作成することとなった。 
 (2) 作業委員会の開催状況及び審議結果 

1) 第 1 回自動はかり等作業委員会 
日時：2019 年 5 月 10 日（水）14 時～17 時 
場所：経済産業省別館 6 階 628 会議室 
審議対象： 

R51「自動捕捉式はかり」改正における第一次作業草案（1WD） 
審議結果： 

2019 年 5 月 30 日に修正案を含む 51 件のコメントを提出した。 
なお、各国からの修正案とコメントの合計は 300 を超える結果となった。 

審議内容： 
 ・後続検定においては、傾斜、ゼロ点精度、ゼロの安定性、ゼロの頻度を省

略することとし、必要最低限の試験項目として、標準動作試験（R51-2, 5.1.1）
のみを実施することを提案する。 

  また、上記の性能に関する各項目は、初期検定において確認できるとのコ

メントを行う。 
 ・後続検定では、MPE の変わり目、Max、Min に相当する荷重において標

準動作試験を実施することは適当ではない。実製品による 2 箇所の試験荷

重を使うなど、製品の使用実態に則した簡素化された試験条件を提案する。 
・設定された風袋を常に印字することを要求している。しかし、値付け機で

は最終消費者はこのような印字を必要としない。以下のように、値付け機

を除外する付記を追加することを提案する。 
 付記：事前に設定された風袋の印字は、値付け機には要求されない。 
・表 2.1 の“EUT performance”の行に、自動運転又は非自動（静的）運転

の情報を加筆してほしい。 
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・“（A.5.2.3）”を“（R51-2，5.4.2.3）”に修正。 
2) メール審議 

日時：2019 年 11 月 1 日（金）～11 月 18 日（月） 
審議対象：R129-1，R129-2，R129-3「多次元測定器」の勧告案（3CD） 

※ソフトウェア要件の追加（又は置換）のみ 
審議結果： 

・型式承認の際に提出を求めるソフトウェア文書への意見 

回答：選択肢 3（文書リストの一部を強制的なものとする。） 

・コメント等：４つの修正案を提出した。 
審議内容： 

・型式承認の際に提出を求めるソフトウェア文書の選択 

 下記の３つの選択肢から回答が求められ、製造事業者、情報化作業委員会

の渡邊委員長にも確認し、選択肢 3 を支持することとした。 

  1. 現状から変更なし。 
   （必須としてリストされているすべての文書を提出する） 
  2. 文書化要件は各国当局に委ねられる。 

（リストと文書化要件の例を挙げる） 
  3. 文書化要件は、文書リストの一部を強制的なものとする。 
・偶発的な変更から保護することはとても難しい。 
 D31:FDD の原文の用語と同様に“accidental”は”unauthorized”に変更する。 
・編集上の修正依頼（引用している 5.2.9.1 及び 5.2.9.2 は存在しない） 

コメント等の反映状況： 
後日作成された 4CD において、D31:FDD の原文の用語と同様に“accidental”
は”unauthorized”に変更され、存在しなかった 5.2.9.1 及び 5.2.9.2 は新たに

追記されており、日本のコメント等はすべて反映された。 
 (3) 国際会議等 

TC9/SC2/p10 世話人から、R51 改正のプロジェクト・グループ会議を豪州（シド

ニー）で開催する旨の連絡が入り、会議の日程と参加者の登録の意向調査書の提出を

求められた。当初は 2020 年 3 月または 4 月の日程であったが、4 月末または 7 月末

での再調整となり、日本からは 6 名の参加（7 月開催の場合）、日程はいずれも可（旅

費確保のためできれば 7 月末を希望）で返答を行った。 
 
3.4.9 電力量計等作業委員会 

(1) 活動の概要 
2016 年 10 月の CIML 委員会での R46 改定作業開始の承認後，本格的な作業

は開始されていなかったが、2018 年５月開催のミーティングで５つの SG を立
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上げて検討を進めることとした。2019 年５月開催のミーティングで SG を再編

し４SG で検討を進めている。電力量計等作業委員会としては、メール審議にて

コメントを提出している。 
(2) 委員会の開催状況及び審議結果 

2WD について、メール審議にて国内委員各位の意見を集約しコメントを提出し

た。（別別紙紙 44） 
(3) 国際会議への出席 

1) TC12/p1 R46 改正作業ミーティング 
2) 開催日：2019 年 5 月 22～24 日 
3) 場所： フィンランド、ヘルシンキ 
4) 参加者：16 か国、29 名（日本より２名参加） 

幹事 :オーストラリア 
5) 審議結果 

(a) 2WD について 
基本的には IEC と整合させる方針を確認した。 

(b) SG1：基本電力と高調波電力 
非線形負荷における高調波電力のあり方について、各国の現状を踏まえ議論

した。 
(c) SG2：EV 充電ステーション 

EV 充電ステーションにおける計量器の範囲、AC/DC の変換ロスの考え方等

について議論した。 
(d) SG3：Smart Street Lighting 

個々の街路灯ごとに計量窓が必要か否かについて議論した。 
(e) SG4：無効電力量計 

SG1 の議論と合わせて、無効電力量計における高調波電力のあり方について

議論した。 
(f) SG5：リモートディスプレイ及び付属装置 

IEC の考え方、他の計量器の現状、どういったタイプが考えられるか等につ

いて議論した。 
なお、日本は SG1、SG2、SG4 及び SG5 のサブグループに参加している。 
各課題について、引き続きサブグループにて継続検討することとなった。 

(4) その他 
2020 年 5 月ごろに次回ミーティングの開催（蘭）予定である。 
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2.4.10  呼気試験機作業委員会 

 (1) 活動の概要 
今年度は、R126「証拠用呼気アルコール分析計 第 1 部：計量及び技術要件 第

2 部：計量管理及び性能試験 第 3 部：試験報告書の様式」に対して、作業委員会

及びメール審議により回答した。 
(2) 作業委員会の開催状況及び審議結果 
1）メール審議 
 日  時：2019 年 4 月 1 日（月）～4 月 30 日（火） 
審議対象：R126「証拠用呼気アルコール分析計、追加文書案（CT7：呼気の温

度測定、及び CT8：冗長性）へのコメント」5WD 
審議結果：CT7 については、コメント付きで賛成（2019 年 4 月 30 日）（別紙 33）、

CT8 については、コメントなしの賛成で回答した。投票結果としては、CT7、CT8
ともに賛成多数であった。 
審議内容： 
・呼気の温度測定に関しては、国家規制により追加要求できるという主旨で記載

されているにもかかわらず、小項目では強制的な表現”shall”が使用されていた。 
・解釈の仕方について、確認しておいた方が良いということになった。 
・結果としては、強制的な表現はなくなり、日本のコメントは反映されていると

考えられる。 
 

2）第 1 回呼気試験機作業委員会及びメール審議 
 日  時：2019 年 12 月 10 日（火）13 時～16 時 
 場  所：経済産業省別館 628 共用会議室 
 審議対象：R126「証拠用呼気アルコール分析計」2CD 
 審議結果：2020 年 1 月にコメント付き反対で回答した（別別紙紙 133）。投票結果と

しては、賛成多数であった。 
 審議内容： 
・主に生理的影響量（外乱物質による影響）に関する試験方法について議論した。 
・従前の方法では、指定濃度の外乱物質のみを分析計で測定していた。 
・現在の案では、エタノールに指定濃度の外乱物質を混合したガスを分析計で測

定することになっている。 
・地域担当機関によって、従前のエタノールを含まない試験ガスを使用しても良

いという記載を追加して欲しいとコメントを付けることにした。 
 

(3) 国際会議等 
 今年度は国際会議の開催はなかった。  

－ 57 －



 
 

2.4.11 医療用計量器作業委員会 
(1) 活動の概要 

R16-1 「 非 観 血 非 自 動 血 圧 計 / Non-invasive non-automatic 
sphygmomanometers」3CD 及び R16-2「非観血自動血圧計非観血自動血圧計 / 
Non-invasive automatic sphygmomanometers」2CD に対して、メール審議を実

施し、日本意見を取りまとめた。 
 

(2) 作業委員会の開催状況及び審議結果 
R16-1（3CD）及び R16-2（2CD）について、メールにて審議を行った。 

1) R16-1「非観血非自動血圧計」第二次委員会草案（3CD） 
審議結果：コメントを付し賛成（別紙 12） 
コメント１：Part 1 5.1 温度の影響に対する試験方法 
温度の影響に対する試験方法において、Part 2 の設定温度では、現行 R16-1 と

同じで、10℃、20℃、40℃であるが、Part 1 では 15℃～25℃になっており、Part 
1 と Part 2 とで整合性がとれていない。 
設定温度：15℃～25℃、→ 10℃～40℃ に訂正 
 

コメント２：Part 1 7.3.1 封印 
ケースに鉛封印をすることと記載されているが、現在、RoHS 指令により鉛の

使用が規制されており、封印方法として、鉛封印に限定する必要がない。 
封印について：鉛封印 → （単なる）封印 に訂正  
 

2) R16-2「非観血自動血圧計」第一次委員会草案（2CD） 
審議結果：コメント無し賛成 

 
(3) その他 

計量法の特定計量器検定検査規則では、機械式アネロイド型圧力計は OIML 
R16-1 を対応国際規格とした JIS T4203「非観血式機械血圧計」（2012）を、電気

式アネロイド型圧力計では IEC 80601-2-30（2013）を対応国際規格とした JIS 
T1115「非観血式電子血圧計」（2018）を引用している。 

詳細は次の通り。 
電気式アネロイド型圧力計の場合、JIS T1115（2005）では OIML R16-2（2002）

を対応国際規格としていたが、更新の議論が止まってしまったこと、 IEC 
80601-2-30 は医療機器の安全性に関する国際規格 IEC 60601 シリーズの一部とし

て使用する個別規格であり，JIS 規格の基礎として用いるには十分なほど完成され

た内容であることから、IEC を対応国際規格に変更した。他の先進国においても、
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電気式アネロイド型圧力計に関しては、OIML R16-2 ではなく、IEC 80601-2-30
を対応国際規格としている。 
しかし、機械式アネロイド型圧力計の場合、IEC 規格では取り扱っていないため、

従来通り、OIML R16-1 を対応国際規格としている。 
そのため、我が国において、OIML R16-1 は重要であるが、OIML R16-2 につい

てはそれ程重要では無い。 
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 d
iff

ic
ul

t t
o 

un
de

rs
ta

nd
 fo

r m
an

y 
O

IM
L 

re
ad

er
s. 

D
iff

er
en

t t
er

m
s a

re
 u

se
d 

to
 m

ea
n 

th
e 

sa
m

e 
da

ta
 o

r 
m

et
ad

at
a.

 S
ee

 JP
3 

fo
r t

he
 e

xa
m

pl
es

. 

W
e 

th
er

ef
or

e 
pr

op
os

e 
no

t t
o 

in
cl

ud
e 

th
is

 a
nn

ex
 to

 2
C

D
 

(a
nd

 D
D

) b
ec

au
se

 w
e 

do
 n

ot
 h

av
e 

en
ou

gh
 ti

m
e 

to
 d

is
cu

ss
 

th
e 

co
nt

en
t b

ef
or

e 
th

e 
C

IM
L 

pr
el

im
in

ar
y 

ba
llo

t w
hi

ch
 is

 
ex

pe
ct

ed
 to

 fo
llo

w
 im

m
ed

ia
te

ly
.  

O
n 

th
e 

ot
he

r h
an

d,
 th

is
 a

nn
ex

 in
cl

ud
es

 im
po

rta
nt

 b
as

ic
 

pr
in

ci
pl

es
 in

 m
et

ro
lo

gy
 w

he
n 

w
e 

co
ns

id
er

 th
e 

en
tir

e 
m

ea
su

re
m

en
t p

ro
ce

ss
 to

 o
bt

ai
n 

a 
m

ea
su

re
m

en
t r

es
ul

t 
ag

ai
ns

t a
 m

ea
su

ra
nd

. T
he

 c
on

te
nt

 o
f t

hi
s a

nn
ex

 sh
ou

ld
 b

e 
m

ai
nt

ai
ne

d 
in

 a
n 

ap
pr

op
ria

te
 m

et
ho

d.
 It

 m
ay

 b
e 

pu
bl

is
he

d 
in

 th
e 

ne
xt

 v
er

si
on

 o
f D

 3
1 

or
 a

s a
 n

ew
 O

IM
L 

D
oc

um
en

t 
(D

 x
x)

.  

If
 th

is
 c

om
m

en
t i

s a
cc

ep
te

d,
 o

th
er

 c
om

m
en

ts
 fr

om
 Ja

pa
n 

(J
P1

 a
nd

 JP
3)

 w
ill

 n
ot

 a
pp

ly
. 

付
属
書

C
は

2C
D
で
新
た
に
追
加
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の

内
容
は

O
IM

L
の
多
く
の
読
者
に
は
理
解
し
に
く
い
の
で
は

な
い
か
。
同
じ
デ
ー
タ
又
は
メ
タ
デ
ー
タ
を
意
味
す
る
た
め

に
、
異
な
る
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
実
例
は

JP
3
を
参
照
。

 

故
に
我
々
は
、
こ
の
付
属
書
を

2C
D
（
及
び

D
D
）
に
加
え
な

い
こ
と
を
提
案
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
近
く
予
定
さ
れ
る

C
IM

L
予
備
投
票
ま
で
に
は
、
こ
の
内
容
に
つ
い
て
議
論
す
る

だ
け
の
充
分
な
時
間
が
無
い
か
ら
。

 

そ
の
一
方
で
こ
の
付
属
書
は
、
計
量
に
お
い
て
我
々
が
測
定

対
象
か
ら
測
定
結
果
を
得
る
全
体
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
考
え

る
際
の
、
重
要
な
基
本
原
則
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
内
容
は

何
ら
か
の
適
切
な
方
法
で
保
存
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ

は
D

31
の
次
の

バ
ー
ジ
ョ
ン
又
は
新
し
い

O
IM

L
文
書
と
し

て
発
行
さ
れ
て
も
良
い
。

 

W
e 

pr
op

os
e 

to
 d

el
et

e 
A

nn
ex

 C
 fr

om
 2

C
D

 te
m

po
ra

ril
y 

an
d 

co
nt

in
ue

 d
is

cu
ss

io
n 

on
 th

is
 a

nn
ex

 in
 T

C
 5

/S
C

 2
.  

付
属
書

C
を

2C
D
か
ら
一
時
的
に
削
除
し
、

TC
5/

SC
2
に

お
い
て
こ
の
付
属
書
に
関
す
る
議
論
を
続
け
る
こ
と
を
推
奨

す
る
。
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C
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C
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e1  

Pa
rt

 
C

la
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e/
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ub
 

cl
au
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h
/ F
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e/
 

T
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/ 

T
yp

e 
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co

m
m

en
t2  

 
C

O
M

M
E

N
T

S 
PR

O
PO

SE
D

 C
H

A
N

G
E

 
O

B
SE

R
V

A
T

IO
N

S 
O

F 
T

H
E

 
C

O
N

V
E

N
E

R
/P

G
 

on
 e

ac
h 

co
m

m
en

t s
ub

m
itt

ed
 

 

Pa
ge

 3
 o

f 4
 

も
し
こ
の
コ
メ
ン
ト
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
な
ら
、
日
本
の
他

の
コ
メ
ン
ト
（

JP
1,

 JP
3）

は
当
て
は
ま
ら
な
い
。

 

JP
3 

 
A

nn
ex

 C
 

A
ll 

ed
 

Th
e 

te
rm

s f
or

 d
at

a 
an

d 
m

et
ad

at
a 

ar
e 

no
t u

se
d 

co
ns

is
te

nt
ly

, 
or

 th
ey

 a
re

 n
ot

 e
xp

la
in

ed
 e

no
ug

h 
as

 sh
ow

n 
be

lo
w

. 

1.
 

“M
ea

su
ra

nd
 d

at
a”

 (1
st
 p

ar
a.

), 
“(

m
ea

su
ra

nd
) 

m
et

ad
at

a”
 (1

st
 p

ar
a.

) a
nd

 “
m

ea
su

ra
nd

 v
al

ue
” 

(F
ig

. 
2)

 a
re

 u
se

d 
w

ith
ou

t e
xp

la
na

tio
ns

. T
he

y 
ar

e 
al

so
 n

ot
 

de
fin

ed
 in

 V
IM

L 
(O

IM
L 

V
 1

) a
nd

 V
IM

 (O
IM

L 
V

 2
). 

2.
 

“M
ea

su
re

d 
qu

an
tit

y 
va

lu
e”

 (1
st
 p

ar
a.

), 
“m

ea
su

ra
nd

 
va

lu
e”

 (F
ig

. 2
) a

nd
 “

m
ea

su
re

d 
va

lu
e”

 (5
th

 p
ar

a.
) a

re
 

us
ed

 in
 th

e 
sa

m
e 

m
ea

ni
ng

 w
ith

 th
e 

sy
m

bo
l “
■

”.
 

3.
 

In
 th

e 
la

st
 se

nt
en

ce
 o

f t
he

 1
st
 p

ar
ag

ra
ph

, “
m

ea
su

ra
nd

 
da

ta
 (o

r m
et

ad
at

a)
” 

an
d 

“m
ea

su
re

m
en

t d
at

a 
(o

r 
m

et
ad

at
a)

” 
ar

e 
us

ed
 in

 th
e 

sa
m

e 
m

ea
ni

ng
 a

ss
um

in
g 

th
at

 “
qu

al
ify

” 
m

ea
ns

 “
ha

ve
 th

e 
sa

m
e 

m
ea

ni
ng

”.
 

4.
 

 “
M

ea
su

re
m

en
t r

es
ul

t r
el

ev
an

t d
at

a”
 (1

st
 p

ar
a.

) a
nd

 
“m

ea
su

re
m

en
t d

at
a”

 (5
th

 p
ar

a.
) a

re
 u

se
d 

to
 m

ea
n 

M
R

R
D

 (♣
). 

 

5.
 

“M
ea

su
re

m
en

t r
es

ul
t r

el
ev

an
t m

et
ad

at
a”

 (1
st
 p

ar
a.

) 
an

d 
“m

ea
su

re
m

en
t m

et
ad

at
a”

 (5
th

 p
ar

a.
) a

re
 u

se
d 

to
 

m
ea

n 
M

R
R

M
 (♠

). 
 

In
 a

dd
iti

on
, t

he
 u

se
 o

f s
ym

bo
ls

 (♣
, ♠

 a
nd

 so
 o

n)
 is

 n
ot

 
ap

pr
op

ria
te

 in
 a

n 
in

te
rn

at
io

na
l d

oc
um

en
t b

ec
au

se
 th

ey
 m

ay
 

be
 e

xp
re

ss
ed

 d
iff

er
en

tly
 d

ep
en

di
ng

 o
n 

th
e 

fo
nt

 a
nd

 
ch

ar
ac

te
r c

od
e 

us
ed

 in
 e

ac
h 

co
un

try
. U

se
 o

f a
lp

ha
be

tic
al

 
ab

br
ev

ia
tio

ns
, s

uc
h 

as
 M

R
R

D
 a

nd
 M

R
R

M
 is

 
re

co
m

m
en

de
d.

  

If
 JP

2 
co

m
m

en
t i

s a
cc

ep
te

d 
ho

w
ev

er
, t

hi
s c

om
m

en
t w

ill
 

no
t a

pp
ly

. 

下
記
に
示
す
よ
う
に
、
デ
ー
タ
や
メ
タ
デ
ー
タ
に
関
す
る
用

語
の
使
用
に
一
貫
性
が
無
い
、
又
は
そ
れ
ら
が
充
分
に
説
明

さ
れ
て
い
な
い
。

 

1.
 

「
測
定
対
象
デ
ー
タ
」
（
第

1
段
落
）
、
「
測
定
対
象

メ
タ
デ
ー
タ
」
（
第

1
段
落
）

と
「
測
定
対
象
値
」

（
図
２
）
が
説
明
さ
れ
る
こ
と
な
く
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は

V
IM

L（
O

IM
L 

V
1）

及
び

V
IM

（
O

IM
L 

V
2）

で
も
定
義
さ
れ
て
い
な
い
。

 
2.

 
「
測
定
量
の
値
」
（
第

1
段
落

）
、
「
測
定
対
象
の

値
」
（
図
２
）
、
「
測
定
値
」
（
第

5
段
落
）

が
記
号

“
■
”
を
使
っ
て
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

 

D
ef

in
e 

al
l t

er
m

s w
ith

 a
lp

ha
be

tic
al

 a
bb

re
vi

at
io

ns
 in

 th
e 

be
gi

nn
in

g 
of

 th
is

 a
nn

ex
, a

nd
 p

ro
vi

de
 th

e 
m

ai
n 

te
xt

 u
si

ng
 

th
es

e 
ab

br
ev

ia
tio

ns
. 

付
属
書
の
最
初
に
お
い
て
全
て
の
用
語
を
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

略
称
で
定
義
し
、
そ
の
略
称
を
使
っ
て
本
文
を
提
供
す
る
。
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T
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e 
of

 
co

m
m

en
t2  

 
C

O
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M
E

N
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S 
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O
PO
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 C
H

A
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G
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O

B
SE

R
V

A
T

IO
N
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O
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H
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C
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G
 

on
 e

ac
h 

co
m

m
en

t s
ub

m
itt

ed
 

 

Pa
ge

 4
 o
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3.
 

第
1
段
落
の
最

後
の
文
章
で
、
「
価
値
が
あ
る
」
が

「
同
じ
意
味
を
も
つ
」
こ
と
を
意
味
す
る
と
仮
定
す
る

な
ら
、
「
測
定
対
象
デ
ー
タ
（
又
は
メ
タ
デ
ー
タ
）
」

と
「
測
定
デ
ー
タ
（
又
は
メ
タ
デ
ー
タ
）
」
が
同
じ
意

味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

 
4.

 
「
測
定
結
果
関
連
デ
ー
タ
」
（
第

1
段
落
）
と

「
測
定

デ
ー
タ
」
（
第

5
段
落
）
が

M
R

R
D

 (♣
)を

意
味
す
る

の
に
使
わ
れ
て
い
る
。

 
5.

 
「
測
定
結
果
関
連
メ
タ
デ
ー
タ
」
（
第

1
段
落

）
と

「
測
定
メ
タ
デ
ー
タ
」
（
第

5
段
落
）
が

M
R

R
M

 (♠
)

を
意
味
す
る
の
に
使
わ
れ
て
い
る
。

 

更
に
記
号
（

♣
 ♠
な
ど
）
の
使
用
は
、
国
際
文
書
に
お
い
て
は

適
切
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
フ
ォ
ン
ト
や
文
字
コ
ー
ド

が
異
な
る
国
で
は
、
そ
れ
ら
が
異
な
っ
て
表
現
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
か
ら
。

M
R

R
D

, M
R

R
M

な
ど
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

略
称
の
使
用
を
推
奨
す
る
。

 

し
か
し

JP
2
の

コ
メ
ン
ト
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
な
ら
、
こ
の
コ

メ
ン
ト
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
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 C
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m
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m
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Pa
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 o
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JP
1 

N
A

 
A

ll 
 

ed
 

A
lth

ou
gh

 w
e 

un
de

rs
ta

nd
 B

ra
zi

l’s
 c

on
ce

rn
, w

e 
do

 
no

t a
gr

ee
 th

ei
r p

ro
po

sa
l t

o 
ju

st
 re

fe
r t

o 
th

e 
m

os
t 

re
ce

nt
 d

ef
in

iti
on

. 

W
e 

co
ns

id
er

 th
at

 th
e 

de
fin

iti
on

s o
f t

er
m

s f
or

 th
e 

pr
ev

io
us

 O
IM

L 
ce

rti
fic

at
e 

sy
st

em
s (

B
as

ic
 a

nd
 

M
A

A
) a

nd
 O

IM
L-

C
S 

ar
e 

eq
ua

lly
 im

po
rta

nt
 si

nc
e 

th
e 

us
e 

of
 th

e 
ol

d 
te

st
 d

at
a 

is
 p

er
m

itt
ed

 u
nd

er
 th

e 
O

IM
L-

C
S.

 T
he

 c
er

tif
ic

at
es

 is
su

ed
 in

 th
e 

pr
ev

io
us

 
sy

st
em

s a
re

 a
ls

o 
va

lid
. 

W
e 

su
gg

es
t m

ak
in

g 
ch

an
ge

s o
f t

he
 o

rd
er

 o
f t

he
 

co
nt

en
ts

. T
hi

s c
ou

ld
 re

so
lv

e 
th

e 
co

nf
us

io
n 

th
at

 
B

ra
zi

l i
s c

on
ce

rn
ed

 a
bo

ut
. 

ブ
ラ
ジ
ル
の
懸
念
は
理
解
す
る
が
、
現
行
制
度
の
定

義
の
み
を
残
す
と
い
う
彼
ら
の
意
見
に
は
賛
成
し
な

い
。

 

O
IM

L-
C

S
に
お

い
て
も
旧
制
度
で
の
試
験
デ
ー
タ
が

活
用
で
き
る
こ
と
か
ら
、
我
々
と
し
て
は
以
前
の

O
IM

L
制
度
（
基
本
と

M
A

A
）

と
O

IM
L-

C
S
に

お

け
る
用
語
の
定
義
も
等
し
く
重
要
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。
以
前
の
制
度
で
得
ら
れ
た
証
明
書
も
ま
た
、

有
効
で
あ
る
。

 

我
々
は
目
次
の
順
番
を
修
正
す
る
こ
と
を
提
案
す

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
懸
念
し
て
い
る
混

乱
を
解
決
し
得
る
と
考
え
る
。

 

 

W
e 

pr
op

os
e 

a 
re

st
ru

ct
ur

e 
of

 th
e 

do
cu

m
en

t b
y 

ch
an

gi
ng

 th
e 

or
de

r o
f t

er
m

 d
ef

in
iti

on
s a

nd
 b

y 
ad

di
ng

 a
 st

at
em

en
t f

or
 

ut
ili

zi
ng

 th
e 

ol
d 

te
st

 d
at

a 
in

 th
e 

pr
ev

io
us

 sy
st

em
s. 

Fo
llo

w
in

gs
 

ex
pl

ai
n 

th
e 

pr
oc

ed
ur

e 
fo

r t
he

 c
ha

ng
es

. 

(1
) M

ov
e 

cl
au

se
 4

.1
 a

s t
he

 fi
rs

t c
la

us
e 

of
 a

 n
ew

 se
ct

io
n 

7.
 

(2
) R

en
am

e 
cl

au
se

 4
.2

 a
s a

 n
ew

 se
ct

io
n 

4 

(3
) R

en
am

e 
cl

au
se

 4
.3

 a
s a

 n
ew

 se
ct

io
n 

5 

(4
) R

en
am

e 
cl

au
se

 4
.4

 a
s a

 n
ew

 se
ct

io
n 

6 

(5
) M

ov
e 

al
l c

la
us

es
 (5

.1
 to

 5
.3

) u
nd

er
 se

ct
io

n 
5 

as
 th

e 
cl

au
se

s 
(7

.2
 to

 7
.4

) o
f t

he
 n

ew
 se

ct
io

n 
7.

 

(6
) C

re
at

e 
a 

ne
w

 c
la

us
e 

2.
3 

un
de

r s
ec

tio
n 

2 
de

sc
rib

in
g 

th
e 

us
e 

of
 th

e 
ol

d 
te

st
 d

at
a 

ob
ta

in
ed

 in
 th

e 
pr

ev
io

us
 O

IM
L 

sy
st

em
s.  

Se
e 

JP
2 

fo
r t

he
 d

et
ai

ls
. 

(7
) C

re
at

e 
cl

au
se

s 3
.1

 a
nd

 3
.2

 u
nd

er
 se

ct
io

n 
3,

 p
ro

vi
di

ng
 th

e 
cu

rr
en

t d
ef

in
iti

on
s u

nd
er

 th
e 

O
IM

L-
C

S 
an

d 
th

e 
de

fin
iti
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 d
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Th
es

e 
ch

an
ge

s d
iv

id
e 

th
e 

pr
es

en
t d

ef
in

iti
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s i
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o 
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e 

fo
r 
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S 
an
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 sy
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e 
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ev
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 C
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te
nt
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1 
Pu

rp
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e 

2 
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od
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tio

n 

2.
1 

…
. 

2.
2 

…
. 

2.
3 

A 
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w
 c

la
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e 
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r t
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 o
ld
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 d
at

a 
(s

ee
 J
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r t
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 d
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ls
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3 
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y 
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d 
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3.
1 

A 
ne

w
 c
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e 
fo

r t
er

m
s u
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 O
IM

L-
C

S 
(s

ee
 J

P3
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r t
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ta
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) 

3.
2 

A 
ne

w
 c
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e 
fo

r t
er

m
s u
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 th
e 

pr
ev
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 sy
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e 

JP
3 
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r t
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 d

et
ai

ls
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4 
O

IM
L 
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go

 sp
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ca

tio
n 

(fr
om

 4
.2
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f D

B)
 

5 
O

IM
L-

C
S 
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go

 sp
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ifi
ca

tio
n 

(fr
om

 4
.3

 o
f D

B)
 

6 
O

IM
L 

M
AA

 lo
go

 sp
ec

ifi
ca

tio
n 

(fr
om

 4
.4

 o
f D

B)
 

7 
U

se
 o

f t
he

 lo
go

s (
fr

om
 5

 o
f D

B)
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Pa
ge

 3
 o

f 5
 

7.
1 

G
en

er
al

 re
qu

ir
em

en
ts

 (f
ro

m
 4

.1
 o

f D
B)

 

7.
2 

G
en

er
al

 (f
ro

m
 5

.1
 o

f D
B)

 

7.
3 

Pu
bl

ic
ity

 m
at

er
ia

ls
 (f

ro
m

 5
.2

 o
f D

B)
 

7.
4 

Pr
ev

io
us

 v
er

si
on

s o
f t

he
 O

IM
L 

lo
go

 (f
ro

m
 5

.3
 o

f D
B)

 

8 
Re

fe
re

nc
es

 

用
語
の
定
義
の
順
番
を
変
え
、
古
い
証
明
書
制
度
に
お
け
る
試
験

デ
ー
タ
の

O
IM

L-
C

S
で
の
利
用
に
関
す
る
文
章
を
追
加
す
る
こ

と
に
よ
り
、
こ
の
文
書
の
構
造
改
革
を
推
奨
す
る
。
以
下
に
修
正

の
手
順
を
説
明
す
る
。

 

(1
) 4

.1
項
を
新
セ
ク
シ
ョ
ン

7
の
冒
頭
に
移
す

 

(2
) 4

.2
項
を
新
セ
ク
シ
ョ
ン

4
に
す
る

 

(3
) 4

.3
項
を
新
セ
ク
シ
ョ
ン

5
に
移
す

 

(4
) 4

.4
項
を
新
セ
ク
シ
ョ
ン

6
に
移
す

 

(5
)セ

ク
シ
ョ
ン

5
の

全
て
の
項
（

5.
1
か
ら

5.
3）

を
新
セ
ク
シ
ョ

ン
7
の
項
（

7.
2
か
ら

7.
4）

に
移
す

 

(6
) セ

ク
シ
ョ
ン
２
に
古
い
証
明
書
制
度
で
得
ら
れ
た
試
験
デ
ー

タ
の

O
IM

L-
C

S
に
お
け
る
利
用
に
関
す
る
新
し
い

2.
3
項
を
追
加

す
る
。
詳
細
は

JP
2
を
参
照
。

 

(7
) セ

ク
シ
ョ
ン
３
の
下
に
現
在
の

O
IM

L-
C

S
に

お
け
る
定
義
、

及
び
以
前
の
証
明
書
制
度
に
お
け
る
定
義
に
関
す
る

3.
1
項
と

3.
2

項
を
そ
れ
ぞ
れ
追
加
す
る
。
詳
細
は

JP
3
を
参

照
。

 

上
記
の
修
正
は
現
在
の
定
義
を

O
IM

L-
C

S
に
関

す
る
も
の
と
以

前
の
証
明
書
制
度
に
関
す
る
も
の
に
分
割
し
、
そ
の
結
果
、
目
次

は
以
下
の
通
り
と
な
る
。

 

（
以
下
、
目
次
の
和
訳
は
省
略
）

 

 

JP
2 

N
A

 
2.

3 
(n

ew
) 

N
A

 
Te

 
A

dd
 a

 st
at

em
en

t r
eg

ar
di

ng
 th

e 
ut

ili
za

tio
n 

of
 o

ld
 te

st
 

da
ta

 in
 O

IM
L-

C
S.

 

O
IM

L-
C

S
に
お

け
る
古
い
試
験
デ
ー
タ
の
利
用
に
関

す
る
文
章
を
加
筆
す
る
。

 

 

A
dd

 th
e 

fo
llo

w
in

g 
se

nt
en

ce
 a

s a
 n

ew
 c

la
us

e.
 

2.
3 

O
ld

 te
st

 d
at

a 
ob

ta
in

ed
 fo

r O
IM

L 
Ba

si
c 

C
er

tif
ic

at
e 

Sy
st

em
 

an
d 

O
IM

L 
M

ut
ua

l A
cc

ep
ta

nc
e 

Ar
ra

ng
em

en
t (

M
AA

) m
ay

 b
e 

ut
ili

ze
d 

in
 O

IM
L-

C
S.

 

以
下
の
文
章
を
新
し

い
項
と
し
て
追
加
す
る
。

 

2.
3 

O
IM

L
基
本
証
明

書
制
度
及
び

O
IM

L 
M

AA
制
度
に
お
い
て
得

ら
れ
た
古
い
試
験
デ
ー
タ
が

O
IM

L-
C

S
に
お
い
て
使
わ
れ
る
こ
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ub

m
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Pa
ge

 4
 o

f 5
 

と
も
あ
る
。

 

 

JP
3 

N
A

 
3.

1 
an

d 
3.

2 
(n

ew
) 

N
A

 
Te

/e
d 

D
iv

id
e 

th
e 

te
rm

 d
ef

in
iti

on
s i

n 
se

ct
io

n 
3 

in
to

 tw
o 

cl
au

se
s f

or
 O

IM
L-

C
S 

an
d 

pr
ev

io
us

 sy
st

em
s. 

セ
ク
シ
ョ
ン
３
の
用
語
の
定
義
を
、

O
IM

L-
C

S
と
以

前
の
制
度
の
二
つ
の
項
へ
分
割
す
る
。

 

 

D
iv

id
e 

th
e 

te
rm

s a
s s

ho
w

n 
be

lo
w

. 

3.
1 

Te
rm

in
ol

og
y 

an
d 

ab
br

ev
ia

tio
ns

 u
nd

er
 th

e 
O

IM
L-

C
S 

3.
1.

1 
3.

1 
As

so
ci

at
e 

3.
1.

2 
3.

2 
BI

M
L 

3.
1.

3 
3.

3 
D

ec
la

ra
tio

n 

3.
1.

4 
3.

5 
Is

su
in

g 
Au

th
or

ity
 

3.
1.

5 
3.

6 
Is

su
in

g 
Pa

rt
ic

ip
an

t 

3.
1.

6 
3.

9 
O

IM
L-

C
S 

C
er

tif
ic

at
e 

3.
1.

7 
3.

10
 O

IM
L-

C
S 

lo
go

 

3.
1.

8 
3.

11
 O

IM
L-

C
S 

ty
pe

 e
va

lu
at

io
n 

re
po

rt
 

3.
1.

9 
3.

12
 O

IM
L 

Is
su

in
g 

Au
th

or
ity

 

3.
1.

10
 3

.1
3 

O
IM

L 
lo

go
 

3.
1.

11
 3

.1
7 

U
til

iz
er

 

3.
2 

Te
rm

in
ol

og
y 

an
d 

ab
br

ev
ia

tio
ns

 u
se

d 
on

ly
 in

 th
e 

pr
ev

io
us

 
O

IM
L 

ce
rt

ifi
ca

te
 sy

st
em

s (
Ba

si
c 

an
d 

M
AA

) 

3.
2.

1 
3.

4 
D

ec
la

ra
tio

n 
of

 M
ut

ua
l C

on
fid

en
ce

 (D
oM

C
) 

3.
2.

2 
3.

7 
O

IM
L 

Ba
si

c 
C

er
tif

ic
at

e 
of

 C
on

fo
rm

ity
 

3.
2.

3 
3.

8 
O

IM
L 

Ba
si

c 
ty

pe
 e

va
lu

at
io

n 
re

po
rt

 

3.
2.

4 
3.

14
 O

IM
L 

M
AA

 C
er

tif
ic

at
e 

of
 C

on
fo

rm
ity

 

3.
2.

5 
3.

15
 O

IM
L 

M
AA

 lo
go

 

3.
2.

6 
3.

16
 O

IM
L 

M
AA

 T
yp

e 
Ev

al
ua

tio
n 

Re
po

rt
 

用
語
を
以
下
の
よ
う
に
二
つ
の
項
に
分
割
す
る
。

 

3.
1 

O
IM

L-
C

S
に
お

け
る
用
語
と
略
称

 

（
用
語
名
の
和
訳
は
省
略
）

 

3.
2 
以
前
の

O
IM

L
証
明
書
制
度
（

基
本
と

M
AA

）
の
み
で
使
わ

れ
た
用
語
と
略
称

 

（
用
語
名
の
和
訳
は
省
略
）
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 D
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17
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 o
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29
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ng
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 c
om
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3rd
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f M
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 2
01
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Se
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t: 
FR

 
L
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 D

el
et

te
 

  
   

  D
E

 
R
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de

le
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@
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e
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N

E,
 F
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R

eg
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a.
K
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b.
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er
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y 
 

C
om

m
en
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g 
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tr
y:

 
Ja
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n 
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 o
f o

pi
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on
/ c

om
m

en
ts

: 
30

 A
pr

il 
20

19
 

  O
pi

ni
on

: 

Q
ue

st
io

n:
 

A
ns

w
er

 (y
es

 o
r 

no
):

 

Sh
al

l t
he

 O
pt

io
na

l r
eq

ui
re

m
en

t “
B

re
at

h 
T

em
pe
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” 

be
 im

pl
em

en
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d 
in

to
 th

e 
re

vi
se

d 
R

12
6 

R
ec

om
m

en
da

tio
n?

 
Ye

s 

  C
om

m
en

ts
 to

 c
on

su
lta

tio
n 

te
xt

 7
, v

er
. b

 to
 W

D
5 

M
em
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r 

/L
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si
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C
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e/
 

pa
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gr
ap

h/
 

ta
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e 
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n.

/ 
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it.
/ 

te
ch

n.
 

C
O

M
M

E
N

T
S 

PR
O

PO
SE

D
 C

H
A

N
G

E
 

O
B

SE
R

V
A

T
IO

N
S 

O
F 

T
H

E
 

SE
C

R
E

T
A

R
IA

T
 

on
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ac
h 
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m
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t s
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m
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ed
 

JP
1 

7.
2.

2 
(b

re
at

h 
te

m
pe

ra
tu

re
) 

an
d 

su
bc

la
us

es
 

(7
.2

.2
.1

 to
 

7.
2.

2.
5)

 

G
en

/
Te

ch
 

W
e 

ap
pr

ec
ia

te
 th

e 
ad

di
tio

n 
of

 th
e 

ne
w

 p
ar

ag
ra

ph
 to

 7
.2

.2
 

w
hi

ch
 is

 c
ite

d 
be

lo
w

.  
 

N
at

io
na

l r
eg

ul
at

io
ns

 m
ay

 re
qu

ir
e 

ad
di

tio
na

lly
 th

e 
m

ea
su

re
m

en
t o

f t
he

 te
m

pe
ra

tu
re

 o
f t

he
 b

re
at

h 
sa

m
pl

e.
 In

 
su

ch
 a

 c
as

e,
 th

e 
re

qu
ir

em
en

ts
 d

ef
in

ed
 in

 th
e 

fo
llo

w
in

g 
su

bc
la

us
es

 a
pp

ly
: 

Fr
om

 th
is

 p
ar

ag
ra

ph
, w

e 
un

de
rs

to
od

 th
at

 th
e 

m
ea

su
re

m
en

t 
of

 b
re

at
h 

te
m

pe
ra

tu
re

 (i
nc

lu
di

ng
 th

e 
co

rr
ec

tio
n 

of
 a

lc
oh

ol
 

co
nt

en
t) 

w
as

 o
pt

io
na

l, 
an

d 
it 

w
ou

ld
 b

e 
ad

op
te

d 
vo

lu
nt

ar
ily

 
by

 e
ac

h 
na

tio
na

l a
ut

ho
rit

y.
 W

e 
al

so
 u

nd
er

st
oo

d 
th

at
 a

ll 
co

m
pu

ls
or

y 
re

qu
ire

m
en

ts
 e

xp
re

ss
ed

 w
ith

 “
sh

al
l”

 u
nd

er
 th

e 
su

bc
la

us
es

 w
ou

ld
 a

pp
ly

 o
nl

y 
if 

th
e 

na
tio

na
l a

ut
ho

rit
y 

W
e 

w
ill

 n
ot

 re
qu

es
t a

 c
ha

ng
e 

as
 fa

r a
s o

ur
 

un
de

rs
ta

nd
in

g 
on

 th
e 

le
ft 

is
 c

or
re

ct
. 

我
々
の
左
記
の
理
解
が

正
し

い
限

り
、

修
正

は
求

め
な

い
。

 

 

国
際

計
量
室

20
19

/4
/3

0：
提
案

さ
れ

た
C

T7
の

7.
2.

2
に

は
、

「
各

国
が
温

度
測

定
を

自
発

的
に

採
用

で
き

る
」

と
い

う
新

し
い

文
章

が
追

加
さ

れ
て

い
ま

す
。

こ
の
文

章
が

あ
れ

ば
、

C
T7

全
体

を
受
け

入
れ

て
も

問
題

な
い

と
思

い
ま

す
。

 

 

別
紙
３

－ 68 －



 
Pa
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e 
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/ 
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it.
/ 
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C
O

M
M

E
N

T
S 

PR
O

PO
SE

D
 C

H
A

N
G

E
 

O
B

SE
R

V
A

T
IO

N
S 

O
F 

T
H

E
 

SE
C

R
E

T
A

R
IA

T
 

on
 e
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h 

co
m

m
en

t s
ub

m
itt

ed
 

re
qu

es
te

d 
th

e 
te

m
pe

ra
tu

re
 m

ea
su

re
m

en
t. 

If
 th

es
e 

un
de

rs
ta

nd
in

g 
ar

e 
co

rr
ec

t, 
w

e 
w

ill
 a

cc
ep

t t
he

 p
ro

po
se

d 
co

nt
en

ts
 o

f C
T7

. 

我
々

は
、
以

下
に

引
用
し
た

7.
2.

2
へ
の
新
し
い
段
落
の
追
加

に
感

謝
す
る

。
 

国
家

規
制
に

よ
り

、
呼
気
の
温
度
測
定
を
追
加
要
求
す
る
こ
と

が
で で

きき
るる

。
こ
のの

よよ
う

なな
場場

合合
に
、
以
下
の
小
項
目
に
規
定
さ

れ
た

要
求
事

項
が

適
用用

さ
れ
る
。

 

我
々

は
こ
の

段
落

か
ら
、
呼
気
の
温
度
測
定
（
ア
ル
コ
ー
ル
濃

度
の

補
正
を

含
む

）
が
任
意
で
あ
り
、
そ
れ
を
各
国
家
責
任
機

関
が

自
発
的

に
採

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
理
解
し
た
。
ま
た

小
項

目
に
お

け
る

「
す
べ
き
」
を
使
っ
た
全
て
の
強
制
的
な
表

現
は

、
そ
の

国
家

責
任
機
関
が
温
度
測
定
を
要
求
し
た
場
合
の

み
に

適
用
さ

れ
る

と
理
解
し
た
。
も
し
こ
れ
ら
の
理
解
が
正
し

い
な

ら
、
我

々
は

C
T7

で
提
案
さ
れ
た
内
容
を
受
け
入
れ
る
。

 

 

 
 

 
 

 
 

 

－ 69 －



 O
rg

an
is

at
io

n 
In

te
rn

at
io

na
le

 d
e 

M
ét

ro
lo

gi
e 

Lé
ga

le
 

 
In

te
rn

at
io

na
l O

rg
an

iz
at

io
n 

of
 L

eg
al

 M
et

ro
lo

gy
 

  T
C

12
_ 

p1
_N

02
3 

18
/0

2/
20

19
 

Pa
ge

 1
  

 
T

C
12

_p
1 

T
em

pl
at

e 
Fo

rm
 fo

r 
C

om
m

en
ts

  
T

C
12

_p
1_

N
02

3 

PG
 C

om
m

en
ts

 o
n:

 O
IM

L
 R

 4
6 

W
D

2 
Ti

tle
: E

le
ct

ri
ca

l E
ne

rg
y 

M
et

er
s –

 A
lte

rn
at

in
g 

C
ur

re
nt

 (a
.c

.) 

D
oc

um
en

t d
at

e:
  1

8 
Fe

br
ua

ry
 2

01
8 

C
irc

ul
at

io
n 

da
te

:  
18

 F
eb

ru
ar

y 
20

18
 

C
lo

si
ng

 d
at

e 
fo

r c
om

m
en

ts
: 1

8 
M

ay
 2

01
8 

C
on

ve
ne

r: 
A

us
tr

al
ia

 
Pl

ea
se

 in
cl

ud
e 

yo
ur

 c
om

m
en

ts
 in

 th
is

 fo
rm

 a
nd

 p
os

t i
t o

n 
th

e 
PG

 W
or

ks
pa

ce
. 

  
C

ou
nt

ry
 

C
od

e/
 

O
rg

an
iz

at
io

n 

Se
ct

io
n 

ge
n.

/ 
ed

it.
/ 

te
ch

n.
 

C
O

M
M

EN
T 

Pr
op

os
ed

 c
ha

ng
e 

Pr
io

rit
y 

O
B

SE
R

V
A

TI
O

N
S 

O
F 

TH
E 

C
O

N
V

EN
ER

 

JP
1 

5.
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1.
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5.
5.

1.
17

 
Pr

ot
ec

tio
n 

ag
ai

ns
t i

ng
re

ss
 

of
 d

us
t 

ed
 

B
ec

au
se

 th
e 

co
nt

en
ts

 o
f 5

.5
.1

.1
6 

an
d 

5.
5.

1.
17

 a
re

 th
e 

sa
m

e,
 th

e 
la

tte
r i

s r
ed

un
da

nt
. 

5.
5.

1.
16

と
5.

5.
1.

17
の
内
容
が
同
じ
で
あ
る
の
で
、
後
者

は
不
要
で
あ
る
。

 

 

D
el

et
e 

5.
5.

1.
17

 

5.
5.

1.
17

を
削
除
す
る
。

 

 
 

 

JP
2 

8.
3.

16
 D

C
 in

 
th

e 
A

C
 c

ur
re

nt
 

ci
rc

ui
t 

Fi
gu

re
 4

 

ed
 

Th
e 

pr
es

en
t f

ig
ur

e 
(c

ite
d 

be
lo

w
) i

s u
nc

le
ar

. W
hi

ch
 p

ar
t 

of
 th

e 
w

av
es

, i
.e

., 
up

pe
r h

al
f-

w
av

e 
an

d 
lo

w
er

 h
al

f-
w

av
e,

 
sh

ou
ld

 b
e 

ap
pl

ie
d 

to
 th

e 
m

et
er

 u
nd

er
 te

st
? 

現
在
の
図
（
下
記
に
引
用
）
は
不
明
確
で
あ
る
。
試
験
対
象

の
メ
ー
タ
ー
に
対
し
て
二
つ
の
波
の
ど
ち
ら
側
、
即
ち
上
側

半
波
と
下
側
半
波
の
ど
ち
ら
を
印
加
す
べ
き
な
の
か
？

 

 
 

In
ve

rt 
di

re
ct

io
ns

 o
f t

he
 d

io
de

s a
nd

 a
dd
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n 
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ro

w
-s
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k 

to
 c
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e 
m
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 u
nd

er
 te
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 is

 
th

e 
up

pe
r h

al
f-

w
av

e 
of

 th
e 

po
w

er
 su

pp
ly

 (I
te

st
) a

s s
ho

w
n 

be
lo

w
.  

下
に
示
す
よ
う
に
ダ
イ
オ
ー
ド
の
方
向
を
入
れ
替
え
、
試
験
対

象
の
メ
ー
タ
ー
に
印
可
さ
れ
る
試
験
波
形
が
電
源
（

Ite
st
）
の

上
側
半
波
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
矢
印
マ
ー
ク
を
追
加
す

る
。

 

 

 

 

別
紙
４

－ 70 －



T
C
7_
SC

5_
p1
_N

02
0 

05
/1

0/
20

18
 

Pa
ge

 2
 

 

C
ou

nt
ry

 
C

od
e/

 
O

rg
an

iz
at

io
n 

Se
ct

io
n 

ge
n.

/ 
ed

it.
/ 

te
ch

n.
 

C
O

M
M

EN
T 

Pr
op

os
ed

 c
ha

ng
e 

Pr
io

rit
y 

O
B

SE
R

V
A

TI
O

N
S 

O
F 

TH
E 

C
O

N
V

EN
ER

 

JP
3 

8.
4.

1 
G

en
er

al
 

in
st

. f
or

 d
is
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Th
e 

cl
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se
 “

3.
3.

6.
2”

 d
oe

s n
ot

 e
xi

st
. 

3.
3.

6.
2 
項
は
存
在
し
な
い
。

 

 

C
or

re
ct

 “
3.

3.
6.

2”
 to

 “
5.

5.
2”

. 

“
3.

3.
6.

2”
 を

“5
.5

.2
”に

修
正
す
る
。
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m
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to

 
“d
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us

to
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d 

“i
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ct
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m
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 is
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ec

au
se

 
a 

m
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r r
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ve

s a
 te

st
 re

po
rt 

fr
om

 th
e 

Te
st

in
g 

La
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ry
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 th
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ug
h 
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e 
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g 

A
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m
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La
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. O

n 
th

e 
ot

he
r 
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nd

, t
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 Is
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in
g 

A
ut

ho
rit

y 
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 d

ire
ct

 c
us

to
m

er
 o

f t
he

 
Te

st
in

g 
La

bo
ra

to
ry

.  

Se
e 

al
so

 o
ur

 c
om

m
en

t, 
JP

19
. 

こ
の
文
書
は

O
IM

L-
C

S
の
発
行
機
関
で
は
な
く
、
試
験

機
関
の
た
め
だ
け
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
提
供
す
る
。
こ
の
国

際
文
書
に
お
い
て
、
試
験
機
関
の
顧
客
は
発
行
機
関
で
あ

る
べ
き
だ
。
こ
の
文
書
の
立
ち
位
置
は
、

IS
O

/IE
C

 1
70

65
に
基
づ
く

D
32

の
も
の
と
は
異
な
る
べ
き
だ
。

 

更
に
我
々
は
、
「
顧
客
」
を
「
直
接
的
な
顧
客
」
と
「
間

接
的
な
顧
客
」
に
分
け
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
製
造
事
業
者
は
発
行
機
関
を
通
し
て
試
験
機
関
か
ら

間
接
的
に
試
験
報
告
書
を
受
け
取
っ
て
お
り
、
製
造
事
業

者
は
試
験
機
関
の
間
接
的
な
顧
客
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
一
方
で
発
行
機
関
は
試
験
機
関
の
直
接
的
な
顧
客

で
あ
る
。

 

我
々
の
コ
メ
ン
ト

JP
19

も
参
照

。
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 c
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e 
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f v
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w
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g 
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ry
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he

 
“d
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t c
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m
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” 
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ld
 b
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O

IM
L 
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g 
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ev
er
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n 
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e 

m
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m
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ns
. 

我
々
は
第
二
段
落
に
つ
い
て
以
下
の
修
正
を
提
案
す
る
。

 

O
IM

L
発
行
機
関

と
の
契
約
を
も
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
試

験
機
関
は
自
ら
実
施
す
る
試
験
と
審
査
に
関
す
る
要
求
を

審
査
す
る
責
任
を
負
う
。
試
験
機
関
の
見
地
か
ら
は
、

「
直
接
的
な
顧
客
」
は

O
IM

L
発
行
機
関
で
あ
る
べ
き
で

あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
型
式
承
認
を
要
求
す
る
製
造

事
業
者
（
発
行
機
関
へ
の
申
請
者
）
又
は

O
IM

L
証
明
書

の
利
用
者
は
、
型
式
承
認
試
験
と
審
査
に
関
わ
る
試
験
機

関
の
「
間
接
的
な
顧
客
」
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
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ガ
イ
ダ
ン
ス
全
体
を
以
下
の
文
章
で
置
き
換
え
る
。
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現
在
の
文
章
は
、
単
に

IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7
の

5.
4
項

の
一
部
に
対
す
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
あ
る
。
現
在
の
文
言
は

5.
4
項
全
体
を
対
象
と
し
た
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
誤
解
し
う
る

書
き
方
と
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
こ
の
項
の
適
用
範
囲
に

対
す
る
誤
解
に
繋
が
る
。

 

具
体
的
に
は
、

5.
4
の
要
求
事
項
は
全
て
の
ラ
ボ
ラ
ト
リ

活
動
を
対
象
に
し
て
い
る
。
し
か
し
現
在
の

G
.5

.4
-1

の

宣
言
で
は
、
要
求
事
項
の
対
象
範
囲
が
製
造
事
業
者
の
試

験
所
の
み
を
対
象
と
す
る
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
て
し
ま

う
。

 

こ
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
が
、

5.
4
項
の
対
象
範
囲
の
う
ち
恒
久

的
な
施
設
以
外
の
場
所
の
み
を
対
象
に
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
よ
う
に
、
そ
の
文
言
を
変
更
す
べ
き
で
あ
る
。

 

 

G
.5

.4
-1

 O
IM

L-
C

S
に
お
い
て
、

IS
O

/IE
C

 1
70

25
の

5.
4

に
あ
る
「
恒
久
的
施
設
以
外
の
場
所
」
と
い
う
表
現
は
、

試
験
機
関
の
職
員
に
よ
っ
て
試
験
ま
た
は
審
査
が
行
わ
れ

る
製
造
事
業
者
の
試
験
所
を
含
む
。
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20
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s c
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tio

n 
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e 
“t

ra
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 b
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こ
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
は
、

IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7
の

6.
2.

2
項

の
要
求
事
項
の
内
容
と
適
切
に
対
応
し
て
い
な
い
。
こ
の

項
は
、
「
要
員
の
力
量
」
の
た
め
の
文
書
化
を
求
め
る
も

の
で
、
「
訓
練
手
順
」
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の

ガ
イ
ダ
ン
ス
は
、

1W
D
の
適
切

な
項
へ
移
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
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Re
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/IE
C
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70

25
:2

01
7 

 

6.
2.

5 
Th
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ry

 sh
al

l h
av

e 
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ur
e(

s)
 a

nd
 

re
ta

in
 re
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s f
or

: 

c)
 tr

ai
ni

ng
 o

f p
er

so
nn

el
; 

こ
の
訓
練
手
順
の
た
め
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
記
載
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
以
下
に
引
用
し
た

6.
2.

5 
c)
へ
の
ガ
イ
ダ
ン
ス

と
し
て

1W
D
の

6.
2.

5
項
に
移
す
べ
き
で
あ
る
。

 

参
考
：
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O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7 

6.
2.

5 
ラ
ボ
ラ
ト
リ
は
，
次
の
事
項
に
関
す
る
手
順
を
も

ち
，
記
録
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

c)
 要

員
の
教
育
・
訓
練
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こ
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
は
、

IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7
の

6.
2.

6
項

の
要
求
事
項
と
適
切
に
対
応
し
て
い
な
い
。
こ
の
項
の
要

求
事
項
は
「
人
員
へ
の
権
限
の
付
与
」
の
た
め
で
あ
り
、

「
力
量
の
監
視
」
の
た
め
で
は
な
い
。

G
.6

.2
.6

-1
は
「
力

量
の
監
視
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
た
め
、

1W
D
の
適

切
な
項
へ
移
す
べ
き
で
あ
る
。
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. 

G
.6

.2
.6

-1
は
力
量
の
監
視
に
関
す
る
要
求
を
述
べ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
文
章
は
、

IS
O

/IE
C

 1
70

25
の

6.
2.

5
項

の
項
目

e)
へ
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
し
て
、

1W
D
の

6.
2.

5
へ

移
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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is

 g
ui

da
nc

e 
sh

ou
ld
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th
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G
.6

.2
.6

-2
が
、
「
資
格
を
与
え
る
」
と
「
権
限
を
与
え

る
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
の
違
い
を
区
別
し
て
い
る
の
か

ど
う
か
不
明
で
あ
る
。

IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7
で
は
「
資

格
」
と
「
権
限
」
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ

の
ガ
イ
ダ
ン
ス
も
ま
た
、
こ
れ
ら
二
つ
を
区
別
す
べ
き
で

あ
る
。
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G
.6

.2
.6

-2
が
両
方
の
言
葉
を
使
う
こ
と
を
要
求
し
て
い
る

と
解
釈
し
て
、
「
資
格
を
与
え
ら
れ
た
」
を
「
資
格
と
権

限
を
与
え
ら
れ
た
」
に
変
更
す
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
ガ

イ
ダ
ン
ス
は
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
言
葉
の
違
い
を
区
別
し

続
け
る
こ
と
に
な
る
。
「
資
格
を
与
え
ら
れ
た
」
は
、
こ

の
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
２
回
使
わ
れ
て
い
る
。
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IL
A

C
の
正
会
員
で
あ
る
こ
と
は
、
認
定
機
関
に
は
不
十

分
な
要
求
で
あ
る
。
そ
の
機
関
は

IL
A

C
 M

R
A
の
有
効
な

署
名
機
関
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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表
現
に
従
っ
て
、
「
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A

C
の
正

会
員
」
を
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IL
A

C
相
互
承
認
協
定
ま
た
は
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A

C
に
よ

っ
て
承
認
さ
れ
た
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協
定
の
署
名
機
関
」
に
置
き
換
え

る
。
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O

/IE
C

 1
70

25
の

7.
1.

3
項
は
、
適
用
さ
れ
る
規
格
／
判

断
ル
ー
ル
に
関
す
る
発
行
機
関
（
直
接
的
な
顧
客
）
と
試

験
機
関
の
間
の
合
意
に
関
わ
る
要
求
事
項
で
あ
る
と
理
解

で
き
る
。

 

し
か
し

O
IM

L-
C

S
へ
の
適
用
で
は
、
規
格
／
判
断
ル
ー

ル
は
該
当
す
る

O
IM

L
勧
告
に
よ
り
提
供
さ
れ
、
そ
れ
は

既
に
発
行
機
関
と
試
験
機
関
に
よ
り
共
有
さ
れ
て
い
る
。

故
に
、
こ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
に
関
す
る
発
行
機
関
と
試
験

機
関
の
間
の
事
前
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
必
要
無
い

と
考
え
ら
れ
る
。
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次
の
新
し
い
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
追
加
す
る
。
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れ
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規
格
／

判
断
ル
ー
ル
に
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行
機
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と
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の
間
の
事
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試
験
さ
れ
る
機
器
の
型
式
は
、
機
器
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
か
ら

試
験
機
関
で
は
な
く
発
行
機
関
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
た

め
、

G
.7

.2
.1

.1
-2

は
不
要
か
、
あ
る
い
は
修
正
し
て
意
味

を
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
。
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こ
の
ガ
イ
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ス
を
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す
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か
、
又
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に

記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
こ
の
よ
う
な
選
択
は

O
IM

L
発
行
機
関
の
責
任
で
行
わ
れ
る
」
と
い
う
文
章
を
加
筆
す

る
。
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試
験
機
器
の
内
部
校
正
を
行
う
こ
と
も
あ
る
た
め
、
こ
こ

に
O
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L
の
ガ

イ
ダ
ン
ス
が
必
要
で
あ
る
。
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nt

 O
IM

L 
Re

co
m

m
en

da
tio

n 
do

es
 

no
t a

dd
re

ss
 h

ow
 to

 ta
ke

 m
ea

su
re

m
en

t u
nc

er
ta

in
ty

 in
to

 
ac

co
un

t, 
th

e 
la

bo
ra

to
ry

 sh
ou

ld
 re

fe
r t

o 
th

e 
ap

pl
ic

ab
le

 
in

te
rn

at
io

na
l s

ta
nd

ar
ds

 (s
uc

h 
as

 IS
O

 a
nd

 IE
C

) o
r 

ot
he

r i
nt

er
na

tio
na

lly
 e

st
ab

lis
he

d 
m

et
ho

ds
 a

nd
 

pr
ac

tic
es

. 

以
下
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
追
加
す
る
。
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T
yp
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m
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C

O
M

M
E

N
T

S 
PR

O
PO
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D

 C
H

A
N

G
E

 
O

B
SE

R
V

A
T

IO
N

S 
O

F 
T

H
E

 
C

O
N

V
E

N
E

R
/P

G
 

on
 e

ac
h 

co
m

m
en

t s
ub

m
itt

ed
 

 

Pa
ge

 6
 o

f 1
0 

G
.7

.6
.2

-1
関
連
す
る

O
IM

L
勧

告
が
測
定
の
不
確
か
さ
を

ど
の
よ
う
に
考
慮
す
る
か
述
べ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
試

験
機
関
は
適
用
可
能
な
国
際
規
格
（

IS
O
や

IE
C
な

ど
）
、
又
は
他
の
国
際
的
な
手
法
及
び
慣
例
に
従
う
べ
き

で
あ
る
。

 

 

JP
10

 
7.

6.
3 

G
.7

.6
.3

-3
 

 
Te

 
In

 th
e 

cu
rr

en
t t

ex
t, 

an
 Is

su
in

g 
A

ut
ho

rit
y 

is
 re

sp
on

si
bl

e 
fo

r p
ro

vi
di

ng
 a

 g
ui

da
nc

e 
re

ga
rd

in
g 

un
ce

rta
in

ty
. 

H
ow

ev
er

, i
t i

s m
or

e 
ap

pr
op

ria
te

 to
 re

fe
r t

o 
th

e 
in

te
rn

at
io

na
l s

ta
nd

ar
ds

 o
r o

th
er

 in
te

rn
at

io
na

lly
 

es
ta

bl
is

he
d 

m
et

ho
ds

 a
nd

 p
ra

ct
ic

es
. 

現
在
の
文
章
で
は
発
行
機
関
が
不
確
か
さ
に
関
す
る
ガ
イ

ダ
ン
ス
の
提
供
に
責
任
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
国
際
規

格
又
は
他
の
国
際
的
な
手
法
及
び
慣
例
に
従
う
方
が
、
よ

り
適
切
で
あ
る
。

 

 

Su
bs

tit
ut

e 
to

 th
e 

en
tir

e 
gu

id
an

ce
 w

ith
 th

e 
fo

llo
w

in
g 

te
xt

. 

G
.7

.6
.3

-3
 If

 th
e 

re
le

va
nt

 O
IM

L 
Re

co
m

m
en

da
tio

n 
do

es
 

no
t a

dd
re

ss
 h

ow
 to

 ta
ke

 m
ea

su
re

m
en

t u
nc

er
ta

in
ty

 in
to

 
ac

co
un

t, 
th

e 
la

bo
ra

to
ry

 sh
ou

ld
 re

fe
r t

o 
in

te
rn

at
io

na
l 

st
an

da
rd

s (
su

ch
 a

s I
SO

 a
nd

 IE
C

) o
r o

th
er

 
in

te
rn

at
io

na
lly

 e
st

ab
lis

he
d 

m
et

ho
ds

 a
nd

 p
ra

ct
ic

es
. 

ガ
イ
ダ
ン
ス
全
体
を
以
下
の
文
章
で
置
き
換
え
る
。

 

G
.7

.6
.3

-3
関
連
す
る

O
IM

L
勧

告
が
測
定
の
不
確
か
さ
を

ど
の
よ
う
に
考
慮
す
る
か
述
べ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
試

験
機
関
は
適
用
可
能
な
国
際
規
格
（

IS
O
や

IE
C
な

ど
）
、
又
は
他
の
国
際
的
な
手
法
及
び
慣
例
に
従
う
べ
き

で
あ
る
。

 

 

 

JP
11

 
7.

7.
2 

G
.7

.7
.2

-1
 

 
ed

 
Th

e 
pr

es
en

t s
ta

te
m

en
t i

s n
ot

 c
le

ar
 w

he
th

er
 th

is
 

gu
id

an
ce

 is
 c

om
pu

ls
or

y 
or

 o
pt

io
na

l. 
Th

er
ef

or
e,

 “
sh

al
l”

 
sh

ou
ld

 b
e 

re
pl

ac
ed

 w
ith

 “
m

ay
”,

 a
nd

 “
if 

ne
ce

ss
ar

y”
 

sh
ou

ld
 b

e 
de

le
te

d.
 

現
在
の
文
章
で
は
、
こ
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
が
強
制
な
の
か
任

意
な
の
か
不
明
確
で
あ
る
。
故
に
「

Sh
al

l 」
は
「

m
ay
」

 
に
置
き
換
え
、
「
必
要
な
ら
」
は
削
除
す
る
。

 

 

Su
bs

tit
ut

e 
th

e 
en

tir
e 

cl
au

se
 w

ith
 th

e 
fo

llo
w

in
g 

se
nt

en
ce

. 

G
.7

.7
.2

-1
 T

hi
s m

ay
 in

cl
ud

e 
pa

rt
ic

ip
at

io
n 

in
 in

te
r-

la
bo

ra
to

ry
 c

om
pa

ri
so

ns
 o

rg
an

iz
ed

 b
y 

th
e 

BI
M

L.
 

項
全
体
を
下
記
の
文
で
置
き
換
え
る
。

 

G
.7

.7
.2

-1
 こ

れ
は

BI
M

L
が
主
催

す
る
試
験
所
間
の
国
際

比
較
へ
の
参
加
を
含
む
こ
と
も
あ
る
。

 

 

 

JP
12

 
7.

7.
2 

G
.7

.7
.2

-2
 

(n
ew

 
gu

id
an

ce
) 

A
ll 

Te
 

To
 a

vo
id

 a
n 

ex
ce

ss
iv

e 
re

qu
ire

m
en

t t
o 

th
e 

ac
cr

ed
ita

tio
n 

bo
dy

 re
ga

rd
in

g 
pr

of
ic

ie
nc

y 
te

st
in

g 
an

d/
or

 in
te

r-
la

bo
ra

to
ry

 c
om

pa
ris

on
s, 

a 
ne

w
 g

ui
da

nc
e 

sh
ou

ld
 b

e 
ad

de
d.

  

技
能
試
験
及
び
／
又
は
試
験
所
間
比
較
に
関
す
る
過
剰
な

要
求
が
認
定
機
関
に
課
さ
れ
る
こ
と
が
無
い
よ
う
、
新
し

い
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
追
加
す
べ
き
で
あ
る
。

 

 

A
dd

 th
e 

fo
llo

w
in

g 
ne

w
 g

ui
da

nc
e.

 

G
.7

.7
.2

-2
 If

 th
e 

fo
llo

w
in

g 
tw

o 
co

nd
iti

on
s a

re
 fu

lfi
lle

d,
 

th
ey

 c
ou

ld
 b

e 
al

te
rn

at
iv

es
 to

 th
e 

pa
rt

ic
ip

at
io

n 
to

 
pr

of
ic

ie
nc

y 
te

st
s o

r i
nt

er
-la

bo
ra

to
ry

 c
om

pa
ri

so
ns

:  

(1
) T

he
re

 is
 su

ffi
ci

en
t e

vi
de

nc
e 

fo
r t

he
 re

qu
ir

em
en

t o
f 

C
la

us
e 

7.
7.

1 
of

 IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7,

 a
nd
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C
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ub
 

cl
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ap

h
/ F
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e/
 

T
ab

le
/ 

T
yp

e 
of

 
co

m
m

en
t2  

 
C

O
M

M
E

N
T

S 
PR

O
PO

SE
D

 C
H

A
N

G
E

 
O

B
SE

R
V

A
T

IO
N

S 
O

F 
T

H
E

 
C

O
N

V
E

N
E

R
/P

G
 

on
 e

ac
h 

co
m

m
en

t s
ub

m
itt

ed
 

 

Pa
ge

 7
 o

f 1
0 

(2
) T

he
 te

ch
ni

ca
l p

ro
ce

du
re

s a
nd

 c
om

pe
te

nc
e 

of
 th

e 
Te

st
in

g 
La

bo
ra

to
ry

 a
re

 c
on

fir
m

ed
 b

y 
th

e 
Le

ga
l 

M
et

ro
lo

gy
 E

xp
er

t a
cc

or
di

ng
 to

 th
e 

ap
pl

ic
ab

le
 O

IM
L 

Re
co

m
m

en
da

tio
n.

  

以
下
の
新
し
い
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
追
加
す
る
。

 

G
.7

.7
.2

-2
 も

し
以
下
の
二
つ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
れ
ば
、

こ
れ
ら
は
技
能
試
験
へ
の
参
加
や
試
験
所
間
比
較
へ
の
参

加
に
替
わ
る
も
の
と
な
り
得
る
。

 

(1
) I

SO
/IE

C
 1

70
25

:2
01

7
の

7.
7.

1
項
に
対
す
る
証
拠
が

充
分
に
あ
り
、
そ
し
て

 

(2
) 法

定
計
量
専
門
に
よ
っ
て
、
該
当
す
る

O
IM

L
勧
告

に
従
い
、
試
験
機
関
の
試
験
手
順
や
力
量
の
確
認
が
行
わ

れ
た
場
合
。

 

 

JP
13

 
7.

8.
3.

1 
G

.7
.8

.3
.1

-1
 

2nd
 

se
nt

en
ce

 
Te

 
Th

e 
se

co
nd

 se
nt

en
ce

 c
ite

d 
be

lo
w

 m
ay

 c
au

se
 a

 
m

is
un

de
rs

ta
nd

in
g.

 

St
at

em
en

ts
 o

f c
on

fo
rm

ity
 re

la
te

d 
to

 th
e 

co
nf

or
m

an
ce

 o
f 

th
e 

in
st

ru
m

en
t w

ith
 th

e 
re

le
va

nt
 O

IM
L 

Re
co

m
m

en
da

tio
n 

ar
e 

no
t a

llo
w

ed
 in

 O
IM

L 
te

st
 re

po
rt

s. 

U
nd

er
 th

e 
IS

O
/IE

C
 1

70
25

:2
01

7,
 a

 te
st

 re
su

lt 
w

ith
 a

 
sp

ec
ifi

ca
tio

n 
of

 “
PA

SS
/F

A
IL

” 
to

 e
ac

h 
te

st
 it

em
 m

ay
 

al
so

 b
e 

in
cl

ud
ed

 in
 th

e 
“s

ta
te

m
en

t o
f c

on
fo

rm
ity

”.
 

H
ow

ev
er

, t
he

 se
co

nd
 se

nt
en

ce
 is

 a
m

bi
gu

ou
s b

ec
au

se
 

su
ch

 a
 sp

ec
ifi

ca
tio

n 
to

 e
ac

h 
te

st
 it

em
 u

nd
er

 a
n 

O
IM

L 
R

ec
om

m
en

da
tio

n 
m

ig
ht

 a
lso

 b
e 

de
em

ed
 a

s t
he

 
“s

ta
te

m
en

t o
f c

on
fo

rm
ity

” 
w

hi
ch

 is
 n

ot
 a

llo
w

ed
 in

 th
e 

te
st

 re
po

rts
. F

ro
m

 th
e 

pr
es

en
t w

or
di

ng
, e

ve
n 

a 
te

st
 

re
po

rt 
ba

se
d 

on
 O

IM
L 

R
 7

6-
2 

m
ig

ht
 n

ot
 b

e 
al

lo
w

ed
.  

Th
e 

ta
rg

et
 o

f t
hi

s g
ui

da
nc

e 
sh

ou
ld

 b
e 

lim
ite

d 
to

 th
e 

“c
on

fo
rm

ity
 a

ss
es

sm
en

t i
n 

th
e 

te
st

in
g 

fo
r t

yp
e 

ev
al

ua
tio

n”
 b

as
ed

 o
n 

IS
O

/IE
C

 1
70

25
. O

n 
th

e 
ot

he
r 

ha
nd

, a
 st

at
em

en
t o

f c
on

fo
rm

ity
 to

 ty
pe

 b
as

ed
 o

n 
IS

O
/IE

C
 1

70
65

 sh
ou

ld
 b

e 
ex

cl
ud

ed
 fr

om
 th

e 
ta

rg
et

. 

以
下
に
引
用
し
た
第
二
文
は
誤
解
を
生
じ
る
可
能
性
が
あ

る
。

 

関
連
す
る

O
IM

L
勧
告
へ
の
計
量

器
の
適
合
に
関
す
る
適

合
性
宣
言
は
、

O
IM

L
試
験
報
告
書
に
記
載
し
て
は
な
ら

な
い
。

 

C
on

si
de

r r
ew

or
di

ng
 a

s f
ol

lo
w

s. 

St
at

em
en

ts
 o

f c
on

fo
rm

ity
 a

ss
es

sm
en

t o
f t

he
 ty

pe
 

ev
al

ua
tio

n 
ba

se
d 

on
 IS

O
/IE

C
 1

70
65

 a
nd

 th
e 

re
le

va
nt

 
O

IM
L 

Re
co

m
m

en
da

tio
n 

ar
e 

no
t a

llo
w

ed
 in

 O
IM

L 
te

st
 

re
po

rt
s. 

下
記
の
よ
う
に
書
き
換
え
て
は
ど
う
か
。

 

IS
O

/IE
C

 1
70

65
及
び
関
連
す
る

O
IM

L
勧
告
に
基

づ
い

た
型
式
評
価
の
た
め
の
適
合
性
評
価
へ
の
宣
言
は
、

O
IM

L
試
験
報
告

書
に
記
載
し
て
は
な
ら
な
い
。
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T
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m
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en
t2  

 
C

O
M

M
E

N
T

S 
PR

O
PO

SE
D

 C
H

A
N

G
E

 
O

B
SE

R
V

A
T

IO
N

S 
O

F 
T

H
E

 
C

O
N

V
E

N
E

R
/P

G
 

on
 e

ac
h 

co
m

m
en

t s
ub

m
itt

ed
 

 

Pa
ge

 8
 o

f 1
0 

IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7
で
は
、
各
試
験
項
目
へ
の
「
合
格

／
不
合
格
」
の
判
定
を
含
む
試
験
結
果
は
「
適
合
性
へ
の

宣
言
」
に
含
ま
れ
て
よ
い
。
し
か
し
第
二
文
は
曖
昧
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

O
IM

L
勧
告
に
基
づ
く
各
試
験
項
目

へ
の
判
定
も
型
式
評
価
に
お
け
る
「
適
合
性
へ
の
宣
言
」

と
見
な
さ
れ
、
試
験
報
告
書
へ
の
記
載
が
許
さ
れ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
現
在
の
文
言
で
は
、

O
IM

L 
R

76
-2

に
従
っ

た
試
験
報
告
書
も
容
認
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

 

こ
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
対
象
は
、

IS
O

/IE
C

 1
70

25
に
基
づ

い
た
「
型
式
評
価
の
た
め
の
試
験
に
お
け
る
適
合
性
審

査
」
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
一
方
で
、

IS
O

/IE
C

 
17

06
5
に
基
づ
い
た
型
式
へ
の
適
合
に
関
す
る
宣
言
は
、

対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

 

 

JP
14

 
7.

8.
6.

1 
G

.7
.8

.6
.1

-1
 

A
ll 

Te
 

C
la

us
e 

7.
8.

6.
1 

of
 IS

O
/IE

C
 1

70
25

 is
 u

nd
er

st
oo

d 
as

 a
 

re
qu

ire
m

en
t f

or
 d

oc
um

en
ta

tio
n 

re
ga

rd
in

g 
th

e 
de

ci
si

on
 

ru
le

 a
pp

lie
d 

to
 th

e 
co

nf
or

m
ity

 a
ss

es
sm

en
t. 

In
 O

IM
L-

C
S 

ho
w

ev
er

, t
he

 d
oc

um
en

ta
tio

n 
is

 u
nn

ec
es

sa
ry

, a
nd

 it
 m

ay
 

be
 re

pl
ac

ed
 w

ith
 a

 st
at

em
en

t b
as

ed
 o

n 
th

e 
ap

pl
ic

ab
le

 
O

IM
L 

R
ec

om
m

en
da

tio
n.

  

IS
O

/IE
C

 1
70

25
の

7.
8.

6.
1
項
は
、
適
合
性
評
価
に
適
用

さ
れ
る
判
断
ル
ー
ル
に
関
す
る
参
考
文
書
の
提
供
に
関
わ

る
要
求
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し

O
IM

L-
C

S
で

は
、
参
考
文
書
は
不
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
適
用
さ
れ
る

O
IM

L
勧
告
に
基
づ
い
た
記
載
で
置
き
換
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

 

 

R
ep

la
ce

 th
e 

pr
es

en
t t

ex
t w

ith
 th

e 
fo

llo
w

in
g 

gu
id

an
ce

. 

G
.7

.8
.6

.1
-1

 R
ef

er
en

ce
 to

 th
e 

ap
pl

ic
ab

le
 O

IM
L 

Re
co

m
m

en
da

tio
n 

sh
ou

ld
 b

e 
st

at
ed

 in
 th

e 
te

st
 re

po
rt

 a
s 

th
e 

do
cu

m
en

ta
tio

n 
fo

r t
he

 c
on

fo
rm

ity
 a

ss
es

sm
en

t. 
 

現
在
の
文
章
を
次
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
置
き
換
え
る
。

 

G
.7

.8
.6

.1
-1

適
合
性
審
査
に
適
用
さ
れ
る
参
考
文
書
と
し

て
、
該
当
す
る

O
IM

L
勧
告
へ
の

参
照
を
試
験
報
告
書
に

記
載
す
べ
き
で
あ
る
。
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8.
6.

2 
G

.7
.8

.6
.2

-1
 

A
ll 

Te
 

C
la

us
e 

7.
8.

6.
2 

of
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O
/IE

C
 1

70
25
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 u
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er
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d 
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 a
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qu

ire
m

en
t f

or
 p

ro
vi

di
ng

 a
 st

at
em

en
t o

f c
on

fo
rm

ity
. I

n 
O

IM
L-

C
S 

ho
w

ev
er

, t
he

 T
es

tin
g 

La
bo

ra
to

ry
 m

ay
 fo

llo
w

 
th

e 
pr

oc
ed

ur
e 

of
 th

e 
ap

pl
ic

ab
le

 O
IM

L 
R

ec
om

m
en

da
tio

n.
  

IS
O

/IE
C

 1
70

25
の

7.
8.

6.
2
項
は
、
適
合
性
に
関
わ
る
文

章
の
提
供
に
関
わ
る
要
求
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
し
か

し
O

IM
L-

C
S
で

は
、
試
験
機
関
は
適
用
さ
れ
る

O
IM

L
勧
告
の
手
続
き
に
従
え
ば
良
い
。

 

 

R
ep

la
ce

 th
e 

pr
es

en
t g

ui
da

nc
e 

w
ith

 th
e 

fo
llo

w
in

g 
te

xt
. 

G
.7

.8
.6

.2
-1

 T
he

 T
es

tin
g 

La
bo

ra
to

ri
es

 in
 O

IM
L-

C
S 

sh
ou

ld
 fo

llo
w

 th
e 

pr
oc

ed
ur

e 
w

ith
 a

 te
st

 re
po

rt
 fo

rm
at

 
sp

ec
ifi

ed
 in

 th
e 

ap
pl

ic
ab

le
 O

IM
L 

Re
co

m
m

en
da

tio
n.

  

現
在
の
文
章
を
次
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
置
き
換
え
る
。

 

G
.7

.8
.6

.2
-1

 O
IM

L-
C

S
に
お
け
る

試
験
機
関
は
、
該
当
す

る
O

IM
L
勧
告

に
規
定
さ
れ
た
試
験
報
告
書
の
様
式
を
伴

う
手
続
き
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。
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f 1
0 

JP
16

 
8.

1.
3 

G
.8

.1
.3

-2
 

(n
ew

 
gu

id
an

ce
) 

N
ew

 
Te

 
R
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ui
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m

en
t f

or
 a

n 
ev

id
en

ce
 to

 th
e 

co
nf

or
m

ity
 w

ith
 

IS
O

 9
00

1 
do

es
 n

ot
 e

xi
st

s i
n 

O
IM

L-
C

S 
w

hi
ch

 is
 

ne
ce

ss
ar

y 
w

he
n 

O
pt

io
n 

B
 (8

.1
.3

 o
f I

SO
/IE

C
 

17
02

5:
20

17
) i

s s
el

ec
te

d.
 

オ
プ
シ
ョ
ン

B
（

IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7 
の

8.
1.

3）
を
選

択
し
た
際
に
必
要
と
さ
れ
る

IS
O

 9
00

1
へ
の
適
合
を
示
す

証
拠
へ
の
要
求
事
項
が
、

O
IM

L-
C

S
に
は
存
在
し
な
い
。

 

 

A
dd

 th
e 

fo
llo

w
in

g 
gu

id
an

ce
. 

G
.8

.1
.3

-2
 W

he
n 

th
e 

op
tio

n 
B 

of
 th

e 
IS

O
/IE

C
 

17
02

5:
20

17
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 T
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tin
g 

La
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ry
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ou
ld
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so
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bm
it 
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s, 
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ch
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s a
 c
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y 
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e 
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ifi
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n,
 a

s t
he

 e
vi
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nc

e 
fo

r f
ul

fil
m

en
t o

f t
he

 
re

qu
ir

em
en

ts
 o

f t
he

 IS
O

 9
00

1 
up

on
 th

e 
re

vi
ew

 u
nd

er
 

O
IM

L-
C

S.
 T

hi
s e

vi
de

nc
e 

sh
ou

ld
 a

ls
o 

pr
ov

e 
th

at
 th

e 
sc

op
e 

of
 IS

O
 9

00
1 

co
ve

rs
 a

ll 
ac

tiv
iti

es
 o

f t
he

 T
es

tin
g 

La
bo

ra
to

ry
. 

下
記
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
追
加
す
る
。

 

G
.8

.1
.3

-2
 O

IM
L-

C
S
の
下
で

IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7 

8.
1.

3
に
規
定
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン

B 
を
選
択
し
た
際
に

は
、

IS
O

 9
00

1
へ
の
適
合
を
示
す
認
証
書
の
写
し
等
の
証

拠
を

TL
の
審
査

の
際
に
提
出
す
る
。
そ
の
証
拠
は
、

IS
O

 
90

01
の
対
象
と
す
る
範
囲
が
試
験
所
の
活
動
を
含
む
こ
と

を
立
証
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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2.
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G
.8

.2
.1

-1
 

 
Te

 
Th

is
 g

ui
da
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e 

do
es
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ot
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de
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at
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y 

m
at

ch
 th

e 
C
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us

e 
8.

2.
1 

of
 th

e 
IS

O
/IE

C
 1

70
25

:2
01

7.
 T

hi
s c

la
us

e 
ap

pl
ie

s 
to

 th
e 

do
cu

m
en

ta
tio

n 
fo

r p
ol

ic
ie

s a
nd

 o
bj

ec
tiv

es
 fo

r 
im

pl
em

en
tin

g 
th

e 
IS

O
/IE

C
 1

70
25

. H
ow

ev
er

, t
he

 
co

nt
en

ts
 o

f G
.8

.2
.1

-1
 h

av
e 

no
 re

la
tio

ns
 to

 th
e 

po
lic

ie
s 

an
d 

ob
je

ct
iv

es
. T

he
re

fo
re

, i
t i

s n
ot

 a
pp

ro
pr

ia
te

 to
 p

la
ce

 
th

is
 g

ui
da

nc
e 

he
re

, a
nd

 it
 sh

ou
ld

 b
e 

tra
ns

fe
rr

ed
 to

 th
e 

ap
pr

op
ria

te
 c

la
us

e.
 

こ
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
は
、

IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7
の

8.
2.

1
項

と
適
切
に
対
応
し
て
い
な
い
。
こ
の
項
は
、

IS
O

/IE
C

 
17

02
5
実
施
の
た
め
の
方
針
と
目
標
の
文
書
化
へ
の
要
求

事
項
で
あ
る
。
し
か
し

G
.8

.2
.1

-1
の
内
容
は
そ
の
方
針
と

目
標
に
は
関
係
な
い
。
故
に
こ
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
こ
こ
に

置
く
こ
と
は
適
当
で
は
な
く
、
よ
り
対
応
す
る
項
へ
移
す

べ
き
で
あ
る
。

 

 

M
ov

e 
th

is
 g

ui
da

nc
e 

to
 C

la
us

e 
8.

2.
4.

 

こ
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
を

8.
2.

4
項
へ
移
す
。
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8.

2.
4 

G
.8

.2
.4

-1
 

 
Te

/e
d 

 T
he

 m
ea

ni
ng

s o
f “

m
ut

ua
l a

cc
ep

ta
nc

e”
 a

nd
 

“r
ec

og
ni

tio
n 

ag
re

em
en

t”
 a

re
 n

ot
 c

le
ar

. 

「
相
互
受
入
れ
」
及
び
「
承
認
の
取
決
め
」
の
意
味
が
明

確
で
は
な
い
。

 

 

W
e 

pr
op

os
e 

an
 a

m
en

dm
en

t o
f t

he
 1

st
 se

nt
en

ce
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el
ow

 
as

su
m

in
g 

w
e 

un
de

rs
ta

nd
 c

or
re

ct
ly

. 

Th
e 

Te
st
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g 

La
bo

ra
to

ry
 d

oe
s n

ot
 h
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e 

to
 a
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s, 
re

co
rd

 
an

d 
m
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r b
y 

its
el

f t
he

 p
ar
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ip

an
ts

 in
 a

 m
ut

ua
l 
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ce

pt
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ce
 o

r r
ec

og
ni

tio
n 

ag
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em
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t o
r a

rr
an
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m

en
t 

O
IM

L-
C

S,
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ut
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ac
h 

co
m

m
en

t s
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m
itt

ed
 

 

Pa
ge

 1
0 

of
 1

0 

我
々
が
正
し
く
理
解
し
て
い
る
と
仮
定
し
て
、
第
一
文
に

つ
い
て
以
下
の
修
正
を
提
案
す
る
。

 

試
験
機
関
は
、
そ
の
要
員
の

O
IM

L-
C

S
へ
の
参
加
に
つ

い
て
、
自
ら
評
価
し
、
記
録
し
、
監
視
す
る
必
要
は
な

い
。
し
か
し
：

 

 

JP
19

 
8.

6.
2 

G
.8

.6
.2

-1
 

A
ll 

Te
/e

d 
Fo

llo
w

in
g 

ou
r c

om
m

en
t J

P1
, w

e 
re

qu
es

t c
ha

ng
es

 o
f t

he
 

ex
pr

es
si

on
 o

f t
hi

s c
la

us
e.

 

我
々
の
コ
メ
ン
ト

JP
1
に
伴
い

、
こ
の
項
の
表
現
の
変
更

を
要
望
す
る
。

 

 

W
e 

pr
op

os
e 

re
pl

ac
in

g 
th

is
 g

ui
da

nc
e 

w
ith

 th
e 

fo
llo

w
in

g 
te

xt
. 

G
.8

.6
.2

-1
 T

he
 “

cu
st

om
er

” 
in

 th
is

 c
la

us
e 

co
ve

rs
 b

ot
h 

di
re

ct
 a

nd
 in

di
re

ct
 c

us
to

m
er

s. 
In

 th
is

 In
te

rn
at

io
na

l 
D

oc
um

en
t, 

th
e 

O
IM

L 
Is

su
in

g 
Au

th
or

ity
 is

 th
e 

di
re

ct
 

cu
st

om
er

. W
he

n 
fe

ed
ba

ck
 fr

om
 a

n 
in

di
re

ct
 c

us
to

m
er

 is
 

re
ce

iv
ed

 th
ro

ug
h 

th
ei

r d
ir

ec
t c

us
to

m
er

, t
he

 T
es

tin
g 

La
bo

ra
to

ry
 sh

ou
ld

 a
ls

o 
ta

ke
 it

 in
to

 a
cc

ou
nt

.  

以
下
の
変
更
を
提
案
す
る
。

 

G
.8

.6
.2

-1
 こ

の
項
の
「
顧
客
」
と
は
直
接
的
及
び
間
接
的

な
顧
客
の
両
方
を
意
味
す
る
。
こ
の
国
際
文
書
に
お
い
て

は
、

O
IM

L
発
行

機
関
が
直
接
的
な
顧
客
と
な
る
。
間
接

的
な
顧
客
か
ら
直
接
的
な
顧
客
を
通
し
て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
を
受
け
取
っ
た
場
合
、
試
験
機
関
は
そ
れ
も
考
慮
す
べ

き
で
あ
る
。
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n 

R
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W

D
 

M
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m
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ar
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t’s
 c

om
m

en
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Pa
rt

 N
um
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r 

Pa
ge
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r 

D
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en

t c
la

us
e 

JP
1 

(E
d)

 
R

51
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(i)

 
EX
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A

N
A
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R

Y
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O
TE

 
C
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ct
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A
ut

om
at

ic
 C

at
ch

w
ei

gh
in

g 
In

st
ru

m
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ts
 2

00
9 

E”
 to

 
“A

ut
om

at
ic

 C
at

ch
w

ei
gh

in
g 

In
st

ru
m

en
ts

 2
00

6 
E”

. 

第
1
段

落
の

「
自

動
捕

捉
式

は
か

り
20

09
 E
」

を
「
自

動
捕
捉

式
は

か
り

20
06

 E
」

に
修

正
。

 

 

 

JP
2 

(T
e)

 
R

51
-1

 
10

 
4.

2.
9.

3 
A

dj
us

tm
en

t 
ra

ng
e 

W
ha

t d
oe

s t
he

 “
ad
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st

m
en

t”
 m
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n 
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re
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If
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 m
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m
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ng

”,
 

w
e 
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e 

to
 d

ef
in

e 
“a

dj
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tm
en

t r
an
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” 

as
 "

m
ea
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rin

g 
ra

ng
e 

w
he

re
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na

m
ic
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n 

w
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nt
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e 
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e 
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w
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t p
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si
de

 w
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e 
w
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e 
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こ
こ

で
「

調
整

範
囲

」
と

は
、

何
の

調
整

の
こ
と

か
？

 も
し
こ
れ
が

動
補

正
の

こ
と

で
あ

れ
ば

、
「

調
整

範
囲

」
を

「
動
補

正
が

有
効
に

作
動

す
る

計
量

範
囲

」
と

し
て

定
義

す
る

こ
と

を
提

案
す
る

。
現

在
の
文

章
「

調
整

範
囲

を
外

れ
る

と
計

量
結

果
に

過
大

な
相

対
誤
差

を
生

じ
る
可

能
性

が
あ

る
」

は
新

し
い

注
記

と
し

て
記

載
す

べ
き

で
あ
る

。
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m
en

t t
ha

t w
ei

gh
s s

ta
tic

al
ly

 

4.
3.

4.
4.

2 
In

st
ru

m
en

t t
ha

t w
ei

gh
s d

yn
am

ic
al

ly
 

4.
3.

4.
4
の

定
義

に
は

２
種

類
の

自
動

運
転

が
記
載

さ
れ

て
い
る

。
そ

こ
で

下
記

の
よ

う
に

、
4.

3.
4.

5
と

4.
3.

4.
6
を

4.
3.

4.
4
の

小
項

目
へ
移

動
す

る
こ

と
を

提
案

す
る

。
 

4.
3.

4.
4.

1 
静

的
計

量
は

か
り

 

4.
3.

4.
4.

2 
動

的
計

量
は

か
り

 

 

 

JP
4 

(T
e)

 
R

51
-1

 
45

 
8.

4.
1 

Su
bs

eq
ue

nt
 

ve
rif

ic
at

io
n 

In
 su

bs
eq

ue
nt

 v
er

ifi
ca

tio
n,

 w
e 

pr
op

os
e 

to
 o

m
it 

te
st

 it
em

s o
n 

til
tin

g,
 

ze
ro

 a
cc

ur
ac

y,
 st

ab
ili

ty
 o

f a
ut

om
at

ic
 z

er
o-

se
tti

ng
 d

ev
ic

e 
an

d 
ze

ro
 

fr
eq

ue
nc

y,
 a

nd
 to

 p
er

fo
rm

 o
nl

y 
th

e 
st

an
da

rd
 o

pe
ra

tio
na

l t
es

t (
R5

1-
2,

 
5.

1.
1)

 a
s t

he
 m

in
im

um
 re

qu
ire

d 
te

st
 it

em
s. 

W
e 

co
ns

id
er

 th
at

 e
ac

h 
of

 th
e 

ab
ov

e-
m

en
tio

ne
d 

ite
m

s o
f p

er
fo

rm
an

ce
 

ca
n 

be
 c

on
fir

m
ed

 in
 th

e 
in

iti
al

 v
er

ifi
ca

tio
n.

  

後
続

検
定

に
お

い
て

は
、

傾
斜

、
ゼ

ロ
点

精
度
、

ゼ
ロ

の
安
定

性
、

ゼ
ロ

の
頻

度
を

省
略

す
る

こ
と

を
提

案
し

、
必

要
最
低

限
の

試
験
項

目
と

し

て
、

標
準

動
作

試
験

（
R

51
-2

, 5
.1

.1
）

の
み
を
実

施
す

る
こ
と

を
提

案
す

る
。

 

我
々

は
、

上
記

の
性

能
に

関
す

る
各

項
目

は
、
初

期
検

定
に
お

い
て

確
認

で
き

る
と

考
え

る
。

 

 

 

JP
5 

(T
e)

 
R

51
-1

 
45

 
8.

4.
1 

Su
bs

eq
ue

nt
 

ve
rif

ic
at

io
n 

It 
is

 n
ot

 a
pp

ro
pr

ia
te

 in
 th

e 
ac

tu
al

 si
tu

at
io

n 
to

 c
ar

ry
 o

ut
 th

e 
st

an
da

rd
 

op
er

at
io

na
l t

es
t a

t t
he

 lo
ad

s c
or

re
sp

on
d 

to
 th

e 
ch

an
ge

s o
f M

PE
, M

ax
 

an
d 

M
in

. 

In
 th

e 
su

bs
eq

ue
nt

 v
er

ifi
ca

tio
n,

 w
e 

pr
op

os
e 

si
m

pl
ifi

ed
 te

st
 c

on
di

tio
ns

 in
 

ac
co

rd
an

ce
 w

ith
 th

e 
ac

tu
al

 u
sa

ge
 d

ep
en

di
ng

 o
n 

th
e 

pr
od

uc
t, 

su
ch

 a
s, 
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M

em
be
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m
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ts
 

Se
cr

et
ar

ia
t’s

 c
om

m
en

ts
 

Pa
rt

 N
um

be
r 

Pa
ge

 n
um

be
r 

D
oc

um
en

t c
la

us
e 

us
in

g 
tw

o 
te

st
 lo

ad
s w

ith
 re

al
 p

ro
du

ct
s. 

現
実

に
は

、
M

PE
の

変
り

目
、

M
ax
、

M
in
に
相
当
す

る
荷
重

に
お

い
て

標
準

動
作

試
験

を
実

施
す

る
こ

と
は

適
当

で
は
な

い
。

 

後
続

検
定

で
は

、
実

製
品

に
よ

る
2
箇

所
の
試
験

荷
重

を
使
う

な
ど

、
製

品
の

使
用

実
態

に
則

し
た

簡
素

化
さ

れ
た

試
験
条

件
を

提
案
す

る
。
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6 

(E
d)

 
R

51
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25

 a
nd

 o
th

er
s 

5.
8,

 7
.1

.5
, 

8.
2.

3.
3,

 9
.2

.2
, 

9.
3,

 9
.4

.5
 a

nd
 

9.
5.

2 

C
or

re
ct

 “
A

N
N

EX
 A

” 
to

 th
e 

ap
pr

op
ria

te
 c

la
us

e 
nu

m
be

r o
f R

 5
1-

2.
 T

he
 

sa
m

e 
co

rr
ec

tio
n 

al
so

 a
pp

lie
s t

o 
7.

1.
5,

 8
.2

.3
.3

, 9
.2

.2
, 9

.3
, 9

.4
.5

 (t
w

o 
pl

ac
es

) a
nd

 9
.5

.2
. 

「
A

N
N

EX
 A
」

を
R

51
-2

の
適

切
な

項
番

に
修
正

す
る

。
同
じ

修
正

は
、

7.
1.

5,
 8

.2
.3

.3
, 9

.2
.2

, 9
.3

, 9
.4

.5
 (2

か
所

) 及
び

 9
.5

.2
に
も

適
用
さ

れ
る

。
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7 

(T
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R

51
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5.

10
 S

pa
n 

st
ab

ili
ty

 
W

e 
pr

op
os

e 
to

 c
ha

ng
e 

th
e 

be
gi

nn
in

g 
pa

rt 
of

 th
e 

fir
st

 se
nt

en
ce

 to
 re

ad
 

“R
eg

ar
di

ng
 th

e 
sp

an
 st

ab
ili

ty
 o

f t
he

 in
st

ru
m

en
t e

xc
ep

t f
or

 c
la

ss
es

 X
I 

an
d 

Y
 (I

), 
th

e 
ab

so
lu

te
 ･
･
･”

. W
e 

ho
pe

 th
at

 th
e 

tw
o 

cl
as

se
s s

ho
ul

d 
be

 
ex

cl
ud

ed
 c

le
ar

ly
. 

第
一

文
の

始
め

を
次

の
よ

う
に

変
更

す
る

こ
と
を

提
案

す
る
「

X
I 及

び
Y

 
(I

)の
ク

ラ
ス

を
除

く
計

量
器

に
ス

パ
ン

安
定
性
つ

い
て

は
、
絶

対
的

な

…
」

。
我

々
は

こ
の

二
つ

の
ク

ラ
ス

が
明

確
に
除

外
さ

れ
る
こ

と
を

望

む
。
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8 
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R
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6.

7.
1 

Sc
al

e 
in

te
rv

al
 

C
or

re
ct

 “
th

e 
sc

al
e 

in
te

rv
al

 (d
T)

” 
to

 “
th

e 
pr

es
et

 ta
re

 sc
al

e 
in

te
rv

al
 

(d
T)

”.
 

「
th

e 
sc

al
e 

in
te

rv
al

 (d
T)
」

を
「

th
e 

pr
es

et
 ta

re
 sc

al
e 

in
te

rv
al

 (d
T)
」
に

修
正

。
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 c
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Pa
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 N
um

be
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Pa
ge

 n
um

be
r 

D
oc

um
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t c
la

us
e 

JP
9 

(T
e)

 
R

51
-1

 
35

 
6.

7.
3 

In
di

ca
tio

n 
of

 
op

er
at

io
n,

 a
) 

Th
e 

ite
m

 a
) r

eq
ui

re
s t

ha
t p

re
se

t t
ar

e 
m

us
t a

lw
ay

s b
e 

pr
in

te
d.

 In
 th

e 
ca

se
 

of
 w

ei
gh

-p
ric

e 
la

be
le

r, 
ho

w
ev

er
, t

he
 e

nd
 c

on
su

m
er

s d
o 

no
t n

ee
d 

su
ch

 a
 

pr
in

tin
g.

 W
e 

pr
op

os
e 

ad
di

tio
n 

of
 th

e 
no

te
 e

xc
lu

di
ng

 th
e 

w
ei

gh
-p

ric
e 

la
be

le
r a

s f
ol

lo
w

s. 

N
ot

e:
 p

ri
nt

in
g 

of
 p

re
se

t t
ar

e 
is

 n
ot

 re
qu

ir
ed

 fo
r t

he
 w

ei
gh

-p
ri

ce
 

la
be

le
rs

. 

項
目

a)
は

、
設

定
さ

れ
た

風
袋

を
常

に
印

字
す
る

こ
と

を
要
求

し
て

い

る
。

し
か

し
値

付
け

機
で

は
最

終
消

費
者

は
こ
の

よ
う

な
印
字

を
必

要
と

し
な

い
。

我
々

は
以

下
の

よ
う

に
、

値
付

け
機
を

除
外

す
る
付

記
を

追
加

す
る

こ
と

を
提

案
す

る
。

 

付
記

：
事

前
に

設
定

さ
れ

た
風

袋
の

印
字

は
、
値

付
け

機
に
は

要
求

さ
れ

な
い

。
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 (E
d)

 
R

51
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6.

11
.4

 
Pr

es
en

ta
tio

n 
of

 
de

sc
rip

tiv
e 

m
ar

ki
ng

s 

In
 th

e 
la

st
 p

ar
ag

ra
ph

, w
e 

pr
op

os
e 

ch
an

ge
s a

s s
ho

w
n 

be
lo

w
.  

 

(1
) 

In
 th

e 
1st

 b
ul

le
t p

oi
nt

 a
), 

ch
an

ge
 th

e 
ex

pr
es

si
on

 to
 re

ad
 “

M
ax

, m
in

 
an

d 
e 

(I
f d

  
 e

) ”
. 

(2
) 

In
 th

e 
la

st
 b

ul
le

t p
oi

nt
, c

ha
ng

e 
th

e 
ex

pr
es

si
on

 to
 re

ad
 “

pn
eu

m
at

ic
 / 

hy
dr

au
lic

 p
re

ss
ur

e 
(if

 a
pp

lic
ab

le
)”

. 

最
後

の
段

落
に

つ
い

て
、

以
下

の
変

更
を

提
案
す

る
。

 

(1
) 
最

初
の

項
目

に
お

い
て

、
表

現
が

「
m

ax
, m

in
 a

nd
 e

, d
 (I

f d
  

 
e)

 ..
.」

と
な

る
よ

う
に

変
更

。
 

(2
) 
最

後
の

項
目

に
お

い
て

、
表

現
が

「
pn

eu
m

at
ic

 / 
hy

dr
au

lic
 p

re
ss

ur
e 

(if
 a

pp
lic

ab
le

)」
と

な
る

よ
う

に
変

更
。
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R
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8.

3.
1 

ge
ne

ra
l 

re
qu

ire
m

en
ts

 
(in

iti
al

 
ve

rif
ic

at
io

n)
 

Th
e 

in
iti

al
 v

er
ifi

ca
tio

n 
sh

ou
ld

 e
xc

lu
de

 th
e 

te
st

 it
em

 o
n 

sp
an

 st
ab

ili
ty

 
(5

.1
0)

. W
e 

pr
op

os
e 

to
 c

ha
ng

e 
th

e 
be

gi
nn

in
g 

pa
rt 

of
 th

e 
fir

st
 p

ar
ag

ra
ph

 
as

 sh
ow

n 
be

lo
w

 w
ith

 th
e 

un
de

rli
ne

.  

In
st

ru
m

en
ts

 sh
al

l b
e 

te
st

ed
 to

 v
er

ify
 th

at
 th

ey
 c

om
pl

y 
w

ith
 th

e 
m

et
ro

lo
gi

ca
l r

eq
ui

re
m

en
ts

 in
 c

la
us

e 
5 

(e
xc

ep
t 5

.8
.1

, 5
.8

.2
 a

nd
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Se
cr

et
ar
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t’s

 c
om

m
en

ts
 

Pa
rt

 N
um

be
r 

Pa
ge

 n
um

be
r 

D
oc

um
en

t c
la

us
e 

5.
10

)･
･･

. 

初
期

検
定

で
は

、
ス

パ
ン

安
定

性
（

5.
10

）
は

除
か
れ
る

べ
き
で

あ
る

。

我
々

は
第

１
段

落
の

最
初

を
以

下
に

下
線

で
示
し

た
よ

う
に
修

正
す

る
こ

と
を

提
案

す
る

。
 

計
量

器
は

、
第

５
章

の
計

量
性

能
（

5.
8.

1,
 5

.8
.2

, 5
.1

0
を

除
く
）

に
適

合
す

る
こ

と
を

証
明

す
る

た
め

に
、

試
験

さ
れ
る
べ

き
で

あ
る

…
.。
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R
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8.

3.
2 

Te
st

s, 
c)

 
Th

e 
se

nt
en

ce
 c

) i
nc

lu
de

s t
he

 c
on

te
nt

s o
f n

on
-a

ut
om

at
ic

 o
pe

ra
tio

n.
 W

e 
pr

op
os

e 
to

 c
ha

ng
e 

th
is

 se
nt

en
ce

 a
s s

ho
w

n 
be

lo
w

.  

c)
 

in
 a

cc
or

da
nc

e 
w

ith
 th

e 
te

st
 m

et
ho

ds
 g

iv
en

 in
 c

la
us

e 
9 

us
in

g 
te

st
 lo

ad
s d

es
cr

ib
ed

 in
 9

.1
.3

.2
 9

.1
, 9

.3
 a

nd
 9

.4
.4

.  

文
章

c)
 に

は
非

自
動

運
転

の
内

容
も

含
ま

れ
て
い

る
。

我
々
は

以
下

の
修

正
を

提
案

す
る

。
 

c)
 9

.1
.3

.2
 9

.1
, 9

.3
 と

 9
.4

.4
に

記
載

さ
れ

た
試
験
荷

重
を

用
い
る
第

9
章

に
提

示
さ

れ
た

試
験

方
法

に
従

う
。
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R
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8.
3.

4.
1 

C
at

eg
or

y 
X

 
in

st
ru

m
en

ts
 

Th
is

 c
la

us
e,

 p
ar

tic
ul

ar
ly

 th
e 

se
nt

en
ce

 o
f b

) 2
), 

is
 n

ot
 c

le
ar

. W
e 

be
lie

ve
 

th
at

 a
n 

in
st

ru
m

en
t f

ul
fil

s a
ll 

co
nd

iti
on

s o
f 8

.3
.4

.1
 w

he
n 

w
e 

ha
ve

 th
e 

fo
llo

w
in

g 
re

su
lt.

 

A 
re

su
lt 

of
 th

e 
in

iti
al

 v
er

ifi
ca

tio
n 

(e
xa

m
pl

e)
:  

Th
e 

ty
pe

 o
f i

ns
tr

um
en

t h
ad

 b
ee

n 
m

ar
ke

d 
as

 th
e 

cl
as

s X
II

I (
1)

 a
s t

he
 

re
su

lt 
of

 ty
pe

 a
pp

ro
va

l. 
Th

e 
in

iti
al

 v
er

ifi
ca

tio
n 

co
nd

uc
te

d 
at

 th
e 

pl
ac

e 
of

 u
se

 p
ro

ve
d 

th
at

 th
is

 in
st

ru
m

en
t h

ad
 a

 p
er

fo
rm

an
ce

 c
or

re
sp

on
ds

 to
 

th
e 

cl
as

s X
II

I (
0.

5)
 o

r X
II

I (
1)

. T
hi

s v
er

ifi
ca

tio
n 

al
so

 c
on

fir
m

ed
 th

at
 th

e 
cl

as
s X

II
I (

1)
 o

n 
th

e 
m

ar
ki

ng
 w

as
 c

or
re

ct
. 

If
 o

ur
 u

nd
er

st
an

di
ng

 is
 n

ot
 c

or
re

ct
, p

le
as

e 
ex

pl
ai

n.
 

こ
の

項
、

特
に

b)
 2

)の
文

章
は

分
か

り
に

く
い
。

我
々

は
、
以

下
に

示
す

結
果

が
得

ら
れ

た
と

き
、

そ
の

機
器

は
8.

3.
4.

1
の

全
て

の
条
件

を
満

た
す
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Pa
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 N
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be
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Pa
ge

 n
um

be
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D
oc
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t c
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us
e 

と
信

じ
る

。
 

初
期

検
定

の
結

果
（

例
）

：
 

そ
の

機
器

の
型

式
は

、
型

式
承

認
の

結
果

、
ク
ラ
ス

XI
II

 (1
)と

し
て

銘
板

に
印

字
さ

れ
た

。
こ

の
機

器
は

使
用

現
場

に
お
け

る
初

期
検
定

の
結

果
、

ク
ラ

ス
XI

II
 (0

.5
)ま

た
は

XI
II

 (1
)の

能
力
を

有
す
る

こ
と

が
判
明

し
た

。
そ

し
て

こ
の

検
定

に
よ

り
、

銘
板

に
表

記
さ
れ
た

ク
ラ
ス

XI
II

 (1
)が

正
し

い
こ

と
も

確
認

さ
れ

た
。

 

も
し

我
々

の
理

解
が

違
っ

て
い

る
な

ら
、

説
明
し

て
ほ

し
い
。
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 (T
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R
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9.

1.
4 

C
on

di
tio

ns
 o

f 
te

st
s 

Th
e 

te
st

 is
 p

er
fo

rm
ed

 a
t t

he
 m

ax
im

um
 sp

ee
d 

w
hi

ch
 is

 th
e 

w
or

st
 

co
nd

iti
on

 fo
r t

he
 in

st
ru

m
en

t. 
W

ha
t i

s t
he

 re
as

on
 fo

r t
es

tin
g 

al
so

 a
t t

he
 

m
ed

iu
m

 (m
id

w
ay

) s
pe

ed
? 

 

試
験

は
計

量
器

に
と

っ
て

最
悪

の
条

件
で

あ
る
最

大
速

度
で
実

施
さ

れ

る
。

中
間

（
中

央
）

の
速

度
で

も
試

験
す

る
理
由

は
何

か
？
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51
-1
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9.

3 
St

at
us

 o
f 

au
to

m
at

ic
 

co
rr

ec
tio

n 
fa

ci
lit

ie
s 

In
 th

e 
m

ai
n 

te
xt

, w
e 

pr
op

os
e 

th
e 

ch
an

ge
 a

s s
ho

w
n 

be
lo

w
. 

Pr
es

en
t: 

St
at

us
 o

f d
yn

am
ic

 a
dj

us
tm

en
t a

nd
 a

ut
om

at
ic

 ze
ro

in
g 

fa
ci

lit
ie

s 
sh

al
l b

e 
as

 sp
ec

ifi
ed

 fo
r e

ac
h 

in
di

vi
du

al
 te

st
 in

 A
nn

ex
 A

. 

C
ha

ng
ed

: A
ut

om
at

ic
 ze

ro
-s

et
tin

g 
de

vi
ce

 a
nd

 ze
ro

 tr
ac

ki
ng

 d
ev

ic
e 

sh
al

l 
be

 a
s s

pe
ci

fie
d 

fo
r e

ac
h 

in
di

vi
du

al
 te

st
 in

 C
la

us
e 

xx
x 

of
 R

 5
1-

2.
 

本
文

に
お

い
て

以
下

の
変

更
を

提
案

す
る

。
 

現
在

：
動

的
補

正
と

自
動

ゼ
ロ

機
能

の
状

態
は
、

付
属
書

A
の
各
試

験
項

目
に

規
定

さ
れ

た
通

り
で

な
く

て
は

な
ら

な
い
。

 

変
更

後
：

自
動

ゼ
ロ

設
定

装
置

と
ゼ

ロ
ト

ラ
ッ
キ

ン
グ

装
置
は

、
R5

1-
2

の
xx

x項
の

各
試

験
項

目
に

規
定

さ
れ

た
通
り
で

な
く

て
は
な

ら
な

い
。

。
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9.

4.
5.

2 
D

et
er

m
in

at
io

n 
of

 ra
nd

om
 

er
ro

rs
 …

 
2nd

 p
ar

ag
ra

ph
 

In
 th

e 
se

co
nd

 p
ar

ag
ra

ph
, w

e 
pr

op
os

e 
to

 c
ha

ng
e 

“s
ev

er
al

 w
ei

gh
in

gs
” 

to
 

“n
um

be
r o

f t
es

t w
ei

gh
in

gs
 sp

ec
ifi

ed
 in

 9
.1

.2
”.

 

第
２

段
落

に
お

い
て

、
「

数
回

の
計

量
」

を
「

9.
1.

2
に

規
定
さ

れ
た

回
数

の
試

験
的

な
計

量
」

に
修

正
す

る
こ

と
を

提
案
す

る
。
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51

 
A

nn
ex

 B
 

B
ib

lio
gr

ap
hy

 
C

or
re

ct
 "

A
nn

ex
 B

" 
to

 "
A

nn
ex

 A
".

 

「
附

属
書

B
」

を
「

附
属

書
A
」

へ
修

正
す
る
。
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20
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ch

w
ei
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g 
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st
ru
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ts
 

Fi
rs

t W
or

ki
ng

 D
ra

ft 
(1

 W
D

) –
 P

ar
t 2

 
 

 
D

at
e 

of
 c

irc
ul

at
io

n:
 2

8 
Fe

br
ua

ry
 2

01
9.

  D
at

e 
to

 re
tu

rn
 c

om
m

en
ts

: 3
0 

M
ay

 2
01

9 
TC

9 
/ S

C
2 

Se
cr

et
ar

ia
t 

 
 

O
ffi

ce
 fo

r P
ro

du
ct

 s
af

et
y 

an
d 

st
an

da
rd

s 
- U

ni
te

d 
Ki

ng
do

m
 (m

or
ay

o.
aw

os
ol

a@
be

is
.g

ov
.u

k)
  

 TC
9 

/ S
C

2 
/ p

10
 c

on
ve

ne
r(s

)  
 IN

D
IA

 (M
r. 

B.
N

. D
ix

it)
, U

N
IT

ED
 K

IN
G

D
O

M
 (M

r. 
M

or
ay

o 
Aw

os
ol

a)
 

  
M

em
be

r S
ta

te
/ 

Li
ai

so
n 

R
51

 1
W

D
 

M
em

be
r C

om
m

en
ts

 
Se

cr
et

ar
ia

t’s
 c

om
m

en
ts

 

Pa
rt

 N
um

be
r 

Pa
ge

 n
um

be
r 

D
oc

um
en

t c
la

us
e 

JP
1 

(E
d)

 
R

51
-2

 
4 

2.
2 

D
es

cr
ip

tiv
e 

m
ar

ki
ng

s 

D
el

et
e 

th
e 

se
co

nd
 “

ac
co

rd
in

g 
to

” 
as

 it
 is

 re
du

nd
an

t. 

2
つ

目
の

“a
cc

or
di

ng
 to

” 
は

余
分

な
の

で
削

除
す
る

。
 

 

 

JP
2 

(T
e/

Ed
) 

R
51

-2
 

6 
3.

9.
2.

2 
 

 
Th

is
 c

la
us

e,
 p

ar
tic

ul
ar

ly
 th

e 
pa

ra
gr

ap
h 

b)
, i

s n
ot

 c
le

ar
. O

ur
 

un
de

rs
ta

nd
in

g 
is

 su
m

m
ar

iz
ed

 a
s f

ol
lo

w
s. 

 

(1
) 

W
he

n 
M

PE
 is

 ±
 1

.0
 e

 (o
r 2

.0
 e

, 3
.0

 e
…

), 
a 

va
lu

e 
of

 m
as

s o
f 

te
st

 lo
ad

 sh
ou

ld
 b

e 
M

PE
 ×

 (n
 +

 0
.5

). 
W

he
re

, n
 is

 a
 p

os
iti

ve
 

in
te

ge
r. 

(2
) 

W
he

n 
M

PE
 is

 ±
 0

.5
 e

 (o
r 1

.5
 e

, 2
.5

 e
…

), 
a 

va
lu

e 
of

 m
as

s o
f 

te
st

 lo
ad

 sh
ou

ld
 b

e 
M

PE
 ×

 n
. 

If
 o

ur
 u

nd
er

st
an

di
ng

 is
 n

ot
 c

or
re

ct
, p

le
as

e 
ex

pl
ai

n.
 

こ
の

項
、

特
に

段
落

b)
は

不
明

確
で

あ
る

。
我
々

の
理

解
は
以

下
に

要
約

さ
れ

て
い

る
。

 

(1
) 

M
PE

が
±1

.0
 e
（

又
は

2.
0 

e,
 3

.0
 e

 …
）
の

場
合
は

、
試

験
荷
重

の
値

を
M

PE
 ×

 (n
 +

 0
.5

)と
す

べ
き

で
あ
る

。
こ
こ
で

n
は
正

の
整

数
で

あ
る

。
 

(2
) 

M
PE

が
±0

.5
 e
（

又
は

1.
5 

e,
 2

.5
 e

 …
）
の

場
合
は

、
試

験
荷
重
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Pa
rt

 N
um

be
r 

Pa
ge

 n
um

be
r 

D
oc

um
en

t c
la

us
e 

の
値

を
M

PE
 ×

 n
と

す
べ

き
で

あ
る

。
 

も
し

我
々

の
理

解
が

違
っ

て
い

る
な

ら
、

説
明
し

て
ほ

し
い
。

 

 

JP
3 

(E
d)

 
R

51
-2

 
6 

4.
1 

Ty
pe

 
ev

al
ua

tio
n 

Th
is

 c
la

us
e 

sh
ou

ld
 a

ls
o 

in
cl

ud
e 

di
st

ur
ba

nc
e 

te
st

s a
nd

 sp
an

 st
ab

ili
ty

 
te

st
s. 

W
e 

pr
op

os
e 

to
 c

ha
ng

e 
 “

C
la

us
es

 1
.1

 a
nd

 5
 to

 6
.2

 …
” 

to
 

"C
la

us
es

 1
.1

 a
nd

 5
 to

 7
 ･
･･

". 

こ
の

節
は

、
妨

害
試

験
、

ス
パ

ン
安

定
性

試
験
も

含
め

る
べ
き

で
あ

る
。

「
C

la
us

es
 1

.1
 a

nd
 5

 to
 6

.2
 …

」
を
「

C
la

us
es

 1
.1

 a
nd

 5
 to

 
7 

...
」

へ
変

更
す

る
こ

と
を

提
案

す
る

。
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4 

(E
d)

 
R

51
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8 

5.
1.

2 
W

ei
gh

in
g 

pe
rf

or
m

an
ce

 
te

st
 …

 
 

In
 th

e 
la

st
 se

nt
en

ce
, w

e 
pr

op
os

e 
a 

co
rr

ec
tio

n 
sh

ow
n 

be
lo

w
 w

ith
 

th
e 

un
de

rli
ne

.  

If 
th

e 
in

st
ru

m
en

t i
s p

ro
vi

de
d 

w
ith

 a
n 

au
to

m
at

ic
 ze

ro
-s

et
tin

g 
or

 
ze

ro
-tr

ac
ki

ng
 d

ev
ic

e,
 it

 m
ay

 b
e 

in
 o

pe
ra

tio
n 

du
ri

ng
 th

e 
te

st
s, 

ex
ce

pt
 fo

r t
he

 te
m

pe
ra

tu
re

 e
ffe

ct
 o

n 
no

 lo
ad

 in
di

ca
tio

n 
te

st
. 

最
後

の
文

に
関

し
て

、
下

線
部

で
以

下
に

示
す
よ

う
に

修
正
す

る
。

 

も
し

、
は

か
り

に
自

動
ゼ

ロ
設

定
装

置
又

は
ゼ
ロ

ト
ラ

ッ
キ
ン

グ
装

置
が

備
わ

っ
て

い
る

場
合

、
無

負
荷

指
示

へ
の
温

度
影

響
の
試

験
を

除
く

試
験

中
に

そ
れ

が
作

動
し

て
い

て
も

よ
い
。
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5.
1.

3 
Su

pp
le

m
en

ta
ry

 
w

ei
gh

in
g 

te
st

 

W
e 

pr
op

os
e 

to
 c

ha
ng

e 
th

e 
tit

le
 to

 re
ad

 "
Su

pp
le

m
en

ta
ry

 w
ei

gh
in

g 
te

st
 (R

 5
1-

1,
 6

.5
.1

)"
 b

y 
ad

di
ng

 a
 re

fe
re

nc
e 

to
 P

ar
t 1

. 

タ
イ

ト
ル

に
Pa

rt 
1 
へ

の
参

照
を

加
筆

し
、
「

Su
pp

le
m

en
ta

ry
 

w
ei

gh
in

g 
te

st
（

R
51

-1
, 6

.5
.1
）

」
に

変
更
す

る
こ
と

を
提

案
す
る

。
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5.

4.
2.

3 
A

ut
om

at
ic

 
In

 th
e 

de
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rib
ed

 m
et

ho
d,

 o
nl

y 
th

e 
au

to
m

at
ic

 z
er

o-
se

tti
ng

 fu
nc

tio
n 

fo
r c

or
re

ct
in

g 
a 

ne
ga

tiv
e 

of
fs

et
 is

 c
he

ck
ed

. A
no

th
er

 te
st

 m
et

ho
d 
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be
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r p
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ve
 o
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t s
ho

ul
d 

al
so

 b
e 

de
sc

rib
ed

. 

記
載

さ
れ

た
手

法
で

は
、

マ
イ

ナ
ス

の
オ

フ
セ
ッ

ト
を

補
正
す

る
た

め
の

自
動

ゼ
ロ

設
定

機
能

の
み

が
確

認
さ

れ
る
。

正
の

オ
フ
セ

ッ
ト

の
た

め
の

別
の

試
験

手
法

も
説

明
す

べ
き

で
あ
る

。
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7 

(E
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5.

6.
2.

1 
St

at
ic

 
ta

re
 

C
or

re
ct

 2
nd

 se
nt

en
ce

 a
s s

ho
w

n 
be

lo
w

 w
ith

 th
e 

st
rik

et
hr

ou
gh

.  

Ve
ri

fy
 b

y 
th

e 
m

et
ho

d 
of

 3
.1

0.
2.

1 
th

at
 th

e 
ta

re
 se

tti
ng

 a
cc

ur
ac

y 
is

 
be

tte
r t

ha
n 
±

0.
25

 e
 w

ith
 a

 d
ev

ia
tio

n 
of

 n
ot

 m
or

e 
th

an
 0

.2
5 

e.
 

Th
is

 c
or

re
ct

io
n 

is
 b

as
ed

 o
n 

ER
R

A
TU

M
 to

 R
 5

1-
1 

is
su

ed
 o

n 
A

ug
us

t 9
, 2

01
0.

 

第
2
文

を
、

以
下

に
見

え
消

し
で

示
す

よ
う
に
修

正
す

る
。

 

風
袋

設
定

精
度

が
 0

.2
5 

e 
以

内
の

偏
差

で
±

 0
.2

5 
e 
よ

り
良
い

こ
と

を
3.

10
.2

.1
の

方
法

で
検

証
す

る
。

 

こ
の

修
正

は
20

10
年

8
月

9
日

に
発

行
さ

れ
た

R
51

-1
 正

誤
表

に
基

づ
く

も
の

で
あ

る
。
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R
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5.
8 

A
lte

rn
at

iv
e 

op
er

at
in

g 
sp

ee
ds

 

In
 th

e 
fif

th
 p

ar
ag

ra
ph

, t
he

re
 is

 a
n 

ex
pr

es
si

on
 “

m
ax

im
um

 sp
ee

d 
of

 
op

er
at

io
n 

an
d 

al
so

 a
t a

 sp
ee

d 
ap

pr
ox

im
at

el
y 

m
id

w
ay

 th
ro

ug
h 

th
e 

op
er

at
in

g 
ra

ng
e.

” 
H

ow
ev

er
, t

he
 st

an
da

rd
 o

pe
ra

tio
na

l t
es

t i
s 

pe
rf

or
m

ed
 a

t t
he

 m
ax

im
um

 sp
ee

d 
(5

.1
.1

). 
Th

er
ef

or
e,

 th
e 

al
te

rn
at

iv
e 

op
er

at
in

g 
sp

ee
d 

te
st

 m
ay

 n
ot

 b
e 

re
pe

at
ed

 a
t t

he
 

m
ax

im
um

 sp
ee

d 
of

 o
pe

ra
tio

n.
 T

he
re

fo
re

, w
e 

pr
op

os
e 

to
 d

el
et

e 
th

is 
ex

pr
es

si
on

.  

第
5
段

落
に

お
い

て
、

「
m

ax
im

um
 sp

ee
d 

of
 o

pe
ra

tio
n 

an
d 

al
so

 a
t 

a 
sp

ee
d 

ap
pr

ox
im

at
el

y 
m

id
w

ay
 th

ro
ug

h 
th

e 
op

er
at

in
g 

ra
ng

e」
と

い
う

表
現

が
あ

る
。

し
か

し
な

が
ら

、
標

準
計
量

動
作

試
験
は

最
大

速
度

で
実

施
さ

れ
る

（
5.

1.
1）

。
そ

の
た

め
、
代
替

速
度

試
験
を

最

大
動

作
速

度
に

お
い

て
繰

り
返

す
こ

と
は

な
い
。

し
た

が
っ
て

、
こ

の
表

現
を

削
除

す
る

こ
と

を
提

案
す

る
。
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6.

1.
2,

 6
.1

.3
, 

6.
1.

4 
an

d 
6.

1.
5 

Th
e 

cl
au

se
s 6

.1
.3

, 6
.1

.4
 a

nd
 6

.1
.5

 sh
ou

ld
 b

e 
m

ov
ed

 to
 th

e 
su

bc
la

us
es

 o
f 6

.1
.2

 (s
im

ul
at

or
 re

qu
ire

m
en

ts
). 

C
or

re
ct

 “
6.

1.
3”

 to
 

“6
.1

.2
.1

”,
 “

6.
1.

4”
 to

 “
6.

1.
2.

2”
 a

nd
 “

6.
1.

5”
 to

 “
6.

1.
2.

3”
. 

6.
1.

3、
 6

.1
.4

 及
び

 6
.1

.5
節

は
、

6.
1.

2（
シ

ミ
ュ
レ

ー
タ

ー
要
件

）

の
従

属
節

の
中

に
移

動
す

べ
き

で
あ

る
。

 6
.1

.3
を

 6
.1

.2
.1
、

6.
1.

4
を

 6
.1

.2
.2
、

6.
1.

5
を

 6
.1

.2
.3
と

し
て

修
正

す
る
。
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6.

2.
1 

Pr
es

cr
ib

ed
 

te
m

pe
ra

tu
re

s 

Le
ve

l i
nd

ex
es

 (I
H
 a

nd
 I L

) f
or

 st
at

ic
 te

st
 a

re
 se

t i
n 

Ta
bl

e 
2.

1 
w

ith
 

th
e 

co
rr

es
po

nd
in

g 
te

m
pe

ra
tu

re
s (

T H
 a

nd
 T

L)
. H

ow
ev

er
, f

or
 

ex
am

pl
e,

 a
 te

m
pe

ra
tu

re
 ra

ng
e 

fr
om

 0
 to

 3
5 

° C
 is

 n
ot

 a
cc

ep
ta

bl
e 

fr
om

 th
is

 ta
bl

e.
 O

ur
 u

nd
er

st
an

di
ng

 is
 th

at
 it

 is
 p

os
si

bl
e 

to
 se

le
ct

 
an

y 
te

m
pe

ra
tu

re
 ra

ng
e 

w
ith

in
 th

e 
ra

ng
e 

be
tw

ee
n 

T L
 a

nd
 T

H
. I

f o
ur

 
un

de
rs

ta
nd

in
g 

is
 n

ot
 c

or
re

ct
, p

le
as

e 
ex

pl
ai

n.
 

表
 2

.1
に

は
、

対
応

す
る

温
度

(T
H
及

び
 T

L)
と

共
に
静
止

試
験
の

た

め
の

レ
ベ

ル
指

標
(I

H
及

び
 I L

)が
設

定
さ
れ

て
い
る

。
し

か
し
こ

の
表

で
は

、
例

え
ば

0～
35

℃
の

温
度

範
囲

は
許
容
さ

れ
な

い
。
我

々

は
、

T L
及

び
 T

H
の

範
囲

内
の

任
意

の
温
度

範
囲
を

選
ぶ

こ
と
が

で
き

る
と

理
解

す
る

。
も

し
我

々
の

理
解

が
違

っ
て
い

る
な

ら
、
説

明
し

て
ほ

し
い

。
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6.

2.
1 

Pr
es

cr
ib

ed
 

te
m

pe
ra

tu
re

s 

Pl
ea

se
 a

dd
 th

e 
in

fo
rm

at
io

n 
on

 a
ut

om
at

ic
 o

pe
ra

tio
n 

or
 n

on
-

au
to

m
at

ic
 (s

ta
tic

) o
pe

ra
tio

n 
in

 th
e 

ro
w

 fo
r E

U
T 

pe
rf

or
m

an
ce

 o
f 

Ta
bl

e 
2.

1.
 

表
2.

1
の

「
 E

U
T 

pe
rf

or
m

an
ce
」

の
行

に
、

自
動
運

転
又

は
非
自

動

（
静

的
）

運
転

の
情

報
を

加
筆

し
て

ほ
し

い
。

 

 

 

JP
12

 (T
e)

 
R

51
-2

 
19

 
6.

2.
2 

It 
is

 n
ec

es
sa

ry
 to

 m
en

tio
n 

in
 th

e 
ro

w
 fo

r E
U

T 
pe

rf
or

m
an

ce
 o

f 
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Se
cr

et
ar

ia
t’s

 c
om

m
en

ts
 

Pa
rt

 N
um

be
r 

Pa
ge

 n
um

be
r 

D
oc

um
en

t c
la

us
e 

Te
m

pe
ra

tu
re

 
ef

fe
ct

 o
n 

no
-

lo
ad

 in
di

ca
tio

n 

Ta
bl

e 
2.

2 
th

at
 th

e 
te

st
 p

ro
ce

du
re

s f
or

 c
la

ss
es

 X
I a

nd
 Y

 (I
) a

re
 

ba
se

d 
on

 th
e 

te
m

pe
ra

tu
re

 c
ha

ng
e 

of
 1

 ° 
C

. 

表
2.

2
の

「
 E

U
T 

pe
rf

or
m

an
ce
」

の
行

に
、

X
I級

及
び

Y
(I

)級
の

試

験
手

順
は

1℃
の

温
度

変
化

に
基

づ
く

こ
と
を
記

載
す

る
こ
と

が
必

要
。
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6.

2.
3.

1 
D

am
p 

he
at

, s
te

ad
y 

st
at

e 
(T

ab
le

 
2.

3)
 

 6
.2

.3
.2

 D
am

p 
he

at
, c

yc
lic

 
te

st
 (T

ab
le

 
2.

4)
 

Tw
o 

te
st

 m
et

ho
ds

 fo
r d

um
p 

he
at

 a
re

 sp
ec

ifi
ed

 in
 6

.2
.3

.1
 (s

te
ad

y 
an

d 
no

n-
co

nd
en

si
ng

) a
nd

 6
.2

.3
.2

 (c
yc

lic
 a

nd
 c

on
de

ns
in

g)
. T

he
 

co
nd

iti
on

s f
or

 a
pp

ly
in

g 
th

es
e 

te
st

s a
re

 d
es

cr
ib

ed
 in

 th
e 

ro
w

 
“a

pp
lic

ab
ili

ty
” 

in
 T

ab
le

 2
.3

 a
nd

 T
ab

le
 2

.4
 a

s c
ite

d 
be

lo
w

. 

Ta
bl

e 
2.

3-
ap

pl
ic

ab
ili

ty
: T

hi
s t

es
t i

s c
on

si
de

re
d 

ge
ne

ra
l a

pp
lic

ab
le

 
w

he
re

 th
e 

m
ea

su
ri

ng
 in

st
ru

m
en

t i
s e

xp
ec

te
d 

to
 b

e 
us

ed
 in

 a
 n

on
-

co
nt

ro
lle

d 
cl

im
at

ic
 e

nv
ir

on
m

en
t, 

w
he

re
 a

ds
or

pt
io

n 
or

 a
bs

or
pt

io
n 

pl
ay

 th
e 

m
ai

n 
pa

rt
. 

Ta
bl

e 
2.

4-
ap

pl
ic

ab
ili

ty
: A

pp
lic

ab
le

 w
he

re
 c

on
de

ns
at

io
n 

is
 

co
nc

er
ne

d 
an

d/
or

 w
he

n 
th

e 
pe

ne
tr

at
io

n 
of

 v
ap

ou
r i

s e
xp

ec
te

d 
w

hi
ch

 e
sp

ec
ia

lly
 a

pp
lie

s t
o 

ou
td

oo
r u

se
d 

in
st

ru
m

en
ts

. 

H
ow

ev
er

, t
he

se
 c

on
di

tio
ns

 a
re

 a
m

bi
gu

ou
s a

nd
 th

e 
di

ff
er

en
ce

 
be

tw
ee

n 
th

e 
tw

o 
is

 n
ot

 c
le

ar
. W

e 
ho

pe
 th

e 
co

nd
iti

on
s w

ou
ld

 b
e 

re
vi

se
d 

m
or

e 
cl

ea
rly

 to
 e

na
bl

e 
te

st
 la

bo
ra

to
rie

s a
nd

 m
an

uf
ac

tu
re

rs
 

to
 se

le
ct

 th
e 

ap
pr

op
ria

te
 m

et
ho

d 
ea

si
ly

. 

高
温

湿
度

試
験

に
関

す
る

二
つ

の
試

験
方

法
が

6.
2.

3.
1（

定
常
的
で

結
露

な
し

）
及

び
6.

2.
3.

2（
周

期
的

で
結

露
あ
り

）
に

記
載
さ

れ
て

い
る

。
こ

れ
ら

の
方

法
が

適
用

さ
れ

る
条

件
が
、
表

2.
3
と
表

2.
4
の

「
適

用
性

」
と

い
う

行
に

記
載

さ
れ

て
い

る
。

 

表
2.

3－
適

用
性

：
こ

の
試

験
は

、
計

量
機

器
が
吸

着
又

は
吸
収

が
主

要
な

役
割

を
果

た
す

非
管

理
気

候
環

境
で

使
用
さ

れ
る

こ
と
を

期
待

さ
れ

る
場

合
に

一
般

的
に

適
用

す
る

と
考

え
ら
れ

る
。

 

表
2.

4－
適

用
性

：
結

露
が

関
係

す
る

場
合

及
び
／

又
は

蒸
気
の

浸
透

が
予

期
さ

れ
る

場
合

に
適

用
し

、
こ

れ
は

特
に
屋

外
使

用
の
計

器
に

 

－ 93 －



M
em

be
r S

ta
te

/ 
Li

ai
so

n 
R

51
 1

W
D

 
M

em
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r C
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m
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Se
cr

et
ar

ia
t’s

 c
om

m
en

ts
 

Pa
rt

 N
um

be
r 

Pa
ge

 n
um

be
r 

D
oc

um
en

t c
la

us
e 

適
用

す
る

。
 

し
か

し
、

こ
れ

ら
の

条
件

は
不

明
確

で
あ

り
、
こ

れ
ら

二
つ
の

違
い

も
分

か
り

に
く

い
。

我
々

は
、

試
験

機
関

や
製
造

事
業

者
が
容

易
に

適
切

な
方

法
を

選
ぶ

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
、
こ

れ
ら

の
条
件

を
よ

り
明

確
に

修
正

す
る

こ
と

を
要

望
す

る
。
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 a
nd

 o
th

er
s 

6.
2.

3.
1,

 
6.

2.
3.

2,
 6

.2
.4

, 
6.

2.
6 

an
d 

6.
2.

7 

Ta
bl

e 
2.

3 
do

es
 n

ot
 h

av
e 

in
fo

rm
at

io
n 

on
 a

ut
om

at
ic

 / 
no

n-
au

to
m

at
ic

 
(s

ta
tic

) o
pe

ra
tio

n 
an

d 
te

st
 lo

ad
. P

le
as

e 
ad

d 
it.

 T
he

 sa
m

e 
co

m
m

en
t 

al
so

 a
pp

lie
s t

o 
Ta

bl
e 

2.
4,

 T
ab

le
 2

.5
, T

ab
le

 2
.8

 a
nd

 T
ab

le
 2

.9
. 

表
2.

3
に

は
自

動
運

転
/非

自
動

（
静

的
）

運
転
、

及
び

試
験
荷

重
の

情
報

が
な

い
。

こ
れ

を
追

加
し

て
ほ

し
い

。
こ
の

コ
メ

ン
ト
は

表

2.
4,

 表
2.

5,
 表

2.
8,

 表
2.

9
に

も
適

用
さ

れ
る
。
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6.

2.
4 

A
C

 
m

ai
ns

 v
ol

ta
ge

 
va

ria
tio

n 

“B
re

at
h 

al
co

ho
l a

na
ly

ze
r”

 sh
ou

ld
 b

e 
co

rr
ec

te
d 

to
 “

EU
T”

 in
 th

e 
ro

w
 fo

r “
pe

rm
itt

ed
 m

ax
im

um
 d

ev
ia

tio
n”

 o
f T

ab
le

 2
.5

. 

表
 2

.5
 の

「
 P

er
m

itt
ed

 m
ax

im
um

 d
ev

ia
tio

n」
の

行
で
、
「

呼
気
ア

ル
コ

ー
ル

分
析

器
」

を
「

EU
T」

に
置

き
換
え
る

べ
き

で
あ
る

。
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6.

2.
7 

Po
w

er
 

fr
om

 
ex

te
rn

al
…

 
1st

 se
nt

en
ce

 

C
or

re
ct

 th
e 

fir
st

 se
nt

en
ce

 to
 re

ad
 “

R
oa

d 
ve

hi
cl

e 
ba

tte
ry

 o
pe

ra
te

d 
in

st
ru

m
en

ts
 sh

al
l f

ul
fil

 th
e 

te
st

s i
n 

6.
2,

 w
ith

 th
e 

ex
ce

pt
io

n 
of

 6
.2

.4
 

to
 6

.2
.6

 w
hi

ch
 is

 ..
. ”

. 

第
一

文
を

「
自

動
車

用
バ

ッ
テ

リ
ー

で
動

作
す
る

機
器

は
、

6.
2.

4 
か

ら
 6

.2
.6

 を
除

い
た

6.
2
の

試
験

内
容

を
満

た
す
べ

き
で

あ
る
、

そ
れ

は
…

」
と

な
る

よ
う

に
訂

正
す

る
。
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6.

3 
di

st
ur

ba
nc

e 
te

st
s 

 “
N

O
TE

 3
:”

 in
 th

e 
ta

bl
e 

“S
um

m
ar

y 
of

 d
is

tu
rb

an
ce

 te
st

s”
 se

em
s t

o 
be

 p
re

pa
re

d 
fo

r t
he

 A
ut

om
at

ic
 G

ra
vi

m
et

ric
 F

ill
in

g 
In

st
ru

m
en

t 
(R

61
). 

W
e 

pr
op

os
e 

to
 c

or
re

ct
 o

r d
el

et
e 

th
e 

no
te

. 
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rt

 N
um

be
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Pa
ge

 n
um

be
r 

D
oc
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en

t c
la

us
e 

表
「

Su
m

m
ar

y 
of

 d
is

tu
rb

an
ce

 te
st

s」
の

「
N

O
TE

 3
:」

は
充
塡

用
自

動
は

か
り

（
R

61
）

の
た

め
に

用
意

さ
れ

て
い
る

よ
う

に
見
え

る
。

我
々

は
こ

の
付

記
の

修
正

も
し

く
は

削
除

を
提
案

す
る

。
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6.

3.
1 

A
C

 
m

ai
ns

 v
ol

ta
ge

 
di

ps
, …

 
an

d 
ot

he
rs

 

Pl
ea

se
 a

dd
 th

e 
te

st
 lo

ad
 in

fo
rm

at
io

n 
to

 T
ab

le
 2

.1
0.

 T
he

 sa
m

e 
co

m
m

en
t a

pp
lie

s t
o 

th
e 

ta
bl

es
 fr

om
 2

.1
1 

to
 2

.2
0.

 

表
2.

10
に

試
験

荷
重

情
報

を
加

筆
し

て
ほ

し
い
。

同
じ

コ
メ
ン

ト

は
、

表
2.

11
か

ら
2.

20
に

も
適

用
さ

れ
る

。
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6.

3.
3.

1 
El

ec
tri

ca
l 

su
rg

es
…

 

C
or

re
ct

 th
e 

un
it 

“V
” 

to
 “

kV
” 

in
 th

e 
te

st
 le

ve
l. 

 

試
験

レ
ベ

ル
の

単
位

の
「

V
」

を
「

kV
」

に
訂
正

。
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6.

3.
5 

El
ec

tro
st

at
ic

 
di

sc
ha

rg
e 

Ta
bl

e 
2.

17
 

Th
e 

la
st

 se
nt

en
ce

 c
ite

d 
be

lo
w

 in
 th

e 
“t

es
t p

ro
ce

du
re

 in
 b

rie
f”

 o
f 

Ta
bl

e 
2.

17
 is

 n
ot

 c
le

ar
.  

C
on

ve
nt

io
na

lly
 3

 c
yc

le
s o

f t
es

ts
 a

re
 p

er
fo

rm
ed

 st
ar

tin
g 

ea
ch

 te
st

 
at

 a
 d

iff
er

en
t m

om
en

t o
f t

he
 m

ea
su

ri
ng

 c
yc

le
. 

W
ha

t d
o 

th
e 

ex
pr

es
si

on
s “

3 
cy

cl
es

”,
 “

ea
ch

 te
st

“,
 “

di
ff

er
en

t 
m

om
en

t”
 a

nd
 “

m
ea

su
rin

g 
cy

cl
e”

 m
ea

n 
pr

ac
tic

al
ly

? 

以
下

に
引

用
し

た
表

2.
17

の
「

試
験

方
法

概
要
」

の
最

後
の
文

章
は

不
明

瞭
で

あ
る

。
 

通
常

、
計

量
サ

イ
ク

ル
の

異
な

る
時

点
で

各
試
験

を
開

始
し
て

3
サ

イ
ク

ル
の

試
験

が
行

わ
れ

る
。

 

「
３

サ
イ

ク
ル

」
、

「
各

試
験

」
、

「
異

な
る
時

点
」

、
「
計

量
サ

イ
ク

ル
」

と
い

う
表

現
は

、
具

体
的

に
何

を
意
味

す
る

の
か
？
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 re
tu

rn
 c

om
m

en
ts

: 3
0 

M
ay

 2
01

9 
TC

9 
/ S

C
2 

Se
cr

et
ar

ia
t 

 
 

O
ffi

ce
 fo

r P
ro

du
ct

 s
af

et
y 

an
d 

st
an

da
rd

s 
- U

ni
te

d 
Ki

ng
do

m
 (m

or
ay

o.
aw

os
ol

a@
be

is
.g

ov
.u

k)
  

 TC
9 

/ S
C

2 
/ p

10
 c

on
ve

ne
r(s

)  
 IN

D
IA

 (M
r. 

B.
N

. D
ix

it)
, U

N
IT

ED
 K

IN
G

D
O

M
 (M

r. 
M

or
ay

o 
Aw

os
ol

a)
 

  
M

em
be

r S
ta

te
/ 

Li
ai

so
n 

R
51

 1
W

D
 

M
em

be
r C

om
m

en
ts

 
Se

cr
et

ar
ia

t’s
 c

om
m

en
ts

 

Pa
rt

 N
um

be
r 

Pa
ge

 n
um

be
r 

D
oc

um
en

t c
la

us
e 

JP
1 

(E
d)

 
R

51
-3

 
16

 
3.

2.
2 

C
or

re
ct

 “
(A

.5
.2

.3
)”

 to
 “

(R
51

-2
, 5

.4
.2

.3
)”

. 

「
（

A
.5

.2
.3
）

」
を

「
（

R
51

-2
，

5.
4.

2.
3）

」
に

修
正

。
 

 

JP
2 

(E
d)

 
R

51
-3

 
18

 
3.

4 
C

or
re

ct
 “

(R
51

-2
, 5

.4
)”

 to
 “

(R
51

-2
, 5

.5
)”

.  

「
（

R
51

-2
，

5.
4）

」
を

「
（

R
51

-2
，

5.
5）

」
に
修
正
。

 

 

JP
3 

(E
d)

 
R

51
-3

 
19

 
4.

1 
C

or
re

ct
 “

(R
51

-2
, 5

.6
.1

)”
 to

 “
(R

51
-2

, 5
.6

.1
.1

)”
.  

「
（

R
51

-2
，

5.
6.

1）
」

を
「

（
R

51
-2
，

5.
6.

1.
1）

」
に

修

正
。

 

 

JP
4 

(E
d)

 
R

51
-3

 
20

 
4.

2 
C

or
re

ct
 “

(R
51

-2
, 5

.6
.2

)”
 to

 “
(R

51
-2

, 5
.6

.1
.2

)”
. 

「
（

R
51

-2
，

5.
6.

2）
」

を
「

（
R

51
-2
，

5.
6.

1.
2）

」
に

修

正
。

 

 

JP
5 

(E
d)

 
R

51
-3

 
25

 
7 

C
or

re
ct

 th
e 

cl
au

se
 n

um
be

rs
 a

s s
ho

w
n 

be
lo

w
. 

Pr
es

en
t: 

C
he

ck
 th

e 
ac

cu
ra

cy
 a

cc
or

di
ng

 to
 R

 5
1-

2,
 5

.4
.5

 fo
r 

ze
ro

-s
et

tin
g 

an
d 

to
 A

.5
.6

.2
. 

C
or

re
ct

ed
: C

he
ck

 th
e 

ac
cu

ra
cy

 a
cc

or
di

ng
 to

 R
51

-2
, 5

.4
.3

 fo
r 

ze
ro

-s
et

tin
g 

an
d 

to
 R

 5
1-

2,
 5

.6
.2

. 
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M
em

be
r S

ta
te

/ 
Li

ai
so

n 
R

51
 1

W
D

 
M

em
be

r C
om

m
en

ts
 

Se
cr

et
ar

ia
t’s

 c
om

m
en

ts
 

Pa
rt

 N
um

be
r 

Pa
ge

 n
um

be
r 

D
oc

um
en

t c
la

us
e 

以
下

の
通

り
項

番
号

を
修

正
す

る
（

以
下

省
略
）

。
 

JP
6 

(E
d)

 
R

51
-3

 
26

 
8 

C
or

re
ct

 “
(R

51
-1

, 5
.8

 a
nd

 7
.1

.2
,  

an
d 

6.
4.

5)
” 

to
 “
（

R
51

-1
, 5

.8
 

an
d 

9.
4.

5)
”.

 

「
(R

 5
1-

1,
 5

.8
 a

nd
 7

.1
.2

,  
an

d 
6.

4.
5)
」
「

（
R

51
-1
，

5.
8 

an
d 

9.
4.

5）
」

に
修

正
。

 

 

 

JP
7 

(E
d)

 
R

51
-3

 
34

 
8.

2 
C

or
re

ct
 “

(R
51

-2
, 6

.2
1)

” 
to

 “
R

51
-2

, 6
.2

.1
”.

 

「
（

R
51

-2
，

6.
21

）
」

を
「

R
51

-2
，

6.
2.

1」
に
修
正
。

 

 

 

JP
8 

(E
d)

 
R

51
-3

 
44

 
8.

3 
C

or
re

ct
 “

(R
51

-2
, 6

.2
2)

” 
to

 “
R

51
-2

, 6
.2

.2
”.

 

「
（

R
51

-2
，

6.
22

）
」

を
「

R
51

-2
，

6.
2.

2」
に
修
正
。

 

 

JP
9 

(E
d)

 
R

51
-3

 
51

 
8.

5 
C

or
re

ct
 “

(R
51

-2
, 6

.2
)”

 to
 “

R
51

-2
, 6

.2
.4

”.
 

「
（

R
51

-2
，

6.
2）

」
を

「
R

51
-2
，

6.
2.

4」
に
修
正

。
 

 

JP
10

 (E
d)

 
R

51
-3

 
53

 
8.

6 
C

or
re

ct
 “

(R
51

-2
, 6

.2
)”

 to
 “

R
51

-2
, 6

.2
.5

”.
 

「
（

R
51

-2
，

6.
2）

」
を

「
R

51
-2
，

6.
2.

5 
」
に

修
正
。

 

 

JP
11

 (E
d)

 
R

51
-3

 
55

 
8.

7 
C

or
re

ct
 “

(R
51

-2
, 6

.2
)”

 to
 “

R
51

-2
, 6

.2
.6

.”
 

「
（

R
51

-2
，

6.
2）

」
を

「
R

51
-2
，

6.
2.

6」
に
修
正

。
 

 

JP
12

 (E
d)

 
R

51
-3

 
57

 
8.

8 
C

or
re

ct
 “

(R
51

-2
, 6

.2
)”

 to
 “

R
51

-2
, 6

.2
.7

.”
 

「
（

R
51

-2
，

6.
2）

」
を

「
R

51
-2
，

6.
2.

7」
に
修
正

。
 

 

JP
13

 (E
d)

 
R

51
-3

 
59

 
8.

9 
C

or
re

ct
 “

(R
51

-2
, 6

.2
)”

 to
 “

R
51

-2
, 6

.2
.8

.”
 

「
（

R
51

-2
，

6.
2）

」
を

「
R

51
-2
，

6.
2.

8」
に
修
正

。
 

 

JP
14

 (E
d)

 
R

51
-3

 
71

 
9.

5 
C

or
re

ct
 “

(R
51

-2
, 6

.3
.4

)”
 to

 “
R

51
-2

, 6
.3

.5
." 

「
（

R
51

-2
，

6.
3.

4）
」

を
「

R
51

-2
，

6.
3.

5」
に
修
正
。
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C
ou

nt
ry

 
C

od
e1  

Pa
rt

 
C

la
us

e/
 S

ub
 

cl
au

se
 

Pa
ra

gr
ap

h
/ F

ig
ur

e/
 

T
ab

le
/ 

T
yp

e 
of

 
co

m
m

en
t2  

 
C

O
M

M
E

N
T

S 
PR

O
PO

SE
D

 C
H

A
N

G
E

 
O

B
SE

R
V

A
T

IO
N

S 
O

F 
T

H
E

 
C

O
N

V
E

N
E

R
/P

G
 

on
 e

ac
h 

co
m

m
en

t s
ub

m
itt

ed
 

 

Pa
ge

 2
 o

f 4
 

 

JP
1 

N
A

 
3.

1.
2 

Th
e 

SI
 u

ni
ts

 a
re

: 
3rd

 li
ne

 
Ed

 
Th

e 
w

or
d 

“c
oh

er
en

t”
 in

 th
e 

3rd
 li

ne
 m

ay
 n

ot
 b

e 
ne

ce
ss

ar
y 

be
ca

us
e 

it 
is

 p
la

ce
d 

un
de

r t
he

 ti
tle

 “
Se

t 
of

 c
oh

er
en

t S
I u

ni
ts

”.
 

第
3
行
の
「
コ

ヒ
ー
レ
ン
ト
（
一
貫
と
し
た
）
」
と

い
う
言
葉
は
不
要
か
も
知
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ

れ
は
、
「
コ
ヒ
ー
レ
ン
ト
な

SI
単
位
の
組
み
合
わ

せ
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
か

ら
。

 

 

W
e 

pr
op

os
e 

an
 a

m
en

dm
en

t b
el

ow
. 


 

Se
t o

f c
oh

er
en

t S
I u

ni
ts

 

- b
as

e 
un

its
; 

- c
oh

er
en

t d
er

iv
ed

 u
ni

ts
. 


 

以
下
の
修
正
を
提
案
す
る
。

 

コ
ヒ
ー
レ
ン
ト
な

SI
単
位
の
組

み
合
わ
せ

 

－
基
本
単
位
；

 

－
コ
ヒ
ー
レ
ン
ト
な
組
み
立
て
単
位
。

 

 

 

JP
2 

N
A

 
3.

2 
sp

ac
e 

an
d 

tim
e 

3.
2.

1 
Le

ng
th

: 
m

et
re

 

3.
2.

6 
Ti

m
e:

 
se

co
nd

 

3.
2.

7 
Fr

eq
ue

nc
y:

 
he

rtz
 

N
A

 
Ed

 
Th

e 
sy

m
bo

l, 
Δ
ν

C
s, 

is
 n

ot
 d

ef
in

ed
 in

 (o
r b

ef
or

e)
 

3.
2.

1.
 It

 is
 e

xp
la

in
ed

 la
te

r i
n 

3.
2.

6 
(ti

m
e)

. 

記
号

, Δ
ν

C
s, 
は

3.
2.

1（
又
は
そ
の
前
）
に
お
い
て

定
義
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
後
方
の

 3
.2

.6
（
時

間
）
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。

 

 

W
e 

pr
op

os
e 

th
e 

fo
llo

w
in

g 
tw

o 
op

tio
ns

. P
le

as
e 

ch
oo

se
 e

ith
er

 
on

e 
of

 th
em

. 

(1
) A

dd
 a

n 
ex

pl
an

at
io

n 
to

 3
.2

.1
 a

s s
ho

w
n 

by
 a

n 
ex

am
pl

e 
be

lo
w

. 

W
he

re
, Δ

ν
C

s i
s t

he
 u

np
er

tu
rb

ed
 g

ro
un

d 
st

at
e 

hy
pe

rf
in

e 
tr

an
si

tio
n 

fr
eq

ue
nc

y 
of

 th
e 

ca
es

iu
m

 1
33

 a
to

m
. 

(2
) C

ha
ng

e 
th

e 
or

de
r o

f s
ub

cl
au

se
s u

nd
er

 3
.2

 a
nd

 fi
rs

tly
 

ex
pl

ai
n 

“T
im

e”
 a

nd
 “

Fr
eq

ue
nc

y”
. 

我
々
は
以
下
の
二
つ

の
選
択
肢
を
提
案
す
る
。
ど
ち
ら
か
一
つ
選

ん
で
い
た
だ
き
た
い

。
 

(1
) 3

.2
.1
に
以
下
の
例
の
よ
う
な
説
明
を
追
加
す
る
。

 

こ
こ
で
、
Δ
ν

C
s, 
は
非
摂
動
・
基
底
状
態
に
あ
る
セ
シ
ウ
ム

13
3

原
子
の
超
微
細
構
造

の
周
波
数
で
あ
る
。

 

(2
) 3

.2
以
下
の
小
項
目
の
順
番
を
変
え
、
「
時
間
」
と
「
周
波

数
」
を
先
に
説
明
す

る
。
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C
ou

nt
ry

 
C

od
e1  

Pa
rt

 
C

la
us

e/
 S

ub
 

cl
au

se
 

Pa
ra

gr
ap

h
/ F
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e/
 

T
ab

le
/ 

T
yp

e 
of
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m
m

en
t2  

 
C

O
M

M
E

N
T

S 
PR

O
PO

SE
D

 C
H

A
N

G
E

 
O

B
SE

R
V

A
T

IO
N

S 
O

F 
T

H
E

 
C

O
N

V
E

N
E

R
/P

G
 

on
 e

ac
h 

co
m

m
en

t s
ub

m
itt

ed
 

 

Pa
ge

 3
 o

f 4
 

JP
3 

N
A

 
3.

3.
6 

M
om

en
t o

f 
fo

rc
e 

N
A

 
te

 
In

 o
th

er
 c

la
us

es
 o

f 3
.3

, t
he

 ti
tle

 is
 sh

ow
n 

in
 a

 fo
rm

 
“n

am
e 

of
 p

hy
si

ca
l q

ua
nt

ity
: n

am
e 

of
 u

ni
t”

 a
nd

 th
e 

m
ai

n 
te

xt
 st

ar
ts

 w
ith

 “
na

m
e 

of
 u

ni
t”

. I
n 

ad
di

tio
n,

 
ot

he
r c

la
us

es
 d

ef
in

e 
a 

de
riv

ed
 u

ni
t w

ith
 o

th
er

 
as

so
ci

at
ed

 u
ni

ts
 w

ith
 a

 u
ni

ty
 v

al
ue

. H
ow

ev
er

, t
hi

s 
cl

au
se

 d
oe

s n
ot

 fo
llo

w
 th

es
e 

fo
rm

at
s. 

Fu
rth

er
m

or
e,

 
“a

” 
be

fo
re

 “
fo

rc
e”

 in
 th

e 
m

ai
n 

te
xt

 is
 n

ot
 

ne
ce

ss
ar

y.
 

3.
3
の
他
の
項
で
は
、
タ
イ
ト
ル
は
「
物
理
量
の
名

称
：
単
位
の
名
称
」
で
表
さ
れ
、
本
文
は
「
単
位
の

名
称
」
で
始
ま
る
。
そ
れ
に
加
え
て
他
の
項
で
は
、

組
み
立
て
単
位
は
単
位
値
を
も
つ
関
連
づ
け
ら
れ
た

複
数
の
単
位
で
定
義
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
項

は
、
こ
れ
ら
の
書
式
に
適
合
し
て
い
な
い
。
更
に
本

文
の
「
力
」
の
前
の
「

a」
は
不
要
で
あ
る
。

 

 

W
e 

pr
op

os
e 

th
e 

am
en

dm
en

ts
 o

f e
xp

re
ss

io
n 

as
 sh

ow
n 

be
lo

w
. 

3.
3.

6 
M

om
en

t o
f f

or
ce

: n
ew

to
n 

m
et

re
 (s

ym
bo

l: 
N

 ꞏ 
m

) 

Th
e 

ne
w

to
n 

m
et

re
 is

 a
 m

om
en

t o
f a

 fo
rc

e 
ab

ou
t a

 p
oi

nt
 w

hi
ch

 
is

 e
qu

al
 to

 th
e 

ve
ct

or
 p

ro
du

ct
 o

f a
ny

 a
 ra

di
us

 v
ec

to
r w

ith
 a

 
le

ng
th

 o
f 1

 m
et

re
 fr

om
 th

is
 p

oi
nt

 to
 a

 p
oi

nt
 o

n 
th

e 
lin

e 
of

 a
ct

io
n 

of
 th

e 
fo

rc
e,

 a
nd

 th
e 

fo
rc

e 
eq

ui
va

le
nt

 to
 1

 N
. 

我
々
は
以
下
の
よ
う

な
表
現
の
修
正
を
提
案
す
る
。

 

3.
3.

6 
力
の
モ
ー
メ
ン
ト
：
ニ
ュ
ー
ト
ン
メ
ー
ト
ル
（
記
号

N
 ꞏ 

m
）

 

ニ
ュ
ー
ト
ン
メ
ー
ト

ル
は
、
あ
る
点
の
回
り
の
力
の
モ
ー
メ
ン
ト

で
あ
り
、
こ
の
点
か

ら
力
の
作
用
線
上
の
点
ま
で
の
長
さ

1
メ

ー
ト
ル
の
動
径
ベ
ク
ト

ル
、
及
び

1 
N
に
等
し
い
力
と
の
ベ
ク
ト
ル

積
に
等
し
い
。

 

 

 

JP
4 

N
A

 
3.

3.
12

 
V

ol
um

e 
flo

w
 ra

te
 

N
A

 
te

, e
d 

C
or

re
ct

 a
 m

is
pr

in
t o

f t
he

 in
de

x 
nu

m
be

r (
2)

 o
f m

et
re

 
(m

). 

メ
ー
ト
ル
の
指
数
が

(2
) と

な
っ
て
お
り
誤
り
な
の
で

修
正
す
る
。

 

 

C
or

re
ct

 “
1 

m
3/

s =
 1

 m
2 

/ 1
 s”

 to
 “

1 
m

3/
s =

 1
 m

3 
/ 1

 s”
. 

“1
 m

3/
s =

 1
m

2 
/ 1

s”
を

“1
 m

3/
s =

 1
m

3 
/ 1

s”
に
訂
正
す
る
。

 

 

 

JP
5 

N
A

 
4.

7 
th

e 
la

st
 

lin
e 

ed
 

Th
e 

hy
ph

en
 in

 “
pr

e-
fix

es
” 

m
ay

 n
ot

 b
e 

ne
ce

ss
ar

y.
 

“p
re

-f
ix

es
”の

ハ
イ
フ
ン
は
必
要
な
い
の
で
は
な
い

か
？

 

 

C
ha

ng
e 

“p
re

-f
ix

es
” 

to
 “

pr
ef

ix
es

”.
 

“P
re

-f
ix

es
”を

“p
re

fix
es

”に
訂
正
す
る
。

 

 

 

JP
6 

N
A

 
5.

1.
3 

Fo
ot

no
te

 
(3

) o
f 

“d
ay

”.
 

 

N
A

 
ed

 
Th

e 
sy

m
bo

l “
(a

)”
 in

 “
th

e 
ye

ar
 (a

)”
 m

ay
 n

ot
 b

e 
ne

ce
ss

ar
y.

 If
 it

 is
 n

ee
de

d,
 p

le
as

e 
ex

pl
ai

n.
 

“t
he

 y
ea

r (
a)

”の
”(

a)
”は

不
要
で
な
い
か
？
必
要
な
の

で
あ
れ
ば
、
説
明
し
て
ほ
し
い
。

 

 

D
el

et
e 

“(
a)

” 
if 

it 
is

 n
ot

 n
ee

de
d.

 

不
要
な
ら

”(
a)

”を
削
除
す
る
。

 

 

 

JP
7 

N
A

 
5.

4.
2 

N
A

 
ge

, t
e 

N
ew

 S
I p

er
m

its
 to

 u
se

 a
 sy

m
bo

l “
D

a”
 (d

al
to

n)
 fo

r 
th

e 
un

ifi
ed

 a
to

m
ic

 m
as

s u
ni

t o
th

er
 th

an
 “

u”
. 

新
し
い

SI
で
は

原
子
質
量
単
位
の
単
位
記
号

u
以
外

に
D

aの
使
用
も
認
め
て
い
る
。

 

A
dd

 a
 sy

m
bo

l “
D

a”
. 

記
号
「

D
a」

を
追
加
す
る
。

 

 

 

JP
8 

N
A

 
5.

5.
2 

el
ec

tro
nv

ol
t 

N
A

 
ed

 
C

or
re

ct
 a

 m
is

pr
in

t o
f t

he
 c

la
us

e 
nu

m
be

r. 

項
番
号
の
誤
記
修
正
。

 

C
or

re
ct

 “
su

bc
la

us
e 

3.
2”

 to
 “

su
bc

la
us

e 
4.

2”
. 

“s
ub

cl
au

se
 3

.2
”を

” 
su

bc
la

us
e 

4.
2”
に
訂
正
。

 

 

－ 100 －



C
ou

nt
ry

 
C

od
e1  

Pa
rt

 
C

la
us

e/
 S

ub
 

cl
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 C
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R
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Pa
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 o
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JP
9 

N
A

 
5.

6.
1 

Fi
el

d 
le

ve
l 

N
A

 
ed

 
In

 th
e 

la
st

 fo
rm

ul
a,

 “
2 

lg
” 

(tw
o 

lg
) m

ay
 b

e 
m

is
re

ad
 

as
 “

21
g”

 (t
w

en
ty

-o
ne

 g
ra

m
). 

最
後
の
式
に
あ
る
、

“2
 lg

”（
２
ロ
グ
）
は

“2
1g

”
（
２
１
グ
ラ
ム
）
に
読
み
間
違
え
ら
れ
る
可
能
性
が

あ
る
。

 

A
dd

 m
or

e 
sp

ac
e 

be
tw

ee
n 

“2
” 

an
d 

“l
g”

. 

“2
” 
と

 “
lg

”の
間
に
、
ス
ペ
ー
ス
を
追
加
す
る
。

 

 

JP
10

 
N

A
 

5.
6.

2 
Po

w
er

 
le

ve
l 

N
A

 
ed

 
In

 th
e 

fir
st

 fo
rm

ul
a,

 a
n 

A
ra

bi
c 

nu
m

be
r (

on
e)

 is
 

m
is

us
ed

 to
 e

xp
re

ss
 c

om
m

on
 lo

ga
rit

hm
 (l

g)
. 

最
初
の
式
に
お
い
て
、
常
用
対
数

 （
lg
）
を
あ
ら
わ

す
の
に
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
（
イ
チ
）
が
誤
っ
て
使
わ

れ
て
い
る
。

 

C
or

re
ct

 “
1g

 (P
/P

0)
 B

” 
(o

ne
 a

nd
 g

) t
o 

“l
g 

(P
/P

0)
 B

” 
(lo

w
er

-c
as

e 
of

 L
 a

nd
 g

). 

“1
g 

(P
/P

0)
 B

”（
イ
チ
と
ジ
ー
）
を

” 
lg

 (P
/P

0)
 B

”（
小
文
字
の
エ

ル
と
ジ
ー
）
に
訂
正

す
る
。

 

 

JP
11

 
N

A
 

A
.6

 
Ex

po
su

re
 

A
.7

 
Pr

es
su

re
 

N
A

 
ed

 
C

or
re

ct
 a

 m
is

pr
in

t o
f t

he
 c

la
us

e 
nu

m
be

r. 

項
番
号
の
誤
記
修
正
。

 

C
or

re
ct

 “
su

bc
la

us
e 

3.
2”

 to
 “

su
bc

la
us

e 
4.

2”
. 

“
su

bc
la

us
e 

3.
2”

を
 “

su
bc

la
us

e 
4.

2”
に
訂
正

 

 

JP
12

 
N

A
 

A
.1

0 
A

re
a 

of
 fa

rm
la

nd
 

an
d 

es
ta

te
s 

N
A

 
ed

 
C

or
re

ct
 a

 m
is

pr
in

t, 
“a

cr
e”

. 

“
ac

re
”
（
エ
ー
カ
ー
）
の
綴
り
間
違
い
を
修
正
す

る
。

 

C
or

re
ct

 “
ac

re
” 

to
 “

ar
e”

. 

 “
ac

re
”（

エ
ー
カ
ー

）
を

“a
re

”（
ア
ー
ル
）
に
修
正
す
る
。
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 C
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R
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R
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G
 

on
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h 
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m

m
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m
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Pa
ge

 2
 o
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JP
1 

 
3.

1 
ge

ne
ra

l 
te

rm
in

ol
og

y 
 

ge
 

“R
is

k 
le

ve
l”

 a
nd

 “
ex

am
in

at
io

n 
le

ve
l”

 a
re

 b
as

ic
 a

nd
 

im
po

rta
nt

 te
rm

s f
or

 th
is

 d
oc

um
en

t. 
H

ow
ev

er
, t

he
y 

ar
e 

no
t d

ef
in

ed
 o

r e
xp

la
in

ed
. W

e 
re

co
m

m
en

d 
ad

di
ng

 th
e 

de
fin

iti
on

s t
o 

C
la

us
e 

3.
1.

 

「
リ
ス
ク
レ
ベ
ル
」
と
「
審
査
レ
ベ
ル
」
は
、
こ
の

文
書
に
と
っ
て
基
本
的
で
重
要
な
用
語
で
あ
る
。
し

か
し
こ
れ
ら
の
用
語
に
つ
い
て
、
定
義
ま
た
は
説
明

が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
定
義
を

3.
1
に
追

加
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 

 

W
e 

pr
op

os
e 

th
e 

fo
llo

w
in

g 
tw

o 
de

fin
iti

on
s. 

3.
1.

xx
1 

ri
sk

 le
ve

l: 

a 
de

fin
ed

 se
t o

f l
ev

el
s o

f r
is

ks
 w

hi
ch

 m
ig

ht
 b

e 
ca

us
ed

 b
y 

th
e 

so
ftw

ar
e 

of
 a

 m
ea

su
ri

ng
 in

st
ru

m
en

t. 
 

N
ot

e 
1:

 T
hi

s d
oc

um
en

t p
ro

vi
de

s a
 n

or
m

al
 ri

sk
 le

ve
l a

nd
 a

 
ra

is
ed

 ri
sk

 le
ve

l a
s a

 g
ui

de
lin

e.
 

N
ot

e 
2:

 A
n 

ap
pr

op
ri

at
e 

ri
sk

 le
ve

l f
or

 e
ac

h 
ca

te
go

ry
 o

r a
 c

la
ss

 
of

 m
ea

su
ri

ng
 in

st
ru

m
en

t i
s s

el
ec

te
d 

as
 a

 re
su

lt 
of

 ri
sk

 
as

se
ss

m
en

t b
y 

th
e 

pr
oj

ec
t g

ro
up

 fo
r t

he
 re

le
va

nt
 

Re
co

m
m

en
da

tio
n.

  

3.
1.

xx
2 

ex
am

in
at

io
n 

le
ve

l: 

a 
de

fin
ed

 se
t o

f s
of

tw
ar

e 
ex

am
in

at
io

n 
pr

oc
ed

ur
es

 w
ith

 d
iff

er
en

t 
le

ve
ls

 o
f v

al
id

at
io

n.
  

N
ot

e 
1:

 T
hi

s d
oc

um
en

t p
ro

vi
de

s L
ev

el
 A

 a
nd

 L
ev

el
 B

, w
hi

ch
 

co
rr

es
po

nd
 to

 a
 n

or
m

al
 e

xa
m

in
at

io
n 

le
ve

l a
nd

 a
n 

ex
te

nd
ed

 
ex

am
in

at
io

n 
le

ve
l, 

re
sp

ec
tiv

el
y.

 

N
ot

e 
2:

 A
n 

ap
pr

op
ri

at
e 

ex
am

in
at

io
n 

le
ve

l i
s s

el
ec

te
d 

fo
r a

 
ca

te
go

ry
 o

r a
 c

la
ss

 o
f m

ea
su

ri
ng

 in
st

ru
m

en
t b

y 
th

e 
pr

oj
ec

t 
gr

ou
p 

fo
r t

he
 re

le
va

nt
 R

ec
om

m
en

da
tio

n 
in

 a
cc

or
da

nc
e 

w
ith

 
th

e 
ri

sk
 le

ve
l b

as
ed

 o
n 

th
e 

ri
sk

 a
ss

es
sm

en
t. 

 

我
々
は
以
下
の
定
義
を
提
案
す
る
。

 

3.
1.

xx
1 
リリ

スス
クク
レ

ベベ
ル
：

 

計
量
器
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
か
ら
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る
複
数
の
リ

ス
ク
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
た
レ
ベ
ル
の
集
合
。

 

付
記

1：
本
文
書
は
指
針
と
し
て
標
準
的
な
リ
ス
ク
レ
ベ
ル
と
一

段
高
め
た
リ
ス
ク
レ

ベ
ル
を
提
供
す
る
。

 

付
記

2：
各
計
量
器
の
カ
テ
ゴ
リ
や
ク
ラ
ス
に
応
じ
た
適
切
な
リ

ス
ク
レ
ベ
ル
が
、
リ
ス
ク
評
価
の
結
果
と
し
て
、
関
連
す
る
勧
告

を
作
成
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
。

 

3.
1.

xx
2 
審

査査
レ
ベ

ルル
：

 

検
証
の
レ
ベ
ル
が
異
な
る
複
数
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
審
査
の
た
め
に

規
定
さ
れ
た
手
続
き
の
集
合
。

 

付
記

1：
本
文
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
標
準
的
な
審
査
レ
ベ
ル
と
一

段
高
め
た
審
査
レ
ベ

ル
に
対
応
す
る
、
レ
ベ
ル

A
と
レ
ベ
ル

B
を

提
案
す
る
。
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Pa
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付
記

2：
各
計
量
器
の
カ
テ
ゴ
リ
や
ク
ラ
ス
に
応
じ
た
適
切
な
審

査
レ
ベ
ル
が
、
リ
ス
ク
評
価
の
結
果
と
し
て
、
関
連
す
る
勧
告
を

作
成
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
。

 

 

JP
2 

 
6.

1 
G

en
er

al
 

re
qu

ire
m

en
t

s  

N
ot

at
io

n 
(I

I)
 

 

ed
 

Th
e 

re
fe

re
nc

e 
to

 C
la

us
e 

8 
is

 in
co

rr
ec

t i
n 

“(
II

) 
Te

ch
ni

ca
l s

ol
ut

io
n 

ac
ce

pt
ab

le
 in

 c
as

e 
of

 ra
is

ed
 ri

sk
 

le
ve

l (
se

e 
8)

.”
 

「
(I

I)
 
一
段
高
い
リ
ス
ク
レ
ベ
ル
の
場
合
の
容
認
可

能
な
技
術
的
解
決
策
（

8
を
参
照
）
」
と
あ
る
が
、

参
照
先
を
間
違
え
て
い
る
。

 

 

C
or

re
ct

 “
se

e 
8”

 to
 “

se
e 

5”
. 

「
8
を
参
照
」
を
「

5
を
参
照
」
に
訂
正
す
る
。

 

 

 

JP
3 

 
6.

2 
R

eq
ui

re
m

en
ts

 sp
ec

ifi
c 

fo
r 

co
nf

ig
ur

at
io

ns
 

N
ot

at
io

n 
(I

I)
 

 

ed
 

Sa
m

e 
ed

ito
ria

l c
om

m
en

t w
ith

 JP
2 

on
 C

la
us

e 
6.

1.
 

6.
1
項
に
関
す
る

JP
2
の
編
集
的
コ

メ
ン
ト
と
同
様
。

 

 

C
or

re
ct

 “
se

e 
8”

 to
 “

se
e 

5”
. 

「
8
を
参
照
」
を
「

5
を
参
照
」
に
訂
正
す
る
。

 

 

 

JP
4 

A
nn

ex
 

C
 

A
ll 

 
ed

 
W

e 
ap

pr
ec

ia
te

 th
e 

co
nv

en
or

 fo
r r

ep
la

ci
ng

 th
e 

sy
m

bo
ls

 w
ith

 sm
al

l i
m

ag
es

. H
ow

ev
er

, w
e 

ar
e 

so
rr

y 
to

 sa
y 

th
at

 it
 is

 st
ill

 in
co

nv
en

ie
nt

 fo
r t

he
 c

ou
nt

rie
s 

w
hi

ch
 n

ee
d 

a 
tra

ns
la

tio
n 

of
 d

oc
um

en
t. 

It 
is

 b
ec

au
se

 
an

 im
ag

e 
em

be
dd

ed
 in

 a
 P

D
F 

ca
nn

ot
 b

e 
co

pi
ed

 in
to

 
a 

W
or

d 
do

cu
m

en
t e

as
ily

.  

In
 g

en
er

al
, a

 te
xt

 in
cl

ud
in

g 
no

n-
te

xt
 c

on
te

nt
s 

(im
ag

es
) i

s n
ot

 fr
ie

nd
ly

 to
 te

xt
 re

ad
in

g 
ap

pl
ic

at
io

ns
, e

.g
., 

Te
xt

-to
-S

pe
ec

h.
 W

e 
w

ou
ld

 
ap

pr
ec

ia
te

 if
 y

ou
 c

ou
ld

 ta
ke

 in
to

 a
cc

ou
nt

 th
e 

re
ad

er
s w

ho
 u

se
 th

at
 k

in
d 

of
 a

pp
lic

at
io

ns
. 

世
話
人
が
記
号
を
小
さ
な
画
像
で
置
き
換
え
た
こ
と

に
は
感
謝
す
る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
依
然
と
し

て
翻
訳
を
必
要
と
す
る
国
に
は
不
便
で
あ
る
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

PD
F
に
埋
め
込
ま

れ

た
画
像
は
、
容
易
に

W
or

d
に
コ

ピ
ー
で
き
な
い
た

め
で
あ
る
。

 

A
lth

ou
gh

 w
e 

un
de

rs
ta

nd
 it

 is
 b

as
ed

 o
n 

th
e 

ag
re

em
en

t i
n 

SG
3,

 
w

e 
st

ill
 p

ro
po

se
 u

si
ng

 a
n 

al
ph

ab
et

ic
al

 a
bb

re
vi

at
io

n,
 su

ch
 a

s 
M

R
R

D
, n

ot
 a

 sy
m

bo
l o

r a
n 

im
ag

e.
 

こ
れ
が

SG
3
の

合
意

に
基
づ
く
こ
と
は
理
解
し
て
い
る
が
、
記
号

や
画
像
で
は
な
く
、
や
は
り

M
R

R
D
な
ど
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

略
称
を
用
い
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
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Pa
ge

 4
 o

f 4
 

一
般
に
、
非
テ
キ
ス
ト
コ
ン
テ
ン
ツ
（
画
像
）
を
含

む
テ
キ
ス
ト
は
、
テ
キ
ス
ト
読
み
上
げ
を
行
う
ア
プ

リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
例
え
ば

Te
xt

-to
-S

pe
ec

h 
 に

向
い

て
い
な
い
。
そ
の
手
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
使
用

す
る
読
者
へ
配
慮
し
て
い
た
だ
け
る
と
、
あ
り
が
た

い
。

 

 

JP
5 

A
nn

ex
 

B
 

R
es

ul
t 

 
ed

 
U

se
 “

an
d”

 in
st

ea
d 

of
 th

e 
la

st
 c

om
m

a 
in

 th
e 

lis
t o

f 
re

fe
rr

ed
 c

la
us

e 
nu

m
be

rs
 in

 “
R

es
ul

t”
. 

「
結
果
」
で
引
用
さ
れ
て
い
る
項
番
号
リ
ス
ト
の
最

後
の
コ
ン
マ
の
代
わ
り
に
、
「

an
d」

を
使
う
。

 

 

A
dd

 “
an

d”
 to

 th
e 

lis
t a

s “
6.

1.
1,

 6
.1

.2
, 6

.1
.3

.1
, 6

.1
.3

.2
, 6

.1
.4

, 
6.

2.
3 

an
d 

6.
2.

4”
. 

“6
.1

.1
, 6

.1
.2

, 6
.1

.3
.1

, 6
.1

.3
.2

, 6
.1

.4
, 6

.2
.3

 a
nd

 6
.2

.4
”の

よ
う

に
、
リ
ス
ト
に
「

an
d」

を
追
加
す
る
。
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 C
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R
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R
/P

G
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Pa
ge

 2
 o

f 1
1 

  

JP
1 

N
A

 
M

an
y 

cl
au

se
s 

N
A

 
G

e/
Te

 
In

 1
C

D
, “

m
ea

su
rin

g 
in

st
ru

m
en

t”
 w

as
 re

pl
ac

ed
 w

ith
 

“m
ea

su
rin

g 
eq

ui
pm

en
t”

 in
 m

an
y 

cl
au

se
s. 

W
e 

co
ns

id
er

 th
at

 th
is

 c
ha

ng
e 

is 
du

e 
to

 a
 fa

ct
 th

at
 th

e 
la

tte
r i

s u
se

d 
in

 IS
O

 st
an

da
rd

s s
uc

h 
as

 IS
O

/IE
C

 
17

02
5 

an
d 

IS
O

 1
00

12
. H

ow
ev

er
, “

m
ea

su
rin

g 
eq

ui
pm

en
t”

 is
 n

ot
 u

se
d 

co
m

m
on

ly
 in

 m
et

ro
lo

gy
 a

nd
 

it 
is

 d
ef

in
ed

 n
ei

th
er

 in
 V

IM
L 

(V
 1

:2
01

3)
 n

or
 V

IM
 

(V
 2

-2
00

). 
 

O
n 

th
e 

ot
he

r h
an

d,
 “

m
ea

su
rin

g 
sy

st
em

” 
is

 u
se

d 
fr

eq
ue

nt
ly

 in
 m

et
ro

lo
gy

 a
nd

 it
 is

 d
ef

in
ed

 0
.1

2 
of

 
V

IM
L.

 T
hi

s t
er

m
 se

em
s t

o 
ha

ve
 a

 si
m

ila
r m

ea
ni

ng
 

w
ith

 “
m

ea
su

rin
g 

eq
ui

pm
en

t”
. 

A
lth

ou
gh

 w
e 

pr
ef

er
 “

m
ea

su
rin

g 
sy

st
em

”,
 

“m
ea

su
rin

g 
eq

ui
pm

en
t”

 is
 a

cc
ep

ta
bl

e 
be

ca
us

e 
th

is
 is

 
a 

jo
in

t d
oc

um
en

t a
nd

 th
is

 te
rm

 is
 u

se
d 

co
m

m
on

ly
 in

 
IL

A
C

. I
f t

he
 la

tte
r i

s e
m

pl
oy

ed
 in

 th
is

 d
oc

um
en

t, 
pl

ea
se

 e
xp

la
in

 th
e 

di
ff

er
en

ce
 fr

om
 “

m
ea

su
rin

g 
in

st
ru

m
en

t”
. D

ef
in

iti
on

s i
n 

C
la

us
es

 3
.7

 a
nd

 3
.8

 d
o 

no
t e

xp
la

in
 th

e 
di

ff
er

en
ce

 c
le

ar
ly

. 

In
 a

dd
iti

on
, “

m
ea

su
rin

g 
in

st
ru

m
en

t”
 re

m
ai

ns
 in

 5
.2

, 
6.

3.
1,

 6
.4

.1
, 6

.5
.1

, 6
.6

.1
, 6

.6
.2

 a
nd

 6
.7

.1
. I

n 
so

m
e 

cl
au

se
s, 

it 
sh

ou
ld

 b
e 

co
rr

ec
te

d.
  

1C
D
の
多
く
の
項
に
お
い
て
「
計
量
器
」
が
「
計
量
装

置
」
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。
我
々
は
こ
の
変
更
は
、
後

者
が

IS
O

/IE
C

 1
70

25
や

IS
O

 1
00

12
な
ど
の

IS
O
規

格
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
起
因
す
る

と
考
え
る
。
し
か
し
「
計
量
装
置
」
は
計
量
学
に
お
い

て
あ
ま
り
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ

V
IM

L 
(V

 
1:

20
13

)や
V

IM
 (V

 2
-2

00
)で

も
定
義
さ
れ
て
い
な

い
。

 

一
方
で
、
「
計
量
シ
ス
テ
ム
」
は
計
量
学
で
頻
繁
に
使

わ
れ
て
お
り
、

V
IM

L
の

0.
12

で
定
義
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
用
語
は
「
計
量
装
置
」
に
近
い
意
味
を
も
っ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。

 

我
々
は
「
計
量
シ
ス
テ
ム
」
を
好
む
が
、
こ
れ
は

IL
A

C
と
の
合
同
文
書
な
の
で
、
「
計
量
装
置
」
も
容

認
で
き
る
。
も
し
こ
の
文
書
で
こ
の
用
語
が
採
用
さ
れ

る
な
ら
、
「
計
量
器
」
と
の
違
い
に
つ
い
て
説
明
し
て

頂
き
た
い
。

3.
7
と

3.
8
の
定
義
は
こ
の
違
い
を
明
確

に
説
明
し
て
い
な
い
。

 

更
に
、
「
計
量
器
」
が

5.
2,

 6
.3

.1
, 6

.4
.1

, 6
.5

.1
, 6

.6
.1

, 

W
e 

re
co

m
m

en
d 

ad
di

ng
 a

 n
ot

e 
to

 3
.7

 o
r 3

.8
 re

ga
rd

in
g 

th
e 

di
ff

er
en

ce
 b

et
w

ee
n 

“m
ea

su
rin

g 
in

st
ru

m
en

t”
 a

nd
 “

m
ea

su
rin

g 
eq

ui
pm

en
t”

 a
s p

ro
po

se
d 

be
lo

w
.  

N
ot

e 
fo

r D
 1

0:
 A

 m
ea

su
ri

ng
 in

st
ru

m
en

t i
s a

 c
om

po
ne

nt
 o

f a
 

m
ea

su
ri

ng
 e

qu
ip

m
en

t w
hi

ch
 p

la
ys

 a
n 

im
po

rt
an

t r
ol

e 
fo

r 
m

ea
su

re
m

en
t. 

So
m

e 
m

ea
su

ri
ng

 in
st

ru
m

en
t c

an
 b

e 
us

ed
 

in
de

pe
nd

en
tly

 to
 c

om
pl

et
e 

a 
m

ea
su

re
m

en
t p

ro
ce

ss
 o

r r
ea

liz
e 

a 
ph

ys
ic

al
 q

ua
nt

ity
.  

In
 a

dd
iti

on
, “

m
ea

su
rin

g 
in

st
ru

m
en

t”
 sh

ou
ld

 b
e 

re
pl

ac
ed

 w
ith

 
“m

ea
su

rin
g 

eq
ui

pm
en

t”
 in

 C
la

us
es

 5
.2

, 6
.3

.1
, 6

.5
.1

 a
nd

 6
.6

.2
.  

「
計
量
器
」
と
「
計
量
装
置
」
の
違
い
に
関
す
る
付
記
を
、
以

下
に
提
案
す
る
通
り
、

3.
7
又
は

3.
8
へ
追
加
す
る
こ
と
を
提
案

す
る
。

 

D
10

へ
の
付
記
：
計
量
器
は
計
量
装
置
の
構
成
部
分
で
あ
り
、

測
定
の
た
め
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
一
部
の
計
量
器
は
計

量
プ
ロ
セ
ス
を
完
了
す
る
た
め
、
又
は
物
理
量
を
実
現
す
る
た

め
に
独
立
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

更
に

5.
2,

 6
.3

.1
, 6

.5
.1
及
び

6.
6.

2
に
お
い
て
、
「
計
量
器
」
を

「
計
量
装
置
」
で
置
き
換
え
る
べ
き
で
あ
る
。
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m
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Pa
ge

 3
 o

f 1
1 

6.
6.

2 
及
び

6.
7.

1
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
る
。
一
部
の

項
で
は
、
修
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

 

 

JP
2 

N
A

 
3.

10
 te

st
in

g 
la

bo
ra

to
ry

 
1st

 
se

nt
en

ce
 

Te
/e

d 
W

e 
re

co
m

m
en

d 
th

e 
de

fin
iti

on
 o

f “
te

st
in

g 
la

bo
ra

to
ry

” 
be

 c
om

pl
ia

nt
 w

ith
 th

at
 o

f “
te

st
in

g”
 in

 
A

.1
0 

of
 V

IM
L 

(O
IM

L 
V

 1
: 2

01
3)

. 

我
々
は
「
試
験
所
」
の
定
義
を
、

V
IM

L（
…
）
の

A
.1

0
の
「
試
験
」
の
も
の
と
整
合
化
さ
せ
る
こ
と
を

推
奨
す
る
。

 

 

R
ec

om
m

en
d 

th
e 

fo
llo

w
in

g 
ch

an
ge

. 

3.
10

 te
st

in
g 

la
bo

ra
to

ry
 

bo
dy

 th
at

 p
er

fo
rm

s d
et

er
m

in
at

io
n 

on
e 

or
 m

or
e 

ch
ar

ac
te

ri
st

ic
s 

of
 te

st
in

g 
an

 o
bj

ec
t o

f c
on

fo
rm

ity
 a

ss
es

sm
en

t, 
ac

co
rd

in
g 

to
 a

 
pr

oc
ed

ur
e 

以
下
の
変
更
を
推
奨

す
る
。

 

3.
10

 試
験
所

 

あ
る
適
合
性
評
価
の

対
象
物
の
一
つ
又
は
そ
れ
以
上
の
特
性

を
、
あ
る
手
続
き
に

従
っ
て
決
定
す
る
機
関

 

 

 

JP
3 

N
A

 
4 

G
en

er
al

 
as

pe
ct

s 
N

A
 

Te
 

W
he

n 
so

m
e 

m
ea

su
rin

g 
eq

ui
pm

en
t i

s c
al

ib
ra

te
d,

 e
ac

h 
de

vi
ce

 o
r m

ea
su

rin
g 

in
st

ru
m

en
t w

hi
ch

 c
om

po
se

s t
he

 
eq

ui
pm

en
t m

us
t b

e 
ca

lib
ra

te
d 

se
pa

ra
te

ly
. W

e 
pr

op
os

e 
ad

di
ng

 a
 n

ot
e 

re
ga

rd
in

g 
su

ch
 a

 c
al

ib
ra

tio
n 

sc
he

m
e.

 

あ
る
計
量
装
置
が
校
正
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
を
構
成
す

る
装
置
や
計
量
器
を
別
に
校
正
す
る
必
要
が
あ
る
場
合

も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
校
正
手
法
に
つ
い
て
、
付
記
を

追
加
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 

 

R
ec

om
m

en
d 

ad
di

ng
 a

 n
ot

e 
to

 a
n 

ap
pr

op
ria

te
 c

la
us

e 
in

 
C

ha
pt

er
 4

 a
s p

ro
po

se
d 

be
lo

w
. 

N
ot

e:
 F

or
 so

m
e 

ki
nd

s o
f m

ea
su

ri
ng

 e
qu

ip
m

en
t, 

ea
ch

 d
ev

ic
e 

or
 

m
ea

su
ri

ng
 in

st
ru

m
en

t w
hi

ch
 c

om
po

se
s t

he
 e

qu
ip

m
en

t m
us

t b
e 

ca
lib

ra
te

d 
se

pa
ra

te
ly

. I
n 

th
is

 c
as

e,
 a

 c
om

bi
ne

d 
m

ea
su

re
m

en
t 

un
ce

rt
ai

nt
y 

of
 th

e 
m

ea
su

ri
ng

 e
qu

ip
m

en
t i

s c
al

cu
la

te
d 

fr
om

 
th

e 
un

ce
rt

ai
nt

ie
s a

ro
se

 fr
om

 a
ll 

de
vi

ce
s a

nd
 m

ea
su

ri
ng

 
in

st
ru

m
en

ts
. 

第
4
章
の
適
切

な
項
へ
、
以
下
の
よ
う
な
付
記
を
追
加
す
る
こ

と
を
提
案
す
る
。

 

付
記
：
あ
る
種
類
の

計
量
装
置
で
は
、
そ
の
装
置
を
校
正
す
る

各
々
の
装
置
や
計
量
器
を
別
に
校
正
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
も

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
計
量
装
置
の
合
成
不
確
か
さ
が

全
て
の
装
置
と
計
量

器
か
ら
生
じ
る
不
確
か
さ
か
ら
計
算
さ
れ

る
。

 

 

 

JP
4 

N
A

 
4.

5 
A

ll 
Ed

 
Th

is
 c

la
us

e 
is

 n
ot

 c
le

ar
 a

lth
ou

gh
 it

 e
xi

st
s i

n 
th

e 
pr

es
en

t D
 1

0.
 

こ
の
項
は
現
行
版
の

D
10

に
も

存
在
す
る
が
、
分
か

り
に
く
い
。

 

 

W
e 

re
co

m
m

en
d 

re
ph

ra
si

ng
 th

is
 c

la
us

e 
as

 sh
ow

n 
be

lo
w

, f
or

 
ex

am
pl

e.
 

Th
e 

co
st

 o
f c

al
ib

ra
tio

n 
ca

nn
ot

 n
or

m
al

ly
 b

e 
ig

no
re

d 
in

 
de

te
rm

in
in

g 
th

e 
re

ca
lib

ra
tio

n 
in

te
rv

al
s. 

H
ow

ev
er

, a
 re

du
ct

io
n 

of
 th

e 
co

st
 m

ay
 le

ad
 a

 lo
ng

er
 c

al
ib

ra
tio

n 
in

te
rv

al
 w

ith
 a

n 
in

cr
ea

se
d 

m
ea

su
re

m
en

t u
nc

er
ta

in
ty

. S
uc

h 
a 

de
gr

ad
e 

in
 th

e 
ca

lib
ra

tio
n 

sc
he

m
e 

de
cr

ea
se

s t
he

 m
ea

su
re

m
en

t q
ua

lit
y 

an
d 
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Pa
ge

 4
 o

f 1
1 

fin
al

ly
 ri

sk
s t

he
 c

re
di

bi
lit

y 
of

 th
e 

te
st

in
g 

la
bo

ra
to

ry
. 

例
え
ば
、
以
下
の
よ

う
な
書
き
換
え
を
提
案
す
る
。

 

再
校
正
間
隔
の
決
定

で
は
、
通
常
は
校
正
コ
ス
ト
を
無
視
で
き

な
い
。
し
か
し
そ
の
コ
ス
ト
の
低
減
は
、
測
定
の
不
確
か
さ
の

増
加
を
伴
う
、
よ
り

長
い
校
正
間
隔
に
繋
が
る
可
能
性
が
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
校

正
手
続
き
の
（
品
質
）
低
下
は
、
測
定
の

品
質
を
低
下
さ
せ
、

最
終
的
に
は
試
験
所
の
信
用
を
損
な
う
こ

と
に
な
る
。

 

 

JP
5 

N
A

 
5.

1 
2nd

 a
nd

 
8th

 it
em

s 
Ed

 
R

eg
ar

di
ng

 th
e 

fa
ct

or
s f

or
 d

ec
id

in
g 

in
iti

al
 

re
ca

lib
ra

tio
n 

in
te

rv
al

, t
he

 2
nd

 a
nd

 8
th

 it
em

s a
re

 n
ot

 
cl

ea
r. 

最
初
の
校
正
間
隔
を
決
定
す
る
要
素
の
、
第
２
と
８
項

目
は
分
か
り
に
く
い
。

 

 

W
e 

re
co

m
m

en
d 

re
ph

ra
si

ng
 th

es
e 

ite
m

s a
s s

ho
w

n 
be

lo
w

, f
or

 
ex

am
pl

e.
 

- m
an

uf
ac

tu
re

r’
s r

ec
om

m
en

da
tio

n 
re

ga
rd

in
g 

th
e 

m
ea

su
ri

ng
 

eq
ui

pm
en

t (
e.

g.
, s

ug
ge

st
io

ns
 fr

om
 th

e 
m

an
uf

ac
tu

re
r w

he
n 

th
e 

un
ce

rt
ai

nt
y 

of
 m

ea
su

re
m

en
t i

s r
eq

ui
re

d 
or

 d
ec

la
re

d 
by

 th
e 

te
st

in
g 

la
bo

ra
to

ry
 b

as
ed

 o
n 

th
e 

ac
cu

ra
cy

 o
f i

ns
tr

um
en

t);
 

…
…

…
…

…
…

…
…

 

- r
is

k 
as

se
ss

m
en

t a
na

ly
si

s i
n 

re
la

tio
n 

to
 th

e 
co

ns
eq

ue
nc

es
 

w
he

n 
th

e 
re

ca
lib

ra
tio

n 
in

te
rv

al
 is

 d
et

er
m

in
ed

 in
co

rr
ec

tly
. 

例
え
ば
、
以
下
の
よ

う
な
書
き
換
え
を
提
案
す
る
。

 

-測
定
器
の
製
造
者

に
よ
る
推
奨
事
項
（
例
え
ば
、
計
量
器
の
正

確
さ
に
基
づ
い
て
試
験
所
に
よ
っ
て
測
定
の
不
確
か
さ
が
要
求

ま
た
は
宣
言
さ
れ
た
際
に
、
製
造
者
か
ら
与
え
ら
れ
た
助
言
）

; 

…
…
…
…
…
…
…
…

 

-再
校
正
間
隔
が
誤

っ
て
決
定
さ
れ
た
場
合
に
生
ず
る
結
果
に
関

連
し
た
リ
ス
ク
評
価
分
析

; 

 

 

JP
6 

N
A

 
5.

2 
2nd

 
se

nt
en

ce
 

Te
/E

d 
M

ak
e 

a 
co

rr
ec

tio
n 

fo
llo

w
in

g 
ou

r c
om

m
en

t J
P1

. 

我
々
の
コ
メ
ン
ト

JP
1
に
従
っ

て
修
正
す
る
。

 

 

R
ep

la
ce

 “
m

ea
su

rin
g 

in
st

ru
m

en
t”

 w
ith

 “
m

ea
su

rin
g 

eq
ui

pm
en

t”
. 

「
計
量
器
」
を
「
計
量
装
置
」
に
置
き
換
え
る
。

 

 

 

JP
7 

N
A

 
6.

1.
1,

 6
.2

.2
, 

6.
3.

2 
an

d 
6.

7.
2 

 

N
A

 
Ed

 
Si

m
ila

r e
xp

re
ss

io
ns

 u
si

ng
 a

 w
or

d 
“b

al
an

ce
” 

ar
e 

us
ed

 
in

 th
is

 d
oc

um
en

t. 
H

ow
ev

er
, t

he
ir 

m
ea

ni
ng

s e
xc

ep
t 

fo
r 6

.1
.1

 a
re

 n
ot

 c
le

ar
. W

e 
un

de
rs

ta
nd

 th
at

 “
ba

la
nc

e”
 

m
ea

ns
 “

ba
la

nc
e 

be
tw

ee
n 

ris
ks

 a
nd

 c
os

ts
”.

 

こ
の
文
書
で
は
、
「
バ
ラ
ン
ス
」
と
い
う
単
語
を
使
っ

Pr
op

os
e 

am
en

dm
en

ts
 b

y 
ad

di
ng

 “
be

tw
ee

n 
ris

ks
 a

nd
 c

os
ts

”.
 

Th
ey

 a
re

 g
iv

en
 in

 re
sp

ec
tiv

e 
cl

au
se

s, 
6.

2.
2,

 6
.3

.2
 a

nd
 6

.7
.2

. 

「
リ
ス
ク
と
コ
ス
ト
の
間
の
」
を
追
加
し
た
修
正
案
を
提
案
す

る
。
そ
れ
ら
は
対
応
す
る
項
目

6.
2.

2,
 6

.3
.2

 及
び

6.
7.

2
に
示
さ

れ
て
い
る
。
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O
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E

 
O
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V

A
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O
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T

H
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C

O
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N
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R
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G
 

on
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ac
h 

co
m

m
en

t s
ub

m
itt

ed
 

 

Pa
ge

 5
 o

f 1
1 

た
類
似
し
た
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し

6.
1.

1
を
除
い
て
、
そ
の
意
味
は
不
明
確
で
あ
る
。
我
々
は

「
バ
ラ
ン
ス
」
と
は
「
リ
ス
ク
と
コ
ス
ト
の
間
の
バ
ラ

ン
ス
」
で
あ
る
と
理
解
す
る
。

 

 

 

JP
8 

N
A

 
6.

1.
3 

 

A
ll 

Ed
 

Th
is

 c
la

us
e 

is
 n

ot
 c

le
ar

. W
e 

re
co

m
m

en
d 

no
t t

o 
us

e 
“b

eh
av

io
ur

al
” 

an
d 

“p
er

io
di

ci
tie

s”
 fo

r n
on

-n
at

iv
e 

sp
ea

ke
rs

 o
f E

ng
lis

h.
 

こ
の
項
は
不
明
確
で
あ
る
。
英
語
の
ネ
イ
テ
ィ
ブ
で
は

な
い
者
の
た
め
に
、
「
振
る
舞
い
の
」
、
「
周
期
性

群
」
は
使
う
べ
き
で
は
な
い
。

 

 

W
e 

re
co

m
m

en
d 

re
ph

ra
si

ng
 th

is
 c

la
us

e 
as

 sh
ow

n 
be

lo
w

, f
or

 
ex

am
pl

e.
 

It 
is

 re
co

m
m

en
de

d 
fo

r n
ew

 m
ea

su
ri

ng
 e

qu
ip

m
en

t t
o 

be
 

ca
lib

ra
te

d 
m

or
e 

fr
eq

ue
nt

ly
 a

t t
he

 b
eg

in
ni

ng
 to

 k
no

w
 a

 tr
en

d 
of

 c
ha

ng
e 

in
 it

s c
ha

ra
ct

er
is

tic
s. 

Af
te

r t
hi

s a
na

ly
si

s, 
th

e 
re

ca
lib

ra
tio

n 
in

te
rv

al
s m

ay
 b

e 
re

-e
va

lu
at

ed
. 

N
ot

e:
 It

 is
 re

co
m

m
en

de
d 

in
 th

e 
an

al
ys

is
 to

 c
ol

le
ct

 c
al

ib
ra

tio
n 

da
ta

 a
t l

ea
st

 fr
om

 th
re

e 
su

cc
es

si
ve

 p
er

io
di

ca
l c

al
ib

ra
tio

ns
 to

 
es

ta
bl

is
h 

th
e 

tr
en

d.
 

我
々
は
例
え
ば
、
以

下
の
書
き
換
え
を
提
案
す
る
。

 

6.
1.

3 
新
し
い
測
定
機
器
計
器
は
、
特
性
の
変
化
の
傾
向
を
知
る

た
め
に
、
最
初
は
頻

繁
に
校
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
評
価
の
後
、
再
校

正
の
周
期
を
評
価
し
直
し
て
も
よ
い
。

 

付
記
：

 こ
の
評
価
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も

3
回
の
連
続
す
る

周
期
的
な
校
正
に
お

い
て
校
正
デ
ー
タ
を
収
集
す
る
こ
と
が
推

奨
さ
れ
る
。

 

 

 

JP
9 

N
A

 
6.

2.
1 

A
lm

os
t 

al
l 

Ed
 

So
m

e 
pa

rts
 o

f t
hi

s c
la

us
e 

ar
e 

no
t c

le
ar

 a
nd

 
re

du
nd

an
t. 

W
e 

al
so

 p
ro

po
se

 re
in

se
rti

ng
 “

ty
pi

ca
l”

 to
 

th
e 

2nd
 se

nt
en

ce
 b

ec
au

se
 it

 is
 d

iff
ic

ul
t t

o 
de

ci
de

 a
n 

ap
pr

op
ria

te
 p

er
ce

nt
ag

e 
fo

r e
ac

h 
ca

se
 o

f a
ll 

po
ss

ib
le

 
m

ea
su

re
m

en
ts

. I
n 

th
e 

no
te

, “
R

P-
1”

 sh
ou

ld
 b

e 
re

fe
rr

ed
 u

si
ng

 th
e 

na
m

e 
of

 th
e 

pr
ac

tic
e.

 

こ
の
項
の
一
部
は
分
か
り
に
く
く
、
冗
長
で
あ
る
。

我
々
は
ま
た
、
第
二
段
落
へ
「
典
型
的
な
」
を
再
び
挿

入
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
生
じ
う
る

全
て
の
測
定
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
つ
い
て
適
切
な
パ

ー
セ
ン
ト
を
設
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
か
ら
。
付
記
に

お
い
て
「

R
P-

1」
は
、
そ
の
手
法
の
名
前
で
引
用
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。

 

 

W
e 

re
co

m
m

en
d 

re
ph

ra
si

ng
 th

e 
1st

 a
nd

 2
nd

 se
nt

en
ce

s a
s s

ho
w

n 
be

lo
w

, f
or

 e
xa

m
pl

e.
 

Ea
ch

 ti
m

e 
a 

m
ea

su
ri

ng
 e

qu
ip

m
en

t i
s c

al
ib

ra
te

d 
on

 a
 ro

ut
in

e 
ba

si
s, 

th
e 

su
bs

eq
ue

nt
 re

ca
lib

ra
tio

n 
in

te
rv

al
 is

 e
xt

en
de

d 
(o

r 
un

ch
an

ge
d)

 if
 th

e 
de

vi
at

io
n 

fr
om

 th
e 

re
fe

re
nc

e 
va

lu
e 

is
 fo

un
d 

to
 b

e 
w

ith
in

 a
n 

ap
pr

op
ri

at
el

y-
de

fin
ed

 p
er

ce
nt

ag
e 

of
 th

e 
ra

ng
e 

be
tw

ee
n 

th
e 

m
ax

im
um

 p
er

m
is

si
bl

e 
er

ro
rs

 (M
PE

s)
. O

th
er

w
is

e,
 

th
e 

in
te

rv
al

 is
 re

du
ce

d 
w

he
n 

th
e 

de
vi

at
io

n 
is

 o
ut

si
de

 th
is

 
pe

rc
en

ta
ge

. T
he

 M
PE

s m
ay

 b
e 

re
pl

ac
ed

 w
ith

 a
ny

 o
th

er
 se

t o
f 

lim
its

 a
s r

eq
ui

re
d.

 It
 is

 re
co

m
m

en
de

d 
to

 d
ec

id
e 

th
e 

pa
re

nt
ag

e 
fo

r t
yp
ic
al

 in
di

vi
du

al
 c

as
es

 (e
.g

., 
80

 %
 o

f t
he

 ra
ng

e 
of

 M
PE

s)
. 

W
e 

re
co

m
m

en
d 

re
ph

ra
si

ng
 th

e 
4th

 se
nt

en
ce

 a
s s

ho
w

n 
be

lo
w

, 
fo

r e
xa

m
pl

e.
 

W
he

n 
th

e 
re

co
rd

s o
f c

al
ib

ra
tio

n 
ar

e 
m

ai
nt

ai
ne

d 
an

d 
ut

ili
se

d,
 

fu
tu

re
 tr

ou
bl

es
 w

ith
 a

 g
ro

up
 o

f m
ea

su
ri

ng
 e

qu
ip

m
en

t w
ill

 b
e 

pr
ed

ic
te

d 
be

ca
us

e 
th

e 
re

co
rd

s i
nd

ic
at

e 
ne

ed
s f

or
 te

ch
ni

ca
l 

m
od

ifi
ca

tio
ns

 o
r p

re
ve

nt
iv

e 
m

ai
nt

en
an

ce
. 
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Pa
ge

 6
 o

f 1
1 

W
e 

re
co

m
m

en
d 

re
ph

ra
si

ng
 th

e 
no

te
 a

s s
ho

w
n 

be
lo

w
, f

or
 

ex
am

pl
e.

 

N
ot

e:
 N

C
SL

 R
ec

om
m

en
de

d 
Pr

ac
tic

e 
RP

-1
 [9

] 
de

sc
ri

be
s t

he
 

si
m

ila
r S

im
pl

e 
Re

sp
on

se
 M

et
ho

d 
(M

et
ho

d 
A1

). 
Al

th
ou

gh
 th

is
 

m
et

ho
d 

is
 in

ex
pe

ns
iv

e 
to

 im
pl

em
en

t, 
ra

nd
om

 m
ea

su
re

m
en

t 
re

su
lts

 (w
ith

 e
rr

or
s f

al
lin

g 
w

ith
in

 o
r o

ut
si

de
 th

e 
se

t l
im

its
) 

es
se

nt
ia

lly
 d

ri
ve

 th
e 

ca
lib

ra
tio

n 
in

te
rv

al
 to

 c
ha

ng
e,

 th
us

 th
e 

us
er

 m
us

t c
om

pr
om

is
e 

th
e 

re
su

lts
. A

s o
th

er
 p

ro
bl

em
s, 

th
e 

ca
lib

ra
tio

n 
in

te
rv

al
 a

pp
ro

ac
he

s t
he

 c
or

re
ct

 in
te

rv
al

 sl
ow

ly
 

an
d 

th
e 

co
rr

ec
t i

nt
er

va
l m

ay
 n

ot
 b

e 
m

ai
nt

ai
ne

d 
ev

en
 a

fte
r i

t 
ha

s b
ee

n 
ac

hi
ev

ed
. A

 si
m

ila
r p

oi
nt

 o
f v

ie
w

 m
ay

 th
er

ef
or

e 
al

so
 

ap
pl

y 
to

 M
et

ho
d 

1 
he

re
in

. 

我
々
は
第
１
～
２
段

落
に
つ
い
て
、
例
え
ば
以
下
の
書
き
換
え

を
提
案
す
る
。

 

定
常
業
務
に
お
い
て

計
量
装
置
が
校
正
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
場
合

に
つ
い
て
、
参
照
標
準
と
の
偏
差
が
最
大
許
容
値
（

M
PE

）
の

範
囲
内
で
適
切
に
設

定
さ
れ
た
パ
ー
セ
ン
ト
（
範
囲
）
の
中
に

あ
る
場
合
は
、
そ
れ
に
続
く
校
正
の
周
期
を
延
長
す
る
（
又
は

変
更
し
な
い
）
。
そ
れ
以
外
、
つ
ま
り
偏
差
が
そ
の
パ
ー
セ
ン

ト
を
超
え
た
場
合
に

は
周
期
を
短
縮
す
る
。

M
PE

は
、
必
要
に

応
じ
て
他
の
適
切
な

限
界
値
で
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
く
つ
か
の
典典

型
的的

なな
個
別
の
場
合
に
つ
い
て
、
パ
ー
セ
ン
ト

の
値
を
決
定
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
（
例
え
ば

M
PE

範
囲
の

80
%
）
。

 

我
々
は
第
４
段
落
に

つ
い
て
、
例
え
ば
以
下
の
書
き
換
え
を
提

案
す
る
。

 

校
正
の
記
録
が
残
さ

れ
て
利
用
さ
れ
る
場
合
、
計
量
装
置
の
グ

ル
ー
プ
に
お
い
て
将

来
生
じ
得
る
ト
ラ
ブ
ル
は
予
想
で
き
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の

記
録
か
ら
技
術
的
な
修
正
や
予
防
措
置
の

必
要
性
が
予
見
さ
れ

る
か
ら
。

 

我
々
は
付
記
に
つ
い

て
、
例
え
ば
以
下
の
書
き
換
え
を
提
案
す

る
。

 

付
記
：

 N
C

SL
推
奨
手
法

RP
-1

 [ 
9 

]は
、
類
似
の
単
純
応
答
法

（
手
法

A1
）
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
。
こ
の
手
法
は
安
価
に

実
施
で

 き
る
も
の
の
、
本
質
的
に
偶
発
的
な
測
定
結
果
（
設
定

限
界
の
範
囲
内
又
は

範
囲
外
に
収
ま
る
誤
差
を
伴
う
）
が
校
正

間
隔
の
変
化
を
促
し

、
し
た
が
っ
て
使
用
者
は
そ
の
結
果
を
受

け
入
れ
ざ
る
を
得
な

い
。
そ
の
他
の
問
題
と
し
て
、
校
正
間
隔

は
ゆ
っ
く
り
と
正
し

い
間
隔
に
近
づ
き
、
そ
し
て
い
っ
た
ん
達

成
さ
れ
た
後
も
、
そ
の
間
隔
を
維
持
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
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Pa
ge

 7
 o

f 1
1 

る
。
こ
れ
に
類
似
し

た
視
点
は
、
こ
の
文
書
の
中
の
手
法

1
に

も
当
て
は
ま
る
。

 

 

JP
10

 
N

A
 

6.
2.

2 
A

ll 
Ed

 
Fo

llo
w

in
g 

ou
r c

om
m

en
t J

P7
, c

ha
ng

e 
th

e 
ex

pr
es

si
on

. 

コ
メ
ン
ト

JP
7
に
従
っ
て
表
現
を
修
正
す
る
。

 

 

C
ha

ng
e 

th
e 

ex
pr

es
si

on
 a

s f
ol

lo
w

s. 

…
 it

 is
 d

iff
ic

ul
t t

o 
ke

ep
 th

e 
ca

lib
ra

tio
n 

w
or

kl
oa

d 
sm

oo
th

 a
nd

 
ba

la
nc

ed
 b

et
w

ee
n 

ri
sk

s a
nd

 c
os

ts
, a

nd
 th

at
 …

 

以
下
の
よ
う
に
修
正

す
る
。

 

…
校
正
の
作
業
負
荷
を
円
滑
に
、
か
つ
リ
ス
ク
と
コ
ス
ト
の
バ

ラ
 ン

ス
を
と
っ
て
維
持
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
こ
と

…
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6.
2.

3 
A

ll 
Ed

 
Th

is
 c

la
us

e 
is

 n
ot

 c
le

ar
 a

lth
ou

gh
 it

 e
xi

st
s i

n 
th

e 
pr

es
en

t D
 1

0.
 

こ
の
文
章
は
現
行
版
の

D
10

に
も
存
在
す
る
が
、
分

か
り
に
く
い
。

 

 

W
e 

re
co

m
m

en
d 

re
ph

ra
si

ng
 th

is
 c

la
us

e 
as

 sh
ow

n 
be

lo
w

, f
or

 
ex

am
pl

e.
 

6.
2.

3 
It 

w
ou

ld
 b

e 
in

ap
pr

op
ri

at
e 

to
 se

t a
n 

ex
tr

em
el

y 
lo

ng
 o

r 
sh

or
t r

ec
al

ib
ra

tio
n 

in
te

rv
al

 u
si

ng
 th

is
 m

et
ho

d.
 S

uc
h 

a 
ca

se
 

m
ay

 le
ad

 ri
sk

s a
ss

oc
ia

te
d 

w
ith

 w
ith

dr
aw

in
g 

la
rg

e 
nu

m
be

rs
 o

f 
ce

rt
ifi

ca
te

s i
ss

ue
d,

 o
r r

ep
ea

tin
g 

a 
lo

t o
f w

or
k,

 a
nd

 su
ch

 ri
sk

s 
m

ay
 u

lti
m

at
el

y 
be

 u
na

cc
ep

ta
bl

e.
 

我
々
は
例
え
ば
以
下

の
書
き
換
え
を
提
案
す
る
。

 

6.
2.

3 
こ
の
手
法
を
使
っ
て
極
端
に
長
く
又
は
短
い
再
校
正
周
期

を
設
定
す
る
こ
と
は

、
不
適
切
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合

は
、
発
行
さ
れ
て
い

る
数
多
く
の
証
明
書
を
撤
回
す
る
こ
と
、

又
は
数
多
く
の
業
務

を
や
り
直
す
こ
と
に
も
な
り
、
こ
の
よ
う

な
リ
ス
ク
は
最
終
的

に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

 

 

 

JP
12

 
N

A
 

6.
3.

1 
3rd

 
se

nt
en

ce
 

Ed
 

Th
e 

3rd
 se

nt
en

ce
 is

 n
ot

 c
le

ar
 a

lth
ou

gh
 it

 e
xi

st
s i

n 
th

e 
pr

es
en

t D
 1

0.
 

第
3
文
は
現
行

版
の

D
10

に
も

存
在
す
る
が
、
第
３

文
の
意
味
が
分
か
り
に
く
い
。

 

 

W
e 

re
co

m
m

en
d 

re
ph

ra
si

ng
 th

is
 se

nt
en

ce
 a

s s
ho

w
n 

be
lo

w
, f

or
 

ex
am

pl
e.

 

Fr
om

 th
es

e 
pl

ot
s, 

bo
th

 d
is

pe
rs

io
n 

of
 re

su
lts

 a
nd

 th
e 

in
st

ru
m

en
ta

l d
ri

ft 
ar

e 
ca

lc
ul

at
ed

. T
he

 in
st

ru
m

en
ta

l d
ri

ft 
is

 th
e 

m
ea

n 
dr

ift
 n

or
m

al
ly

 o
ve

r o
ne

 re
ca

lib
ra

tio
n 

in
te

rv
al

 a
lth

ou
gh

 
se

ve
ra

l i
nt

er
va

ls
 m

ay
 b

e 
ta

ke
n 

in
to

 c
al

cu
la

tio
n 

fo
r v

er
y 

st
ab

le
 

m
ea

su
ri

ng
 e

qu
ip

m
en

t. 

我
々
は
例
え
ば
以
下

の
書
き
換
え
を
提
案
す
る
。

 

こ
れ
ら
プ
ロ
ッ
ト
し

た
点

 か
ら
、
結
果
の
ば
ら
つ
き
と
計
器
の

ド
リ
フ
ト
の
両
方
が
計
算
さ
れ
る
。
こ
の
計
器
の
ド
リ
フ
ト
は

通
常
一
つ
の
再
校
正

周
期
を
通
じ
た
平
均
ド
リ
フ
ト
で
あ
る

が
、
非
常
に
安
定
し

た
計
量
装
置
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
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Pa
ge

 8
 o

f 1
1 

周
期
に
つ
い
て
計
算

し
て
も
良
い
。

 

 

JP
13

 
N

A
 

6.
3.

2 
A

ll 
Ed

 
Th

is
 c

la
us

e,
 th

e 
4th

 se
nt

en
ce

 p
ar

tic
ul

ar
ly

, i
s n

ot
 

cl
ea

r. 
 

こ
の
項
、
特
に
第

4
文
は
不
明

確
で
あ
る
。

 

 

In
 th

e 
2nd

 se
nt

en
ce

, t
he

 e
xp

re
ss

io
n 

“v
ar

ia
bi

lit
y 

pr
op

er
tie

s”
 is

 
no

t c
le

ar
. I

n 
th

e 
3rd

 se
nt

en
ce

, r
ep

la
ce

 “
ba

la
nc

ed
 w

or
kl

oa
d”

 
w

ith
 “

ba
la

nc
ed

 w
or

kl
oa

d 
be

tw
ee

n 
ris

ks
 a

nd
 c

os
ts

” 
fo

llo
w

in
g 

ou
r c

om
m

en
t J

P7
.  

Fo
r t

he
 4

th
 se

nt
en

ce
 le

d 
by

 “
H

ow
ev

er
, a

 c
on

si
de

ra
bl

e 
…

”,
 w

e 
ca

nn
ot

 p
ro

po
se

 a
 re

vi
si

on
.  

In
 th

e 
no

te
, r

ep
la

ce
 “

m
ea

su
ra

nd
 w

ith
 si

ng
le

 v
al

ue
” 

w
ith

 “
a 

m
at

er
ia

l m
ea

su
re

” 
us

in
g 

a 
te

rm
 d

ef
in

ed
 in

 3
.6

 o
f V

IM
. 

第
２
文
に
つ
い
て
、
「
変
化
し
が
ち
な
性
質
」
と
い
う
表
現
が

不
明
確
で
あ
る
。
第
３
文
に
つ
い
て
は
、
「
バ
ラ
ン
ス
し
た
作

業
量
」
を
「
リ
ス
ク
と
コ
ス
ト
が
バ
ラ
ン
ス
し
た
作
業
量
」
に

置
き
換
え
る
。

 

「
し
か
し
、
著
し
い

…
」
で
始
ま
る
第

4
文
に

つ
い
て
は
、

我
々
は
修
正
を
提
案

で
き
な
い
。

 

付
記
に
お
い
て
は
、

「
唯
一
の
値
を
も
つ
測
定
対
象
量
」
を

V
IM

の
3.

6
で

定
義
さ
れ
て
い
る
用
語
を
使
っ
た
「
実
量
器
」
に

置
き
換
え
る
。
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N

A
 

6.
4.

1 
A

ll 
Ed

 
Th

e 
1st

 a
nd

 2
nd

 se
nt

en
ce

s a
re

 n
ot

 c
le

ar
. W

e 
un

de
rs

ta
nd

 th
at

 th
e 

m
et

ho
d 

2 
(6

.3
) u

se
s a

n 
el

ap
se

d 
tim

e 
fr

om
 th

e 
pr

ev
io

us
 c

al
ib

ra
tio

n 
an

d 
th

e 
m

et
ho

d 
3 

(6
.4

) u
se

s t
he

 to
ta

l t
im

e 
of

 p
ra

ct
ic

al
 u

se
 o

f t
he

 
de

vi
ce

.  

In
 th

e 
3rd

 se
nt

en
ce

, “
de

vi
ce

” 
sh

ou
ld

 b
e 

re
pl

ac
ed

 w
ith

 
“m

ea
su

rin
g 

in
st

ru
m

en
t”

 b
ec

au
se

 4
th

 se
nt

en
ce

 sh
ow

s 
ex

am
pl

es
 u

si
ng

 th
e 

la
tte

r t
er

m
. 

第
１
と
２
文
は
不
明
確
で
あ
る
。
我
々
は
、
手
法
２

（
6.

3）
が
前
回
の
校
正
か
ら
の
経
過
時
間
を
採
用

し
、
そ
し
て
手
法
３
（

6.
4）

が
装
置
を
実
際
に
使
っ

た
合
計
時
間
を
使
う
と
理
解
す
る
。

 

第
３
文
で
は
、
「
装
置
」
は
「
計
量
器
」
で
置
き
換
え

ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
第

4
文

が
後
者

の
用
語
を
使
っ
て
実
例
を
紹
介
し
て
い
る
か
ら
。

 

 

W
e 

re
co

m
m

en
d 

re
ph

ra
si

ng
 th

e 
1st

 a
nd

 2
nd

 se
nt

en
ce

s a
s s

ho
w

n 
be

lo
w

, f
or

 e
xa

m
pl

e.
 

Th
is

 is
 a

 v
ar

ia
nt

 o
f t

he
 m

et
ho

d 
2.

 T
he

 b
as

ic
 m

et
ho

d 
is

 th
e 

sa
m

e,
 b

ut
 th

e 
re

ca
lib

ra
tio

n 
in

te
rv

al
 is

 e
xp

re
ss

ed
 in

 h
ou

rs
 o

f 
us

e,
 ra

th
er

 th
an

 a
n 

el
ap

se
d 

tim
e.

  

In
 th

e 
3rd

 se
nt

en
ce

, r
ep

la
ce

 “
de

vi
ce

” 
w

ith
 “

m
ea

su
rin

g 
in

st
ru

m
en

t”
. 

第
１
と
２
文
を
、
例
え
ば
以
下
の
よ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
を

提
案
す
る
。

 

こ
れ
は
手
法
２
の
変

形
で
あ
る
。
基
本
手
法
は
同
じ
で
あ
る

が
、
再
校
正
の
周
期

が
経
過
時
間
で
は
な
く
使
用
時
間
で
表
現

さ
れ
る
。

 

第
３
文
で
は
、
「
装

置
」
を
「
計
量
器
」
で
置
き
換
え
る
。
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N
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6.
4.

2 
2nd

, 3
rd

 
Ed

 
Th

es
e 

ite
m

s a
re

 n
ot

 c
le

ar
. W

e 
un

de
rs

ta
nd

 th
e 

2nd
 

W
e 

re
co

m
m

en
d 

re
ph

ra
si

ng
 th

es
e 

ite
m

s a
s s

ho
w

n 
be

lo
w

, f
or
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T
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O
M
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O
PO

SE
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 C
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R
V

A
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m
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ub
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ed
 

 

Pa
ge

 9
 o

f 1
1 

an
d 

4th
 

ite
m

s 
ite

m
 m

ea
ns

 th
e 

eq
ui

pm
en

t w
hi

ch
 c

ha
ng

es
 e

as
ily

 
ev

en
 if

 it
 is

 st
or

ed
 o

n 
th

e 
sh

el
f. 

こ
れ
ら
の
項
目
は
不
明
確
で
あ
る
。
我
々
は
、
第
２
項

目
は
、
た
と
え
棚
の
上
に
保
管
し
て
お
い
て
も
容
易
に

変
化
す
る
よ
う
な
計
量
装
置
を
意
味
す
る
と
理
解
す

る
。

 

 

ex
am

pl
e.

 

- i
t s

ho
ul

d 
no

t b
e 

us
ed

 fo
r a

 m
ea

su
ri

ng
 e

qu
ip

m
en

t t
ha

t d
ri

fts
 

or
 d

et
er

io
ra

te
s e

as
ily

; 

- t
he

 in
iti

al
 c

os
t i

s h
ig

h 
fo

r p
ro

vi
di

ng
 a

nd
 in

st
al

lin
g 

su
ita

bl
e 

tim
er

s f
or

 m
ea

su
ri

ng
 th

e 
el

ap
se

d 
tim

e.
 S

in
ce

 u
se

rs
 m

ay
 

in
te

rf
er

e 
w

ith
 th

e 
in

st
al

la
tio

n,
 a

dd
iti

on
al

 su
pe

rv
is

io
n 

m
ay

 b
e 

re
qu

ir
ed

 w
hi

ch
 w

ill
 in

cr
ea

se
 th

e 
co

st
s;

 

- i
t i

s e
ve

n 
m

or
e 

di
ffi

cu
lt 

to
 a

ch
ie

ve
 a

 sm
oo

th
 fl

ow
 o

f w
or

k 
th

an
 th

e 
sc

he
m

es
 w

ith
 th

e 
m

et
ho

ds
 1

 a
nd

 2
, s

in
ce

 …
 

例
え
ば
以
下
の
よ
う

に
言
い
換
え
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 

- 容
易
に
ド
リ
フ
ト
又
は
劣
化
す
る
計
量
装
置
に
は
使
う
べ
き
で

は
な
い
。

 

- 経
過
時
間
を
測
定
す
る
適
切
な
タ
イ
マ
ー
の
用
意
と
設
置
の
初

期
コ
ス
ト
は
高
い
。

使
用
者
が
そ
の
設
置
に
反
対
す
る
か
も
知

れ
な
い
の
で
、
新
た

な
管
理
が
必
要
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
、

更
に
コ
ス
ト
が
増
え

る
こ
と
に
な
る
。

 

- 手
法
１
及
び
２
を
使
っ
た
方
式
よ
り
も
、
円
滑
に
作
業
を
遂
行

す
る
こ
と
が
更
に
難

し
く
な
る

…
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N

A
 

6.
5.

1 
1st

 
se

nt
en

ce
 

an
d 

no
te

 

Ed
 

Th
e 

1st
 se

nt
en

ce
 is

 n
ot

 c
le

ar
. R

eg
ar

di
ng

 th
e 

no
te

, 
m

ak
e 

a 
co

rr
ec

tio
n 

fo
llo

w
in

g 
ou

r c
om

m
en

t J
P1

. 

第
1
文
は
不
明

確
で
あ
る
。
付
記
に
つ
い
て
は
、
我
々

の
コ
メ
ン
ト

JP
1
に
従
っ
て
修
正
す
る
。

 

 

W
e 

re
co

m
m

en
d 

re
ph

ra
si

ng
 th

is
 se

nt
en

ce
 a

s s
ho

w
n 

be
lo

w
, f

or
 

ex
am

pl
e.

 

Th
is

 is
 a

 v
ar

ia
nt

 o
f m

et
ho

ds
 1

 a
nd

 2
. T

hi
s i

s p
ar

tic
ul

ar
ly

 
su

ita
bl

e 
w

he
n 

th
e 

pa
rt

, w
hi

ch
 p

ro
vi

de
s a

 re
fe

re
nc

e 
st

an
da

rd
 

fo
r a

 m
ea

su
ri

ng
 e

qu
ip

m
en

t, 
is

 c
al

ib
ra

te
d 

ea
si

ly
 a

nd
 q

ui
ck

ly
. 

In
 th

e 
no

te
, r

ep
la

ce
 “

m
ea

su
rin

g 
in

st
ru

m
en

t”
 w

ith
 “

m
ea

su
rin

g 
eq

ui
pm

en
t”

. 

例
え
ば
以
下
の
よ
う

に
言
い
換
え
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 

こ
れ
は
手
法
１
と
２

の
変
形
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
計
量
装
置
の

た
め
に
参
照
標
準
を

提
供
す
る
部
分
が
容
易
か
つ
迅
速
に
校
正

で
き
る
場
合
に
、
特

に
適
し
て
い
る
。

 

付
記
に
お
い
て
、
「

計
量
器
」
を
「
計
量
装
置
」
に
置
き
換
え

る
。
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N

A
 

6.
5.

3 
2nd

 an
d 3

rd
 

se
nt

en
ce

s 
Ed

 
Th

es
e 

se
nt

en
ce

s a
re

 n
ot

 c
le

ar
. 

こ
れ
ら
の
文
章
は
不
明
確
で
あ
る
。

 

In
 th

e 
2nd

 se
nt

en
ce

, r
ep

la
ce

 “
bl

ac
k 

bo
x 

in
te

rv
al

” 
w

ith
 

“c
al

ib
ra

tio
n 

in
te

rv
al

 o
f b

la
ck

 b
ox

”.
 R

ep
hr

as
e 

th
e 

la
st

 se
nt

en
ce

 
as

 sh
ow

n 
be

lo
w

, f
or

 e
xa

m
pl

e.
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Pa
ge

 1
0 

of
 1

1 

 
M

et
ho

d 
4 

m
ay

 p
ro

ve
 to

 b
e 

m
or

e 
ef

fe
ct

iv
e 

th
an

 th
e 

m
et

ho
d 

ev
al

ua
tin

g 
a 

ca
lib

ra
tio

n 
in

te
rv

al
 o

f t
he

 o
ri

gi
na

l m
ea

su
ri

ng
 

eq
ui

pm
en

t. 

第
2
文
に
お
い

て
、
「
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
周
期
」
を
「
ブ
ラ

ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
の
校

正
周
期
」
に
置
き
換
え
る
。
最
後
の
文
を

例
え
ば
、
以
下
の
よ

う
に
言
い
換
え
る
。

 

手
法
４
に
つ
い
て
は

、
元
の
計
量
装
置
の
校
正
周
期
を
評
価
す

る
方
法
よ
り
も
効
果

的
で
あ
る
こ
と
が
、
示
さ
れ
る
か
も
知
れ

な
い
。
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1 
1st

 
se

nt
en

ce
 

Ed
 

“T
yp

e”
 is

 n
ot

 n
ec

es
sa

ry
. 

「
タ
イ
プ
」
は
不
要
で
あ
る
。

 

 

D
el

et
e 

“t
yp

e”
 in

 th
e 

1st
 se

nt
en

ce
. 

第
1
文
の
「
タ

イ
プ

」
を
削
除
す
る
。
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6.
6.

2 
A

ll 
Ed

 
M

ak
e 

a 
co

rr
ec

tio
n 

fo
llo

w
in

g 
ou

r c
om

m
en

t J
P1

. 
“R

P-
1”

 sh
ou

ld
 b

e 
re

fe
rr

ed
 u

si
ng

 th
e 

na
m

e 
of

 th
e 

pr
ac

tic
e.

 

我
々
の
コ
メ
ン
ト

JP
1
に
従
っ

て
修
正
す
る
。
「

R
P-

1」
は
、
そ
の
手
法
の
名
前
で
引
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。

 

 

R
ep

la
ce

 “
m

ea
su

rin
g 

in
st

ru
m

en
t”

 w
ith

 “
m

ea
su

rin
g 

eq
ui

pm
en

t”
. C

or
re

ct
 “

R
P-

1”
 to

 “
N

C
SL

 R
ec

om
m

en
de

d 
Pr

ac
tic

e 
R

P-
1”

. 

「
計
量
器
」
を
「
計
量
装
置
」
に
置
き
換
え
る
。
「

R
P-

1」
を

「
N

C
SL

推
奨
手
法

R
P-

1」
に
修

正
す
る
。
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6.
7.

1 
1st

 
se

nt
en

ce
 

Ed
 

Th
e 

la
st

 p
ar

t o
f t

hi
s s

en
te

nc
e 

is
 n

ot
 c

le
ar

. 

こ
の
文
章
の
最
後
の
部
分
は
不
明
確
で
あ
る
。

 

 

W
e 

re
co

m
m

en
d 

re
ph

ra
si

ng
 th

is
 se

nt
en

ce
 a

s s
ho

w
n 

be
lo

w
, f

or
 

ex
am

pl
e.

 

N
o 
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e 

m
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d 
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 id

ea
lly
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d 
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r t
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 fu
ll 

ra
ng

e 
of

 
m

ea
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m
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 (s
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 T
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 1
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A 
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la
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 c
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t m
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nt
 m
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ru
m

en
ts

 d
ep

en
di

ng
 o

n 
th

e 
lo

ca
tio

n 
of

 
us

e.
 

例
え
ば
以
下
の
よ
う

に
言
い
換
え
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

 

遭
遇
す
る
あ
ら
ゆ
る

種
類
の
測
定
装
置
に
理
想
的
に
適
し
た
一

つ
の
方
法
と
い
う
も
の
は
な
い
（
下
表

1
を
参

 照
）
。
あ
る
試

験
所
は
、
様
々
な
計

量
器
を
用
い
た
様
々
な
方
法
を
、
使
用
す

る
場
所
に
応
じ
て
選

択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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Ed
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e 
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m
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w
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lo

ad
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d 
“a
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rin

g 
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 n
ot

 c
le

ar
. P
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 se

e 
JP
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W
e 
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e 
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w
in

g 
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 o
f t

he
 ti

tle
s. 

W
or

k-
lo

ad
 b
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d 

be
tw

ee
n 

ri
sk

s a
nd

 c
os

ts
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Pa
ge

 1
1 

of
 1

1 

m
ea

ni
ng

 o
f “

ba
la

nc
e”

. 

「
性
能
」
の
列
に
お
い
て
、
二
つ
の
題
名
「
仕
事
量
の

バ
ラ
ン
ス
」
と
「
計
量
装
置
の
利
用
性
」
は
不
明
確
で

あ
る
。
「
バ
ラ
ン
ス
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
我
々
の

コ
メ
ン
ト

JP
7
も
参
照
し
て
ほ
し
い
。

 

 

Ap
pl

ic
ab

ili
ty

 to
 m

ea
su

ri
ng

 e
qu

ip
m

en
t 

以
下
の
よ
う
な
タ
イ

ト
ル
の
修
正
を
提
案
す
る
。

 

リ
ス
ク
と
コ
ス
ト
の

間
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
た
仕
事
量

 

計
量
装
置
へ
の
適
用

性
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Pa
ge

 2
 o
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JP
1 

 
Ex

pl
an

a
to

ry
 

N
ot

es
 

1W
D

 N
ot

e 
4 

(d
el

et
ed

 
fr

om
 1

C
D

) 

 
te

 
W

e 
su

pp
or

t t
he

 c
om

m
en

ts
 b

y 
A

us
tra

lia
 to

 
1W

D
 (0

00
2 

an
d 

00
94

) i
nc

lu
di

ng
 th

e 
de

le
tio

n 
of

 th
e 

1st
 p

ar
ag

ra
ph

 o
f N

ot
e 

4.
  

H
ow

ev
er

, t
he

 2
nd

 p
ar

ag
ra

ph
 o

f N
ot

e 
4 

sh
ou

ld
 

be
 re

in
se

rte
d 

an
d 

m
od

ifi
ed

 to
 p

ro
vi

de
 a

 
re

m
in

de
r t

o 
th

e 
co

m
m

on
 m

is
un

de
rs

ta
nd

in
g 

th
at

 a
 m

an
uf

ac
tu

re
r i

s c
on

si
de

re
d 

as
 th

e 
cu

st
om

er
 b

y 
th

e 
te

st
in

g 
la

bo
ra

to
ry

 (T
L)

. A
s a

 
hi

st
or

ic
al

 re
as

on
, r

ol
es

 o
f T

L 
an

d 
is

su
in

g 
au

th
or

ity
 (I

A
) w

er
e 

no
t n

ec
es

sa
ril

y 
se

pa
ra

te
d 

in
 th

e 
ea

rli
er

 sy
st

em
s f

or
 ty

pe
 a

pp
ro

va
l. 

So
m

e 
TL

 is
 st

ill
 w

or
ki

ng
 c

lo
se

ly
 w

ith
 IA

 in
 th

e 
sa

m
e 

or
ga

ni
za

tio
n.

  

A
lth

ou
gh

 a
 si

m
ila

r t
ex

t i
s a

dd
ed

 to
 8

.6
.2

, w
e 

st
ill

 re
qu

es
t a

dd
in

g 
an

ot
he

r t
ex

t t
o 

N
ot

e 
4 

fo
r 

a 
re

m
in

de
r. 

我
々
は
、
付
記

4
の
第

1
段
落
の
削
除
も
含
め

て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
よ
る

1W
D
へ
の
コ

メ
ン
ト
（

00
02

 及
び

00
94
）
を
支
持
す
る
。

 

し
か
し
製
造
事
業
者
が
試
験
機
関
（

TL
）
に
よ

っ
て
顧
客
と
見
な
さ
れ
る
と
い
う
、
よ
く
あ
る

誤
解
に
対
し
て
警
告
を
与
え
る
た
め
に
、
付
記

4
の
第

2
段
落
は
復
活
さ
れ
、
修
正
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
歴
史
的
な
理
由
と
し
て
、
初
期
の

型
式
承
認
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て

TL
と
発
行
機

関
（

IA
）
の
役
割
は
必
ず
し
も
分
離
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
。
一
部
の

TL
は
、
今
で
も
同
じ
機

関
の
中
で

IA
と
密
接
に
連
携
し
て
活
動
し
て
い

る
。

 

同
様
な
文
章
が

8.
6.

2
に
追
加
さ
れ
た
が
、
注
意

喚
起
の
た
め
、
我
々
は
別
の
文
章
を
付
記

4
に

追
加
す
る
こ
と
を
要
望
す
る
。

 

 

W
e 

pr
op

os
e 
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rti

ng
 th

e 
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 p
ar
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f N
ot

e 
4 

w
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am
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dm

en
ts
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w
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N
ot

e 
4 

(c
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tr
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) 

O
n 

th
e 

ba
si

s o
f t
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 c

on
tr

ac
t s

ig
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d 
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e 

O
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L 
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g 
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h 
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in
g 
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es

t c
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e 
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nd
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 it

 p
er

fo
rm

s. 
Fr

om
 th

e 
po

in
t o

f v
ie

w
 o

f a
 

Te
st

in
g 

La
bo

ra
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ry
, t

he
 “
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st
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er

” 
sh

ou
ld

 b
e 

th
e 

O
IM

L 
Is

su
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g 
Au
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ity
. H
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ev

er
, i

n 
pr

ac
tic

e,
 th

e 
m

an
uf
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tu
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r r
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g 
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e 
ty

pe
 a

pp
ro

va
l i

s c
ou

ld
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e 
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ed

 a
s t

he
 “

cu
st

om
er

” 
of

 e
ac

h 
Te

st
in

g 
La

bo
ra

to
ry

 
in

vo
lv

ed
 in

 th
e 

ty
pe

 a
pp

ro
va

l t
es

ts
 a

nd
 e

xa
m

in
at

io
ns

. I
t 

ar
os

e 
fr

om
 a

 h
is

to
ri

ca
l r

ea
so

n 
th

at
 m

an
y 

ty
pe

 a
pp

ro
va

l 
sy

st
em

s w
er

e 
in

iti
at

ed
 u

si
ng

 a
 si

ng
le

 o
rg

an
iz

at
io

n 
re

sp
on

si
bl

e 
fo

r b
ot

h 
Is

su
in

g 
Au

th
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ity
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nd
 T

es
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g 
La
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ra

to
ry

. S
om

e 
or

ga
ni

za
tio

ns
 st

ill
 h

av
e 

th
e 

tw
o 

ro
le

s. 
 

下
記
の
通
り
付
記

4
の

第
二

段
落

を
復

活
し

、
修

正
を

加

え
る
こ
と
を
提
案
す

る
。

 

付
記

4（
契
約
）

 

O
IM

L 
発
行
当
局
が
署

名
し

た
契

約
に

基
づ

い
て

、
そ

れ
ぞ

れ
の
試
験
所
は
自
分

の
実
施

す
る

試
験

及
び

審
査

を
考

慮
し
て
そ
の
要
求
を

見
直

す
責

任
を

負
う

。
試

験
所

の
観

点
か
ら
す
れ
ば
、
「
顧

客
」
は

O
IM

L 
発

行
当
局
で

あ
る

こ
と
が
望
ま
し
い
。

し
か

し
、

現
実

に
は

、
そ

の
型

式
承

認
を
要
求
し
た
製
造
事

業
者
が

、
そ

の
型

式
承

認
試

験
及

び
審
査
に
関
わ
る
そ
れ

ぞ
れ
の

試
験

所
の

「
顧

客
」

で
あ

り
得
る
。
こ
れ
は
、
多

く
の
型

式
承

認
シ

ス
テ

ム
が

発
行

機
関
と
試
験
機
関
の
両

方
に
責

任
を

も
つ

単
一

の
機

関
を

使
っ
て
発
足
し
た
と
い

う
歴
史

的
な

理
由

よ
る

。
一

部
の

機
関
は
、
こ
れ
ら
の
二

つ
の
役

割
を

も
っ

て
い

る
。
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ed
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a 
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at
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pl
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 R
 

76
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00
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ck
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g 
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e 
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or
m

ity
 (p
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O
n 
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e 

ot
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Is
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A
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y 

(I
A
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co
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ng
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C
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R
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n,
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d 
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e 
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t o
f c
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rm
ity
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 sh

ow
n 
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th
e 

ty
pe

 e
va

lu
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io
n 
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po

rt.
  

In
 th

is
 g

ui
de

lin
e,

 th
e 

fo
rm

er
 st

at
em

en
t b

y 
TL

 
sh

ou
ld

 b
e 

ac
ce

pt
ed

 w
hi

le
 th

e 
la

tte
r s

ta
te

m
en

t 
by

 IA
 sh

ou
ld
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e 

pr
oh

ib
ite

d.
 

こ
れ
は
我
々

1W
D
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト

（
00

70
JP

1、
00

75
JP

14
、

00
76

JP
15

）
と
ス
ロ

ベ
ニ
ア
の
コ
メ
ン
ト
（

00
71

SI
）
に
関
連
し
て

い
る
。

 

試
験
機
関
（

TL
）
は
通
常
、

IS
O

/IE
C

 1
70

25
と
対
応
す
る

O
IM

L
勧
告
に
従
っ
て
試
験
を
行

う
。
そ
の

TL
は
、
全
て
の
試
験
結
果
を
試
験

報
告
書
に
記
載
し
、
こ
れ
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ

い
て
適
合
性
宣
言
が
伴
う
。
例
え
ば
、

R
 7

6-
2 

(2
00

7)
 は

、
適
合
性
宣
言
（
合
格
／
不
合
格
）

の
た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
を
、
ほ
ぼ
全
て

の
項
に
用
意
し
て
い
る
。

R
 6

0-
3 

(2
01

7)
 及

び

R
 1

17
-3

 (2
01

4)
も
ま
た
、
多
く
の
チ
ェ
ッ
ク
ボ

ッ
ク
ス
を
用
意
し
て
い
る
。

 

一
方
で
、
発
行
機
関
（

IA
）
は

IS
O

/IE
C

 1
70

65
と

そ
の
国
際
勧
告
に
し
た
が
っ
て
計
量
器
の
型

式
に
対
す
る
最
終
審
査
を
行
い
、
そ
の
適
合
性

宣
言
が
型
式
評
価
報
告
書
に
記
載
さ
れ
る
。
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as

ed
 o

n 
IS

O
/IE

C
 1

70
65

 a
nd

 th
e 

re
le

va
nt

 O
IM

L 
re

co
m

m
en

da
tio

n;
 a

nd
 (2

) s
ta

te
m

en
ts

 o
f c

on
fo

rm
ity

 
(p

as
s/

fa
il)

 to
 a

ll 
te

st
 it

em
s s

pe
ci

fie
d 

in
 th

e 
re

co
m

m
en

da
tio

n.
 T

he
 O

IM
L 

is
su

in
g 

au
th

or
ity

 is
 so

le
ly

 
re

sp
on

si
bl

e 
fo

r d
ra

w
in

g 
a 

co
nc

lu
si

on
 fo

r (
1)

. O
IM

L 
te

st
in

g 
la

bo
ra

to
ry

 m
ay

 p
ro

vi
de

 st
at

em
en

ts
 o

nl
y 

fo
r (

2)
 in

 
th

e 
te

st
 re

po
rt

.  

我
々
は
以
下
の
よ
う

に
ガ
イ

ダ
ン

ス
の

書
き

換
え

を
提

案

す
る
（
下
線
）
。

 

G
.7

.8
.3

.1
-1

 こ
の

ガ
イ

ダ
ン

ス
は

7.
8.

3.
1 

B)
に

関
係

す
る
。

O
IM

L
型
式
評
価

に
は

二
つ

の
種

類
の

適
合

性
宣

言
が

あ
る

: (
1)
申
請
さ
れ

た
計
量

器
の

型
式

に
対

す
る

IS
O

/IE
C

 
17

06
5
と
関
連
し
た

O
IM

L
勧

告
に

従
っ
た

最
終

的
な

適
合

性
宣
言

; そ
し
て

 (2
) そ

の
国
際

勧
告

で
規

定
さ

れ
た

全
て

の
試
験
項
目
に
対
す

る
適
合

性
宣

言
（

合
格

／
不

合
格
）
。

O
IM

L
発
行
機

関
は

、
(1

)に
つ

い
て
適

合
性

宣
言

を
発
行
す
る
唯
一
の
責

任
機
関

で
あ

る
。

O
IM

L
試

験
機

関
は

(2
)に

つ
い
て
の
み
、

試
験

報
告

書
の

中
に

適
合

性
宣

言
を

記
載
し
て
も
よ
い
。
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Pa
ge

 4
 o

f 6
 

こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
、
後
者
の

IA
に

よ
る
宣
言
は
禁
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
前

者
の

TL
に
よ
る
宣
言
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

 

 

JP
3 

7.
8.

6.
1 

G
.7

.8
.6

.1
-1

 
 

 
Th

is
 is

 a
 r

ep
et

iti
on

 o
f 

ou
r 

co
m

m
en

t t
o 

1W
D

 
(0

07
5)

 a
nd

 is
 r

el
at

ed
 to

 th
e 

co
m

m
en

t t
o 

1C
D

 
(J

P2
). 

 

W
e 

be
lie

ve
 th

at
 a

 s
ta

te
m

en
t o

f 
co

nf
or

m
ity

 to
 

ea
ch

 te
st

 it
em

 m
ay

 b
e i

nc
lu

de
d 

in
 th

e t
es

t r
ep

or
t 

ba
se

d 
on

 IS
O

/IE
C

 1
70

25
 a

nd
 o

n 
th

e 
ap

pl
ic

ab
le

 
O

IM
L 

R
ec

om
m

en
da

tio
n.

 O
n 

th
e 

ot
he

r 
ha

nd
, 

th
e 

st
at

em
en

t 
on

 
th

e 
fin

al
 

re
su

lt 
of

 
ty

pe
 

ev
al

ua
tio

n 
ba

se
d 

on
 I

SO
/IE

C
 1

70
65

 s
ha

ll 
no

t 
be

 in
cl

ud
ed

 in
 th

e 
te

st
 re

po
rt.

 

C
la

us
e 7

.8
.6

.1
 o

f I
SO

/IE
C

 1
70

25
 is

 u
nd

er
st

oo
d 

as
 a

 re
qu

ire
m

en
t f

or
 d

oc
um

en
ta

tio
n 

re
ga

rd
in

g 
th

e 
de

ci
si

on
 r

ul
e 

ap
pl

ie
d 

to
 t

he
 c

on
fo

rm
ity

 
as

se
ss

m
en

t 
co

nd
uc

te
d 

by
 

th
e 

Te
st

in
g 

La
bo

ra
to

ry
. 

In
 

O
IM

L-
C

S 
ho

w
ev

er
, 

th
e 

do
cu

m
en

ta
tio

n 
m

ay
 

be
 

re
pl

ac
ed

 
w

ith
 

a 
st

at
em

en
t 

ba
se

d 
on

 
th

e 
O

IM
L 

R
ec

om
m

en
da

tio
n.

  

こ
れ

は
1
W

D
へ

の
我

々
の

コ
メ

ン
ト
（0

07
5
）の

繰

り
返

し
で

あ
り

、
1
C

D
へ

の
コ

メ
ン

ト
（
JP

2）
に

も
関

連
す

る
。

 

我
々

は
、

IS
O

/
IE

C
 1

70
25

と
該

当
す

る
O

IM
L

勧
告

に
基

づ
き

、
各

試
験

項
目

へ
の

適
合

性
の

表

明
を

試
験

報
告

書
に

記
載

す
る

こ
と

が
で

き
る

と
確

信
す

る
。

一
方

で
 、

IS
O

/
IE

C
 1

70
65

に
基

づ
い

た
型

式
評

価
の

最
終

結
果

の
宣

言
を

試
験

報
告

書
に

記
載

し
て

は
な

ら
な

い
。

 

R
ep

la
ce

 th
e 

pr
es

en
t t

ex
t w

ith
 th

e 
fo

llo
w

in
g 

gu
id

an
ce

. 

G
.7

.8
.6

.1
-1

 
Re

fe
re

nc
e 

to
 

th
e 

ap
pl

ic
ab

le
 

O
IM

L 
Re

co
m

m
en

da
tio

n 
sh

ou
ld

 b
e s

ta
te

d 
in

 th
e t

es
t r

ep
or

t a
s t

he
 

do
cu

m
en

ta
tio

n 
fo

r t
he

 c
on

fo
rm

ity
 a

ss
es

sm
en

t. 
 

現
在

の
文

章
を

次
の

ガ
イ

ダ
ン

ス
で

置
き

換
え

る
。

 

G
.7

.8
.6

.1
-1

適
合

性
審

査
の

た
め

の
文

書
と

し
て

、
該

当
す

る
O

IM
L

勧
告

へ
の

参
照

を
試

験
報

告
書

に
記

載
す

べ
き

で
あ

る
。
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IS
O

/
IE

C
 1

70
25

の
7
.8

.6
.1

項
は

、
試

験
機

関

が
行

う
適

合
性

評
価

に
適

用
さ

れ
る

判
断

ル
ー

ル

に
関

す
る

参
考

文
書

の
提

供
に

関
わ

る
要

求
で

あ

る
と

理
解

さ
れ

る
。

し
か

し
O

IM
L
-
C

S
で

は
、

参
考

文
書

は
そ

の
O

IM
L

勧
告

に
基

づ
い

た
記

載
で

置

き
換

え
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

JP
4 

7.
8.

6.
2 

G
.7

.8
.6

.2
-1

 
 

 
Th

is
 is

 a
 re

pe
tit

io
n 

of
 o

ur
 c

om
m

en
t (

00
76

) t
o 

1W
D

 a
nd

 is
 r

el
at

ed
 to

 th
e 

co
m

m
en

ts
 (

JP
2 

&
 

JP
3)

 to
 1

C
D

.  

C
la

us
e 7

.8
.6

.2
 o

f I
SO

/IE
C

 1
70

25
 is

 u
nd

er
st

oo
d 

as
 a

 r
eq

ui
re

m
en

t f
or

 p
ro

vi
di

ng
 a

 s
ta

te
m

en
t o

f 
co

nf
or

m
ity

. I
n 

O
IM

L-
C

S 
ho

w
ev

er
, t

he
 T

es
tin

g 
La

bo
ra

to
ry

 m
ay

 f
ol

lo
w

 t
he

 p
ro

ce
du

re
 o

f 
th

e 
ap

pl
ic

ab
le

 O
IM

L 
R

ec
om

m
en

da
tio

n.
  

こ
れ

は
1
W

D
へ

の
我

々
の

コ
メ

ン
ト
（0

07
5
）の

繰

り
返

し
で

あ
り

、
1C

D
へ

の
コ

メ
ン

ト
（J

P
2
 &

 J
P
3
）

に
も

関
連

す
る

。
 

IS
O

/
IE

C
 1

70
25

の
7
.8

.6
.2

項
は

、
適

合
性

に

関
わ

る
文

章
の

提
供

に
関

わ
る

要
求

で
あ

る
と

理

解
さ

れ
る

。
し

か
し

O
IM

L
-
C

S
で

は
、

試
験

機
関

は
適

用
さ

れ
る

O
IM

L
勧

告
の

手
続

き
に

従
え

ば

良
い

。
 

R
ep

la
ce

 th
e 

pr
es

en
t g

ui
da

nc
e 

w
ith

 th
e 

fo
llo

w
in

g 
te

xt
. 

G
.7

.8
.6

.2
-1

 T
he

 T
es

tin
g 

La
bo

ra
to

ri
es

 o
f O

IM
L-

C
S 

sh
ou

ld
 

fo
llo

w
 th

e p
ro

ce
du

re
 w

ith
 a

 te
st

 re
po

rt
 fo

rm
at

 sp
ec

ifi
ed

 in
 

th
e 

ap
pl

ic
ab

le
 O

IM
L 

Re
co

m
m

en
da

tio
n.

  

現
在

の
文

章
を

次
の

ガ
イ

ダ
ン

ス
で

置
き

換
え

る
。

 

G
.7

.8
.6

.2
-1

 O
IM

L
-C

S
の

試
験

機
関

は
、

該
当

す
る

O
IM

L
勧

告
に

規
定

さ
れ

た
試

験
報

告
書

の
様

式
を

伴
う

手
続

き
に

従
う

べ
き

で
あ

る
。

 

 

JP
5 

8.
1.

3 
G

.8
.1

.3
-2

 
(n

ew
) 

 
 

Th
is

 is
 re

la
te

d 
to

 o
ur

 co
m

m
en

t (
00

86
) t

o 
1W

D
. 

Th
e 

us
e 

of
 O

pt
io

n 
B

 o
f 

IS
O

/IE
C

 1
70

25
 f

or
 

ut
ili

zi
ng

 I
SO

 9
00

1 
se

em
s 

no
t 

en
co

ur
ag

ed
 i

n 
O

IM
L-

C
S.

 T
he

re
fo

re
, 

w
e 

pr
op

os
e 

ad
di

ng
 a

 
gu

id
an

ce
 re

qu
iri

ng
 a

n 
ev

id
en

ce
 fo

r I
SO

 9
00

1.
 

W
e 

ex
pe

ct
 th

at
 th

is
 a

dd
iti

on
 w

ou
ld

 le
ad

 O
IM

L 
m

em
be

rs
 to

 u
se

 O
pt

io
n 

A
 r

at
he

r 
th

an
 O

pt
io

n 
B

.  

A
dd

 th
e 

fo
llo

w
in

g 
gu

id
an

ce
. 

G
.8

.1
.3

-2
 W

he
n 

th
e 

op
tio

n 
B 

of
 th

e 
IS

O
/IE

C
 1

70
25

:2
01

7 
is

 s
el

ec
te

d,
 t

he
 T

es
tin

g 
La

bo
ra

to
ry

 s
ho

ul
d 

al
so

 s
ub

m
it 

ev
id

en
ce

s, 
su

ch
 a

s a
 c

op
y 

of
 th

e 
ce

rt
ifi

ca
tio

n,
 to

 fu
lfi

l t
he

 
re

qu
ir

em
en

ts
 o

f 
th

e 
IS

O
 9

00
1 

up
on

 t
he

 r
ev

ie
w

 u
nd

er
 

O
IM

L-
C

S.
 T

hi
s e

vi
de

nc
e 

sh
ou

ld
 a

ls
o 

pr
ov

e 
th

at
 th

e 
sc

op
e 

of
 

IS
O

 
90

01
 

co
ve

rs
 

al
l 

ac
tiv

iti
es

 
of

 
th

e 
Te

st
in

g 
La

bo
ra

to
ry

. 

下
記

の
ガ

イ
ダ

ン
ス

を
追

加
す

る
。

 

 

－ 121 －



C
ou

nt
ry

 
C

od
e1  

Pa
rt

 
C

la
us

e/
 S

ub
 

cl
au

se
 

Pa
ra

gr
ap

h
/ F

ig
ur

e/
 

T
ab

le
/ 

T
yp

e 
of

 
co

m
m

en
t2  

 
C

O
M

M
E

N
T

S 
PR

O
PO

SE
D

 C
H

A
N

G
E

 
O

B
SE

R
V

A
T

IO
N

S 
O

F 
T

H
E

 
C

O
N

V
E

N
E

R
/P

G
 

on
 e

ac
h 

co
m

m
en

t s
ub

m
itt

ed
 

 

Pa
ge

 6
 o

f 6
 

こ
れ

は
我

々
の

1
W

D
へ

の
コ

メ
ン

ト
（0

08
6）

に
関

係
す

る
。

O
IM

L
-
C

S
で

は
、

IS
O

 9
0
0
1

を
利

用
す

る
IS

O
/
IE

C
 1

70
25

 の
オ

プ
シ

ョ
ン

B
を

推
奨

し

て
い

な
い

よ
う

に
見

え
る

。
故

に
我

々
は

、
IS

O
 

9
0
0
1

に
対

す
る

根
拠

の
提

出
を

要
求

す
る

ガ
イ

ダ

ン
ス

の
追

加
を

提
案

す
る

。
こ

の
追

加
に

よ
り

、

O
IM

L
メ

ン
バ

ー
が

オ
プ

シ
ョ
ン

B
で

は
な

く
オ

プ

シ
ョ
ン

A
を

利
用

す
る

こ
と

を
期

待
す

る
。

 

 

G
.8

.1
.3

-2
 O

IM
L
-C

S
の

下
で

IS
O

/I
E
C

 1
70

25
:2

01
7 

8.
1.

3
に

規
定

さ
れ

た
オ

プ
シ

ョ
ン

B
 

を
選

択
し

た
際

に
は

、
T

L
は

IS
O

 9
00

1
へ

の
適

合
を

示
す

認
証

書
の

写
し

等
の

証
拠

を
審

査
の

際
に

提
出

す
る

。
そ

の
証

拠
は

、
IS

O
 9

00
1

の
対

象
と

す
る

範
囲

が
試

験
所

の
全

て
の

活
動

を
含

む
こ

と
を

立
証

す
る

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

JP
6 

8.
2.

4 
G

.8
.2

.4
-1

 
 

 
Th

is
 g

ui
da

nc
e 

se
em

s 
to

 b
e 

pr
ep

ar
ed

 f
or

 a
 

Te
st

in
g 

La
bo

ra
to

ry
 (

TL
) 

w
hi

ch
 is

 f
ul

ly
 u

nd
er

 
th

e 
su

pe
rv

is
io

n 
of

 a
n 

Is
su

in
g 

au
th

or
ity

 (
IA

). 
H

ow
ev

er
, i

t i
s n

ot
 a

pp
ro

pr
ia

te
 fo

r a
 p

riv
at

e 
TL

 
un

de
r 

co
nt

ra
ct

s 
w

ith
 

se
ve

ra
l 

IA
s. 

It 
is

 
un

re
al

is
tic

 to
 e

xp
ec

t a
 s

el
f-

co
nt

ro
l b

y 
th

e 
TL

. 
IA

s 
or

 M
C

 o
f 

O
IM

L-
C

S 
sh

ou
ld

 m
an

ag
e 

TL
s 

in
cl

ud
in

g 
pe

rio
di

c 
re

vi
ew

s. 

こ
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
は
あ
る
発
行
機
関
（

IA
）
の

完
全
な
管
理
下
に
あ
る
試
験
機
関
（

TL
）
の
た

め
に
用
意
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、

複
数
の

IA
と
の
契
約
を
有
す
る
民
間
の

TL
に

は
不
適
当
で
あ
る
。

TL
に
よ
る
自
己
管
理
を
期

待
す
る
こ
と
は
非
現
実
的
で
あ
る
。

IA
又
は

O
IM

L-
C

S
の

M
C
が
定
期
審
査
を
含
む

TL
の

管
理
を
す
べ
き
で
あ
る
。

 

 

D
el

et
e 

G
.8

.2
.4

-1
. 

G
.8

.2
.4

-1
を
削
除

す
る
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19

 
Pa

ge
 1

  

 
T

C
7_

SC
5_

p1
 T

em
pl

at
e 

Fo
rm

 fo
r 

C
om

m
en

ts
  

T
C

7_
SC

5_
p1

_N
03

8 

PG
 C

om
m

en
ts

 o
n:

 O
IM

L
 R

 1
29

 –
 S

of
tw

ar
e 

re
qi

re
m

en
ts

 
Ti

tle
: S

of
tw

ar
e 

re
qu

ir
em

en
ts

 fo
r 

R
12

9 
-  

M
ul

ti-
di

m
en

si
on

al
 m

ea
su

ri
ng

 in
st

ru
m

en
ts

 

D
oc

um
en

t d
at

e:
  O

ct
ob

er
 2

01
9 

C
irc

ul
at

io
n 

da
te

:  
24

/1
0/

20
19

 
C

lo
si

ng
 d

at
e 

fo
r c

om
m

en
ts

: 2
4/

11
/2

01
9 

C
on

ve
ne

r: 
A

us
tr

al
ia

 a
nd

 C
an

ad
a 

Pl
ea

se
 in

cl
ud

e 
yo

ur
 c

om
m

en
ts

 in
 th

is
 fo

rm
 a

nd
 p

os
t i

t o
n 

th
e 

PG
 W

or
ks

pa
ce

. 

  
C

ou
nt

ry
 

C
od

e/
 

O
rg

an
iz

at
io

n 

Se
ct

io
n 

 

ge
n.

/ 
ed

it.
/ 

te
ch

n.
 

 

C
O

M
M

EN
T 

Pr
op

os
ed

 c
ha

ng
e 

 
Pr

io
rit

y 

O
B

SE
R

V
A

TI
O

N
S 

O
F 

TH
E 

C
O

N
V

EN
ER

 
 

JP
 

6.
5.

3 
te

ch
n.

 

In
 g

en
er

al
, i

t i
s e

xt
re

m
el

y 
di

ff
ic

ul
t t

o 
pr

ot
ec

t s
of

tw
ar

e-
co

nt
ro

lle
d 

m
ea

su
rin

g 
in

st
ru

m
en

ts
 a

ga
in

st
 a

cc
id

en
ta

l 
ch

an
ge

s o
f s

of
tw

ar
e.

 

一
般
に
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
で
制
御
さ
れ
た
計
量
器
を
偶
発

的
な
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
変
更
か
ら
保
護
す
る
こ
と
は
非
常

に
難
し
い
。

 

R
ep

la
ce

 th
e 

w
or

d 
“a

cc
id

en
ta

l”
 w

ith
 “

un
au

th
or

iz
ed

” 
fo

llo
w

in
g 

th
e 

or
ig

in
al

 te
rm

 u
se

d 
in

 D
31

:F
D

D
. 

D
31

:F
D

D
の
原

文
の
用
語
と
同
様
に
「

偶
発
的
」
を
「
承

認
さ
れ
て
い
な
い
」
に
置
き
変
え
る
。

 
 

 

JP
 

6.
10

.3
 

ed
it.

 

C
la

us
e 

nu
m

be
rs

 “
5.

2.
9.

1”
 a

nd
 “

5.
2.

9.
2”

 d
o 

no
t e

xi
st

. 
C

la
us

e 
nu

m
be

r “
6.

8.
1.

5”
 is

 n
ot

 c
or

re
ct

 e
ith

er
. 

項
番
号
「

5.
2.

9.
1」

お
よ
び
「

5.
2.

9.
2」

は
存
在
し
な

い
。
ま
た
「

6.
8.

1.
5」

は
誤
記
で
あ
る
。

  

C
or

re
ct

 th
e 

cl
au

se
 n

um
be

rs
 “

5.
2.

9.
1”

 a
nd

 “
5.

2.
9.

2”
 to

 
ap

pr
op

ria
te

 n
um

be
rs

. R
ep

la
ce

 “
6.

8.
1.

5”
 w

ith
 “

6.
8.

2.
5”

.  

項
番
号
「

5.
2.

9.
1」

お
よ
び
「

5.
2.

9.
2」

を
正
し
い
番
号
に

修
正
す
る
。
「

6.
8.

1.
5」

を
「

6.
8.

2.
5」

に
置
き
替
え
る
。

 

 
 

JP
 

6.
10

.5
 

ed
it.

 

C
la

us
e 

nu
m

be
rs

 “
5.

2.
9.

1”
 a

nd
 “

5.
2.

9.
2”

 d
o 

no
t e

xi
st

.  

項
番

号
「

5.
2.

9.
1」

お
よ

び
「

5.
2.

9.
2」

は
存

在
し

な

い
。

 

C
or

re
ct

 th
e 

cl
au

se
 n

um
be

rs
 “

5.
2.

9.
1”

 a
nd

 “
5.

2.
9.

2”
 to

 
ap

pr
op

ria
te

 n
um

be
rs

. 

項
番
号
「

5.
2.

9.
1」

お
よ
び
「

5.
2.

9.
2」

を
正
し
い
番
号
に

修
正
す
る
。

 

 

 

JP
 

6.
11

.3
 

ed
it.

 

C
la

us
e 

nu
m

be
rs

 “
5.

2.
9.

1”
 a

nd
 “

5.
2.

9.
2”

 d
o 

no
t e

xi
st

. 

項
番

号
「

5.
2.

9.
1」

お
よ

び
「

5.
2.

9.
2」

は
存

在
し

な

い
。

 

C
or

re
ct

 t
he

 c
la

us
e 

nu
m

be
rs

 “
5.

2.
9.

1”
 a

nd
 “

5.
2.

9.
2”

 t
o 

ap
pr

op
ria

te
 n

um
be

rs
. 

項
番

号
「

5.
2.

9.
1」

お
よ

び
「

5.
2.

9.
2」

を
正

し
い

番
号

に

修
正
す
る
。
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C
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e/
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at
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ge
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ed

it.
/ 

te
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n.
 

 

C
O

M
M

EN
T 

Pr
op

os
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 c
ha

ng
e 

 
Pr

io
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y 

O
B

SE
R

V
A

TI
O

N
S 

O
F 

TH
E 

C
O

N
V

EN
ER

 
 

JP
 

7.
1.

2 
 

ge
n.

 

A
m

on
g 

th
e 

th
re

e 
N

M
IA

's 
pr

op
os

al
s 

on
 

so
ftw

ar
e 

do
cu

m
en

ta
tio

n 
re

qu
ire

m
en

ts
, w

e 
su

pp
or

t O
pt

io
n 

3.
 

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
文
書
の
要
求
事
項
に
関
す
る

N
M

IA
の

3
つ
の
提
案
の
う
ち
、
我
々
は
選
択
肢

3
を
支
持

す
る
。
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C
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nt
ry

 
C

od
e1  

Pa
rt

 
C

la
us

e/
 S

ub
 

cl
au

se
 

Pa
ra

gr
ap

h
/ F

ig
ur

e/
 

T
ab

le
/ 

T
yp

e 
of

 
co

m
m

en
t2  

 
C

O
M

M
E

N
T

S 
PR

O
PO

SE
D

 C
H

A
N

G
E

 
O

B
SE

R
V

A
T

IO
N

S 
O

F 
T

H
E

 
C

O
N

V
E

N
E

R
/P

G
 

on
 e

ac
h 

co
m

m
en

t s
ub

m
itt

ed
 

 

Pa
ge

 2
 o

f 2
 

 

JP
1 

1 
&

 2
 

C
on

te
nt

s 

 

N
A

 
Te

/E
d 

Th
e 

st
ru

ct
ur

e 
of

 th
e 

te
st

 p
ro

ce
du

re
s o

f P
ar

t 2
 d

oe
s 

no
t m

ee
t t

ha
t o

f t
ec

hn
ic

al
 re

qu
ire

m
en

ts
 o

f P
ar

t 1
. I

f 
Pa

rt 
2 

co
nf

or
m

s t
o 

Pa
rt 

1,
 it

 w
ou

ld
 b

e 
ea

si
er

 to
 u

se
 

th
is

 re
co

m
m

en
da

tio
n.

 

第
2
部
の
試
験

手
法
の
構
造
は
第

1
部
に
合
致

し
て

い
な
い
。
も
し
第

2
部
が
第

1
部
に
整
合
し
て
い
れ

ば
、
こ
の
勧
告
が
よ
り
使
い
や
す
く
な
る
で
あ
ろ

う
。

  

 

Th
e 

co
nt

en
ts

 o
f P

ar
t 2

 sh
ou

ld
 c

or
re

sp
on

d 
w

ith
 th

os
e 

of
 

C
ha

pt
er

s 5
 a

nd
 6

 o
f P

ar
t 1

 fo
r t

he
 b

en
ef

it 
of

 th
e 

us
er

s. 

ユ
ー
ザ
ー
の
利
便
の
た
め
に
、
第

2
部
の
目
次

を
第

1
部
の

5
章

と
6
章
に
対
応

さ
せ

る
べ
き
で
あ
る
。

 

 

 

JP
2 

1 
5.

1 
M

ax
im

um
 

pe
rm

is
si

bl
e 

er
ro

rs
 o

f …
 

1st
 

se
nt

en
ce

 
Te

 
Th

e 
te

m
pe

ra
tu

re
 ra

ng
e 

fo
r M

PE
 (m

ax
im

um
 

pe
rm

is
si

bl
e 

er
ro

r)
 d

oe
s n

ot
 m

ee
t t

he
 te

st
 c

on
di

tio
n 

in
 C

la
us

e 
2.

2 
of

 P
ar

t 2
. T

hi
s r

an
ge

 sh
ou

ld
 

co
rr

es
po

nd
 w

ith
 th

e 
te

st
 c

on
di

tio
n.

 

M
PE

（
最
大
許
容
誤
差
）
の
た
め
の
環
境
温
度
が
第

2
部
の

2.
2
項
に
あ
る
試
験
条
件
と
合
致
し
て
い
な

い
。
そ
の
範
囲
を
試
験
条
件
に
対
応
さ
せ
る
べ
き
で

あ
る
。

 

 

C
or

re
ct

 th
e 

te
m

pe
ra

tu
re

 ra
ng

e 
as

 sh
ow

n 
be

lo
w

. 

Fo
r a

ny
 se

t o
f c

on
di

tio
ns

 w
ith

in
 th

e 
am

bi
en

t t
em

pe
ra

tu
re

 
ra

ng
e 

fr
om

 1
0 

°C
 to

 4
0 

°C
 a

nd
 th

e 
re

la
tiv

e 
hu

m
id

ity
 ra

ng
e 

fr
om

 1
5 

%
 to

 8
5 

%
 fo

r …
.. 

 

以
下
の
と
お
り
試
験
温
度
範
囲
を
修
正
す
る
。

 

周
囲
温
度

10
℃
か
ら

40
℃
及
び
相
対
湿
度

15
%
か
ら

85
%
の
範

囲
内
の
如
何
な
る
環
境
に
つ
い
て
も
、

…
…

.. 

 

 

JP
3 

 
7.

3.
1 

(s
ea

lin
g)

 
1st

 
se

nt
en

ce
 

an
d 

se
co

nd
 

bu
lle

t 
po

in
t. 

Te
 

Le
ad

 is
 u

se
d 

fo
r s

ea
lin

g 
in

 th
e 

1st
 se

nt
en

ce
. 

H
ow

ev
er

, R
oH

S 
D

ire
ct

iv
e 

re
st

ric
ts

 th
e 

us
e 

of
 le

ad
. 

In
 th

e 
se

co
nd

 b
ul

le
t p

oi
nt

, s
ea

lin
g 

of
 th

e 
ca

si
ng

 is
 

an
 e

xc
es

si
ve

 re
qu

ire
m

en
t a

nd
 is

 n
ot

 n
ec

es
sa

ry
. A

 
si

m
pl

e 
op

en
in

g 
of

 th
e 

ca
si

ng
 w

ill
 n

ot
 n

ec
es

sa
ril

y 
le

ad
 a

 fr
au

d 
of

 th
e 

in
st

ru
m

en
t. 

第
一
文
で
封
印
に
鉛
が
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

R
oH

S
指
令
は
鉛

の
使
用
を
規
制
し
て
い
る
。

 

第
二
の
箇
条
書
き
に
お
い
て
、
ケ
ー
ス
の
封
印
は
過

剰
な
要
求
で
あ
り
必
要
な
い
。
単
な
る
ケ
ー
ス
の
開

封
は
、
必
ず
し
も
計
量
器
の
意
図
的
な
誤
用
に
は
繋

が
ら
な
い
。

 

 

D
el

et
e 

th
e 

w
or

d 
“l

ea
d”

 in
 th

e 
1st

 se
nt

en
ce

.  

D
el

et
e 

th
e 

se
co

nd
 b

ul
le

t p
oi

nt
 sh

ow
n 

be
lo

w
. 

ꞏ i
n 

th
e 

ca
se

 o
f a

ll 
ot

he
r m

an
om

et
er

s:
 th

e 
op

en
in

g 
of

 th
e 

ca
si

ng
.  

第
一
文
の
用
語
「
鉛
」
を
削
除
す
る
。

 

以
下
に
引
用
し
た
第
二
の
箇
条
書
き
を
削
除
す
る
。

 

・
 そ

の
他
の
圧
力
計
の
場
合
：
ケ
ー
ス
の
開
放
。
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A
ll 

N
A

 
N

A
 

G
en

 
W

e 
su
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it 

a 
ne

ga
tiv

e 
vo

te
 m
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nl

y 
du

e 
to

 th
e 

co
m

m
en

t J
P1

1.
 

In
 a

dd
iti

on
, 

ot
he

r 
in

te
rn

at
io

na
l 

st
an

da
rd

s 
an

d 
in

te
rn

at
io

na
l 

sa
fe

ty
 re

gu
la

tio
ns

 fo
r a

vi
at

io
n 

an
d 

su
rf

ac
e 

tra
ns

po
rta

tio
ns

 a
re

 
in

tro
du

ci
ng

 R
 1

26
 a

s 
an

 im
po

rta
nt

 r
ef

er
en

ce
. W

e 
ar

e 
af

ra
id

 
th

at
 t

he
 s

tri
ct

 r
eq

ui
re

m
en

ts
 o

f 
a 

ne
w

 R
 1

26
 w

ou
ld

 b
e 

in
tro

du
ce

d 
in

 o
th

er
 in

te
rn

at
io

na
l s

ta
nd

ar
ds

/re
gu

la
tio

ns
. 

我
々
は
コ
メ
ン
ト

JP
11

を
主
な

理
由
と
し
て
、
反
対
投
票
を
行

う
。

更
に

、
他

の
国

際
規

格
や

航
空

と
地

上
交

通
の

た
め

の
安

全
基

準
は

、
R

12
6
を

重
要

な
参

考
文

書
と

し
て

取
り

入
れ

つ
つ

あ
る
。
我
々
は
新
し
い

R
12

6
の
厳
し
い
要
求
が
他
の
国
際
規
格

／
基
準
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
。

 

 

W
e 

do
 n

ot
 re

qu
es

t a
ny

 c
ha

ng
es

 re
ga

rd
in

g 
th

is
 c

om
m

en
t. 

こ
の
コ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
、
変
更
は
求
め
な
い
。

 

 

 

JP
2 

Pa
rts

 1
 a

nd
 

2 
A

ll 
A

ll 
Ed

 
So

m
e 

of
 th

e 
re

fe
rr

ed
 c

la
us

e 
nu

m
be

rs
 a

re
 n

ot
 c

or
re

ct
. 

A
lth

ou
gh

 w
e 

su
gg

es
te

d 
se

ve
ra

l c
or

re
ct

io
ns

, w
e 

co
ul

d 
no

t f
ix

 
al

l o
f t

he
m

. A
ls

o 
se

e 
ou

r c
om

m
en

ts
, J

P7
, J

P9
 a

nd
 JP

12
. 

参
照
さ
れ
た
項
番
号
の
一
部
は
間
違
っ
て
い
る
。
幾
つ
か
の
修

正
を
提
案
し
た
が
、
全
て
に
つ
い
て
修
正
で
き
な
か
っ
た
。

我
々
の
コ
メ
ン
ト

JP
7,

 JP
9 
及

び
JP

12
も
参
照

。
 

 

C
or

re
ct

 a
ll 

of
 th

e 
re

fe
rr

ed
 c

la
us

e 
nu

m
be

rs
. 

全
て
の
参
照
さ
れ
た
項
番
号
を
修
正
す
る
。

 

 

 

JP
3 

Pa
rt 

1 
3.

1.
15

, 
6.

8.
2,

 6
.8

.3
, 

6.
9.

1,
 6

.9
.2

 
an

d 
7.

1.
4 

 
Ed

 
Th

e 
te

rm
 “

re
fe

re
nc

e 
co

nd
iti

on
s”

 sh
ou

ld
 b

e 
co

rr
ec

te
d 

in
 

co
m

pl
ia

nc
e 

w
ith

 th
e 

tit
le

 o
f 2

.4
.1

 o
f P

ar
t 2

. A
ls

o 
se

e 
ou

r 
co

m
m

en
t, 

JP
10

. 

用
語
「
参
照
条
件
」
は

Pa
rt 

2
の

2.
4.

1
に
合
わ
せ
て
修
正
す
べ

き
だ
。
我
々
の
コ
メ
ン
ト

JP
10

も
参
照
。

 

 

R
ep

la
ce

 “
re

fe
re

nc
e 

co
nd

iti
on

s”
 w

ith
 “

R
ef

er
en

ce
 a

m
bi

en
t 

co
nd

iti
on

s”
 in

 th
e 

en
tir

e 
dr

af
t. 

草
案
の
全
て
の
「
参
照
条
件
」
を
「
参
照
周
囲
条
件
」
に
置
き
替

え
る
。

 

 

 

JP
4 

Pa
rt 

1 
6.

6.
2 

Th
e 

eq
ua

tio
n 

an
d 

Ta
bl

e 
1 

Ed
 

Th
e 

su
bs

cr
ip
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濃
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れ
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。
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と
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で
あ
る
。
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追
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。
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濃
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。

 

 

A
dd

 a
n 

ap
pr

op
ria

te
 n

ot
e 

fo
r e

xp
la

na
tio

n.
 

説
明
の
た
め
の
適
切
な
付
記
を
追
加
す
る
。

 

  

 

JP
9 

Pa
rt 

2 
2.

4.
3.

2 
Ta

bl
e 

5 
Ed

 
Th

e 
re

fe
rr

ed
 c

la
us

e 
nu

m
be

rs
 a

re
 n

ot
 c

or
re

ct
. 

参
照
さ
れ
た
項
番
号
は
間
違
っ
て
い
る
。

 

 

C
or

re
ct

 th
e 

cl
au

se
 n

um
be

r “
11

.4
.2

” 
to

 “
2.

4.
2”

. C
or

re
ct

 th
e 

cl
au

se
 n

um
be

r “
11

.5
.3

” 
to

 th
e 

ap
pr

op
ria

te
 n

um
be

r. 

項
番
号

 “
11

.4
.2

” 
を

 “
2.

4.
2”
に
修
正
す
る
。
項
番
号

 “
11

.5
.3

” 
を

 
正
し
い
番
号
に
修
正
す
る
。

 

 

JP
10

 
Pa

rt 
2 

2.
5.

4,
 

B
.1

.2
, 

B
.2

.1
.2

 a
nd

 
B

.2
.2

.2
 

 
Ed

 
Th

e 
te

rm
 “

re
fe

re
nc

e 
co

nd
iti

on
s”

 sh
ou

ld
 b

e 
co

rr
ec

te
d 

in
 

co
m

pl
ia

nc
e 

w
ith

 th
e 

tit
le

 o
f 2

.4
.1

 o
f P

ar
t 2

. 

用
語
「
参
照
条
件
」
は

Pa
rt 

2
の

2.
4.

1
に
合
わ
せ
て
修
正
す
べ

き
だ
。

 

R
ep

la
ce

 “
re

fe
re

nc
e 

co
nd

iti
on

s”
 w

ith
 “

R
ef

er
en

ce
 a

m
bi

en
t 

co
nd

iti
on

s”
 in

 th
e 

en
tir

e 
dr

af
t. 

草
案
の
全

て
の
「
参
照
条
件
」
を
「
参
照
周
囲
条
件
」
に
置
き
替

え
る
。

 

 

－ 129 －



C
ou

nt
ry

 
C

od
e1  

Pa
rt

 
C

la
us

e/
 S

ub
 

cl
au

se
 

Pa
ra

gr
ap

h
/ F

ig
ur

e/
 

T
ab

le
/ 

T
yp

e 
of

 
co

m
m

en
t2  

 
C

O
M

M
E

N
T

S 
PR

O
PO

SE
D

 C
H

A
N

G
E

 
O

B
SE

R
V

A
T

IO
N

S 
O

F 
T

H
E

 
C

O
N

V
E

N
E

R
/P

G
 

on
 e

ac
h 

co
m

m
en

t s
ub

m
itt

ed
 

 

Pa
ge

 4
 o

f 4
 

JP
11

 
Pa

rt 
2 

(a
ls

o 
Pa

rt 
1 

an
d 

Pa
rt 

3)
  

2.
5.

9 
ph

ys
io

lo
gi

c
al

 in
flu

en
ce

 
qu

an
tit

ie
s 

Ta
bl

e 
39

 
Te

 
(im

po
rta

n
t) 

W
e 

su
bm

it 
a 

ne
ga

tiv
e 

vo
te

 t
o 

2C
D

 m
ai

nl
y 

du
e 

to
 t

hi
s 

co
m

m
en

t. 
 

Ta
bl

e 
39

 w
as

 p
ro

po
se

d 
in

 C
T1

 (
co

ns
ul

ta
tio

n 
te

xt
 1

) 
in

 
D

ec
em

be
r 

20
18

 
an

d 
w

as
 

ad
de

d 
to

 
2C

D
 

ba
se

d 
on

 
th

e 
re

qu
ire

m
en

t o
f T

ab
le

 5
 in

 6
.1

1.
2 

(P
ar

t 1
). 

W
e 

no
te

d 
th

at
 th

er
e 

w
as

 a
n 

ag
re

em
en

t o
n 

C
T1

 a
t t

he
 m

ee
tin

g 
in

 F
eb

ru
ar

y 
20

19
 

w
he

re
 Ja

pa
ne

se
 d

el
eg

at
es

 a
tte

nd
ed

.  

H
ow

ev
er

, w
e 

co
ns

id
er

 th
at

 a
 te

st
 u

si
ng

 a
 m

ix
tu

re
 o

f 
et

ha
no

l 
an

d 
an

 ad
di

tio
na

l s
ub

st
an

ce
 is

 an
 ex

ce
ss

 re
qu

ire
m

en
t a

nd
 is

 n
ot

 
ne

ce
ss

ar
y.

 I
t 

ca
us

es
 a

 s
ig

ni
fic

an
t 

ad
di

tio
na

l 
co

st
 f

or
 t

he
 

na
tio

na
l/r

eg
io

na
l 

te
st

in
g 

la
bo

ra
to

rie
s 

an
d 

th
e 

m
an

uf
ac

tu
re

rs
. 

U
se

 o
f a

 te
st

 g
as

 o
f s

in
gl

e 
su

bs
ta

nc
e 

sh
ou

ld
 b

e 
ac

ce
pt

ed
.  

In
 a

dd
iti

on
, i

t s
ee

m
s t

ha
t t

he
 fo

rm
at

 o
f F

.3
3 

in
 P

ar
t 3

 d
oe

s n
ot

 
m

ee
t t

hi
s r

eq
ui

re
m

en
t. 

我
々
は
こ
の
コ
メ
ン
ト
を
主
な
理
由
と
し
て

2C
D
に
反
対
投
票

し
た
。

 

6.
11

.2
（
第

1
部
）
の
要
求
に
基
づ
い
て
、

20
18

年
12

月
の

C
T1

（
審
議
文
書

1）
に
て
表

39
が
提
案
さ
れ
、

2C
D
に
追
加

さ
れ
た
。
我
々
は
、
日
本
代
表
団
も
参
加
し
た

20
19

年
2
月
の

会
議
に
お
い
て
、

C
T1

へ
の
合
意
が
あ
っ
た
こ
と
を
了
解
し
て

い
る
。
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の
第
二
列
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最
後
に
以
下
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を
追
加
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る
事
を
要
望
す
る
。
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第第 3 章章 OIML 等のの活活動動 

3.1 第 54 回 CIML 委員会会報報告 

3.1.1  OIML 総総会会と CIML 委委員員会会のの概概要 

国際法定計量会議（OIML 総会）は国際法定計量機関（OIML）の最高決定機関であり、原則として 4 年

に一回開催される。国際法定計量委員会（CIML 委員会）は OIML の理事機関として総会を支援するため、

毎年開催されている。CIML 委員会は加盟国を代表する CIML 委員により構成され、その審議結果は

OIML 総会で最終承認される。2020 年 1 月の時点で、OIML 代表に相当する CIML 委員長はドイツのロー

マン・シュワルツ（Roman Schwartz）氏、第一及び第二副委員長はそれぞれ米国のチャールズ・アーリック

（Charles Ehrlich）氏とスイスのボブジョゼフ・マシュー（Bobjoseph Mathew）氏、そして事務局である BIML の

局長はオーストラリア出身のアンソニー・ドネラン（Anthony Donnellan）氏が担当している。 

3.1.2  第第 54 回 CIML 委委員会会 

第 54 回 CIML 委員会は 2019 年 10 月 21~25 日の日程で、スロバキアのブラチスラヴァにおいて開催さ

れた。事務局が提供した参加者リストによると、第 54 回 CIML 委員会への参加者は、正加盟国 50 カ国から

117 名、準加盟国 16 カ国から 32 名、その他の来賓などを含めた参加者総数は 174 名であった。そのうち我

が国については経済産業省から 1 名、産業技術総合研究所（産総研）から 4 名が参加した。 

3.1.2.1  電子研研修修にに関関すするる OIML ワワーククシショッッププ 

初日の 10 月 21 日には、電子研修（E ラーニング）に関するワークショップが開催された。司会は第二副

委員長候補であったマシュー氏とドイツ PTB のぺーター・ウルビック（Peter Ulbig）氏が担当し、APLMF、
UNIDO、IEC、OIML の代表が電子研修に関する最新動向について話題を提供し、最後には自由討論の

場も用意された。 

3.1.2.2  RLMO（（地域域法法定定計量機機関関）円卓会会議 

この会議は CIML 委員会に先立って毎年開催されており、RLMO の代表が参加している。今回の円卓

会議は 10 月 22 日の午前に開催され、産総研の三木幸信氏が第二副委員長として議長を務めた。6 つの

RLMO（AFRIMETS, APLMF, COOMET, GULFMET, SIM, WELMEC）とSAARC（南アジア地域協力連合）

が報告を行い、電子研修、OIML-CS の促進、CEEMS との連携、APLMF の新しい市場調査プロジェクトが

主な話題となった。次回の円卓会議からはアーリック氏が第一副委員長として議長を務めることになった。 

 

以下に第 54 回 CIML 委員会の概要を議事次第に沿って報告する。全ての議事事項の和訳は巻末資料

4 に掲載する。 

 

3.1.2.3  CIML 委委員員会会のの開会会式式、及及びび委委員長長と BIML のの報報告 

10 月 22 日の午後からは CIML 委員会が始まり、まずスロバキア経済省を代表してヴォイテック・フェレン

ツ（Vojtech Ferencz）氏が開会挨拶を行った。続いて委員長のシュワルツ氏が報告を行い、その主な内容は

新BIML局長の紹介、2023年に向けたタスク・グループ「TG23」とPCメンバーの紹介、加盟国の変遷、技術

活動、OIML-CS、CEEMS活動、RLMOを含む連携活動、予算、第二副委員長を務めた三木への謝辞であ

った。続いて BIML 局長のドネラン氏が、事務局の活動報告を行った。OIML ホームページについては、
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CEEMS、研修、OIML-CS、E ラーニング、他言語の資料に関する内容が強化され、WEB サーバは 2019 年

8 月に更新された。 

3.1.2.4  第第二副委委員員長長のの選選挙挙 

OIML の規定（B 14）によると、CIML の委員長と二名の副委員長の任期は共に 6 年である。第 48 回委

員会（2013 年）で就任した三木第二副委員長の任期がこの委員会で終了するため、事前に候補者の募集

が行われた。これに対してオーストラリア、スイス、中国、オランダ、ロシアから 5 名が立候補したが、そのうち

中国は直前に立候補を取り下げた。10 月 22 日には、4 名の候補者がプレゼンテーションを行った。そして

24 日午前に投票用紙を用いて行われた選挙により、スイス METAS（連邦計量機関）のボブジョゼフ・マシュ

ー氏が多数の CIML 委員の賛成票を得て、この委員会より始まる 6 年間の任期について指名された。 

3.1.2.5  予予算に関すするる議論論 

ドネラン氏が 2018 年度の予算報告書及び 2019 年度予算執行の見通しについて報告した。その後、余

剰金の扱いに関する質問も出たが、2020 年の総会において改めて議論することになった。 

3.1.2.6  他他機機関関ととのの協協力力関関係係（リリエゾゾンン） 

BIML のダンミル氏から OIML と連携する国際機関について報告があった。その概要は OIML-CS のた

めの認証制度に関する IEC との連携、BIPM の InetQI（品質基盤に関する国際ネットワーク）への協力、そし

てUNIDO及びWTOとの連携であった。BIPM局長のマーチン・ミルトン（Martin Milton）氏からはCBKT（能
力開発・知識伝達プログラム）と KCDB（基幹比較データベース）の更新、OIML との定期会合、OIML D 1
「計量法に関する考察」改定作業への協力、世界計量記念日行事に関する報告があった。CECIP（欧州は

かり製造事業者協同組合）の報告においては、日本計量機器工業連合会（JMIF）との連携についても紹介

された。BIPM の CCU（単位諮問委員会）との連携については、スロベニアのナターシャ・ブゴビッチ（Natasa 
Vukovic）氏から報告があった。この活動にはオーストリアが担当する TC2（計量単位）も協力する。 

3.1 2.7  開開発発途途上国（（CEEMS））にに関関すするる案案件件 

CEEMS 諮問部会の活動について、前 CIML 委員長でもある英国のピーター・メイソン（Peter Mason）氏
が報告を行った。その概要は、同諮問部会の活動計画とメンバー構成、新たに担当することになった国際文

書 D 1「計量法に関する考察」、D 14「法定計量従事者」、D 19「型式評価」の改定状況、中国が担当する研

修センター（OTC）の活動、電子研修制度への協力であった。ちなみに OTC は 2019 年 7 月に中国・杭州市

でCSセミナーを実施し、日本からも 2名が参加した。この中でD 1については、BIPMとの連携のために「計

量機関」という用語の範囲を法定計量以外にも拡大することになった。また今回の委員会で、同諮問部会の

議長であった中国 SAMR の蒲長城（Pu Changcheng）氏が退任し、後継者としてメイソン氏が議長に、そして

ドイツ PTB のウルビック氏が副議長に就任した。 

3.1.2.8  OIML 証明明書制度度のの改改革 

OIML では 1992 年に基本証明書制度の運用が開始され、2006 年には MAA（型式評価国際相互受入

れ取決めの枠組み）制度が導入された。ただ MAA 制度への移行が進まなかったため、検討を経て 2018 年

1 月に新しい証明書制度（OIML-CS）が発足した。OIML-CS では MAA 制度と基本証明書制度が、それぞ

れ実質的にはスキーム A 及び B として残った。ただしスキーム B は暫定的な位置づけであり、2021 年 1 月

には全てのカテゴリーがスキーム A へ移行することを目指している。更に CS の運営のために運営委員会

（MC）、審査委員会（RC）、裁定委員会（BoA）、試験機関フォーラム（TLF）、メンテナンス・グループ（MG）

が設立された。 

この委員会では MC 議長であったオランダのコック・オースターマン（Cock Oosterman）氏が報告を行った。

その概要は、CS の対象となる計量器カテゴリーの追加とスキーム A への移行、発行・試験機関の参加、専
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3.1.2.11  OIML 機機関関誌誌のの記事 

BIML は機関誌（Bulletin）への寄稿が低迷していることから、加盟国による積極的な投稿を呼びかけた。

これについては、機関誌の学術誌としての位置づけなどについて質問があった。 

3.1.1.12  OIML にによよるる表表彰彰 

10 月 25 日に表彰式があり、OIML 表彰が産総研の三木幸信、ポーランドのジャージー・ボルジミンスキ

ー （Jerzy Borzyminski）博士、フランス CIML 委員であるコリーン・ラゴーテリー（Corinne Lagauterie）氏に授

与された。続いて OIML 感謝状が、オランダのコック・オースターマン氏へ贈られた。CEEMS に関する表彰

については 2019 年の対象者はなく、2018 年の受賞者であるブラジル代表がアマゾン川流域における船を

使った計量器の管理業務について紹介した。 

3.1.1.13  今今後後のの CIML 委員会会 

第 16 回総会と第 55 回 CIML 委員会については、中国が 2020 年 10 月に蘇州市で開催することを提案

し、承認された。2021年の第56回委員会についてはロシアで開催することが承認された。開催都市としては、

サンクトペテルブルクが候補に上がった。 

3.1.1.14  会会議以以外外ののイイベベンントト 

10 月 22 日と 24 日には、それぞれ OIML とホスト国が主催する懇談会がブラチスラヴァ市内で開催され

た。23 日午後には、フォルクスワーゲン社の自動車工場の見学が用意された。 
 

3.2  第第 26 回 APLMF 総総会会のの報報告 

APLMF（アジア太平洋地域法定計量フォーラム）は OIML と連携する RLMO であり、2015 年からニュー

ジーランドの MBIE が議長と事務局を担当している。第 26 回 APLMF 総会及び WG 総会は、ベトナム、クア

ンニン省のハロン市のホテル（Wyndham Legend Halong Hotel）において 2019 年 11 月 5~8 日の日程で開催

された。このうち 5 日は一部のメンバーのみが参加した EC（執行委員）会議と MEDEA 運営委員会、6 日は

WG（作業部会）総会、そして 7～8 日（午前）が総会であった。ホスト機関は、ベトナム科学技術省（MOST）
傘下の STAMEQ が担当した。 
 

3.2.1  APLMF 総総会会へへのの参参加加者者 

事務局が提供した名簿によると、この総会には 20 の正加盟経済圏のうち 16 ヵ国から 53 名が参加した。

APLMF 議長・事務局、現地の来賓・スタッフ、外国の来賓を含めた参加者総数は 75 名であった。我が国に

ついては経済産業省から１名、産総研から 3 名が参加した。 

3.2.2  作作業業部部会会（（WG））総総会会 

かつて APLMF には分野ごとの 7 つの WG（作業部会）が存在したが、6 つの WG へ改編された。11
月 6 日の午前中には、そのうち 4 つの WG（農産物、包装商品、ユーティリティー、非自動はかり）について

個別のワークショップが開催され予備的な議論が行われた。その日の午後には、APLMF 議長である MBIE
のステファン・オブライアン（Stephen O’Brien）氏による簡単な挨拶の後、全員が参加する形で WG 総会が行

われた。 
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3.2.2.4  非非自動はかかりりにに関関すするる WG【【ママレレーシシアア】】 

これは 2018 年の総会で設立された新しい WG で、その主査はマレーシアのスリアナ・ガザーリ（Suliana 
Ghazalli）氏が担当し、WG メンバーとしてフィリピン、タイ、ニュージーランドが参加する。この WG の主な活

動は、大型はかり（トラックスケール）と機械式はかりを対象とした電子教材の作成であり、今回の総会ではそ

の作成状況の報告が行われた。 

3.2.2.5  OIML 証明明書制制度度 WG 【【中国】】 

この WG は、かつて米国が担当し 2017 年に廃止された MRA（相互認証）に関する WG を引き継ぐもの

で、OIML 証明書制度（CS）の動向を APLMF 加盟経済圏に伝えて積極的な参加を促すことを目的とする。

主査は中国 SAMR の鄭華欣（Zheng Huaxin）氏で、オーストラリア、カンボジア、インドネシア、ニュージーラ

ンド、タイが WG メンバーとして参加する。今回は、2019 年 3 月にオランダで開催された CS の MC 委員会

の概要、CS の発行機関と利用機関の状況、杭州における CS セミナーについて報告が行われた。 

3.2.2.6  農農産産物物品質質計測 WG【【タタイイ、、ママレレーシシアア】】 

この WG は 2001 年に産総研により設立され、2017 年には主査がタイのスラチャイ・サンジカウ（Surachai 
Sungzikaw）氏、副主査がマレーシアのハスリナ・ビテ・アブドゥール・カディール（Haslina bte Abdul Kadir）氏
に交代した。更にカンボジア、インドネシア、日本、ベトナムが WG メンバーとして参加する。この総会では、

スラチャイ氏がタイにおける穀物水分計研修（表 2 の No. 9）の報告を行った。今後の活動としては、穀物水

分計ガイド文書の改訂と標準試験手法の作成、及び糖度計に関する研修の開始が提案された。 

3.2.2.7  ユーテティリリテティー・・メメータターWG【【中国】】 

この WG についても最近、主査がカナダから中国 NIM の王雷（Wang Lei）氏へ交代した。更にカンボジ

ア、カナダ、韓国、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナムが WG メンバーとして参加する。この総会では

OIML の G 20（計量器のサンプリング検査）、D 31、R 46（電力量計）の改定作業の紹介が行われた。更に

王氏は 10 月に実施した水道メーター研修（表 2 No. 7）の報告を行い、更に電力量計（2020 年）、ガスメータ

ー（2021 年）、電気自動車充電施設（2022 年）に関する研修計画についても触れた。 

3.2.2.8  分分野専門家家のの報報告 

台湾は医療計測器 WG を担当していたが 2018 年に解散した。この総会では楊金海（Yang Jin-Hai）氏が

分野専門家として血圧計に関する APMP フォーカス・グループとの連携について報告した。更に同氏は、こ

の総会の翌週に計画されていた血圧計研修（表 2 No. 6）についても紹介した。 

3.2.3   MEDEA  ププロジジェククトにに関関すするる議論論 

APLMF 研修活動の資金については、以前は APEC の支援を受けていたが、これに代わって 2013 年か

らドイツ PTBの予算を受け入れている。これはMEDEAプロジェクトと呼ばれ、2018年～2021年の期間に第

二期プロジェクト（MEDEA 2.0）が遂行されている。この総会では、PTB のコリーナ・ウェイゲルト（Corinna 
Weigelt）氏が MEDEA 2.0 の状況について報告した。同氏はまた、PTB が推進する中央・南アメリカ諸国へ

の支援プロジェクトである CABUREK についても紹介した。 
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3.2.4  APLMF 総総会会 

3.2.4.1 開開会会式式 

11 月 7 日の朝にはベトナム政府主催の開会式が行われた。同国の法定計量制度を担当する STAMEQ
とそれを管轄する科学技術省、そして現地クアンニン省の地方自治体の代表が挨拶を行った。そしてオブラ

イアン氏が、議長として挨拶を行った。 

3.2.4.2 連連携携機機関のの報告告 

連携する機関の代表又はその代理から活動報告が行われた。このうち OIML については、米国のアーリ

ック氏が第 54 回 CIML 委員会の概要を報告した。APMP 議長であった産総研の高辻利之氏は、APLMF
の WG と似た役割をもつ APMP フォーカス・グループの活動紹介を行った。ASEAN については、

ACCSQ-WG3 会議への PTB 代表とヘアー氏の参加が報告された。2019 年に APLAC と PAC が統合されて

発足した APAC からは、ベトナムのヴ・シュアン・テュイ（Vu Xuan Thuy）氏が活動報告を行った。 

3.2.4.3  OIML 証明明書制度度（OIML-CS））にに関関すするる議論論 

オーストラリアのビル・ロイジデス（Bill Loizides）氏が OIML-CS の現状について報告すると共に、APLMF
加盟経済圏の積極的な参加を呼びかけた。中国代表は、最近CSの試験・発行機関となったNIM について

の試験設備を含む活動紹介を行った。韓国代表も CS への参加状況について報告した。更にブルネイ、カ

ンボジア、インドネシアからは、CS への参加方法や発行機関になるための資格やコストなどについて質問が

あった。 

3.2.4.4 経済済圏報報告 

11 月 7 日に複数の時間帯が用意され、参加した経済圏による報告がポスターセッション形式で行なわれ

た。このセッションでは各経済圏の代表が自らのポスターの前で 1～2 分の説明を行い、そこに集まった他の

経済圏のメンバーが自由に質問する形態をとった。これらの資料は APLMF ホームページに掲載された。 

3.2.5  正加加盟盟経済済圏にによるる総総会会（（11 月月 8 日午午前） 

APLMF の MoU によると議長と事務局の任期の上限は 4 年間で、この総会でニュージーランドの任期が

終了する予定であった。既に前回の総会で議長と事務局のマレーシアへの引き継ぎについて合意があった

が、マレーシアの国内事情のため、その時期が 2020 年の第 27 回総会まで延期された。 

ニュージーランドのフィル・ソレル（Phil Sorrell）氏は、販売前の市場調査に関する新しいプロジェクトを提

案した。これは OIML-CS に参加するアジア地域の試験機関が、既に他国の型式承認を受けた計量器につ

いて再試験し、その結果を APLMF 内で共有するというものである。オーストラリアもこのプロジェクトを積極

的に支援し、NMIA が次回の総会において予備的な試験結果を報告することを約束した。 

APLMF と PTB との間では新しい MoU が締結された。また APLMF 基本規約としての MoU 及びそれを

補足する運用規則の見直し、そして 5 年間の戦略計画の作成が提案された。加盟経済圏については、ブル

ネイとキリバスが正加盟経済圏として参加した。 

2020 年の第 27 回総会の開催地にはフィリピンが立候補した。時期は 10 月下旬で、会場はマニラ近郊を

予定している。それ以降の総会についても、2021 年に台湾、2022 年にマレーシア、2023年に韓国、2024 年

にオーストラリアが立候補した。これらのうち、2024 年の総会は CIML 委員会／OIML 総会と同じ場所で開

催される予定である。 
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3.2.6  表表彰彰、、そそのの他他 

APLMF 功労賞が、研修活動に貢献したオーストラリア、カンボジア、マレーシア、ニュージーランド、フィ

リピン、台湾、タイの合計 13 名のメンバーに授与された。11 月 6 日夜には会場のホテル内で APLMF 主催

の歓迎会が、11 月 7 日夜には近隣のホテルにおいてホスト経済圏主催の送別会が開催された。11 月 8 日

の午後にはホスト経済圏により、ハロン湾の見学が行われた。 

 

おおわわりりにに 

OIML において日本は、ロシアとオセアニアを除くアジア地域では初めてとなった第二副委員長としての

役割を終えた。APLMFでも議長・事務局の交代やWGの改革などを通して、その主役が中国やASEAN諸

国へ移行しつつある。ブラチスラヴァはオーストリア国境に面していてウィーンにも近く、歴史のある文化的な

都市である。ハロン市は 1994 年に世界遺産に指定されてから急速に発展し、中国を初めとする外国人観光

客で賑わっていた。 
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第４章 海外計量専門家の招へい 

 

4.1 海外計量専門家の招へい及び講演会の開催 

１． 目的・背景 

法定計量に関する国際標準化事業の一環として、法定計量に関する課題を抽出し、

勧告文書等の案が策定される背景、技術的内容、諸外国の法定計量制度の実態及び

動向等を調査把握するため、海外機関から計量関係者を招へいして講演会を開催し

てきている。今回はドイツから法定計量の専門家を招へいした。 

我が国では計量法の政省令が改正され、自動はかりが規制の対象となった。国内

の計量規制の本格的な開始を前に、既に規制が実施されているドイツで実施してい

る自動はかりの検定実態等、さらには、自動はかりと計量された包装商品の内容量

に関しての関連性等について情報を入手し、我が国の計量規制の運用等に資するこ

とを目的とする。 

ドイツの法定計量制度と自動はかりの検定等に関する講演会を実施する。 

 

２． 講演会開催 

日時：2020 年 2 月 12 日（水）14 時 30 分～17 時 30 分 
会場：グランドヒル市ヶ谷 
講師 
〇Dr. Peter ULBIG（ペーター・ウルビック氏） 
ドイツ国立物理工学研究所（Physikalisch-Technische Bundesanstalt ／ PTB） 

 国際法定計量部門 部門長 
〇Dr. Eberhard PETIT（エーベルハート・プチ氏） 
  ノルトライン・ヴェストファーレン州検定部門（LBME） 部門長 
〇Mr. Dieter SCHAEFER（ディーター・シェーファー氏） 

   ノルトライン・ヴェストファーレン州検定部門（LBME） アンスベルグ検定所 主

席検定官 

    

   講演会資料は、巻末資料５に掲載する。 
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３．講演プログラム 

Time 

時時間 

Details 

内内容容 

Speaker 

講演者 

14:30 – 14:40 Welcome address by METI 

Introduction of experts 

経済産業省による歓迎の挨拶 

専門家の紹介 

Representative of METI 
and German speakers 

経済産業省の代表及び
ドイツの講演者 

14:40 – 15:00 The European and the German legal metrology system 

欧州およびドイツの法定計量制度 

- The principles of the New Legal Framework of the EU 

- EU の新しい法的枠組みの原則 

- Measuring Instruments Directive (MID) and 
  Non-Automatic Weighing Instruments Directive (NAWID) 

- 計量器指令（MID）及び 非自動はかり指令（NAWID） 

- Transposition of MID and NAWID to German law 

- MID および NAWID のドイツ国内法への移行 

- Relation between European and German legal framework 

- 法的枠組みに関する欧州とドイツの関係 

- Conformity Assessment instead of type approval/initial 
verification  

- 型式承認／初期検定の代替手段としての適合性評価 

 Dr. Peter Ulbig  

ペーター・ウルビック博士 

15:10 – 15:20 Role and tasks of players in the German legal metrology 
system I 

ドイツの法定計量制度（I）における担当機関の役割と業務 

- Role of the Federal Ministry of Economic Affairs and 
Energy (BMWi) 

- ドイツ連邦経済エネルギー省（BMWi）の役割 

- Role and tasks of PTB 

- PTB の役割と業務 

- Type examination by PTB and private conformity 
assessment bodies 

- PTB および民間の適合性評価機関による型式評価 

 Dr. Peter Ulbig 

ペーター・ウルビック博士 
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15:20– 16:00 Role and tasks of players in the German legal metrology 
system II 

ドイツの法定計量制度（II）における担当機関の役割と業務 

- Introduction of LBME. Role and tasks of the local 
verification authorities.  

- LBME の紹介。地方検定機関の役割と業務。 

- Local private verification bodies and repairers. Supervision 
of them by the state (registration, application, organization, 
costs). 

- 民間の地方検定機関および修理事業者。これらの機関
に対する地方自治体の管理（登録、申請、組織、費用）。 

- Market surveillance on measuring instruments and 
prepackages 

- 計量器及び包装商品に対する市場調査 

 Dr. Eberhard Petit 

エーベルハート・プチ博士  

16:00 – 16:15 Coffee break／休憩 

16:15 – 17:00 

 

Verification of NAWIs and AWIs in Germany 

ドイツにおける NAWI（非自動はかり）と AWI（自動はかり）
の検定 

- Organisation of verifications of Germany in general 
(registration, application, organization, costs) 

- ドイツ検定機関の概要 （登録、申請、組織、費用） 

- Administrative and technical procedures for type approval 
and verification of AWIs & NAWIs 

- AWI 及び NAWI の型式承認および検定のための管理手
続き及び技術基準  

- Practical realization of testing for AWIs and NAWIs.  

- AWI 及び NAWI に対する試験の具体的な実施方法 

- Some statistics on type approval and verification. 

- 型式承認および検定に関する統計的な情報 

Mr. Dieter Schäfer 

ディーター・シェーファー
氏 

 

17:00 – 17:10 The (possible) future of metrological control in Germany 

ドイツにおける計量管理の（想定し得る）未来について 

- The fourth industrial revolution and its impact on legal 
metrology 

- 第 4 次産業革命と法定計量制度への影響 

- Smart instruments and smart clients in times of artificial 
intelligence 

- 人工知能の時代におけるスマート機器とスマート・クライア

 Dr. Peter Ulbig 
ペーター・ウルビック博士 
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ント 

- Outcomes of a “future workshop” from September 2019 

- 2019 年 9 月の「未来のワークショップ」における成果 

- The need for independent and competent metrological 
control  

- 独立した有効な計量管理の必要性 

17:10 – 17:25 Final discussion 

最終的な質疑応答 

 

17:25 – 17:30  Closing of seminar 

 セミナーの閉会 

 

 

４．質疑応答 

Ｑ１．検定局で自ら基準器などを検定しているのか。 

Ａ１．その通りである。ノルトライン・ヴェストファーレン州では独自のトレーサビ

リティを担保する体制を持っており、それはＰＴＢと同じ検定規格に基づいて

いる。 

Ｑ２．検定局で水銀温度計の検定は行っているか。 

Ａ２．以前は行っていたが、現在、水銀温度計は検定対象から外れている。 

Ｑ３．以前は水道メーターやガスメーターの検定を製造事業者で行っていたと思うが、

現在も製造事業者が行っているか？ 

Ａ３．大量生産品の検定は、国によって認定された民間の検定機関が実施する。検定

局でも検定はできるが、クレームがあった場合に限られる。 

Ｑ４．水道メーターには温水用メーターと冷水用メーターがあるが、検定局で検定を

行っているのか？ 

Ａ４．認定された検定機関が行っている。水道メーターは廉価なため、再検定の意味

がないことが多く、メーターを交換する方が安くすむ。なおドイツの製造事業

者は自ら検定することは許されていない。大きな製造事業者は自らの組織の中

に検定機関を設置することができる。しかしそれは独立した形態でなければな

らない。つまり、製造事業者は検定を行うことはできない。 

 Ｑ５．ＰＴＢとＤＫＤ（ドイツ校正サービス）が同時に検定するのか。 

 Ａ５． それは難しい。ＤＫＤは２０１０年までは検定のための認定を受けた機関で

あった。その後、認定を受けた機関としてＰＴＢが指定され、ＰＴＢの委員会

が必要な新しい文書を作成した。その結果、ドイツ全土で統一され安定した検

定制度を提供することが可能になった。 
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 Ｑ６．ＥＵの適合性評価のためのニューアプローチについて、１０年以上前と比べて

対象、或いはその活動の範囲は増えているのか？ この中で型式承認のための

評価手法を意味するモジュールＢについて、他のモジュールに移っていく可能

性はあるのか。 

Ａ６．それはない。ドイツでは全ての計量器の型式承認について、それぞれの製造事

業者がモジュールＦ（個別検定）とモジュールＤ（品質システムの利用）を選

択できる。必ずしも初めに型式承認をする必要はない。製品開発の段階から製

造事業者をサポートすることもできる。開発期間から様々なデザイン（設計）

をチェックすることもでき、それがモジュールＨ１である。しかしモジュール

Ｈ１では開発期間に製造現場に通うなど、継続したサポートを必要とするため

にコストが高くなるので、それほど頻繁には用いられていない。 

Ｑ７．民間の検定機関について、以下３点をご教示いただきたい。 

  （１）ユーティリティメーターだけを対象に民間の検定機関を導入した理由。 

  （２）ユーティリティメーターの検定について、公的機関も検定を継続している

のか。 

  （３）他の計量器にも民間の検定機関を導入する予定があるか。 

Ａ７．上記３点の質問について、回答は次のとおりとなる。 

（１）認定された民間の検定機関が誕生するまでには、非常に長い歴史がある。

１００年ほど前に電気メーターが導入されたとき、あまりにも数多くの電

気メーターが設置されたため、検定局では検定が追いつかず、エネルギー

供給者がその役割を担うことになった。そこで、民間機関に権限を一部委

譲する形で検定を行ってもらうことになった。それが発展し、新しいユー

ティリティメーターが加わる度に、その対象範囲が広がっていった。 

ユーザー（供給事業者）はユーティリティメーターがどこに設置されて

いるか知っているので、検定機関にとって計量器の管理は容易である。ま

た通常は設置場所でメーターが修繕されることはないので、誤って計量器

を操作されることがない。つまり不正が行われる可能性が低い。 

    (２)ユーティリティメーターについて、公的機関は検定を行っていないが、品

質管理のために個別のメーターを抜き打ちで検査することはある。また個

別の消費者からクレームが届いた場合には特別な確認作業を行うが、それ

は検定ではない。クレーム対応の結果、取り除かれたメーターが元に戻さ

れることもない。もし取り除けば、戻されるまでの期間は水道メーターが

存在しないことになる。 

    (３)民間の検定機関を他の計量器にも拡大することについては、現時点ではあ

まり考えていない。その役割はユーティリティメーターに限られている。 

Ｑ８．検定が義務となる計量器の範囲をご教示いただきたい。この質問の背景として、

日本の計量法では、法令に定められた種類の計量器のうち取引、証明に使われ

るものについては、検定に合格したものを使うことが義務になっていることが
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ある。自動はかりについては、新しく検定対象に加えたこともあり、義務の対

象範囲についてご教示いただけると有難い。 

 Ａ８．これはドイツにおける５年前の法改正時にも充分議論されたテーマである。こ

のときは結果的に、経済産業省が非常に賢い対処を行った。つまり今後数年間

は自由な裁量の余地を残す形で、次のように法律の文言を作成した。「計量器

が商業分野で使われ、お客様がそれに対してお金を支払う場合、検定が必要で

ある。」 

そして警察庁が使う法的で公的な計量分野、例えば自動車のスピードメー

ターや呼気のアルコール検知に使用する計量器も検定の対象となる。これ以外

にも、商取引には使用されないが社会的に重要なものがある。それは例えば騒

音計や排ガスに関する計量器であり、これらについても検定義務を付けること

になった。 

 Ｑ９．次の２点についてご教示いただきたい。 

   （１）充てん用自動はかりの検定で抜き取る製品の数は、はかりの能力に関係な

く１０個でよいのか？ 

   （２）非自動はかりと自動はかりの検定手数料をご教示いただきたい。 

 Ａ９．下記の回答となる。 

   （１）抜き取る数は、そのはかりの最大能力による。先ほど１０個と申しあげた

が、それは基本の数であり、最低３個ということもある。 

   （２）料金は最高荷重で決まる。自動はかりの場合は、１０ｋｇまでが２１０ユ

ーロ、１０～１５ｋｇの場合が２４０ユーロ、２５０ｋｇ以上５００ユーロ

となる。加えて、補助具が必要となる場合があるので、その料金が追加され

る場合もある。非自動はかりの料金は、大きさによってかなり変わる。通常

の非自動はかりは８０ユーロ、トラックスケールでは６００～６５０ユーロ

となる。 

Ｑ１０．ОＩＭＬ Ｒ６１における充てん用自動はかりの試験回数は、ひょう量が２

５ｋｇ以上のものについては１０回となっている。それよりも少ないひょう

量だと１０回よりも多い回数となるのではないか。先ほどのご講演で１０回

と言われたのは、ひょう量２５ｋｇ以上のものしかないという意味か。それ

とも、２５ｋｇ以下のものも１０回でよいのか。 

Ａ１０． ОＩＭＬ勧告では６０個のパッケージ（袋）が必要とされ、その数が多い。

一方で国内規格では１つの荷重で１０パッケージでよい。新しい計量器の適

合性評価においてはＯＩＭＬ勧告が適用され、検査におけるパッケージの数

が多くなる。 

Ｑ１１．検定をする際に９５％は出向いて行うと話していたが、非自動はかりも含め

て使用者のところへ出向くのか。 

Ａ１１．非自動はかりも含めて、基本的にユーザーのところで検定を行う。ただ、中

には検定局の中で行うものもある。それは例えば、週末だけ市場を開いて販
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売をする移動型の市場販売者が使うはかりである。 

Ｑ１２．「法定計量の未来像」のタイトルには「法定」という用語があるので、行政

サイド、即ち管理者側に依存する内容が多いと思う。これは国家全体の構造

改革も議論されているという意味か、又はＰＴＢが他の機関よりも進んだ議

論をしているという意味か。 

Ａ１２．変化を考えずに伝統的な世界にしがみつくのではなく、世界の大きな変化に

ついていかなければならない。 

ここで、２つの数字を紹介する。中国では今後５年間で３，０００憶ドル

がＡＩ（人工知能）の開発に投入される予定である。しかしＥＵ全体では、

たったの２００憶ドルしかＡＩの開発に投入していない。製造事業者が開発

している技術をもっと積極的に共有して、その新たな流れについて行かなく

てはならない。国際的にも、大きな動きを形成して行かなければならない。    

日本は新しい技術を受け入れる国であると考えており、今後は国際的な役割

も担っていくであろう。 

    先週、ガーナを訪問した際に、ケニア・ナイロビではタクシーがないとい

う話を聞いた。そこではタクシーの代わりにウーバー（Uber）が使われてお

り、タクシーメーターは出番がなくなっている。このようなシステムは若い

世代にとっては当たり前のことで、新しい技術はすぐに受け入れられる。私

たちが思っているよりも、変化は早くやってくると考える。 
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国際勧告（International Recommendations）一覧 

 

番号 表     題 発行年 TC/SC 
R 7 最高温度保持機能付ガラス製水銀体温計 

Clinical thermometers, mercury-in-glass with maximum device 
1979 18/2 

R 14 ICUMSA国際糖度目盛に基づいた偏光検糖計 
Polarimetric saccharimeters graduated in accordance with the 
ICUMSA International Sugar Scale 

1995 17/2 

R 15 穀物の100リットル単位質量の計量器 
Instruments for measuring the hectolitre mass of cereals 

1974 9/4 

R 16-1 機械式非観血血圧計 
Non-invasive mechanical sphygmomanometers 

2002 18/1 

R 16-2 非観血自動血圧計 
Non-invasive automated sphygmomanometers 

2002 18/1 

R 18 線状消失式高温計 
Visual disappearing filament pyrometers 

1989 11/3 

R 21 タクシーメーター 計量及び技術要求事項、試験手順及び試験報告書の様

式 
Taximeters. Metrological and technical requirements, test procedures 
and test report format  

2007 7/4 

R 22 国際アルコール濃度測定表 
International alcoholometric tables 

1975 9/4 

R 23 自動車用タイヤ圧力計 
Tire pressure gauges for motor vehicles 

1975 10 

R 24 検定官用メートル基準直尺 
Standard one metre bar for verification officers 

1975 7/1 

R 26 医療用注射器 
Medical syringes 

1978 18/5 

R 34 計量器の精度等級 
Accuracy classes of measuring instruments 

1979 3 

R 35-1 一般使用のための長さの実量器 第1部：計量及び技術要求事項 
Material measures of length for general use Part 1: Metrological and 
technical requirements  

2007 7 

R 35-1 
修正 

一般使用のための長さの実量器 第1部：計量及び技術要求事項－2007
年版への修正文書 
Material measures of length for general use Part 1: Metrological and 
technical requirements – amendment to 2007 

2014 7 

R 35-2 一般使用のための長さの実量器 第2部：試験方法 
Material measures of length for general use Part 2: Test methods 

2011 7 

R 35-3 一般使用のための長さの実量器 第3部：試験報告書の様式 
Material measures of length for general use Part 3: Test report format 

2011 7 

R 40 検定官用目盛付き基準メスピペット 
Standard graduated pipettes for verification officers 

1981 8 

R 41 検定官用基準ビュレット 
Standard burettes for verification officers 

1981 8 

R 42 検定官用金属証印 
Metal stamps for verification officers 

1981 3 

R 43 検定官用目盛付きガラス製基準フラスコ 
Standard graduated glass flasks for verification officers 

1981 8 

巻末資料１
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番号 表     題 発行年 TC/SC 
R 44 アルコール濃度測定に用いられる濃度計、密度計及び温度計 

Alcoholometers and alcohol hydrometers and thermometers for use in 
alcoholometry 

1985 9/4 

R 46-1&2 有効電力量計 第1部：計量及び技術要求事項、第2部：計量管理及び性 
能試験 
Active electrical energy meters Part 1: Metrological and technical 
requirements Part 2: Metrological controls and performance tests 

2012 12 

R 46-3 有効電力量計 第3部：試験報告書の様式 
Active electrical energy meters Part 3: Test report format 

2013 12 

R 47 大ひょう量はかり検査用基準分銅 
Standard weights for testing of high capacity weighing machines 

1979 9/3 

R 48 放射温度計校正用タングステン・リボン標準電球 
Tungsten ribbon lamps for the calibration of radiation thermometers 

2004 11/3 

R 49-1 冷温水用水道メーター 第1部：計量及び技術要求事項 
Water meters for cold potable water and hot water Part 1: Metrological 
and technical requirements 

2013 8/5 

R 49-2 冷温水用水道メーター 第2部：試験方法 
Water meters for cold potable water and hot water Part 2: Test 
methods 

2013 8/5 

R 49-3 冷温水用水道メーター 第3部：試験報告書の様式 
Water meters for cold potable water and hot water Part 3: Test report 
format 

2013 8/5 

R 50-1 連続式積算自動はかり（ベルトウェイヤー） 第1部：計量及び技術要求

事項 
Continuous totalizing automatic weighing instruments (belt weighers) 
Part 1: Metrological and technical requirements 

2014 9/2 

R 50-2 連続式積算自動はかり（ベルトウェイヤー） 第2部：試験手順 
Continuous totalizing automatic weighing instruments (belt weighers) 
Part 2: Test procedures 

2014 9/2 

R 50-3 連続式積算自動はかり（ベルトウェイヤー） 第3部：試験報告書の様式 
Continuous totalizing automatic weighing instruments (belt weighers) 
Part 3: Test report format 

2014 9/2 

R 51-1 自動捕捉式はかり 第1部：計量及び技術要求事項－試験 
Automatic catchweighing instruments Part 1: Metrological and 
technical requirements - Tests 

2006 9/2 

R 51-1  
正誤表 

自動捕捉式はかり 第1部：計量技術要求事項－試験に対する正誤表 
Erratum (2010.08.09) to R 51-1:2006 Automatic catchweighing 
instruments Part 1: Metrological and technical requirements – Tests 

2010 9/2 

R 51-2 自動捕捉式はかり 第2部：試験報告書の様式 
Automatic catchweighing instruments  Part 2: Test report format 

2006 9/2 

R 52 六角形分銅－計量及び技術要求事項 
Hexagonal weights - Metrological and technical requirements 

2004 9/3 

R 53 圧力の測定に使用する弾性受圧素子の計量特性：決定方法 
Metrological characteristics of elastic sensing elements used for 
measurement of pressure: Determination methods 

1982 10/2 

R 54 
 

水溶液のpH目盛 
pH scale for aqueous solutions 

1981 17/3 
 

R 55 自動車用スピードメーター、機械式オドメーター及びクロノタコグラフ：

計量規定 
Speedometers, mechanical odometers and chronotachographs for 
motor vehicles: Metrological regulations 

1981 7/4 
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番号 表     題 発行年 TC/SC 
R 56 電解液の導電率を再現する標準溶液 

Standard solutions reproducing the conductivity of electrolytes 
1981 17/4 

R 58 騒音計 
Sound level meters 

1998 13 

R 59 穀物及び油脂種子の水分計 
Moisture meters for cereal grains and oilseeds 

2016 17/1 

R 60-1 ロードセルの計量規定 第1部：計量及び技術要求事項 
Metrological regulation for load cells Part 1: Metrological and 
technical requirements 

2017 9 

R 60-2  ロードセルの計量規定 第2部：計量管理及び性能試験 
Metrological regulation for load cells Part 2: Metrological controls and 
performance tests 

2017 9 

R 60-3  ロードセルの計量規定 第3部：試験報告書の様式 
Metrological regulation for load cells Part 3:Test report format 

2017 9 

R 60 
付属書 

ロードセルの計量規定 付属書 
Metrological regulation for load cells Annexes 

2017 9 

R 60-3 
修正 

ロードセルの計量規定（R60: 2017）の第3部及び付属書への修正文書

（2019-12-23） 
Amendment（R60: 2017） to R60-3:2017 Metrological regulation for 
load cells Part 3:Test report format 

2019 9 

R 61-1 充てん用自動はかり 第1部：計量及び技術要求事項－試験 
Automatic gravimetric filling instruments Part 1: Metrological and 
technical requirements – Tests 

2017 9/2 

R 61-2 充てん用自動はかり 第2部：試験手順 
Automatic gravimetric filling instruments Part 2: Test procedures  

2017 9/2 

R 61-3 充てん用自動はかり 第3部：試験報告書の様式 
Automatic gravimetric filling instruments Part 3: Test report format 

2017 9/2 

R 63 石油計量表 
Petroleum measurement tables  

1994 8 

R 65 単軸材料試験機の力計測システム 
Force measuring system of uniaxial material testing machines  

2006 10/4 

R 66 長さ測定器 
Length measuring instruments 

1985 7/1 

R 68 導電率セルの校正方法 
Calibration method for conductivity cells 

1985 17/4 

R 69 動粘度測定用ガラス細管粘度計：検定方法 
Glass capillary viscometers for the measurement of kinematic 
viscosity: Verification method 

1985 17/5 

R 71 定置型貯蔵タンク：一般要求事項 
Fixed storage tanks: General requirements 

2008 8/1 

R 75-1 積算熱量計 第1部：一般要求事項 
Heat meters Part 1: General requirements 

2002 11 

R 75-2 積算熱量計 第2部：型式承認試験 
Heat meters Part 2: Type approval tests  

2002 11 

R 75-3 積算熱量計 第3部：試験報告書の様式 
Heat meters Part 3: Test Report Format  

2006 11 

R 76-1 非自動はかり 第1部：計量及び技術要求事項－試験 
Non-automatic weighing instruments Part 1: Metrological and 
technical requirements – Tests 

2006 9/1 

R 76-2 非自動はかり 第2部：試験報告書の様式 
Non-automatic weighing instruments Part 2: Test report format  

2007 9/1 

－ 149 －



 
 

番号 表     題 発行年 TC/SC 
R 78 赤血球の沈降速度測定用ウエスタグレン管 

Westergren tubes for measurement of erythrocyte sedimentation rate 
1989 18/5 

R 79 包装商品のラベル表記に関する要求事項 
Labeling requirements for prepackages 

2015 6 

R 80-1 尺付きタンクローリー及びタンク貸車 第1部：計量及び技術要求事項 
Road and rail tankers with level gauging Part 1: Metrological and 
technical requirements 

2009 8/1 

R 80-2 尺付きタンクローリー及びタンク貸車 第2部：計量管理及び試験 
Road and rail tankers with level gauging Part 2: Metrological controls 
and tests 

2017 8/1 

R 80-3 尺付きタンクローリー及びタンク貸車 第3部：型式評価のための報告書

様式 
Road and rail tankers with level gauging Part 3: Report format for type 
evaluation 

2017 8/1 

R 81 低温液体用体積計と計量システム 
Dynamic measuring devices and systems for cryogenic liquids 

1998 8/6 

R 81-D 低温液体用体積計と計量システム 付属書D：試験報告書の様式 
Dynamic measuring devices and systems for cryogenic liquids - Annex 
D: Test Report Format 

2006 8/6 

R 82 殺虫剤及び有毒物質による汚染測定のためのガスクロマトグラフ・システム 
Gas chromatographic systems for measuring the pollution from 
pesticides and other toxic substances 

2006 16/3 

R 83 水中の有機汚染物質分析用ガスクロマトグラフ／質量分析計システム 
Gas chromatograph/mass spectrometer systems for the analysis of 
organic pollutants in water 

2006 16/2 

R 84 白金、銅又はニッケル抵抗温度計（工業及び商業用） 
Platinum, copper, and nickel resistance thermometers（for industrial 
and commercial use） 

2003 11/1 

R 85-1&2 定置型貯蔵タンクの液面測定用自動液面計 第1部：計量及び技術要求事

項、第2部：計量管理及び性能試験 
Automatic level gauges for measuring the level of liquid in stationary 
storage tanks Part 1: Metrological and technical requirements   
Part 2: Metrological control and tests 

2008 8/1 

R 85-3 定置型貯蔵タンクの液面測定用自動液面計 第3部：型式評価のための報告

書様式 
Automatic level gauges for measuring the level of liquid in stationary 
storage tanks Part 3: Report Format for type evaluation 

2008 8/1 

R 87 包装商品の内容量 
Quantity of product in prepackages   

2016 6 

R 88 積分平均型騒音計 
Integrating-averaging sound level meters  

1998 13 

R 89 脳波計－計量特性－検定のための方法と装置 
Electroencephalographs - Metrological characteristics - Methods and 
equipment for verification 

1990 18/4 

R 90 心電計－計量特性－検定のための方法と装置 
Electrocardiographs - Metrological characteristics - Methods and 
equipment for verification  

1990 18/4 

R 91 自動車の速度測定用レーダー装置 
Radar equipment for the measurement of the speed of vehicles  

1990 7/4 

R 92 木材用水分計－検定方法と装置：一般規定 
Wood-moisture meters - Verification methods and equipment: general 
provisions 

1989 17/1 

－ 150 －



 
 

         
   

        
  

   
    

  

    
           

  

  

    
           

  

  

   
 
             

 

  

   
        

  

    
          

    

  

   
        

     

  

   
        

    

  

   
       

   

  

   

 
           

          
      

  

   

 
           

         

  

   
       

  

   
     

  

   
       

   

  

   
       

    

  

   
           

  

   
        

 

  

 
 

番号 表     題 発行年 TC/SC 
R 93 レンズメーター 

Focimeters 
1999 14 

R 95 タンカー：一般要求事項 
Ships' tanks - General requirements  

1990 8/1 

R 97 気圧計 
Barometers  

1990 10/3 

R 98 高精度線度器 
High-precision line measures of length 

1991 7/1 

R 99-1&2 自動車排ガスの測定器 第1部：計量及び技術要求事項、第2部：計量管

理及び性能試験 
Instruments for measuring vehicle exhaust emissions Part 1:  
Metrological and technical requirements Part 2: Metrological controls 
and performance tests 

2008 16/1 

R 99-3 自動車排ガスの測定器 第3部：報告書様式 
Instruments for measuring vehicle exhaust emissions Part 3: Report 
Format 

2008 16/1 

R 100-1 金属汚染物質測定用原子吸光光度計 第1部：計量及び技術要求事項 
Atomic absorption spectrometer systems for measuring metal 
pollutants Part 1: Metrological and technical requirements 

2013 
 

16/2 

R 100-2 金属汚染物質測定用原子吸光光度計 第2部：試験手順 
Atomic absorption spectrometer systems for measuring metal 
pollutants Part 2: Test procedures 

2013 
 

16/2 

R 100-3 金属汚染物質測定用原子吸光光度計 第3部：試験報告書の様式 
Atomic absorption spectrometer systems for measuring metal 
pollutants Part 3: Test report format 

2013 16/2 

R 101 弾性受圧素子による指示式及び自記式圧力計、真空計、連成計（普通計器） 
Indicating and recording pressure gauges, vacuum gauges and 
pressure-vacuum gauges with elastic sensing elements（ordinary 
instruments）  

1991 10/2 

R 102 音響校正器（付属書Aを含む） 
Sound calibrators（including Annex A） 

1992 13 

R 102-B&C 音響校正器－付属書B及びC：型式評価のための試験方法と試験報告書の

様式 
Sound calibrators - Annexes B and C: Test methods for pattern 
evaluation and Test report format  

1995 13 

R 103 振動への人体の反応に関する測定装置 
Measuring instrumentation for human response to vibration   

1992 13 

R 104 純音オーディオメータ（付属書A～Eを含む） 
Pure-tone audiometers（including Annexes A to E） 

1993 13 

R 104-F 純音オーディオメータ 付属書F：試験報告書の様式 
Pure-tone audiometers - Annex F: Test report format  

1997 13 

R 106-1 貨車用自動はかり 第1部：計量及び技術要求事項－試験 
Automatic rail-weighbridges Part 1: Metrological and technical 
requirements – Tests 

2011 9/2 

R 106-2 
 

貨車用自動はかり 第2部：試験報告書の様式 
Automatic rail-weighbridges Part 2 : Test report format  

2012 9/2 

R 107-1 不連続式積算自動はかり（積算式ホッパー） 第1部：計量及び技術要求

事項－試験 
Discontinuous totalizing automatic weighing instruments （totalizing 
hopper weighers） Part 1 : Metrological and technical requirements - 
Tests   

2007 9/2 

－ 151 －



 
 

番号 表     題 発行年 TC/SC 
R 107-2 不連続式積算自動はかり（積算式ホッパー） 第2部：試験報告書の様式 

Discontinuous totalizing automatic weighing instruments （totalizing 
hopper weighers） Part 2 : Test report format  

2007 9/2 

R 108 果汁の糖分測定用屈折計 
Refractometers for the measurement of the sugar content of fruit juices   

1993 17/2 

R 109 弾性受圧素子による圧力計及び真空計（標準計器） 
Pressure gauges and vacuum gauges with elastic sensing elements 
（standard instruments）  

1993 10/2 

R 110 重錘型圧力天びん 
Pressure balances 

1994 
 

10/1 
 

R 111-1 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3及びM3の分銅 第1部：

計量及び技術要求事項 
Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 and M3 Part 1: 
Metrological and technical requirements   

2004 9/3 

R 111-2 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3及びM3の分銅 第2部：

試験報告書の様式 
Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 and M3 Part 2: Test 
report format  

2004 9/3 

R 112 殺虫剤及び有害物質測定用高性能液体クロマトグラフ 
High performance liquid chromatographs for measurement of pesticides 
and other toxic substances   

1994 16/3 

R 113 有害化学汚染物質の現場測定用可搬式ガスクロマトグラフ 
Portable gas chromatographs for field measurements of hazardous 
chemical pollutants   

1994 16/4 

R 114 連続測定用電子体温計 
Clinical electrical thermometers for continuous measurement   

1995 18/2 

R 115 最高温度保持機能付電子体温計 
Clinical electrical thermometers with maximum device  

1995 18/2 

R 116 水中の金属汚染物質測定に用いる誘導結合プラズマ原子発光分光分析計 
Inductively coupled plasma atomic emission spectrometers for the 
measurement of metal pollutants in water   

2006 
 

16/2 

R 117-1 
 
 

水以外の液体用動的計量システム 第1部：計量及び技術要求事項 
Dynamic measuring systems for liquids other than water Part 1: 
Metrological and technical requirements  

2019 
To be 

published 
3/3 

8/3 
 
 

R 117-2 
 
 

水以外の液体用動的計量システム 第 2 部：計量管理及び性能試験 
Dynamic measuring systems for liquids other than water Part 2: 
Metrological controls and performance tests 

2019 
To be 

published 
3/3 

8/3 
 
 

R 117-3 
 
 

水以外の液体用動的計量システム 第 3 部：試験報告書の様式 
Dynamic measuring systems for liquids other than water Part 3: Test 
report format 

2019 
To be 

published 
3/3 

8/3 
 
 

R 119 水以外の液体用計量システムを試験するための基準体積管 
Pipe provers for testing of measuring systems for liquids other than 
water   

1996 8 

R 120 水以外の液体用計量システムを試験するための基準容器 
Standard capacity measures for testing measuring systems for liquids 
other than water   

2010 8 

R 122 語音オーディオメータ 
Equipment for speech audiometry   

1996 13 

R 122-C 語音オーディオメータ 付属書C：試験報告書の様式 
Equipment for speech audiometry - Annex C: Test report format   

1999 13 

－ 152 －



 
 

         
    

      
         

  

   
             

  

   
         

   

  

   
  

 
 

 
 

   

 
               

      

  

   

 
                

   

  

   
        

      

  

   
        
    

  

   
        

  

   
       

  

   
        

        

 
 

 

  
 
 

  
          

     

 
  

 
 

 
 
 

  
 
 

    
          

     

 
  

 
 

 
 
 

  
 
 

    
           

  

 
  

 
 

 
 
 

   
           

   

  

   
         

     

  

   
      

  

    
            

  

 
 

番号 表     題 発行年 TC/SC 
R 123 有害元素を含む汚染物質の現場測定用携帯及び可搬式蛍光Ｘ線分析装置 

Portable and transportable X-ray fluorescence spectrometers for field 
measurement of hazardous elemental pollutants   

1997 16/4 

R 124 ぶどう酒の糖分測定用屈折計 
Refractometers for the measurement of the sugar content of grape 
musts  

1997 17/2 

R 125 タンク中の液体質量用計量システム 
Measuring systems for the mass of liquids in tanks   

1998 8/1 

R 126 証拠用呼気分析計 
Evidential breath analyzers  

2012 17/7 

R 127 材料及び製品の電離放射線加工処理に用いるラジオクロミック・フィルム

線量計測システム 
Radiochromic film dosimetry system for ionizing radiation processing 
of materials and products   

1999 15/2 

R 128 脚力測定器 
Ergometers for foot crank work   

2000 18 

R 129 多次元寸法計量器 
Multi-dimensional measuring instruments   

2000 7/5 

R 130 オクターブ及び1/３オクターブ・バンドフィルター 
Octave-band and one-third-octave-band filters   

2001 13 

R 131 材料及び製品の電離放射線加工処理に用いるポリメチルメタクリレート

線量計システム 
Polymethylmethacrylate dosimetry systems for ionizing radiation 
processing of materials and products   

2001 15/2 

R 132 材料及び製品の電離放射線加工処理に用いるアラニンEPR線量計システム 
Alanine EPR dosimetry systems for ionizing radiation processing of 
materials and products   

2001 15/2 
 

R 133 ガラス製温度計 
Liquid-in-glass thermometers  

2002 11/2 

R 134-1 走行中の自動車及び軸荷重の自動はかり 第1部：計量及び技術要求事項－

試験 
Automatic instruments for weighing road vehicles in motion and 
measuring axle loads Part 1: Metrological and technical 
requirements -Tests   

2006 9/2 

R 134-2 走行中の自動車及び軸荷重の自動はかり 第2部：試験報告書の様式 
Automatic instruments for weighing road vehicles in motion and 
measuring axle loads Part 2: Test report format   

2009 9/2 

R 135 医学研究用分光光度計 
Spectrophotometers for medical laboratories   

2004 18/5 

R 136-1 皮革面積計 
Instruments for measuring the areas of leathers   

2004 7/3 

R 136-2 皮革面積計 第2部：試験報告書の様式 
Instruments for measuring the areas of leathers Part 2: Test Report 
Format   

2006 7/3 

R 137-1&2 ガスメーター 第1部：計量及び技術要求事項, 第２部：計量管理及び性能

試験 
Gas Meters Part 1: Metrological and technical requirements Part 2: 
Metrological controls and performance tests 

2012 8/7 

R 137-1&2 
修正 

修正：ガスメーター 第1部：計量及び技術要求事項, 第2部：計量管理

及び性能試験 
Amendment : Gas Meters Part 1: Metrological and technical 
requirements and Part 2: Metrological controls and performance tests 

2014 8/7 

－ 153 －



 
 

番号 表     題 発行年 TC/SC 
R 137-3 ガスメーター 第3部：試験報告書の様式 

Gas meters Part 3: Test report format 
2014 8/7 

R 138 商取引に使用される体積容器 
Vessels for commercial transactions 

2007 8 

R 138修正 修正：商取引に使用される体積容器 
Amendment : Vessels for commercial transactions  

2009 8 

R 139-1 自動車用圧縮ガス燃料の計量システム 第 1 部：計量及び技術要求事項 
Compressed gaseous fuels measuring systems for vehicles   
Part 1: Metrological and technical requirements 

2018 8/7 

R 139-2 自動車用圧縮ガス燃料の計量システム  第 2 部：計量管理及び性能試験 
Compressed gaseous fuels measuring systems for vehicles   
Part 2: Metrological controls and performance tests 

2018 8/7 

R 139-3 
 

自動車用圧縮ガス燃料の計量システム  第 3 部：試験報告書の様式 
Compressed gaseous fuels measuring systems for vehicles   
Part 3: Test report format 

2018 8/7 

R 140 ガス燃料の計量システム 
Measuring systems for gaseous fuel 

2007 8/7 

R 141 熱画像装置の主要特性の校正及び検定手順 
Procedure for calibration and verification of the main characteristics of 
thermographic instruments 

2008 11/3 

R 142 自動糖度計：検定の方法及び手段 
Automated refractometers: Methods and means of verification 

2008 17/2 

R 143 
 

定置型連続式二酸化硫黄測定器 
Instruments for the continuous measurement of SO2 in stationary 
source emissions 

2009 16/1 

R 144-1 定置型連続式一酸化炭素・窒素酸化物測定器 第1部：計量及び技術要求事項 
Instruments for the continuous measurement of CO and NOx in 
stationary source emissions Part 1: Metrological and technical 
requirements 

2013 16/1 

R 144-2 定置型連続式一酸化炭素・窒素酸化物測定器 第 2 部：計量及び性能試験 
Instruments for the continuous measurement of CO and NOx in 
stationary source emissions Part 2: Metrological and performance tests 

2013 16/1 

R 144-3 定置型連続式一酸化炭素・窒素酸化物測定器 第3部：試験報告書の様式 
Instruments for the continuous measurement of CO and NOx in 
stationary source emissions Part 3: Test report format 

2013 16/1 

R 145-1 眼科医療器具－圧入及び圧平式眼圧計 第1部：計量及び技術要求事項 
Ophthalmic instruments - Impression and applanation tonometers 
Part 1: Metrological and technical requirements 

2015 18 

R 145-2 眼科医療器具－圧入及び圧平式眼圧計 第2部：試験手順 
Ophthalmic instruments - Impression and applanation tonometers 
Part 2: Test procedures 

2015 18 

R 145-3 眼科医療器具－圧入及び圧平式眼圧計 第3部：試験報告書の様式 
Ophthalmic instruments - Impression and applanation tonometers 
Part 3: Test report format 

2015 18 

R 146 穀物及び油脂種子の蛋白質計 
Protein measuring instruments for cereal grains and oilseeds 

2016 17/8 

R 147 －50 ℃から2 500 ℃までの温度範囲の黒体放射源 
Standard blackbody radiators for the temperature range from -50 ℃ 

to 2 500 ℃ 

2016 11/3 

－ 154 －



 
 

         
    

       
  

   
    

  

   
       

  

      
         

      

  

       
         

       

  

  
 

     
         

     

  

   
     

  

   
          

  

  

   
       

  

  
 

 
         

  

  

    
          

        
 

  

      
          

         

  

    
          

        

  

    
       

      

  

    
       

    

  

    
       

     

  

   
        

  

      
          

    

  

 
 

国際文書（International Documents）一覧 

 

番号 表     題 発行年 TC/SC 
D 1 計量法に関する考察 

Considerations for a Law on Metrology 
2012 3 

D 2 法定計量単位 
Legal units of measurement 

2007 2 

D 3 計量器の法定要求事項 
Legal qualification of measuring instruments  

1979 3 

D 5 計量器の階級図式制定のための原則 
Principles for the establishment of hierarchy schemes for measuring 
instruments  

1982 4 

D 8 標準器の選択、承認、使用、管理及び文書化に関する原則 
Measurement standards. Choice, recognition, use, conservation and 
documentation 

2004 4 

D 9 計量取締の原則 
Principles of metrological supervision 

2004 3/2 

D 10 
ILAC-G24 

試験所で用いられる計量装置の再校正周期決定のための指針 
Guidelines for the determination of recalibration intervals of measuring 
equipment used in testing laboratories 

2007 4 

D 11 計量器に対する一般要求事項－環境要件 
General requirements for measuring instruments - 
Environmental conditions 

2013 5/1 

D 12 検定対象計量器の使用分野 
Fields of use of measuring instruments subject to verification 

1986 3/2 

D 13 検査結果、型式承認及び検定の承認に関する二国間又は多国間取決めのた

めの指針 
Guidelines for bi- or multilateral arrangements on the recognition of  : 
test results - pattern approvals- verifications 

1986 3/1 

D 14 法定計量従事者の養成、資格及び訓練プログラム 
Training and qualification of legal metrology personnel   

2004 BIML 

D 16 法定計量管理の確保の原則 
Principles of assurance of metrological control 

2011 3/2 

D 17 液体の粘度測定器の階級図式 
Hierarchy scheme for instruments measuring the viscosity of liquids  

1987 17/5 

D 18 国家法定計量機関による計量管理のための認証標準物質使用に関する一

般原則 
The use of certified reference materials in fields covered by metrological 
control exercised by national services of legal metrology. Basic 
principles  

2008 3/3 

D 19 型式評価と型式承認 
Pattern evaluation and pattern approval  

1988 3/1 

D 20 計量器の初期・後続検定及び手順 
Initial and subsequent verification of measuring instruments and 
processes   

1988 3/1 

D 21 放射線治療に用いられる線量計の校正のための二次標準線量測定実験室 
Secondary standard dosimetry laboratories for the calibration of 
dosimeters used in radiotherapy   

1990 15/1 

D 22 有害廃棄物より発生する大気汚染物質評価のための携帯用測定器に関す

る指針 
Guide to portable instruments for assessing airborne pollutants arising 
from hazardous wastes   

1991 16/4 
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番号 表     題 発行年 TC/SC 
D 23 検定用設備の法定計量管理の原則 

Principles for metrological control of equipment used for verification   
1993 4 

D 24 全放射温度計 
Total radiation pyrometers  

1996 11/3 

D 25 流体の計量装置に用いる渦式メーター 
Vortex meters used in measuring systems for fluids   

2010 8 

D 26 ガラス製抽出用メジャｰ：自動ピペット 
Glass delivery measures - Automatic pipettes   

2010 8 

D 27 製造事業者の品質管理システムを活用した計量器の初期検定 
Initial verification of measuring instruments using the manufacturer's 
quality management system   

2001 3/1 

D28 空気中での質量の測定に関する協定値（R33の改定） 
Conventional value of the result of weighing in air (Revision of R 33)   

2004 9/3 

D30 法定計量において ISO/IEC 17025を試験機関の評価に適用するための指

針 
Guide for the application of ISO/IEC 17025 to the assessment of Testing 
Laboratories involved in legal metrology 

2008 OIML-CS 

D31 ソウトウェア制御計量器のための一般要件 
General requirements for software-controlled measuring instruments 

2019 5/2 

D32 法定計量において ISO/IEC 17065を計量器認証機関の評価に適用するた

めの指針 
Guide for the application of ISO/IEC 17065 to assessment of ertification 
bodies in legal metrology 

2018 OIML-CS 

D33 参照標準液（粘度計の校正・検定用ニュートン性粘度標準） 
Reference standard liquids (Newtonian viscosity standard for 
the calibration and verification of viscometers) 

2019 17/5 

D34 型式適合性（CTT）－計量器販売前の適合性評価 
Conformity to Type (CTT) - Pre-market conformity assessment 
of measuring instruments 

2019 3/6 
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基本文書（Basic Publications）一覧 

 

番号 表     題 発行年 TC/SC 
B1 OIML条約 

Convention establishing an International Organisation of Legal 
Metrology 

1955 
（1968改正） 

BIML 

B6-1 OIML技術作業指針  第1部：OIML刊行物作成のための機構及び手続き 
Directives for OIML technical work  Part 1: Structures and 
procedures for the development of OIML publications 

2019 
 

BIML 

B6-2 OIML技術作業指針 第2部：OIML刊行物の起草及び提示のための手引き 
Directives for OIML technical work  Part 2: Guide to the drafting and 
presentation of OIML publications 

2019 BIML 

B7 BIML職員規定 
BIML Staff Regulations 

2013 BIML 

B8 OIML財務規定 
OIML Financial Regulations 

2012 
 

BIML 

B11 OIML刊行物の翻訳・使用･販売に関する規則 
Rules governing the translation, copyright and distribution of OIML 
Publications 

2007 BIML 

B12 OIMLと他機関の連携に関する基本文書 
Policy paper on liaisons between the OIML and other bodies 

2004 BIML 

B13 BIML局長及び副局長の選任手続き 
Procedure for the appointment of the BIML Director and Assistant 
Directors 

2004 BIML 

B14 CIML委員長及び副委員長の選挙手続き 
Procedure for the election of the CIML President and Vice-Presidents 

2013 BIML 

B15 OIML戦略 
OIML Strategy 

2011 BIML 

B16 
 

運営委員会に関する取決め 
Terms of reference for the Presidential Council 

2011 BIML 

B17 OIML 集会に参加する CIML 名誉委員及び招待客の旅費の償還に関す

る方針と規則  
Policies and rules for the reimbursement of travel expenses incurred by 
CIML Members of Honor and invited guests in attending OIML events 

2012 BIML 

B18 OIMl 証明書制度の枠組み(OIML-CS) 
Framework for the OIML 
Certification System (OIML-CS) 

2018 BIML 

B19 計量制度の整備途上にある国及び経済圏（CEEMS）に関する諮問部会に

対する付託条項 
Terms of Reference for the Advisory Group on matters concerning 
Countries and Economies with Emerging Metrology Systems 
(CEEMS) 

2017 BIML 

B20 OIMLのロゴ使用に関する規則 
Rules for the use of OIML logos 

2019 BIML 

B21 OIML研修センターと研修活動の枠組み 
Framework for OIML Training Centers and OIML Training Events 

2019 BIML 

（2020年1月末現在） 

 

－ 157 －





名 称 英語名称 幹事国/世話人 資格＊ 所管出版物

TC1 用語 Terminology ポーランド P V1

V2-200

p3
新規文書：二か国語版
電子用語集の設立と維持

New pub.: The set up and maintenance of a
bi-lingual electronic vocabulary

ポーランド P

計量単位 Units of measurement オーストリア P D2

ｐ１ D 2の改定：法定計量単位 Rev. D 2: Legal units of measurement オーストリア P D2

TC3 計量規則 Metrological control アメリカ P R34

R42

D1

D3

SC1 型式承認及び検定 Pattern Approval and verification アメリカ P D13

D19

D20

D27

SC2 計量取締り Metrological supervision チェコ P D9

D12

D16

SC3 標準物質 Reference materials ロシア P D18

p7
新文書：連続生産される標準物質の認
証プログラムの一般要件

New D: General requirements for the
program of reference material certification in
serial production

ロシア P

SC4 統計的方法の適用 Application of statistical methods ドイツ P

ｐ2
新文書：サンプリング検査に基づく使用
中のユーティリティ ・メーターの監視

New D: Surveillance of utility meters in
service on the basis of sampling inspections

イギリス O

SC5 適合性評価(証明書制度） Conformity assessment アメリカ P D29

SC6 型式適合性（CTT） Conformity to type ニュージーランド P －

TC4 標準器，校正及び検定装置 スロバキア P D5

D8

D10

D23

ｐ2
D 5の改定：計量器の階級図式制定の
ための原則

Rev. D 5: Principles for the establishment of
hierarchy schemes for measuring instruments

スロバキア P D5

p6
D 23の改定：検定用設備の法定計量
管理の原則

Rev. D 23: Principles for metrological
control of equipment used for verification

スロバキア P D23

p8
D 8の改定：標準器の性能。一般要件、
トレーサビリティー、使用状況、管理及
び文書化

Rev. D 8: Measurement standards
performance. General requirements,
traceability, condition to use, conservation,
documentation.

スロバキア P D8

p9
D 10の改定：試験所で用いられる計量
装置の再校正周期決定のための指針

Rev. D 10: Guidelines for the determination
of recalibration intervals of measuring
equipment used in testing laboratories

スロバキア P D10

TC5 計量器に関する一般要求事項
General requirements for measuring
instruments

- P

SC1 環境条件 Environmental conditions オランダ P D11

SC2 ソフトウェア Software ドイツ P D31

ｐ4
D 31の改定：ソフトウェア制御計量器の
ための一般要件

Rev. D 31 - General Requirements for
software controlled measuring instruments

ドイツ P D31

TC6 包装商品 Prepackaged products 南アフリカ P R79

R87

p6 新規文書 – R 87 包装商品テンプレート New Publication - R 87 prepackage template 南アフリカ O

TC7 長さ関連量の計量器
Measuring instruments for length and
associated quantities イギリス P R35-1&2&3

SC1 長さ計 Measuring instruments for length ロシア P R24

R66

Measurement standards and calibration and
verification devices

技術委員会（TC、SC及びPG）の幹事国、日本の参加資格一覧

TC/SC/PG

TC2

巻末資料２
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名 称 英語名称 幹事国/世話人 資格＊ 所管出版物

TC7 SC1 R98

ｐ2 R 66の改定：長さ測定器 Rev. R 66: Length measuring instruments ポーランド P R66

SC3 面積の測定 Measurement of areas イギリス P R1361&2

SC4 道路運送車両計量器 Measuring instruments for road traffic アメリカ P R21

R55

R91

p3
R 91の改定：自動車の速度測定用レー
ダー装置

Rev. R 91: Radar equipment for the
measurement of the speed of vehicles

スロベニア O R91

SC5 形状測定器 Dimensional measuring instruments オーストラリア P R129

ｐ１ R 129の改定：多次元測定器
Rev. R 129: Multi-dimensional measuring
instruments

オーストラリ
ア、カナダ

P R129

TC8 流体量の測定 Measurement of quantities of fluids 日本 P R40

R41

R43

R63

R119

R120

R138

D25

D26

ｐ７ 新文書：石油計量表 New D: Petroleum measurement tables 日本 P

p8
新文書：液体用計量システムを試験す
るための基準体積管

New D: Pipe provers for testing measuring
systems for liquids

日本 P

SC1 静的体積・質量測定 Static volume and mass measurement P R71

R80-1&2&3

R85-1&2&3

R95

R125

p5 R 95の改定：タンカー・一般要求事項
Rev. R 95: Ships' tanks - General
requirements

オランダ、
アメリカ

P R95

p9
R 71の改定：定置型貯蔵タンク・一般
要求事項

Rev. R 71: Fixed storage tanks. General
requirements

アメリカ P R 71

p10
R 85の改定：定置型貯蔵タンクの液面
測定用自動液面計

Rev. R 85: Automatic level gauges for
measuring the level of liquid in stationary
storage tanks

アメリカ P R85

p11
R 125の改定：タンク中の液体質量用計
量システム

Rev. R 125: Measuring systems for the mass
of liquids in tanks

オランダ、
アメリカ

O R125

SC3 動的体積・質量測定（水以外の液体）
Dynamic volume and mass measurement
(liquids other than water)

ドイツ、
アメリカ

P R117-1&2&3

SC5 水道メーター Water meters イギリス P R49-1&2&3

SC6 低温液体の計量 Measurement of cryogenic liquids アメリカ O R81

p1
R 81の改定：低温液体用動的体積計と
計量システム

Rev. R 81: Dynamic measuring devices and
systems for cryogenic liquids

アメリカ O R81

SC7 ガスメータリング Gas metering オランダ P R137-1&2

R139-1&2&3

R140

p6 R 140の改定：ガス燃料の計量システム
Rev. R 140: Measuring systems for gaseous
fuel

オランダ P R140

TC9 質量計及び密度計 Instruments for measuring mass and density アメリカ P R60

SC1 非自動はかり Nonautomatic weighing instruments P R76-1&2

R76-2

ｐ１ R 76の改定：非自動はかり
Rev. R 76: Non-automatic weighing
instruments

フランス、
ドイツ

P R76

SC2 自動はかり Automatic weighing instruments イギリス P R50-1&2&3

R51-1&2

R61-1&2&3

TC/SC/PG

オランダ、
アメリカ

フランス、
ドイツ

－ 160 －



名 称 英語名称 幹事国/世話人 資格＊ 所管出版物

TC9 SC2 R106-1&2

R107-１&2

R134-1&2

ｐ9
新勧告：湾曲した滑り台を用いた積算
自動はかり

New R: Continuous totalizing automatic
weighing instruments of the arched chute
type

イギリス O

p10 R 51の改定:自動捕捉式はかり
Rev.R 51: Automatic catchweighing
instruments

インド、
イギリス

P R51

p11
R 134の改定:走行中の自動車及び軸
荷重の自動はかり

Rev. R 134: Automatic instruments for
weighing road vehicles in motion and
measuring axle loads

イギリス O R134

SC3 分銅 Weights ドイツ P R47

R52

R111-1&2

D28

TC9 SC4 密度計 Densities ロシア P R15

R22

R44

ｐ2
R 22の改定：国際アルコール濃度測定
表

Rev. R 22: International alcoholometric
tables

ポーランド P R22

TC10 圧力，力及び関連量の計量器
Instruments for measuring pressure, force
and associated quantities

アメリカ P R23

p1 R 23の改定：自動車用タイヤ圧力計
Rev. R 23: Tire pressure gauges for motor
vehicles

ケニア、
オランダ

O R23

SC1 重錘型圧力天びん Pressure balances チェコ P R110

SC2 弾性感圧素子圧力計
Pressure gauges with elastic sensing
elements

ロシア P R53

R101

R109

ｐ１
新勧告：弾性感圧素子によるデジタル
及びアナログ圧力計（送信機）

New R: Digital and analogue pressure gauges
(transmitters) with elastic sensing elements

ロシア P

R 101

 R 109

SC3 気圧計 Barometers 中国 P R97

SC4 材料試験機 Material testing machines アメリカ O R65

TC11 温度及び関連量の計量器
Instruments for measuring temperature and
associated quantities

ドイツ P R75-1&2&3

SC1 抵抗温度計 Resistance thermometers ロシア O R84

SC2 接触温度計 Contact thermometers アメリカ P R133

SC3 放射温度計 Radiation thermometers ロシア P R18

R48

R141

R147

D24

TC12 電気量の計量器
Instruments for measuring electrical
quantities

オーストラリア P R46

ｐ１ R 46の改定：有効電力量計 Rev. R 46: Active electrical energy meters オーストラリア P R46

TC13 音響及び振動の計量器
Measuring instruments for acoustics and
vibration

- P R58

R88

R102

R103

R104

R122

R130

ｐ2
R 101及びR 109の合同改定：弾性感
圧素子による圧力計、真空計、及び圧
力真空計の表示と記録

P

TC/SC/PG

Combined rev. R 101 and R 109: Indicating
and recording pressure gauges, vacuum
gauges and pressure-vacuum gauges with
elastic sensing elements

ロシア

－ 161 －



名 称 英語名称 幹事国/世話人 資格＊ 所管出版物

TC14 光関連量の計量器 Measuring instruments used for optics ハンガリー O R93

TC15 電離放射線の計量器 Measuring instruments for ionizing radiations ロシア P

SC1 医療用電離放射線の計量器
Measuring instruments for ionizing radiations
used in medical applications

ロシア O D21

SC2 工業用電離放射線の計量器
Measuring instruments for ionizing radiations
used in industrial processes

アメリカ O R127

R131

R132

TC16 汚染度計量器 Instruments for measuring pollutants アメリカ P

SC1 大気汚染 Air pollution オランダ P R99-1&2&3

R143

R144

ｐ4
新勧告：自動車排ガス用すす粒子数
（PN）測定器

New R: Instruments for measuring the
vehicle exhaust soot particle number (PN)

ドイツ、
オランダ

O

SC2 水質汚染 Water pollution アメリカ P R83

R100

R116

SC3 殺虫剤及び有毒汚染物質
Pesticides and other pollutant toxic
substances

アメリカ O R82

R112

SC4 有害性汚染物質の環境計測
Field measurements of hazardous (toxic)
pollutants

アメリカ O R113

R123

D22

TC17 物理化学測定器
Instruments for physico-chemical
measurements

ロシア O

SC1 水分計 Humidity P R59

R92

SC2 糖度計 Saccharimetry ロシア O R14

R108

R124

R142

ｐ4
R 142の改定：自動糖度計: 検定の方
法及び手段

Revision of R 142 - Automated
refractometers: Methods and means of
verification

イラン O R142

SC3 pH計 pH-metry ロシア P R54

ｐ１ R 54の改定：水溶液のpH目盛 Rev. R 54: pH scale for aqueous solutions ロシア P R54

ｐ2 新規文書：pH 計－検定のための計量器と手順
New pub.: pH-meters – Measuring
instruments and procedures used for
verification

ロシア P

SC4 導電率の測定 Conductometry ロシア O R56

R68

ｐ１
新文書：導電率の測定結果に対するト
レーサビリティー

New D: Traceability of results obtained in
measurements of electrolytic conductivity

ロシア O

SC5 粘度の測定 Viscosimetry ロシア O R69

D17

D33

ｐ2
新規勧告: 回転式粘度計－動粘度の
決定－検定方法

New R: Rotary viscometers -Determination
of dynamic viscosity - Verification method

－ O

SC6 ガス分析計 Gas analysis ロシア O －

SC7 呼気試験機 Breath testers
フランス、

ドイツ
P R126

p3 R 126の改定：証拠用呼気分析計 Rev. R 126: Evidential breath analyzers
フランス、

ドイツ
P R126

SC8 農産物の品質分析機器
Instruments for quality analysis of
agricultural products

オーストラリア P R146

TC18 医療用計量器 Medical measuring instruments ドイツ P R128

R145

TC/SC/PG

アメリカ、
中国

－ 162 －



名 称 英語名称 幹事国/世話人 資格＊ 所管出版物

TC18 ｐ2 新勧告：眼科医療器具、非接触眼圧計
New R: Ophthalmic instruments, Non-
contact tonometers

ドイツ

SC1 血圧計 Blood pressure instruments 中国 P R16-1

R16-2

p1 R 16-1の改定：非観血非自動血圧計
Rev. R 16-1: Non-invasive non-automated
sphygmomanometers

中国 P R16-1

ｐ2 R 16-2の改定：非観血自動血圧計
Rev. R 16-2: Non-invasive automated
sphygmomanometers

中国 P R16-2

SC2 体温計 Medical thermometers － P R7

R114

R115

SC4 医療用電子計量器 Bio-electrical instruments ロシア O R89

R90

SC5 医学研究用計測器
Measuring instruments for medical
laboratories

ドイツ O R26

R78

R135

＊OIMLの技術委員会（TC/SC/PG）への日本の参加資格

TC/SC/PG

－ 163 －





 
 

 
技術委員会（TC及びSC）及びBIMLが所管している刊行物及び審議状況 

 
TC/SC/ 
BIML 勧告及び文書名 発行年 審議状況 

TC1 V1：国際法定計量用語集（VIML）（仏語-英語） 

V2：国際計量基本用語集（VIM）第 3 版（仏語－英語）（2010 年版

の微修正） 

2013 

2012 

 

TC2 D2：法定計量単位 2007 (1CD) 

TC3 R34：計量器の精度等級 

R42：検定官用金属証印 

D1：計量法に関する考察 ※CEEMS担当に移行 

D3：計量器の法定要求事項 

1979 

1981 

2012 

1979 

 

TC3/SC1 D13：検査結果、型式承認及び検定の承認に関する二国間又は多国間

取決めのための指針 

D19：型式評価と型式承認 

D20：計量器の初期・後続検定及び手順 

D27：製造事業者の品質管理システムを活用した計量器の初期検定 

1986 

 

1988 

1988 

2001 

 

TC3/SC2 D9：計量取締の原則 

D12：検定対象計量器の使用分野 

D16：法定計量管理の確保の原則 

2004 

1986 

2011 

 

TC3/SC3 D18：国家法定計量機関による計量管理のための認証標準物質使用に

関する一般原則 

新規D：連続生産される認証物質の認証プログラムに対する一般要求

事項 

2008  

 

(2CD) 

TC3/SC4 G20：サンプリング検査に基づいた使用中ユーティリティメーターに対

する調査 

2017  

TC3/SC5 G19：法定計量での適合性評価における測定の不確かさの役割 2017  

TC3/SC6 D34：型式適合性（CTT）－ 計量器販売前の適合性評価 2019  

TC4 D5：計量器の階級図式制定のための原則 

D8：標準器の選択、承認、使用、管理及び文書化に関する原則 

D10：ILAC-G24/OIML D10 試験所で用いられる計量装置の再校正

周期決定のための指針 

D23：検定用設備の法定計量管理の原則 

1982 

2004 

2007 

 

1993 

(3CD) 

 

(1CD) 

 

 

TC5/SC1 D11：計量器に対する一般要求事項－環境要件 2013  

巻末資料３
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TC/SC/ 
BIML 勧告及び文書名 発行年 審議状況 

TC5/SC2 D31：ソフトウェア制御計量器のための一般要件 2019  

TC6 R79：包装商品のラベル表記に関する要求事項 

R87：包装商品の内容量 

2015 

2016 

 

TC7 R35-1：一般使用のための長さの実量器 第 1 部：計量及び技術要求

事項 

R35-1：一般使用のための長さの実量器 第 1 部：計量及び技術要求

事項－2007年版への修正文書 

R35-2：一般使用のための長さの実量器 第2部：試験方法 

R35-3：一般使用のための長さの実量器 第3部：試験報告書の様式 

2007 

 

2014 

 

2011 

2011 

 

TC7/SC1 R24：検定官用メートル基準直尺 

R66：長さ測定器 

R98：高精度線度器 

1975 

1985 

1991 

 

(WD) 

TC7/SC3 R136-1：皮革面積計 

R136-2：皮革面積計 第2部：試験報告書の様式 

2004 

2006 

 

TC7/SC4 R21：タクシーメーター 計量及び技術要求事項、試験手順及び試験

報告書の様式 

R55：自動車用スピードメーター，機械式オドメーター，及びクロノ

タコグラフ：計量規定 

R91：自動車の速度測定用レーダー装置 

2007 

 

1981 

 

1990 

 

 

 

 

(1WD) 

TC7/SC5 R129：多次元寸法測定器 2000 (4CD) 

TC8 R40：検定官用目盛付き基準メスピペット 

R41：検定官用基準ビュレット 

R43：検定官用目盛付きガラス製基準フラスコ 

R63：石油計量表 

R119：水以外の液体用計量システムを試験するための基準体積管 

R120：水以外の液体用計量システムを試験するための基準容器 

R138：商取引に使用される体積容器 

R138修正文書：商取引に使用される体積容器 

D25：流体の計量装置に用いる渦式メーター 

D26：ガラス製抽出用メジャｰ：自動ピペット 

新規D：石油計量表 

新規D：液体用計量システムを試験するための基準体積管 

1981 

1981 

1981 

1994 

1996 

2010 

2007 

2009 

2010 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2CD) 

(2CD) 

－ 166 －



 
 

 

    

    

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TC/SC/ 
BIML 勧告及び文書名 発行年 審議状況 

TC8/SC1 R71：定置型貯蔵タンク：一般要求事項 

R80-1：尺付きタンクローリー及びタンク貨車 第1部：計量及び技

術要求事項 

R80-2：尺付きタンクローリー及びタンク貨車 第2部：計量管理及

び性能試験 

R80-3：尺付きタンクローリー及びタンク貨車 第3部：報告書の様

式 

R85-1&2：定置型貯蔵タンクの液面測定用自動液面計 第1部：計量

及び技術要求事項、第2部：計量管理及び性能試験 

R85-3定置型貯蔵タンクの液面測定用自動液面計 第3部：型式評価

のための報告書様式 

R95：タンカー：一般要求事項 

R125：タンク中の液体質量用計量システム 

2008 

2009 

 

2017 

 

2017 

 

2008 

 

2008 

 

1990 

1998 

(1CD) 

 

 

 

 

 

 

(1CD) 

 

TC8/SC3 R117-1：水以外の液体用動的計量システム 第 1 部：計量及び技術

要求事項 

R117-2：水以外の液体用動的計量システム 第 2 部：計量管理及び

性能試験 

R117-3：水以外の液体用動的計量システム 第 3 部：試験報告書の

様式 

2019 

 

2019 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

TC8/SC5 R49-1：冷温水用水道メーター 第1部：計量及び技術要求事項 

R49-2：冷温水用水道メーター 第2部：試験方法 

R49-3：冷温水用水道メーター 第3部：試験報告書の様式 

2013 

2013 

2013 

 

TC8/SC6 R81：低温液体用体積計と計量システム 

R81-D：低温液体用体積計と計量システム 付属書D：試験報告書の

様式 

1998 

2006 

(1CD) 

TC8/SC7 R137-1＆2：ガスメーター 第1部：計量及び技術要求事項、第2部：

計量管理及び性能試験 

R137-1＆2：ガスメーター 第1部：計量及び技術要求事項、第2部：

計量管理及び性能試験 修正 

R139-1：自動車用圧縮ガス燃料の計量システム 第 1 部：計量及び

技術要求事項 

R139-2：自動車用圧縮ガス燃料の計量システム 第 2 部：計量管理

及び性能試験 

2012 

 

2014 

 

2018 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 167 －



 
 

TC/SC/ 
BIML 勧告及び文書名 発行年 審議状況 

R139-3：自動車用圧縮ガス燃料の計量システム 第 3 部：試験報告

書の様式 

R140：ガス燃料の計量システム 

2018 

 

2007 

TC9 R60-1：ロードセルの計量規定 第1部：計量及び技術要求事項 

R60-2：ロードセルの計量規定 第2部：計量管理及び性能試験 

R60-3：ロードセルの計量規定 第3部：試験報告書の様式 

R60付属書 

R60-3 修正：第3部及び付属書への修正文書 

2017 

2017 

2017 

2017 

2019 

 

 

 

TC9/SC1 R76-1：非自動はかり 第1部：計量及び技術要求事項－試験 

R76-2：非自動はかり 第2部：試験報告書の様式 

2006 

2007 

 

TC9/SC2 

 

R50-1：連続式積算自動はかり（ベルトウェイヤー） 第 1 部：計量

及び技術要求事項 

R50-2：連続式積算自動はかり（ベルトウェイヤー） 第 2 部：試験

手順 

R50-3：連続式積算自動はかり（ベルトウェイヤー） 第 3 部：試験

報告書の様式 

R51-1：自動捕捉式はかり 第1部：計量及び技術要求事項－試験 

R51-1：自動捕捉式はかり 第1部：計量及び技術要求事項－試験に

対する正誤表 

R51-2：自動捕捉式はかり 第2部：試験報告書の様式 

R61-1：充てん用自動はかり 第1部：計量及び技術要求事項－試験

第2部：計量管理及び性能試験 

R61-2：充てん用自動はかり 第2部：試験手順 

R61-3：充てん用自動はかり 第3部：試験報告書の様式 

R106-1：貨車用自動はかり 第 1 部：計量及び技術要求事項－試験

R 106-2：貨車用自動はかり 第2部：試験報告書の様式 

R107-1：不連続式積算自動はかり（積算式ホッパー） 第1部：計量

及び技術要求事項－試験 

R107-2：不連続式積算自動はかり（積算式ホッパー） 第2部：試験

報告書の様式 

R134-1：走行中の自動車及び軸荷重の自動はかり 第 1 部：計量及

び技術要求事項－試験 

R134-2：走行中の自動車及び軸荷重の自動はかり 第 2 部：試験報

2014 

 

2014 

 

2014 

 

2006 

2010 

 

2006 

2017 

 

2017 

2017 

2011 

2012 

2007 

 

2007 

 

2006 

 

2009 

 

 

 

 

 

 

(1WD) 

 

 

(1WD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1WD) 

 

(1WD) 

－ 168 －



 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TC/SC/ 
BIML 勧告及び文書名 発行年 審議状況 

告書の様式 

新規R：湾曲した滑り台を用いた連続式積算自動はかり 

 

(3CD) 

TC9/SC3 R47：大ひょう量はかり検査用基準分銅 

R52：六角形分銅－計量及び技術要求事項 

R111-1：精度等級 E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3及び M3

の分銅 第1部：計量及び技術要求事項 

R111-2：精度等級 E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3及び M3

の分銅 第2部：試験報告書の様式 

D28：空気中での質量の測定に関する協定値（R33の改定） 

1979 

2004 

2004 

 

2004 

 

2004 

 

TC9/SC4 R15：穀物の100リットル単位質量の計量器 

R22：国際アルコール濃度測定表 

R44：アルコール濃度測定に用いられる濃度計，密度計及び温度計 

1974 

1975 

1985 

 

(2WD) 

TC10 R23：自動車用タイヤ圧力計 1975 (1WD) 

TC10/SC1 R110：重錘型圧力天びん 1994  

TC10/SC2 R53：圧力の測定に使用する弾性受圧素子の計量特性：決定方法 

R101：弾性受圧素子による指示式及び自記式圧力計，真空計，連成

計（普通計器） 

R109：弾性受圧素子による圧力計及び真空計（標準計器） 

新規R：弾性感圧素子圧力計 

1982 

1991 

 

1993 

 

 

 

 

（3CD） 

TC10/SC3 R97：気圧計 1990  

TC10/SC4 R65：単軸材料試験機の力計測システム 2006  

TC11 R75-1：積算熱量計 第1部：一般要求事項 

R75-2：積算熱量計 第2部：型式承認試験 

R75-3：積算熱量計 第3部：試験報告書の様式 

2002 

2002 

2006 

 

TC11/SC1 R84：白金，銅又はニッケル抵抗温度計（工業及び商業用） 2003  

TC11/SC2 R133：ガラス製温度計 2002  

TC11/SC3 R18：線状消失式高温計 

R48：放射温度計校正用タングステン・リボン標準電球 

R141：熱画像装置の主要特性の校正及び検定手順 

R147：－50 ℃から2 500 ℃までの温度範囲の黒体放射源 

D24：全放射温度計 

1989 

2004 

2008 

2016 

1996 

 

 

 

 

 

TC12 R46-1＆2：有効電力量計 第1部：計量及び技術要求事項、第2部：

計量管理及び性能試験 

2012 

 

(2WD) 

－ 169 －



 
 

TC/SC/ 
BIML 勧告及び文書名 発行年 審議状況 

R46-3：有効電力量計  第3部：試験報告書の様式 2013 

TC13 R58：騒音計 

R88：積分平均型騒音計 

R102：音響校正器（付属書Aを含む） 

R102-B&C：音響校正器 付属書 B 及び C：型式評価のための試験

方法と試験報告書の様式 

R103：振動への人体の反応に関する測定装置 

R104：純音オーディオメーター（付属書A～Eを含む） 

R104-F：純音オーディオメーター 付属書F：試験報告書の様式 

R122：語音オーディオメーター 

R122-C：語音オーディオメーター 付属書C：試験報告書の様式 

R130：オクターブ及び1/3オクターブ・ハンドフィルター  

1998 

1998 

1992 

1995 

 

1992 

1993 

1997 

1996 

1999 

2001 

 

TC14 R93：レンズメーター 1999  

TC15/SC1 D21：放射線治療に用いられる線量計の校正のための二次標準線量測

定実験室 

1990 

 

 

TC15/SC2 R127：材料及び製品の電離放射線加工処理に用いるラジオクロミッ

ク・フィルム線量計測システム 

R131：材料及び製品の電離放射線加工処理に用いるポリメチルメタ

クリレート線量計システム 

R132：材料及び製品の電離放射線加工処理に用いるアラニンEPR線

量計システム 

1999 

 

2001 

 

2001 

 

TC16/SC1 

 

R99-1&2：自動車排ガスの測定器 第1部：計量及び技術要求事項、

第2部：計量管理及び性能試験 

R99-3：自動車排ガスの測定器 第3部：報告書様式 

R143：定置型連続式二酸化硫黄測定器 

R144-1：定置型連続式一酸化炭素・窒素酸化物測定器 第 1 部：計

量及び技術要求事項 

R144-2：定置型連続式一酸化炭素・窒素酸化物測定器 第 2 部：計

量及び性能試験 

R144-3：定置型連続式一酸化炭素・窒素酸化物測定器 第 3 部：試

験報告書の様式 

2008 

 

2008 

2009 

2013 

 

2013 

 

2013 

 

 

 

TC16/SC2 R83：水中の有機汚染物質分析用ガスクロマトグラフ／質量分析計シ

ステム 

2006  

－ 170 －



 
 

 

    

    

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

TC/SC/ 
BIML 勧告及び文書名 発行年 審議状況 

 R100-1：金属汚染物質測定用原子吸光光度計 第1部：計量及び技術

要求事項 

R100-2：金属汚染物質測定用原子吸光光度計 第2部：試験手順 

R100-3：金属汚染物質測定用原子吸光光度計 第3部：試験報告書の

様式 

R116：水中の金属汚染物質測定に用いる誘導結合プラズマ原子発光

分光分析計 

2013 

 

2013 

2013 

 

2006 

 

 

TC16/SC3 R82：殺虫剤及び有毒物質による汚染測定のためのガスクロマトグラ

フ・システム 

R112：殺虫剤及び有害物質測定用高性能液体クロマトグラフ 

2006 

 

1994 

 

TC16/SC4 R113：有害科学汚染物質の現場測定用可搬式ガスクロマトグラフ 

R123：有害元素を含む汚染物質の現場測定用携帯及び可搬式蛍光 X

線分析装置 

D22：有害廃棄物より発生する大気汚染物質評価のための携帯用測定

器に関する指針 

1994 

1997 

 

1991 

 

TC17/SC1 R59：穀物及び油脂種子の水分計 

R92：木材用水分計―検定方法と装置：一般規定 

2016 

1989 

 

TC17/SC2 

 

 

R14：ICUMSA国際糖度目盛に基づいた偏光検糖計 

R108：果汁の糖分測定用屈折計 

R124：ぶどう酒の糖分測定用屈折計 

R142：自動糖度計: 検定の方法及び手段 

1995 

1993 

1997 

2008 

 

TC17/SC3 R54：水溶液のpH目盛 

新規R：pH計－検定のための計量器と手順 

1981 (1WD) 

(WD) 

TC17/SC4 R56：電解液の導電率を再現する標準溶液 

R68：導電率セルの校正方法 

新規：導電率測定で得られた結果に対するトレーサビリティー 

1981 

1985 

 

(WD) 

(3WD) 

TC17/SC5 R69：動粘度測定用ガラス細管粘度計：検定方法 

D17：液体の粘度測定器の階級図式 

D33：参照標準液（粘度計の校正・検定用ニュートン性粘度標準） 

1985 

1987 

2019 

 

 

 

TC17/SC7 R126-1＆2：証拠用呼気分析計 第1部：計量及び技術要件 第2部：

計量管理及び性能試験 

R126-3：証拠用呼気アルコール分析計 第3部：試験報告書の様式 

2012 (2CD) 

 

（2CD） 

TC17/SC8 R146：穀物及び油脂種子の蛋白質計 2016  

－ 171 －



 
 

TC/SC/ 
BIML 勧告及び文書名 発行年 審議状況 

TC18 R128：脚力測定器 

R145-1：眼科医療器具－圧入式及び圧平式眼圧計 第 1 部：計量及

び技術要求事項 

R145-2：眼科医療器具－圧入式及び圧平式眼圧計 第 2 部：試験手

順 

R145-3：眼科医療器具－圧入式及び圧平式眼圧計 第 3 部：試験報

告書の様式 

2000 

2015 

 

2015 

 

2015 

 

(2WD) 

 

(2WD) 

 

(1WD) 

TC18/SC1 R16-1：機械式非観血血圧計  

R16-2：非観血自動血圧計 

2002 

2002 

（3CD） 

（2CD） 

TC18/SC2 R7：最高温度保持機能付ガラス製水銀体温計 

R114：連続測定用電子体温計 

R115：最高温度保持機能付電子体温計 

1979 

1995 

1995 

 

TC18/SC4 R89：脳波計－計量特性-検定のための方法と装置 

R90：心電計－計量特性-検定のための方法と装置 

1990 

1990 

 

TC18/SC5 R26：医療用注射器 

R78：赤血球の沈降速度測定用ウエスタグレン管 

R135：医学研究用分光光度計 

1978 

1989 

2004 

 

－ 172 －



 
 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

TC/SC/ 
BIML 勧告及び文書名 発行年 審議状況 

BIML B1：OIML条約 

 

B6-1：OIML技術作業指針 第1部：OIML刊行物作成のための機構

及び手続き 

B6-2：OIML 技術作業指針 第 2 部：OIML 刊行物の起草及び提示

のための手引き 

B7：BIML職員規定 

B8：OIML財務規定 

B11：OIML刊行物の翻訳・使用･販売に関する規則 

B12：OIMLと他機関の連携に関する基本文書 

B13：BIML局長及び副局長の選任手続 

B14：CIML委員長及び副委員長の選挙手続 

B15：OIML戦略 

B16：運営委員会に関する取決め 

B17：OIML 集会に参加する CIML 名誉委員及び招待客の旅費の償

還に関する方針と規則  

B19：計量制度の整備途上にある国及び経済圏（CEEMS）に関する諮

問部会に対する付託条項 

B20：OIMLロゴの使用に関する規則 

B21：OIML研修センターと研修活動の枠組み 

1955 

1968改 

2019  

 

2019 

 

2013 

2012 

2007 

2004 

2004 

2013 

2011 

2011 

2012 

 

2017 

 

2019 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1CD) 

OIML-CS B18：OIMl 証明書制度の枠組み(OIML-CS) 2018  
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第第 54 回回 CIML 委委員員会会 
2019 年年 10 月 21-25 日 ススロババキキアア・・ブララチチススララババ 

決決議議 
 

決決議 No. 2019/1 ［議事第第 1 項項］ 

本委員会は、 

第 53 回 CIML 委員会の編集上の微修正を行った議事録を承認する。 

Resolution no. 2019/1 (Agenda Item 1) 

The Committee, 

Approves the minutes of the 53rd CIML Meeting with some minor editorial corrections. 

 

決決議議 No. 2019/2 ［議事第 2 項］ 

本委員会は、 

委員長が提示した報告に留意し、 

タスク・グループ 2023 の委員及び運営委員会に対してその働きに感謝し、 

委員長による報告における提案を支持する。 

Resolution no. 2019/2 (Agenda Item 2) 

The Committee, 

Notes the report given by its President, 

Thanks the members of Task Group 2023 and the Presidential Council for their work, and  

Supports the proposals put forward by its President in his report. 

 

決議議 No. 2019/3 ［議事第 4.1 項］ 

本委員会は、 

BIML 事務局長による報告に留意し、 

BIML 事務局長が英語及びフランス語により報告を行ったことに対して感謝する。 

Resolution no. 2019/3 (Agenda Item 4.1) 

The Committee, 

Notes the report given by the BIML Director, and  

Thanks the BIML Director for providing his report in English and in French. 

巻末資料４
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決決議 No. 2019/4 ［議事第第 4.2 項項］ 

本委員会は、 

第 53 回 CIML 委員会以降に実施された OIML 技術活動に関する研修コースに関する BIML の報告に

留意し、 

研修を主催した BIML に感謝し、OIML の技術活動の調和に向けた参加者の努力に感謝し、 

財政状態が許す限り BIML が今後も技術研修の支援を続けることを奨励し、 

研修が OIML 技術活動の実施に及ぼす効果について調査するよう BIML に要請する。 

Resolution no. 2019/4 (Agenda Item 4.2) 

The Committee, 

Notes the report given by the BIML on the training courses relating to OIML technical work delivered since the 
53rd CIML Meeting, 

Thanks the BIML for organizing the training, and thanks the participants for their efforts to harmonise the technical 
work of the Organisation, 

Encourages the BIML to continue to support technical training activities in the future as financial provisions allow, 
and  

Requests the BIML to examine the effect the training has on the conduct of OIML technical work. 

 

決決議 No. 2019/5 ［議事第第 5 項項］ 

本委員会は、 

キルギスタンの準加盟国としての再加盟を歓迎する。 

Resolution no. 2019/5 (Agenda Item 5) 

The Committee,  

Welcomes Kyrgyzstan as a returning Corresponding Member. 

 

決決議 No. 2019/6 ［議事第 6.1 項項］ 

本委員会は、 

2018 年度会計報告及び委員長と BIML 局長による意見に留意し、 

2018 年度会計に対する外部監査役の承認を考慮しつつ、 

2018 会計報告を承認し、そして、 

委員長がそれを 2020 年に行われる第 16 回 OIML 総会に報告するよう指示する。 

Resolution no. 2019/6 (Agenda Item 6.1) 
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The Committee,  

Noting the accounts for 2018 and the comments from its President and from the BIML Director,  

Considering the external auditor’s approval of the 2018 accounts,  

Approves the 2018 accounts, and  

Instructs its President to present them to the 16th OIML Conference in 2020. 

 

決決議 No. 2019/7 ［議事第 6.1 項項］  

本委員会は、 

2018 年度会計報告及び委員長と BIML 局長による意見に留意し、 

予算を監視する効果的な対策を実施するよう BIML 局長に指示し、 

OIML の収入を増やすため、代替収入源について調査することを BIML 局長に指示し、 

OIML の引当金の適切なレベルについて引き続き調査することを BIML 局長に指示し、 

その情報を 2020 年に行われる第 55 回 CIML 委員会に報告するよう BIML 局長に指示する。 

Resolution no. 2019/7 (Agenda Item 6.1) 

The Committee,  

Noting the accounts for 2018 and the comments from its President and from the BIML Director,  

Instructs the BIML Director to implement effective measures to monitor the budget,  

Instructs the BIML Director to investigate alternative revenue streams with a view to increasing the income of the 
Organisation,  

Instructs the BIML Director to continue to examine an appropriate level for the OIML’s reserves, and  

Instructs the BIML Director to present information on these to the 55th CIML Meeting in 2020. 

 

決決議 No. 2019/8 ［議事第 6.2 項項］ 

本委員会は、 

BIML 局長による 2019 年度予算執行の予測に関する報告に留意し、 

短期間のうちに予算状況を適切に把握し運用した BIML 局長に対し感謝する。 

Resolution no. 2019/8 (Agenda Item 6.2) 

The Committee, 

Notes the report on the budget forecast for 2019 given by the BIML Director, and  

Expresses its appreciation to the BIML Director for his efforts in bringing the budget under control within a short 
space of time. 

決決議 No. 2019/9 ［議事第第 6.3 項項］ 

－ 177 －



本委員会は、 

BIML 局長が行った報告に留意し、 

その加盟国及び準加盟国による著しい未払い滞納金の回収のための努力を継続すること及び、速や

かな支払いのための更なる仕組みを考えるよう BIML を促し、 

滞納のある加盟国及び準加盟国が、できるだけ早期にその状態を正常にするよう求め、 

加盟国及び準加盟国に分担金の早急な支払いの確約を求める。 

Resolution no. 2019/9 (Agenda Item 6.3) 

The Committee,  

Notes the report given by the BIML Director, 

Encourages the BIML to continue its efforts to recover outstanding arrears and to consider additional mechanisms 
for prompt payment by Member States and Corresponding Members,  

Requests those Members and Corresponding Members with arrears to bring their situation up to date as soon as 
possible, and  

Requests Member States and Corresponding Members to ensure prompt payment of membership fees. 

 

決決議 No. 2019/10 ［議事第第 7.1 項項］ 

本委員会は、 

連携関係にある機関に関する BIML の報告に留意する。 

Resolution no. 2019/10 (Agenda Item 7.1) 

The Committee,  

Notes the report on activities with organisations in liaison given by the BIML. 

 

決決議議 No. 2019/11 ［議事第第 7.2 項］ 

本委員会は、 

円卓会議 議長の行った RLMO 円卓会議についての報告に留意し、 

RLMO 円卓会議の議長としての三木幸信博士の業績に感謝し、 

CIML 第一副委員長であるチャールズ・アーリック博士が RLMO 円卓会議の議長を引き継ぐことに

感謝する。 

Resolution no. 2019/11 (Agenda Item 7.2) 

The Committee, 

Notes the report on the RLMO Round Table meeting given by its Chairperson,  

Thanks Dr Yukinobu Miki for his work as Chairperson of the RLMO Round Table, and  
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Thanks the CIML First Vice-President, Dr Charles Ehrlich, for taking over as Chairperson of the RLMO Round 
Table. 

 

決議 No. 2019/12 ［議事第第 7.3 項］ 

本委員会は、 

BIPM による報告に留意し、 

本委員会に情報を提供した局長であるマーティン・ミルトン博士に感謝し、 

質の高い社会基盤の主要な要素としての計量に関する共通のビジョン及び共通の概念の発展に向け

て、緊密な協力の機会を検討するための共同作業グループを通して、OIML と BIPM との間の協力関

係を強化することを支援する。 

 

Resolution no. 2019/12 (Agenda Item 7.3) 

The Committee, 

Notes the report made by the BIPM,  

Thanks its Director, Dr Martin Milton, for providing this information to the Committee, and  

Supports a stronger cooperation between the OIML and the BIPM through a joint task group to explore 
opportunities for closer cooperation towards the development of a common vision and a common concept of 
metrology as a key element of quality infrastructure. 

 

決議 No. 2019/13 ［議事第第 7.4 項］ 

本委員会は、 

ラドー・ラプー博士（スロベニア）が単位諮問委員会（CCU）において OIML を代表し、文書による報告を提供した

ことに感謝し、 

CCU の進展についてのナターシャ・ヴコヴィチ女史（スロベニア）による口頭の報告に留意し、 

角度、無次元数、そしてデジタル世界における SI のための用語「単位」の定義について CCU 内で

行われている議論について注視するよう、そして可能であれば OIML に関連した部分について検討

するよう、OIML TC 2 に要請する。 

Resolution no. 2019/13 (Agenda Item 7.4) 

The Committee, 

Thanks Dr Rado Lapuh (Slovenia) for representing the OIML in the Consultative Committee for Units (CCU) and 
for his written report,  

Notes the oral report given by Ms Nataša Vukovič (Slovenia) on developments in the CCU, and  

Requests OIML TC 2 to closely observe the ongoing discussions in the CCU on the definition of the term “unit”, on 
angles, on dimensionless quantities, and on the SI in the digital world, and to facilitate a common OIML position, if 
possible. 
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決決議 No. 2019/14 ［議事第第 7.5 項］ 

本委員会は、 

以下の連携機関の報告及びプレゼンテーションに留意する： 

• CECIP, 

• IAF, 

• ILAC, 

• OECD 及び 

• UNIDO. 

本委員会に情報を提供した代表に感謝する。 

Resolution no. 2019/14 (Agenda Item 7.5) 

The Committee, 

Notes the reports and presentations from the following organisations in liaison: 

• CECIP, 

• IAF, 

• ILAC, 

• OECD, and 

• UNIDO. 

Thanks their representatives for providing this information to the Committee. 

 

決議議 No. 2019/15 ［議事第第 8.1 項］ 

本委員会は、 

CEEMS 諮問部会の活動報告に留意し、 

明日のリーダーのための奨学金の枠組みを作成するという提案を歓迎し、 

加盟国に対して、ホスト国やスポンサーという立場で試験プロジェクトに参加する機会を検討する

よう奨励し、 

D1 計量法に関する考察 の重要性を強調し、2020 年に行われる第 55 回 CIML 委員会で採択され得

る最終草案を作るために、適切なプロジェクト・グループが尽力するよう要請する。 

Resolution no. 2019/15 (Agenda Item 8.1) 

The Committee, 

Notes the report on the activities of the CEEMS Advisory Group,  

Welcomes the proposal to develop a scholarship scheme for leaders of tomorrow, 

Encourages Member States to explore opportunities for taking part in pilot projects by acting as hosts and sponsors, 
and  

Emphasises the importance of OIML D 1 Considerations for a Law on Metrology and requests the appropriate 
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Project Group to do all in its power to produce a Final Draft Document which can be adopted at the 55th CIML 
Meeting in 2020. 

 

決決議 No. 2019/16 ［議議事第第 8.1 項］ 

本委員会は、 

CEEMS 諮問部会の設立における先導的な役割、及び議長としてのリーダーシップについてプー・チ

ャンチェン（蒲長城）氏に感謝し、 

CEEMS 諮問部会の提案に留意し、 

ピーター・メイソン氏を三年の任期で CEEMS 諮問部会の議長に指名し、 

ペーター・ウルビック博士を三年の任期で CEEMS 諮問部会の副議長に指名する。 

Resolution no. 2019/16 (Agenda Item 8.1) 

The Committee, 

Thanks Mr Pu Changcheng for his initiative in the establishment of the CEEMS Advisory Group, and for his 
leadership as its chairperson,  

Noting the recommendations of the CEEMS Advisory Group,  

Appoints Mr Peter Mason as the chairperson of the CEEMS Advisory Group for a three-year term, and  

Appoints Dr Peter Ulbig as vice-chairperson of the CEEMS Advisory Group for a three-year term. 

 

決決議 No. 2019/17 ［議事第第 8.1 項項］ 

本委員会は、 

議長選出の手続きの欠如に関する CEEMS 諮問部会の議論に留意し、OIML B 19 計量制度の整備途
上にある国及び経済圏（CEEMS）に関する諮問部会に対する付託条項 の適切な修正のための提案

を作成するよう CEEMS 諮問部会の議長に要請する。  

Resolution no. 2019/17 (Agenda Item 8.1) 

The Committee, 

Noting the discussions in the CEEMS Advisory Group on the lack of a procedure for the selection of its 
chairperson,  

Requests the chairperson of the CEEMS Advisory Group to develop proposals for an appropriate revision of OIML 
B 19 Terms of Reference for the Advisory Group on matters concerning Countries and Economies with Emerging 
Metrology Systems (CEEMS). 

 

決決議 No. 2019/18 ［議議事第第 8.1 項］ 

本委員会は、 

2019 年 10 月 21 日に行われた e ラーニングに関するワークショップを運営したことに対して、ボブ

ジョセフ・マシュー博士、ペーター・ウルビック博士、及び BIML に感謝し、 
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このワークショップで素晴らしいプレゼンテーションを行ったドリナ・ナティ女史（UNIDO）及び

フィル・ソレル氏（ニュージーランド）に感謝し、 

法定計量及びその他の業界の利益のための e ラーニングという概念の構築が、機関（OIML）にとっ

て優先度の高い活動であると考え、 

以下の要素を考慮して e ラーニングの概念を構築するため、事務局（BIML）の支援を得ながら、 

CEEMS 諮問部会に一つ以上の臨時作業部会を設立することを要請する。 

1) e ラーニング・セミナーの成果についての概要、分析及び優先順位の決定、 

2)  質の高い内容の開発及び維持のために、技術委員会及び小委員会の専門家からアドバイスの提供

を受けるための最適な方法、 

3) 他の適切な機関との連携、 

4) e ラーニング設計のための適切なプラットフォーム及び技術に関する考察 

5) 適切な資金提供の仕組み及び財源に関する考察 

2021–2024 年の会計期間のために予算を準備する際、この e ラーニングの概念について考慮するよう

BIML 局長に指示する。  

 

Resolution no. 2019/18 (Agenda Item 8.1) 

The Committee, 

Thanks Dr Bobjoseph Mathew, Dr Peter Ulbig, and the BIML for having organised the workshop on  

e-Learning which took place on Monday 21 October 2019,  

Thanks Ms Dorina Nati (UNIDO) and Mr Phil Sorrell (New Zealand) for their excellent presentations at this 
workshop,  

Considers that the development of an e-Learning concept for the benefit of the legal metrology community and 
others should be a priority activity for the Organisation,  

Requests the CEEMS Advisory Group to establish one or more ad hoc working groups to develop, with the 
assistance of the Bureau, an e-Learning concept taking into account the following elements: 

1) a summary, analysis and prioritisation of the outcomes of the e-Learning seminar, 

2) the optimum means of capturing expert input from Technical Committees and Subcommittees in 
developing and maintaining high quality content, 

3) collaboration with other appropriate organisations, 

4) consideration of the appropriate platform and technology for the e-Learning concept, 

5) consideration of appropriate funding mechanisms and sources, 

Instructs the BIML Director to take into account this e-Learning concept when preparing the budget for the 2021–
2024 financial period. 

 

決議議 No. 2019/19 ［議事第第 9.1 項］ 

本委員会は、 
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OIML 証明書制度（OIML-SC）運営委員会（MC）議長の報告に留意し、 

運営委員会、審査委員会、メンテナンス・グループのメンバーの働きに感謝し、 

OIML-CS 発足時より MC 議長を務めたコック・オースターマン氏に感謝し、 

国内関係者に対して OIML 証明書制度の利益について宣伝するよう CIML 委員に要請し、 

製造事業者に対して OIML 証明書制度の利益について宣伝するよう OIML 証明書発行機関に要請する。 

Resolution no. 2019/19 (Agenda Item 9.1) 

The Committee, 

Notes the report of the OIML Certification System (OIML-CS) Management Committee (MC) Chairperson,  

Thanks the members of the MC, the Review Committee and the Maintenance Group for their work,  

Thanks Mr Cock Oosterman for having served as MC Chairperson since the launch of the OIML-CS,  

Requests CIML Members to promote the benefits of the OIML-CS to stakeholders in their country, and  

Requests OIML Issuing Authorities to promote the benefits of the OIML-CS to manufacturers in their country. 

 

決決議議 No. 2019/20 ［議事第第 10.1.1 項］ 

本委員会は、 

委員長による意見を考慮し、 

R 117 水以外の液体用動的計量システム の改定状況に関するアメリカ合衆国による報告を考慮し、 

本委員会において最終国際勧告への投票を行うという提案を受け入れることを決定する。 

Resolution no. 2019/20 The Committee (agenda item 10.1.1) 

The Committee,  

Considering the remarks made by its President, 

Considering the report by the USA on the status of the project to revise R 117 Dynamic measuring system for 
liquids other than water,  

Decides to accept the proposal to vote on the Final Draft Recommendation revision of R 117 at this meeting. 

 

決議議 No. 2019/21 ［議事第第 10.1.1 項］ 

本委員会は、 

次の出版物の最終草案を承認する： 

・D 31 ソフトウェア制御計量器のための一般要件の改定 

・新文書 (D 33) 参照標準液（粘度計の校正・検定用ニュートン性粘度標準） 

・新文書 (D 34) 型式適合性（CTT）－計量器販売前の適合性評価 

・新基本文書 (B 20) OIML ロゴの使用に関する規則 

－ 183 －



・新基本文書 (B 21) OIML 研修センターと研修活動の枠組み 

・R 117 水以外の液体用動的計量システムの改定 

これらのプロジェクトを完了させるための貢献について、該当するプロジェクト・グループの世話

人及びメンバーに感謝する。 

* （）内の文書番号は国際計量室による加筆。 

Resolution no. 2019/21 (agenda item 10.1.1) 

The Committee,  

Approves the following Final Draft Publications: 

• Revision of D 31 General requirements for software-controlled measuring instruments, 

• New Document Reference standard liquids (Newtonian viscosity standard for the calibration and 
verification of viscometers), 

• New Document Conformity to Type (CTT) - Pre-market conformity assessment of measuring instruments, 

• New Basic Publication Rules for the use of OIML logos, 

• New Basic Publication Framework for OIML Training Centers and OIML Training Events, 

• Revision of R 117 Dynamic measuring system for liquids other than water, 

Thanks the relevant Project Group conveners and members for their work in completing these projects. 

 

決決議 No. 2019/22 ［議議事第第 10.1.2.1 項］ 

本委員会は、 

TC 5/SC 2 の責任の下に、D 31 ソフトウェア制御計量器のための一般要件 の改訂を委員会作業文書

の付属書 10.1.2.1 に記載されたプロジェクト提案のとおり実施するために、新規プロジェクトとし

て承認する。 

Resolution no. 2019/22 The Committee (agenda item 10.1.2.1) 

The Committee,  

Approves as a new project, under the responsibility of OIML TC 5/SC 2, the revision of D 31 General requirements 
for software controlled measuring instruments, to be conducted as specified in the project proposal provided in 
Addendum 10.1.2.1 to the Working Document for this meeting. 

 

決決議 No. 2019/23 ［議議事第第 10.1.2.2 項］ 

本委員会は、 

TC 6 の責任の下に、新規勧告文書 R 87 包装商品のためのテンプレートの作成 （仮題）を委員会

作業文書の付属書 10.1.2.2 に記載されたプロジェクト提案のとおり実施するために、新規プロジェ

クトとして承認する。 

Resolution no. 2019/23 (agenda item 10.1.2.2) 

The Committee, 
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Approves as a new project, under the responsibility of TC 6, a new publication, provisionally titled R 87 
prepackage template, to be conducted as specified in the project proposal provided in Addendum 10.1.2.2 to the 
Working Document for this meeting. 

 

決決議 No. 2019/24 ［議議事第第 10.1.2.3 項］ 

本委員会は、 

TC 17/SC 2 の責任の下に、OIML R 142 自動糖度計:検定の方法及び手段 の改定作業を委員会作業

文書の付属書 10.1.2.3 に記載されたプロジェクト提案のとおり実施するために、新規プロジェクト

として承認する。 

Resolution no. 2019/24 (agenda item 10.1.2.3) 

The Committee, 

Approves as a new project, under the responsibility of TC 17/SC 2, the revision of R 142 Automated 
refractometers: Methods and means of verification, to be conducted as specified in the project proposal provided in 
Addendum 10.1.2.3 to the Working Document for this meeting. 

 

決決議 No. 2019/25 ［議事第第 10.1.2.4 項］ 

本委員会は、 

TC 17/SC 5 の責任の下に、新規勧告 回転式粘度計－動粘度の決定－検定方法 の作成を委員会作業

文書の付属書 10.1.2.4 に記載されたプロジェクト提案のとおり実施するために、新規プロジェクト

として承認する。 

Resolution no. 2019/25 (agenda item 10.1.2.4) 

The Committee, 

Approves as a new project, under the responsibility of TC 17/SC 5, a new publication Rotary viscometers 
-Determination of dynamic viscosity - Verification method, to be conducted as specified in the project proposal 
provided in Addendum 10.1.2.4 to the Working Document for this meeting. 

 

決決議議 No. 2019/26 ［議事第第 10.1.2.5 項］ 

本委員会は、 

委員長による意見を考慮し、 

B 11 OIML 刊行物の翻訳・使用・販売に関する規則 の改定プロジェクトの状況に関するアメリカ合

衆国による報告を考慮し、 

本委員会においてB 11の改定プロジェクトについて投票するという提案を受け入れることを決定す

る。 

Resolution no. 2019/26 (agenda item 10.1.2.5) 

The Committee,   

Considering the remarks made by its President, 
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Considering the report by the USA on the status of the project to revise B 11 Rules governing the translation, 
copyright and distribution of OIML Publications, and  

Decides to accept the proposal to vote on the project to revise B 11 at this meeting. 

 

決決議 No. 2019/27 ［議議事第第 10.1.2.5 項］ 

本委員会は、 

BIML 及びアメリカ合衆国の責任の下に、 

B 11 OIML 刊行物の翻訳・使用・販売に関する規則 の改定を、委員会作業文書の付属書 10.1.2.5 に

記載されたプロジェクト提案のとおり実施するために、新規プロジェクトとして承認する。 

Resolution no. 2019/27 (agenda item 10.1.2.5) 

The Committee,  

Approves as a new project, under the responsibility of the BIML and the USA, the revision of B 11 Rules governing 
the translation, copyright and distribution of OIML Publications, to be conducted as specified in the project 
proposal provided in Additional Meeting Document 10.1.2.5.   

 

決決議 No. 2019/28 ［議事第第 10.1.3.2 項］ 

本委員会は、 

B 6 技術作業指針 の改定案である第一次委員会草案への投票の結果に留意し、 

この委員会の作業文書への追加文書 10.1.3.2 の提案に留意し、 

この委員会の作業文書への追加文書 10.1.3.2 の付属書 A に詳細が示された、改訂された定期見直し

の手順を承認し、 

この委員会の作業文書への追加文書 10.1.3.2 の付属書 C のフローチャートと共に、この委員会で修

正された付属書 B にその詳細が示された修正文章を、10.1.3.1 に提示された B 6-1 の最終国際基本

文書案（FDB）の改訂版に取り込むことを認め、そして、 

B 6 の最終基本文書案を承認する。 

Resolution no. 2019/28 (agenda item 10.1.3.2) 

The Committee, 

Noting the result of the vote on the 1CD of the Revision of B 6 Directives for OIML technical work,  

Noting the recommendation in Addendum 10.1.3.2 to the Working Document for this meeting,  

Approves the amended periodic review procedure detailed in Annex A of Addendum 10.1.3.2 to the Working 
Document for this meeting,  

Approves the inclusion of the revised text, detailed in Annex B as amended during the meeting, together with the 
flowchart given in Annex C of Addendum 10.1.3.2 to the Working Document for this meeting, in the Final Draft 
Basic (FDB) Publication Revision of B 6-1 presented in 10.1.3.1, and  

Approves the FDB Revision of B 6. 
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決決議 No. 2019/29 ［議事第第 10.1.3 及及びび 10.2 項項］ 

本委員会は、 

タスク・グループ 2023 によって作成された優先度の高い出版物及びプロジェクトを選ぶための判断

基準を支持し、 

本委員会で提示された優先度の高い出版物及びプロジェクトの暫定リストを支持し、 

これらを精査し、2020 年の第 55 回 CIML 委員会における承認のために提案するよう、運営委員会

及び BIML に要請する。 

Resolution no. 2019/29 (agenda item 10.1.3 and 10.2)  

The Committee,  

Supports the criteria used to identify high priority publications and projects developed by Task Group 2023,  

Supports the provisional lists of high priority publications and projects as presented at the Meeting, and  

Requests the Presidential Council and the BIML to review these and make proposals for approval at the 55th CIML 
Meeting in 2020. 

 

決議議 No. 2019/30 ［議事第第 10.3 項］  

本委員会は、 

法定計量の実務担当者を含む法定計量業界の利益のために、OIML 機関誌における技術論文の持続的

な増加に対して責任を持つ OIML 機関誌の「擁護者」を明確にするという、タスク・グループ 2023
及び運営委員会の提案を支持し、 

全ての CIML 委員に対して OIML 機関誌の擁護者となるよう要請し、 

OIML 機関誌へより技術的な記事が提出されるためのあらゆる努力を惜しまないように、全 CIML 委

員に要請する。 

Resolution no. 2019/30 (agenda item 10.3)  

The Committee,  

Supports the proposal of Task Group 2023 and the Presidential Council to identify “mentors” for the OIML Bulletin, 
who will take responsibility for sustainably increasing the number of technical articles in the OIML Bulletin for the 
benefit of the legal metrology community, including legal metrology practitioners,  

Requests CIML Members to consider becoming a “mentor” for the OIML Bulletin, and  

Requests that CIML Members make any possible efforts in order that more technical articles are submitted for 
publication in the OIML Bulletin. 

 

決議議 No. 2019/31 ［議事第第 11 項］ 

本委員会は、 

OIML B 14:2013 の CIML 委員長の選挙手続きを参照しつつ、 
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ボブジョーゼフ・マシュー博士 を直ちに有効な 6 年間の任期でその第二副委員長に選出する。 

Resolution no. 2019/31 (agenda item 11) 

The Committee, 

Noting the procedure for the election of the CIML Second Vice-President in OIML B 14:2013, 

Selects Dr Bobjoseph Mathew (Switzerland) as its Second Vice-President for a six-year term with immediate 

effect. 

 

決議議 No. 2019/32 ［議事第第 12.1 項］  

本委員会は、 

OIML 業務への貢献に対する本年度の OIML 表彰の受賞者を祝福する。 

 ジェジー・ボルジミンスキー博士 

 コリーン・ラゴーテリ女史 

 三木幸信博士 

Resolution no. 2019/32 (agenda item 12.1)  

The Committee,  

Congratulates this year’s recipients of an OIML Medal, 

・ Dr Jerzy Borzyminski 

・ Mrs Corinne Lagauterie 

・ Dr Yukinobu Miki 

for their contribution to the work of the OIML. 

 

決決議 No. 2019/33 ［議議事第第 12.1 項］  

本委員会は、 

OIML 業務について以下の役割を担った三木幸信博士の貢献に感謝する。 

・2005 年より日本の CIML 委員として 

・2007 年より運営委員会の委員として 

・2013 年より CIML 第二副委員長として 

・2017-2018 年にかけて第一副委員長代行として 

・2014 年より RLMO 円卓会議の議長として 

Resolution no. 2019/33 (agenda item 12.1)  

The Committee,  
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Thanks Dr Yukinobu Miki for his contribution to the work of the OIML in his roles 

• as CIML Member for Japan since 2005, 

• as member of the Presidential Council since 2007, 

• as Second CIML Vice-President since 2013, 

• acting First Vice-President from 2017-2018, and 

• as Chairperson of the RLMO Round Table since 2014. 

 

決決議議 No. 2019/34 ［議事第第 12.2 項］ 

本委員会は、 

OIML 業務への貢献に対する OIML 感謝状の今年度の受賞者であるコック・オースターマン氏を祝福

し、 

OIML 証明書制度（OIML-CS）の設計について、また OIML-CS の発足以来の運営委員会の議長とし

ての彼の貢献に感謝する。 

Resolution no. 2019/34 (agenda item 12.2)  

The Committee,  

Congratulates this year’s recipient of a Letter of Appreciation, Mr Cock Oosterman, and  

Thanks him for his contribution to the development of the OIML Certification System (OIML-CS) and as 
Chairperson of the Management Committee since the launch of the OIML-CS. 

 

決決議議 No. 2019/35 ［議事第第 12.4 項］  

本委員会は、 

2018 年度 OIML CEEMS 賞の受賞者、カルロス・アウグスト・デ・アゼベド教授（ブラジル）の代

理であるマルコス・トレビザン・ヴァスコンチェロス氏（ブラジル）のプレゼンテーションに感謝

する。 

Resolution no. 2019/35 (Agenda Item 12.4) 

The Committee,  

Thanks Mr Marcos Trevisan Vasconcellos (Brazil) for his presentation on behalf of Prof. Carlos Augusto de 
Azevedo, winner of the 2018 OIML CEEMS Award. 

 

決決議 No. 2019/36 ［議事第第 14.1 項項］  

本委員会は、 

2020 年の第 55 回 CIML 委員会と第 16 回国際法定計量会議の準備について提供された情報に留意

し、 

2020 年の第 55 回 CIML 委員会と第 16 回国際法定計量会議を主催するための中華人民共和国から
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の招待に感謝し、 

2020 年の第 55 回 CIML 委員会と第 16 回国際法定計量会議を準備するために必要な手配を行うよ

う事務局に指示する。 

 

Resolution no. 2019/36 (Agenda Item 14.1) 

The Committee,  

Notes the information provided on the organisation of the 55th CIML Meeting and 16th International Conference in 
2020,  

Thanks the People’s Republic of China for its invitation to host the 55th CIML Meeting and 16th International 
Conference in 2020, and  

Instructs the Bureau to make the necessary arrangements to organise the 55th CIML Meeting and  

16th International Conference in 2020. 

 

決決議議 No. 2019/37 ［議事第第 14.2 項］  

本委員会は、 

2021 年の第 56 回 CIML 委員会の準備について提供された情報に留意し、 

2021 年を主催するためのロシア連邦からの招待に感謝し、 

2021 年の第 56 回 CIML 委員会を準備するために必要な手配を行うよう事務局に指示する。 

Resolution no. 2019/37 (Agenda Item 14.2) 

The Committee,  

Notes the information provided on the organisation of the 56th CIML Meeting in 2021,  

Thanks the Russian Federation for its invitation to host the 56th CIML Meeting in 2021, and 

Instructs the Bureau to make the necessary arrangements to organise the 56th CIML Meeting in 2021. 
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3

The legal framework of the EU

What about legislation?

Unified legislation in all 27 EU member states to realize: 

- one internal market

- the same rules for all economic operators

- the same level of consumer protection

4

General remark:

European legislation covers only those aspects which should not be left
to „the market“ resp. the economic operators and which are of importance
in all member states.

In other words:

If the economic operators find good (and fair!) solutions on their own 
(e. g. by using standards), then no regulation should be applied.

The legal framework of the EU

Tendency to reduce legislation whereever it is feasible.
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The legal framework of the EU

x

11 kinds of measuring instruments conformity assessment procedures
(10 in case of MID, 3 in case of NAWID)

24

The legal framework of the EU
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Other conformity assessment modules (A2, D, D1, F, F1, G)
BW = Baden-Württemberg

BY = Bayern

BB = Berlin, Brandenburg

HE = Hessen

NI = Niedersachsen

EDN = Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern

NRW = Nordrhein-Westfalen

RP = Rheinland-Pfalz

SB = Saarbrücken

SA = Sachsen

ST = Sachsen-Anhalt

TH = Thüringen

12

BW BY BB BR HE NI EDN NRW RP SB SA ST TH
MI-001 F F F F F F, F1 F F 
MI-002 F F F F, F1 F F F 
MI-003 F F F F F, F1 F F F 
MI-004 F F F F, F1 F
MI-005 F F F F F F F, F1 F F F, F1 F F F 
MI-006 D, F, F1 F, F1 F F F F, F1 F, F1 F F F, F1 F F, F1 F, F1
MI-007 F F  F F F F, F1 F F F F
MI-008 A2, F1 A2, F1 A2 F1 A2, F1 A2, F1 F, F1 A2, F1 A2, F1 A2, F1 A2, F1
MI-009 F, F1 F F F, F1 F, F1 F F, F1 F F, F1
MI-010 F F F F F F, F1 F F F F
NAWI D, D1, F, F1 D, D1, F, F1, G F, F1 F, F1 F, F1 D, D1, F, F1 F, F1 F F, F1 F, F1 F, F1 F, F1 F, F1

Other conformity assessment modules (A2, D, D1, F, F1, G)
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9

However, some expected trends can be observed right now

• Sensors are everywhere and connected

• More processing of data in-time

• central and de-central data processing
systems operate together
and have got some self-learning
capabilities on board

• Better diagnosis compared with physicians

• Humans interact with learning and assisting
systems (24/7)

10

What are the trends in legal metrology and verification?      

• Measuring instruments become „smart“ (incl. AI): 
=> Self-supervision vs. verification?

• Intelligence in the hands of the „smart client“: 
Does the catalog of regulated measuring instruments change?

• Thrust into artificial intelligence and cyber security:
Is there a need for additional aspects in legal metrology to be regulated?

• How to deal with innovations in legal metrology? 
=> no legal restrictions for „model regions“? 
(To be in alignment with the technical development!) 

－ 246 －





13

Summary of results (2) 

II. Todays legislation (national as well as european)
should be questioned and adapted for future
technical developments

(e. g. flexible verification periods, requirements on  
self-supervising measuring instruments). 

The time, which we hopefully still have, should be used
to develop requirements and procedures in advance (!) 

d
 

14

Summary of results (3) 

III. There is a necessity for good cooperation and intensive
information exchange between all stakeholders

(legislator, verification authorities, market surveillance authorities,
manufacturers, conformity assessment bodies and the NMI),

to achieve a setting of the course for future technical developments
in all areas at the earliest stage. 

For this information exchange existing committees resp. fora
should be used, resp. should be extended in a suitable manner.
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一般財団法人日本規格協会からの再委託で実施したものの成果である。 

 

 

 

平成 31 年度産業標準化推進事業委託費 
戦略的国際標準化加速事業：我が国の国際標準化戦略を強化す 

るための体制構築 ＯＩＭＬ（国際法定計量機関）対応 報告書 
 

令和 2 年 3 月 
 

一般社団法人 日本計量機器工業連合会 
〒162-0837 東京都新宿区納戸町 25-1 
TEL 03-3268-2121  FAX 03-3268-2167 

 

 

報告書の無断転載は固く禁止致します｡ 
 




